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Ｗｅｂサイト分科会

法令指導講習講師会議

【 保安専門技術者養成講習講師会議 】

保安業務指導講習講師会議講 習 分 科 会

ＣＯ中毒事故防止技術講習講師会議

ＬＰガス災害対策講習講師会議

法律申請手続等マニュアル分科会※

※液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル

Ⅰ．事業の実施体制 

 １．委員会等の設置 

 事業の的確な運営を図るため、「保安技術普及委員会」を設け、保安専門技術者指

導等事業実施要領（別紙１参照）により基本方針、保安専門技術の種類及び普及等に

ついて審議した。また、「保安技術普及委員会」の下に３つの分科会を設け、次の検

討、審議を行った。 

(1)「Ｗｅｂサイト分科会」では、開設したＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイトに係

る「情報提供」の内容について検討した。 

(2)「講習分科会」では、保安専門技術の種類ごとに「保安専門技術者養成講習講師会

議」を開催し、講習カリキュラム、テキスト、講義内容等について審議した。 

(3)「法律申請手続等マニュアル分科会」では、当該マニュアルを見直し、改訂作業を

行った。 

 ２．委員会等の構成 

   (1) 委員会等の体制 

 

－ 1－
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  (2) 委員会等の構成 

    委員会、分科会及び保安専門技術者養成講習講師会議の構成（次表参照） 

 

令和元年度 保安専門技術者指導等事業 委員会委員等一覧 
令和２(2019)年３月３１日現在 

 

氏  名 委 
員 
会 

Ｗ 
ｅ 
ｂ 

講    習 
法 
律 
申 
請 

所         属 

 法令 保安 ＣＯ 災害  

1 小 川 輝 繁 ◎        横浜国立大学 名誉教授 ［(公財)総合安全工学研究所 専務理事］ 

2 飯 田 正 史 ○ ○  ○  ○ ○ (一社)全国ＬＰガス協会 保安部 保安技術担当部長 

3 井 上 美 晴 ○ ○       日本ＬＰガス協会 技術グループリーダー 

4 新 田 浩 章     ○   (一社)日本ガス石油機器工業会 技術委員長 ［(株)パロマ 渉外部マネージャー］ 

5 榎 本 正 徳 ○       (一社)日本エルピーガス供給機器工業会 専務理事 

6 水 越 大 輔    ○    (一社)日本エルピーガス供給機器工業会 技術部長 

7 川 東 成 人     ○   (一社)富山県エルピーガス協会 事務局長 

8 石 井 美 継   ○   ○ ◎ (一社)和歌山県ＬＰガス協会 専務理事 

9 濱 野 照 也   ○ ○    (一社)香川県ＬＰガス協会 事務局長 

10 嶋 﨑 啓 祐      ○  (一社)高知県ＬＰガス協会 専務理事 

11 山 村 忠 幸      ○  (一社)熊本県ＬＰガス協会 事務局長 

12 寺 島 善 仁 ○     ◎   元(一社)愛知県ＬＰガス協会 

13 曽 根   孝      ○   元(一社)兵庫県ＬＰガス協会 

14 野 口 幸 廣 ○ ◎       三洋設備産業(株) 代表取締役 

15 吉 本 正 樹 ○  ◎ ○  ○ ○  北海道エア・ウォーター(株) 保安技術部 部長 

16 石 田 晴 俊 ○  ○ ◎  ○ ○  昭和ガス(株) 顧問 

17 石 田   一   ○ ○ ○  ○  橋本産業(株) 取締役 ガス部 技術保安部 部長 

18 徳 島 光 人   ○ ○   ○  サーラエナジー(株) 保安管理部 保安管理グループ 

19 塚 口 勝 弘    ○ ○  ○ (株)ザ・トーカイ 理事 保安統括室長 

20 吉 川 喜 祥    ○ ○    東邦液化ガス(株) ガス営業本部 エネルギー営業部長  

21 猪 瀬 敏 行 ○ ○ ○ ○ ◎   (株)エフ・ユー 教育事業部 担当部長 

22 山 崎 直 人   ○ ○   ○  アストモスリテイリング(株) 保安推進部長 

23 石郷岡 正 明   ○ ○   ○  ＥＮＥＯＳグローブエナジー(株) 保安統括本部 理事 副本部長 

24 吉 沼   朗   ○ ○     ジクシス(株) 販売促進部 担当課長 

25 鈴 木 隆 之     ○    矢崎エナジーシステム(株) ガス機器開発センター 要素技術開発部 

26 田 渕 政 彦     ○    新コスモス電機(株) 営業計画推進部 トレーニングセンター シニアアドバイザー 

27 福 澤   清     ○    元(株)ガスター 

 合計人数 → 9 4 10 13 9 8 9  

          

 委員会： 保安技術普及委員会 ◎：委員長、主査【但し、講師会議：チーフ講師】 

 Ｗｅｂ： Ｗｅｂサイト分科会 ○：委員又は講師 

 講 習： 講習分科会  

 法令： 法令指導講習講師会議  

 保安： 保安業務指導講習講師会議  

 ＣＯ： ＣＯ中毒事故防止技術講習講師会議  

 災害： ＬＰガス災害対策講習講師会議  

 法律申請： 法律申請手続等マニュアル分科会  

    

 ＊： 講師会議（ＷＧを除く。）の委員は、保安専門技術者講習講師を兼務 

 



   

    

     

 

   
 

 

    
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

          

      

                 

               

               

                

              

              

              

              

              

              

              

              

               

               

                

               

                   

                

               

                 

               

               

                

                 

                

                 

               

           

          

    

    

     

    

    

    

    

    

    

   

 

   

 ３．委員会等の開催日及び審議内容 

 （１）保安技術普及委員会 

 開 催 日 内  容 

第 １ 回 令和元年 7月 4日 ・講習の実施方針について 

  ・情報提供システムの方針について 

  ・講習開催地について 

第 ２ 回 令和２年 3月19日 ・事業報告書(案)について 

 ［書面審議］ ・保安専門技術者講習の実績報告について 

  ・情報提供システムの状況について 

 

 （２）Ｗｅｂサイト分科会 

 開 催 日 内  容 

第 １ 回 令和元年 7月 4日 ・情報提供システムの方針について 

第 ２ 回 令和２年 3月19日 ・情報提供システムの状況について 

 

 （３）講習分科会［保安専門技術者養成講習講師会議（法令指導）］ 

 開 催 日 内  容 

第 １ 回 令和元年 7月 5日 ・講習カリキュラムについて 

  ・テキスト及び配布資料について 

第 ２ 回 令和元年 8月28日 ・講義担当講師について 

  ・講義内容・ポイント等について 

第 ３ 回 令和２年 3月19日 ・講習結果等について 

 ［書面審議］  

 

 （４）講習分科会［保安専門技術者養成講習講師会議（保安業務指導）］ 

 開 催 日 内  容 

第 １ 回 令和元年 7月 5日 ・講習カリキュラムについて 

  ・テキスト及び配布資料について 

第 ２ 回 令和元年 8月28日 ・講義担当講師について 

  ・講義内容・ポイント等について 

第 ３ 回 令和２年 3月19日 ・講習結果等について 

 ［書面審議］  

 

－ 3－



   

 （５）講習分科会［保安専門技術者養成講習講師会議（ＣＯ中毒事故防止技術）］ 

 開 催 日 内  容 

第 １ 回 令和元年 7月 5日 ・講習カリキュラムについて 

  ・テキスト及び配布資料について 

第 ２ 回 令和元年 8月28日 ・講義担当講師について 

  ・講義内容・ポイント等について 

第 ３ 回 令和２年 3月19日 ・講習結果等について 

 ［書面審議］  

 

 （６）講習分科会［保安専門技術者養成講習講師会議（ＬＰガス災害対策）］ 

 開 催 日 内  容 

第 １ 回 令和元年 7月 4日 ・講習カリキュラムについて 

  ・テキスト及び配布資料について 

第 ２ 回 令和元年 8月28日 ・講義担当講師について 

  ・講義内容・ポイント等について 

第 ３ 回 令和元年11月26日 ・ＬＰガス災害対策に係る被災地の現地調査 

 ～27日 ［令和元年台風１９号による被災地（福島）］ 

第 ４ 回 令和元年12月 3日 ・ＬＰガス災害対策に係る被災地の現地調査 

 ～4日 ［令和元年台風１９号による被災地（長野）］ 

第 ５ 回 令和２年 3月19日 ・講義結果等について 

 ［書面審議］  

 

 （７）法律申請手続等マニュアル分科会 

 開 催 日 内  容 

第 １ 回 令和元年 8月28日 ・マニュアルの改訂及び編集の方針等について 

第 ２ 回 令和２年 3月12日 ・マニュアルの改訂及び編集の結果等について 

 ［書面審議］  
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Ⅱ．保安専門技術者指導 

 １．保安専門技術者養成講習の実施 

1.1 概要 

 ＬＰガス消費者保安の高度化を実現する一方策として、地域保安指導事業において

技術普及を行い、ＬＰガス関係事業者及びＬＰガス消費者の保安の高度化を図るため

に必要な保安技術や新技術に対し高度な専門技術を有する「保安専門技術者」を養成

することを目的とする講習を実施した。 

1.2 講習開催地域 

令和元(2019)年度における保安専門技術者養成講習の開催地域は、全国９地域（北

海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州）より、北海道、関東、北

陸、中部、中国、四国、九州の７地域で実施した。（前年度は、東北、関東、北陸、

近畿、中国、九州の６地域で実施） 

1.3 講習カリキュラム 

次の①～④の４種類の講習テーマについて講習を実施するため、講習テーマ別の講

師会議において講義内容を検討し、別紙２の講習カリキュラムを作成した。 

なお、講習時間については、４種類の講習テーマ全てにおいて６時間とした。 

① 法令指導講習（６時間） 

② 保安業務指導講習（６時間） 

③ ＣＯ中毒事故防止技術講習【「業務用厨房機器メンテナンス」を含む。】（６時間） 

④ ＬＰガス災害対策講習（６時間） 

  1.4 講師の構成 

次表参照 
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令和元(2019)年度 保安専門技術者養成講習講師の構成 

 

【 講 義 を 行 っ た 講 師 】 

 氏  名 講 習 の 種 類 所   属 

 
 

法令 保安 ＣＯ 災害 
 

１ 飯 田 正 史    ○ (一社)全国ＬＰガス協会 

２ 新 田 浩 章   ○  (一社)日本ガス石油機器工業会 

３ 川 東 成 人   ○  (一社)富山県エルピーガス協会 

４ 石 井 美 継 ○   ○ (一社)和歌山県ＬＰガス協会 

５ 濱 野 照 也 ○    (一社)香川県ＬＰガス協会 

６ 嶋 﨑 啓 祐 
   

○ (一社)高知県ＬＰガス協会 

７ 山 村 忠 幸    ○ (一社)熊本県ＬＰガス協会 

８ 寺 島 善 仁    ○  元(一社)愛知県ＬＰガス協会 

９ 曽 根   孝    ○  元(一社)兵庫県ＬＰガス協会 

10 吉 本 正 樹 ○ ○  ○  北海道エア・ウォーター(株) 

11 石 田 晴 俊 ○ ○    昭和ガス(株) 

12 徳 島 光 人 ○ ○    サーラエナジー(株) 

13 塚 口 勝 弘  ○ ○  (株)ザ・トーカイ 

14 吉 川 喜 祥   ○   東邦液化ガス(株) 

15 猪 瀬 敏 行 ○ ○ ○  (株)エフ・ユー 

16 山 崎 直 人 ○ ○    アストモスリテイリング(株) 

17 石郷岡 正 明 ○ ○    ＥＮＥＯＳグローブエナジー(株) 

18 吉 沼   朗 
 

○ 
  

 ジクシス(株)  

19 鈴 木 隆 之   ○   矢崎エナジーシステム(株) 

20 田 渕 政 彦   ○   新コスモス電機(株) 

21 福 澤   清   ○  元(株)ガスター 

 合計人数 → 8 8 8 7 
 

 

【 備 考 】 

    法令： 法令指導講習 

    保安： 保安業務指導講習 

    ＣＯ： ＣＯ中毒事故防止技術 

    災害： ＬＰガス災害対策講習 
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1.5 講習の実施状況 

（１）講習は、４種類の講習テーマを全国７地区において延べ２３回実施した。実施状

況を別表１の「令和元(2019)年保安専門技術者養成講習の実施状況」に、これまで

の修了者数を別表２の「年度別講習修了者数」に各々まとめた。 
 

（２）講習会場別の講習修了者数（７地区、１７３名＊） 

今年度の修了者数は、１７３名で、全国７地区（講習会場）別の修了者数は、次の

①～⑦のとおりであった。今年度の講習会場別の修了者の一覧を別紙３にまとめた。 

①関東地区  東京会場（東京都）  9/10(火) ～  9/13(金) 17名 

②北海道地区 札幌会場（北海道）  10/ 8(火) ～ 10/11(金) 36名 

③四国地区  高松会場（香川府）  11/ 7(木) ～ 11/ 8(金) 21名 

④北陸地区  富山会場（富山県） 11/13(水) ～ 11/15(金) 14名 

⑤九州地区  熊本会場（熊本県）  11/19(火) ～ 11/22(金) 24名 

⑥中国地区  広島会場（広島県）  12/12(木) ～ 12/13(金) 18名 

⑦中部地区  静岡会場（静岡県）   1/21(火) ～  1/24(金) 44名 

＊２種類以上の講習を異なる会場に跨がって受講した修了者（1名)がいたため、講習会場別修了者の合計（174名）から当該重複者を除いた実際の修了者数は１７３名 

 

（３）講習テーマ別の修了者数（４テーマ延べ２７０名） 

修了者１７３名中、講習テーマを複数受講した者がいたため４テーマの修了者数

を合計した延べ修了者数は２７０名で、講習テーマ別の修了者数は、次の①～④の

とおりであった。今年度の講習テーマ別の修了者の一覧を別紙４にまとめた。 

   ① 法令指導講習        １日／地区、６地区(６会場)、修了者：６６名 

   ② 保安業務指導講習      １日／地区、６地区(６会場)、修了者：８５名 

   ③ ＣＯ中毒事故防止技術講習  １日／地区、６地区(６会場)、修了者：５９名 

   ④ ＬＰガス災害対策講習    １日／地区、５地区(５会場)、修了者：６０名 
 

（４）講習テーマ別、講習会場別における各々の修了者数を次の①～④にまとめた。 
 

   ① 法令指導講習（開催地：６地区（６会場）、修了者数：６６名） 

地 区 開 催 地 日 程 修了者数 

関東地区 東京会場（東京都）  9/12(木)  8名 

北海道地区 札幌会場（北海道） 10/ 9(水)  14名 

北陸地区 富山会場（富山県） 11/14(木)  5名 

九州地区 熊本会場（熊本県） 11/21(木) 8名 

中国地区 広島会場（広島県） 12/12(木)  10名 

中部地区 静岡会場（静岡県）  1/21(火) 21名 
 

② 保安業務指導講習（開催地：６地区（６会場）、修了者数：８５名） 

地 区 開 催 地 日 程 修了者数 

関東地区 東京会場（東京都）  9/10(木)  10名 

北海道地区 札幌会場（北海道） 10/10(木)  17名 

北陸地区 富山会場（富山県） 11/15(金)  10名 

九州地区 熊本会場（熊本県） 11/20(水) 7名 

中国地区 広島会場（広島県） 12/13(金)  16名 

中部地区 静岡会場（静岡県）  1/22(水) 25名 
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   ③ ＣＯ中毒事故防止技術講習（開催地：６地区（６会場）、修了者数：５９名） 

地 区 開 催 地 日 程 修了者数 

関東地区 東京会場（東京都）  9/11(水)  8名 

北海道地区 札幌会場（北海道） 10/ 8(火)  12名 

四国地区 高松会場（香川県） 11/ 7(木)  13名 

北陸地区 富山会場（富山県） 11/13(水)  6名 

九州地区 熊本会場（熊本県） 11/19(火) 10名 

中部地区 静岡会場（静岡県）  1/23(木) 10名 
 

   ④ ＬＰガス災害対策講習（開催地：５地区（５会場）、修了者数：６０名） 

地 区 開 催 地 日 程 修了者数 

関東地区 東京会場（東京都）  9/13(金)  8名 

北海道地区 札幌会場（北海道） 10/11(金)  11名 

四国地区 高松会場（香川県） 11/ 8(金)  20名 

九州地区 熊本会場（熊本県） 11/22(金) 9名 

中部地区 静岡会場（静岡県）  1/24(金) 12名 

 

（５）保安専門技術者の新規取得者と既取得者等 
 

   ① 開催地別（開催地：７地区（７会場）、修了者数：１７３名＊） 

開催地 東京 札幌 高松 富山 熊本 広島 静岡 合 計＊ 

新規取得者 ８名 １１名 ４名 ６名 １９名 ８名 ３０名 ８６名＊ 

既取得者 ９名 ２５名 １７名 ８名 ５名 １０名 １４名 ８８名＊ 

合  計 １７名 ３６名 ２１名 １４名 ２４名 １８名 ４４名 １７４名＊ 
 

＊２種類以上の講習を異なる会場に跨がって受講した修了者（1名)がいたため、講習会場別修了者の合計（174名）から当該重複

者を除いた実際の修了者数は１７３名であったので、今年度における実際の新規取得者は８５名、既取得者は８８名であった。 
 

   ② 講習テーマ別（４テーマ、延べ修了者数：２７０名） 

講習テーマ 法 令 保 安 Ｃ Ｏ 災 害 合 計 

新規取得者 ４９名 ５８名 ４０名 ４６名 １９３名 

再受講者 １７名 ２７名 １９名 １４名 ７７名 

合  計 ６６名 ８５名 ５９名 ６０名 ２７０名 

 

（６）有効期間（５年間）内の保安専門技術者数（平成２７(2016)～令和２(2020)年度） 
 

保安専門技術者実数： ５８７名 

【内訳】 法令指導 ３１８名 

 保安業務指導 ３７３名 

 ＣＯ中毒事故防止技術 ２４３名 

 ＬＰガス災害対策 １９５名 

 合計（延べ人数） １，１３０名 
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(
金
)

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
災
害
対
策

石
井

美
継

寺
島

善
仁

1
2

*
1
)

会
場

別
修

了
者

数
：
 当

該
会
場
（
開
催
地
）
に
お
い
て
２
科
目
以
上
の
講
習
を
受
講
・
修
了
し
た
者
を
除
い
た
数

2
7
0

1
7
4

*
2
)

実
修

了
者

数
：

２
科

目
以

上
の

講
習

を
異

な
る

会
場

に
跨

が
っ

て
受

講
・
修

了
し

た
者

（
1
名

)を
講

習
会

場
別

修
了

者
の

合
計

（
1
7
3
名

）
か

ら
除

い
た

数
6
6

－

8
5

－

5
9

－

6
0

－

-
1
7
3

 Ｌ
Ｐ

ガ
ス

災
害

対
策

（
5
会

場
）

 
広
島
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
会
館

 
静
岡
労
政
会
館

 Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

防
止

技
術

（
6
会

場
）

合
計

 

 法
令

指
導

（
6
会

場
）

 保
安

業
務

指
導

（
6
会

場
）

 
Ｔ
Ｋ
Ｐ
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
札
幌
駅
前

【
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
２
Ｅ
】
 

 
ボ
ル
フ
ァ
ー
ト
と
や
ま

【
翡
翠
の
間
】

 
熊
本
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
会
館

令
和

元
(2

0
1
9
)年

度
保

安
専

門
技

術
者

養
成

講
習

の
実

施
状

況
等

実
修

了
者

数
【
*
2
】

会
場

 
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

【
第
２
会
議
室
】

名
称

 
香
川
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

【
第
４
会
議
室
】
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【
別

表
２

】
保

安
専

門
技

術
者

指
導

等
事

業
保

安
専

門
技

術
者

養
成

講
習

等
年

度
別

修
了

者
数

【
 
令

和
元

年
度

現
在

 
】

〔
修

了
者

数
（

研
修

回
数

）
〕

合
計

備
考

(
延

べ
人

数
)
＊

(
修

了
者

数
)

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

防
止

技
術

4
7
(
2
)

2
6
9
(
1
4
)

2
3
(
2
)

1
5
6
(
1
0
)

1
0
8
(
5
)

3
9

3
8
(
2
)

4
8
(
4
)

2
7
(
2
)

3
6
(
2
)

8
4
(
9
)

4
9
(
9
)

6
6
(
9
)

8
7
(
9
)

8
2
(
9
)

5
9
(
5
)

3
4
(
5
)

5
5
(
5
)

3
8
(
5
)

5
9
(
6
)

1
,
4
0
4

（
個

人
数

 
1
,
2
3
0
名

）

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

研
修

5
7

4
6
(
5
)

1
5
(
2
)

1
1
8

埋
設

管
保

安
高

度
化

技
術

1
2
0
(
5
)

1
6
1
(
1
0
)

1
7
9
(
1
0
)

1
1
3
(
5
)

2
1

5
9
4

（
個

人
数

 
5
2
1
名

）

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

研
修

4
2
(
3
)

1
9
(
2
)

6
1
(
6
)

4
0

1
6
2

バ
ル

ク
供

給
技

術
5
9
(
3
)

9
4
(
6
)

8
1
(
5
)

3
9
(
5
)

4
2

2
8

8
9

6
7

2
7
(
2
)

1
5
(
2
)

1
7
(
2
)

3
1
(
2
)

5
8
9

（
個

人
数

 
5
8
6
名

）

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

研
修

3
4

8
9

2
0

7
1

集
中

監
視

技
術

4
4
(
3
)

5
2
(
4
)

2
9
(
3
)

1
2
5

（
個

人
数

 
 
9
7
名

）

大
型

ガ
ス

消
費

機
器

設
置

・
保

全
技

術
3
0
(
2
)

4
3
(
3
)

3
0
(
3
)

1
0
3

（
個

人
数

 
 
8
5
名

）

燃
焼

器
設

置
施

工
技

術
高

度
化

1
0
(
2
)

1
8
(
3
)

2
1
(
3
)

4
9

（
個

人
数

 
 
4
5
名

）

法
 
令

 
指

 
導

3
4
9
(
9
)

1
9
3
(
5
)

5
0
(
3
)

4
9
(
4
)

7
9
(
6
)

6
1
(
4
)

3
0
(
2
)

4
0
(
2
)

9
9
(
8
)

5
8
(
9
)

7
7
(
9
)

6
8
(
9
)

9
5
(
1
0
)

5
6
(
5
)

6
4
(
5
)

7
5
(
5
)

6
6
(
5
)

6
6
(
6
)

1
,
5
7
5

（
個

人
数

 
1
,
2
1
1
名

）

追
加

研
修

7
9
(
6
)

7
9

保
安

業
務

指
導

7
7

9
1

7
5

5
7

7
0
(
5
)

3
9
(
3
)

5
6
(
3
)

4
8
(
2
)

1
0
2
(
1
0
)

5
5
(
1
0
)

8
4
(
9
)

8
1
(
9
)

1
0
0
(
1
0
)

7
1
(
5
)

7
6
(
5
)

9
5
(
5
)

5
6
(
5
)

8
5
(
6
)

1
,
3
1
8

（
個

人
数

 
1
,
2
6
3
名

）

保
安

業
務

Ⅰ
(
点

検
・

調
査

の
み

)
6
8

2
2

9
0

 
［
延
べ
人
数
合
計
 
1
,
4
4
1
名
］

保
安

業
務

Ⅱ
(
緊

急
時

対
応

等
の

み
)

1
1
4
(
7
)

1
5

5
1
3
4

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

研
修

1
8

5
1
7

4
0

設
備

工
事

施
工

・
維

持
管

理
技

術
1
3
7
(
8
)

9
7
(
7
)

7
5
(
6
)

3
0
(
3
)

2
2
(
2
)

2
4
(
2
)

2
1
(
2
)

4
0
6

（
個

人
数

 
4
0
6
名

）

業
務

用
厨

房
機

器
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
8
9
(
9
)

8
9

（
個

人
数

8
9
名

）

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

災
害

対
策

1
0
5
(
9
)

9
6
(
9
)

3
6
(
5
)

4
3
(
5
)

3
8
(
5
)

5
3
(
6
)

6
0
(
5
)

4
3
1

（
個

人
数

3
9
4
名

）

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
研

修
3
1
(
3
)

3
1

研
修

修
了

者
数

計
3
4
9
(
9
)

2
4
0
(
7
)

5
2
2
(
2
7
)

5
4
4
(
3
7
)

5
5
3
(
3
9
)

4
5
3
(
3
1
)

4
1
4
(
1
7
)

3
0
9
(
1
9
)

3
2
1
(
2
7
)

2
5
1
(
2
1
)

2
7
5
(
2
1
)

1
8
5
(
1
5
)

1
5
4
(
1
1
)

1
7
6
(
1
0
)

2
8
5
(
2
7
)

1
6
2
(
2
8
)

2
2
7
(
2
7
)

4
3
0
(
4
5
)

3
7
3
(
3
8
)

2
2
2
(
2
0
)

2
1
7
(
2
0
)

2
6
3
(
2
0
)

2
1
3
(
2
1
)

2
7
0
(
2
3
)

7
,
4
0
8

（
上

記
の

計
）

延
べ

5
,
7
3
2
名

 
 
全

個
人

数
2
,
6
4
5
名

（
複

数
科

目
受

講
者

を
１

名
と

し
て

計
算

）

設
備

士
燃

焼
器

設
置

技
術

高
度

化
4
0
6
(
3
0
)

4
2
9
(
3
0
)

3
6
5
(
2
7
)

2
8
7
(
2
0
)

1
,
4
8
7

［
延
べ
人
数
合
計

1
,
4
8
7
名
］

 
合

計
7
5
5
(
3
9
)

6
6
9
(
3
7
)

8
8
7
(
5
4
)

8
3
1
(
5
7
)

5
5
3
(
3
9
)

4
5
3
(
3
1
)

4
1
4
(
1
7
)

3
0
9
(
1
9
)

3
2
1
(
2
7
)

2
5
1
(
2
1
)

2
7
5
(
2
1
)

1
8
5
(
1
5
)

1
5
4
(
1
1
)

1
7
6
(
1
0
)

2
8
5
(
2
7
)

1
6
2
(
2
8
)

2
2
7
(
2
7
)

4
3
0
(
4
5
)

3
7
3
(
3
8
)

2
2
2
(
2
0
)

2
1
7
(
2
0
)

2
6
3
(
2
0
)

2
1
3
(
2
1
)

2
7
0
(
2
3
)

8
,
8
9
5

 
※

１
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

研
修

は
研

修
テ

ー
マ

を
問

わ
ず

に
実

施
。

各
テ

ー
マ

の
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
研

修
と

は
し

な
い

。

 
※

２
個

人
数

に
は

故
人

・
退

職
者

及
び

県
協

会
で

所
在

不
明

の
者

の
数

は
含

ま
な

い
。

＊
延

べ
人

数
：

再
受

講
者

を
含

む
。

(
2
0
1
5
)

Ｈ
2
3
年

度
Ｈ

3
0
年

度

(
2
0
1
8
)

Ｈ
2
8
年

度

(
2
0
1
6
)

Ｈ
2
6
年

度

(
2
0
1
4
)

Ｈ
2
9
年

度

(
2
0
1
7
)

Ｈ
2
7
年

度
Ｈ

2
5
年

度

(
2
0
1
3
)

(
7
)

(
2
0
1
1
)

Ｈ
1
6
年

度
Ｈ

1
8
年

度
Ｈ

2
4
年

度

(
2
0
1
2
)

Ｈ
2
2
年

度

(
2
0
1
0
)

Ｈ
1
9
年

度

(
3
)

Ｈ
1
4
年

度

(
8
)

Ｈ
2
0
年

度

(
2
0
0
8
)

(
2
0
0
7
)

Ｈ
1
7
年

度
Ｈ

1
0
年

度
Ｈ

1
5
年

度

(
7
)

(
6
)

(
2
0
0
6
)

Ｈ
1
1
年

度
Ｈ

1
2
年

度

(
5
)

(
1
9
9
9
)

(
3
)

研
修

の
種

類
Ｈ

８
年

度

(
1
9
9
6
)

(
1
9
9
7
)

Ｈ
９

年
度

(
3
)

(
2
0
0
0
)

(
1
9
9
8
)

(
3
)

(
2
0
0
1
)

Ｈ
1
3
年

度
R
1
年

度

(
2
0
1
9
)

(
2
0
0
5
)

(
2
0
0
4
) (
8
)

(
2
0
0
3
)

Ｈ
2
1
年

度

(
2
0
0
9
)

(
2
0
0
2
)
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  1.6 講習修了調査 

講習終了時に受講者に対し、アンケート調査を行い、別紙５の結果が得られた。こ

れら結果の概要、考察等については、以下のとおり。 

（１）受講者における講義等の理解について 

講習合計で「良く理解できた。」が65％、「ある程度理解できた。」が29％の回

答結果より、94％の受講者に理解してもらえたことを鑑みると、講義内容、講義資

料、テキスト等は、良好であったと思われる。 

一方、アンケートの回答から講習テーマ別の特記事項等は、次のとおり。 

①法令指導講習では、「もっと詳しく聞きたい」、「講習時間が足りない」等の意

見があったことから、次年度以降、これを自習すること等で補うように指導する

工夫が必要と思われる。 

②保安業務指導講習では、「事例を多く用いた説明で理解し易かった。」等の意見

があり、講義内容が理解されていることが伺える。一方、「もっと詳しく聞きた

い」、「講習時間が足りない」等の意見があったことから、次年度以降、これを

自習すること等で補うように指導する工夫が必要と思われる。 

③ＣＯ中毒事故防止技術講習では、これまでに同事業で制作したビデオ映像等を多

用したところ、自身が地域普及事業で講師をする場合に気を付ける点として「ビ

デオを活用する」の回答率が71％で、法令指導（36％）、保安業務指導（28％）、

ＬＰガス災害対策（60％）と比較し、高かったことが特徴で、動画映像を用いた

ことにより理解を深め、学習効果が高かったと考えられる。 

④ＬＰガス災害対策講習では、講義で使用したビデオ映像教材についての所感があ

り、「ビデオ活用でわかりやすい。」、「良く理解できた。」等の意見があった

ことから、理解を深めている様子が伺え、動画映像を用いたことによる。学習効

果が上がったと考えられる。 

（２）フリーディスカッションについて（ＬＰガス災害対策） 

「役に立った」が53％、「他人の意見が聞けて参考になった。」が60％あったこと

から、受講者はフリーディスカッションを概ね肯定的に評価していると思われる。

個別意見においても「各社の取り組みについて情報交換の場として活用できた。」

「実際の体験談等が直接聞けた。」等の回答があり、「今後の業務に役立てたい。」

という前向きな意見があった他、フリーディスカッションをしたことによって、具

体的な取り組みの難しさにについて悩みを共有できたとする旨の意見もあった。こ

れらの結果から、フリーディスカッションは、有意義であったといえる。 

（３）講師をする場合に気を付ける点について 

 講習合計で、「事例を用いて説明する。」が63％と最も多く、どの講習科目にお

いても最も多い回答結果であった。テキストに事例写真等を多く用いたこと、各講

師が具体例を講義内容に多く取り入れたこと等であったことから、具体的事例があ

ると理解し易いことが反映されたものと思われる。 
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 ２．保安専門技術者のデータベースの保守等 

保安専門技術者養成講習を修了した保安専門技術者のデータベース（平成２７年度

構築）を活用し、保安専門技術者養成講習の受講年月日、受講テーマ、所属する都道

府県ＬＰガス協会、地域での講習実績等の情報を管理し、保安専門技術者証の交付を

行った。 

保安専門技術者証は、平成２７(2015)年度からパソコン、スマートホン等からＷｅ

ｂサイト（ＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイト）にアクセスし、ダウンロードする

方法・形態（デジタル式保安専門技術者証）に変更している。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル式保安専門技術者証（イメージ） 

 

 ３．保安専門技術者養成講習用テキストの作成 

（１）作成したテキスト 

次表に掲げる７種類の保安専門技術者養成講習に必要なテキスト（書籍版）を編

集し、各250部ずつ製本した（別紙６参照）。これらテキストの編集にあたっては、

講習分科会の講習テーマ別の各講師会議において検討した。また、これらテキスト

の電子データ（ＰＤＦ形式）をＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイトに掲載すると

もに、印刷用データを地域保安指導事業の受託者に提供した。 

 

 保安専門技術者養成講習用及び地域保安指導事業用に作成したテキスト  

番号 テキスト等の名称 保安専門技術者養成講習テーマ 改訂 版サイズ 備考 

1 ＬＰガス販売事業の手引き 法令指導 ○ A4版  

2 保安業務ガイド（点検・調査） 保安業務指導 ○ A4版  

3 保安業務ガイド（周知） 〃 ○ A4版  

4 保安業務ガイド（緊急時対応・緊急時連絡） 〃 ○ A4版  

5 保安業務ガイド（ヒヤリハット） 〃 ○ A4版  

6 ＣＯ中毒事故防止技術 ＣＯ中毒事故防止技術 ○ A4版   

7 ＬＰガス災害対策マニュアル ＬＰガス災害対策 ○ A4版 ※ 

※事務局において、改訂に伴う印刷データの作成・編集の作業等を実施したテキスト  
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（２）テキストの改訂（別紙６参照） 

７種類のテキスト中、７種類のテキストの改訂を以下の①～⑦のとおり行った。

また、改訂に伴い新旧対照表の作成を行い、電子データ（ＰＤＦ形式）をＬＰガス

保安技術者向けＷｅｂサイト（以下「Ｗｅｂサイト」という。）に掲載した。 

①「ＬＰガス販売事業の手引き」については、法令改正に伴う修正等を行った。 

②「保安業務ガイド（点検・調査）」については、法令改正に伴う改正等を行った。 

③「保安業務ガイド（周知）」については、法令改正に伴う改正等を行った。また、

周知のためのパンフレット等を「参考」として資料編を作成した他、ＣＯ中毒事

故防止に関する周知のパンフレット等については、「ＣＯ中毒事故防止技術」を

参照するよう誘導する記述とした。 

④「保安業務ガイド（緊急時連絡・緊急時対応）」については、年度替わりによる

更新、表記の誤謬修正等を行った。 

⑤「保安業務ガイド（ヒヤリハット）」については、年度替わりによる更新、表記

の誤謬修正等を行った他、編集デザインを見直し、ページ数の削減をした。 

⑥「ＣＯ中毒事故防止技術」については、年度替わりによる事故データ情報の更新

に伴う修正等を行った。また、テキスト「保安業務ガイド（周知）」と重複する

部分、周知をするためのパンフレット等について整理し、周知業務に全般に関す

るものについては削除して「保安業務ガイド（周知）」を参照するよう誘導する

記述に改めた。 

⑦「ＬＰガス災害対策マニュアル」については、前年度作成したものを基本に、巻

末に添付した参考・資料について、平成３０(2018)年度末現在の状況等を反映さ

せたものと差し替えた。 

 

 ４．副教材の作成 

（１）講習用投影資料（別紙７参照） 

当該講習において、図表等の説明に

講師の講義意図を的確に伝え学習効果

を高めるため、パワーポイントの投影

資料を作成した。当該投影資料は、同

じカリキュラムであれば講師が異なっ

ても同じ内容の講義ができるようにす

ること等を目的として、テキストに記

載された図表、内容を中心に、講師か

ら寄せられた保安技術情報を追加し、

講師が共通して用いることができる資

料とした。実際の講義で用いた講習用

投影資料は、以下の３テーマである。 

 

 

 

投
影
資
料
の
例
（
上
か
ら
法
令
・
Ｃ
Ｏ
・
災
害
） 
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   ▼法令指導講習 

投影資料は、平成２８(2016)年度に作成したものを毎年度更新、再編集してお

り、今年度は、平成３０(2018)年度版に平成３１(2019)年３月末現在までの法令

改正を踏まえ改訂した。 

   ▼ＣＯ中毒事故防止技術講習 

投影資料は、平成２８(2016)年度に作成したものを毎年度更新、再編集してお

り、今年度は、平成３０(2018)年度版を令和元(2019)年度版として再編集をした。 

   ▼ＬＰガス災害対策講習 

投影資料は、平成２８(2016)年度に作成したものを毎年度更新、再編集してお

り、今年度は、平成３０(2018)年度版にＬＰガス災害対策マニュアルの改訂を反

映させて再編集し、令和元(2019)年度版とした。 

 

 ５．ＬＰガス災害対策に係るアンケートの実施（別紙８参照） 

（１）平成２４(2012)年度に作成した「ＬＰガス災害対策マニュアル」では、実効性の

ある災害対策の向上に活用できるようハード対策（設備面）、ソフト対策（体制面）

の２部構成とした他、「１４の対応策（注）」を踏まえた個々の対応策に係る雛形が

掲載されたが、当該雛形には、各都道府県ＬＰガス協会で策定されている協定等の

事例がなかったことから、その事例を盛り込み、可能な限りの事例等を提示したこ

とを受け、平成２５(2013)年度から各都道府県ＬＰガス協会に対しアンケート調査

を実施することとなった。 

（２）その後、本アンケート調査を毎年度実施しており、追跡調査、聞き取り調査、各

都道府県ＬＰガス協会における災害時の体制整備の状況の調査、災害対策に係る予

算措置、情報発信・収集に関する対応、ハザードマップの活用等に関する調査等の

調査項目について、当該年度の状況に対応しながらアンケートを実施してきた。 

（３）本年度は、令和元(2019)年に発生した災害時の対応並びに有効な対策、今後の災

害に備えて特に必要と思われる対策、各地で実施した防災訓練の実態等についてア

ンケートを実施した。 

（注）１４の対応策：「東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について（総合資源

エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会報告書）」に掲げられた災害時

の対応策。（詳細は、ＬＰガス災害対策マニュアル参照） 

 

 ６．ＬＰガス災害対策に係る被災地の現地調査（別紙９参照） 

ＬＰガス災害対策の実施状況等の確認のため、令和元年台風１９号（令和元年10

月発生）による被災地被災地の実地調査を以下のとおり行い、その結果を経済産業

省に報告し、当該調査で得られた情報等をＬＰガス災害対策マニュアルの改訂に反

映した。 

（１）調査期間及び調査先： 

【令和元年11月26～27日】 

(一社) 福島県ＬＰガス協会、ＬＰガス販売事業者、福島県内被災現場等 
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【令和元年12月3日～4日】 

長野県ＬＰ協会事務所［岡谷酸素(株)］、長野県内被災現場等 

（２）調査事項： 

①ＬＰガス災害対策マニュアルに記載された事項等について当該被災と対比し、本

マニュアルの改訂の必要性等について検証した。 

②被災直後の地元ＬＰガス協会における初動と防災訓練の成果を確認した。 

③ＬＰガス災害対策マニュアルに記載されている設備対応と効果を確認した。 

 

 ７．法律申請手続等マニュアルの改訂（別冊３） 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニ

ュアル（以下「法律申請手続等マニュアル」という。）について平成２８(2016）年

以降、令和２年１月３１日までの法令改正等を踏まえた改訂を行った。改訂にあた

っては、法律申請手続等マニュアル分科会を設置し、改訂事項、内容等の検討を行

った。主な改訂事項は、以下のとおり。 

① 平成29年経済産業省令第33号（平成29年3月31日）及び平成30年経済産業省令第

63号（平成30年11月19日）の施行に伴い、充てん設備に係る軽微な変更の取扱い

及び充てん設備の保安検査の基準日が設けられたことによる必要な改正をした。 

② 令和元年経済産業省令第17号（令和元年7月1日）及び令和元年経済産業省告示

第46号（令和元年7月1日）の施行に伴い、「日本工業規格」とあるのは「日本産

業規格」に改正した。 

③「第７章 参考資料」において「７．バルク貯槽告示検査の際の仮設の手続き（特

定供給設備の場合）」を新たに追記した。 

④ ①～③と併せ、本マニュアル全体について校閲、校正、編集等を行った。 
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Ⅲ．ＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイトの開設、コンテンツの作成等 

保安専門技術者の技術力の維持・向上をサポートするため、「ＬＰガス保安技術者

向けＷｅｂサイト（以下「Ｗｅｂサイト」という。）」の運営等をした。 

  

（１）情報提供システム 

① Ｗｅｂサイトの状況（別紙１０参照）（令和元(2019)年２月２９日現在） 

     イ．ドメイン名        ： http://www.lpgpro.go.jp 

     ロ．開設期間         ： 令和元(2019)年５月～令和２(2019)年３月 

     ハ．今年度の月平均リクエスト数： 139,269回／月（令和２年２月２８日現在） 

     ニ．今年度の月平均総訪問数  ：  75,492人／月（令和２年２月２８日現在） 

ホ．Ｗｅｂサイトに係るコンテンツの一覧、アクセス数の詳細、サーバーシステ

ム等については、別紙１０にまとめた。 

ヘ．月平均リクエスト数及び月平均総訪問数の推移を下の表及び図に示した。 

 

各年度別の月平均リクエスト数及び月平均総訪問数 

年度(平成) ＦＹ１５ ＦＹ１６ ＦＹ１７ ＦＹ１８ ＦＹ１９ ＦＹ２０ ＦＹ２１ ＦＹ２２ ＦＹ２３ ＦＹ２４ ＦＹ２５ ＦＹ２６ ＦＹ２７ ＦＹ２８ ＦＹ２９ ＦＹ３０ ＦＹＲ１ 

リクエスト数 41,585 20,266 29,826 52,672 56,059 62,427 86,564 116,448 137,530 144,221 117,202 131,996 121,981 125,709 137,043 146,479 139,269  

訪 問 数 21,601 3,694 5,209 7,208 5,852 6,337 7,132 9,725 13,792 13,915 60,857 71,425 67,874 69,870 74,291 79,187 75,492  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 平成２５年度よりサーバーの変更に伴い使用するソフト等が異なったことから、集計、分析手法が変わったため、集計した数値に変化が生じた。 
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② Ｗｅｂサイトに係る外部仕様書（別冊１参照） 

 「ＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイト外部仕様書」にまとめた。 

③ Ｗｅｂサイトに係るコンテンツ（別冊２参照） 

 「ＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイトコンテンツ一覧（令和２年度版）」に

まとめた。 

④ Ｗｅｂサイトに係るアンケート（別紙１１参照） 

 サイトに掲載したコンテンツ等の閲覧者にとって、ＬＰガスに関する知識の向

上が図られたか否か、また、社内教育等に役立ったか否かを調査するサイトを掲

載した。調査の質問及び回答は、閲覧者にとって負担にならないよう、次のイ及

びロのとおりとした。本アンケートに係るサイトの詳細及び集計結果等は、別紙

１１に記載した。 

イ．サイト全般に係るもの 

（イ）Ｑ１．ＬＰガスに関する知識の向上が図られましたか？ 

      Ａ１．◎役に立った  ◎どちらとも言えない 

（ロ）Ｑ２．社内教育等に役に立ちましたか？ 

   Ａ２．◎役に立った  ◎どちらとも言えない 

ロ．コンテンツに係るもの 

（イ）Ｑ．この情報は役に立ちましたか？ 

Ａ．◎はい  ◎いいえ 

    ⑤ 講習終了時における受講者へのアンケート調査（別紙１２参照） 

講習終了時に受講者に対し、Ｗｅｂサイトに係るアンケート調査を実施し、別紙

１１の結果が得られた。 

イ．Ｗｅｂサイトについては、１７３名の受講者から回答が得られ、７５名（４

３％）がＷｅｂサイトを閲覧しており、この内７３名（９７%）が役に立った旨

の回答が得られた。当該Ｗｅｂサイトの閲覧が業務等に役立つことと認識され

たと思われる。 

ロ．上記の役に立ったとの回答者(４１名)から、事故事例研究、ビデオ映像等が

保安教育に活用できた。テキスト、パンフレット等のダウンロードが活用でき

たとする意見が多かった。 

 

（２）自主保安に係る申告書及びチェックシートの集計等（別紙１３参照） 

 「自主保安に係る申告書及びチェックシートの提出及びＬＰガス消費者保安功労

者表彰実施要領」に基づきＬＰガス販売事業者等から提出される自主保安に係る申

告書及びチェックシートをとりまとめ、集計した。 

 当該集計結果は、経済産業省に提出し、経済産業省と調整の上、令和元年度液化

石油ガス消費者保安功労者の表彰者を選考するため資料及び講義のポイントの参考

とした。また、当該チェックシートは、Ｗｅｂサイトに掲載した。 
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（３）ＬＰ法令検索システムの更新等（別紙１４参照） 

 ＬＰ法令検索システムのコンテンツは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律（昭和４２年１２月２８日 法律第１４９号）」に係る法令に

ついて電子データ化し、関連する条文等をパソコン上において相互にリンクさせて

閲覧、語彙検索ができるプログラムをサイトに掲載しているが、今年度は、令和２

年１月３１日現在で改正等があった以下の法令について当該システムの更新をし

た。 

［法律］ 

▼情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用

に関する法律の一部を改正する法律［令和元年法律第 16号（令和元年 5月 31

日）］ 

▼成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律［令和元年法律第 37 号（令和元年 6月 14日）］ 

［政令］ 

▼情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用

に関する法律の施行日を定める政令［令和元年政令第 182号（令和元年 12月

13日）］ 

▼情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

［令和元年政令第 183 号（令和元年 12月 13日）］ 

［省令］ 

▼不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省令の整備に関

する省令［令和元年経済産業省令第 17号（令和元年 7月 1日）］ 

▼成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令［令和元

年経済産業省令第 36 号（令和元年 9月 11日 ）］ 

▼液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改

正する省令［令和２年経済産業省令第５号（令和 2年 1月 21日）］ 

［告示］ 

▼不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省令関係告示の

整備に関する告示（令和元年経済産業省告示第 46号（令和元年 7月 1日）） 
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（４）Ｗｅｂサイトに係る改修等 

➀ Ｗｅｂサイトに係る開発環境等の構築 

本Ｗｅｂサイトには、テストサーバー等がないことから、コンテンツの掲載、

脆弱性対応の改修等がある場合には、作動確認等について事前確認をすることが

できず、本サイト上に行っていたことから、Ｗｅｂサイトに係るテストサーバー

を設置し、以下により開発環境等を構築した。 

イ 開発環境用のテストサーバーの設置 

ロ 開発環境の構築 

・本サーバーと同等のＯＳ及びミドルウェアのインストール 

ハ データコピー作業 

・静的コンテンツ一式の移行 

・システム系ファイル及びデータベース内のデータ一式の移行。 

・特定のＩＰアドレスのみＳＳＨ接続を許可する設定。 

② Ｗｅｂサイトに係る開発環境等の構築 

Ｗｅｂサイトの脆弱性を改善させるため、当Ｗｅｂサイトに掲載されている「保

安専門技術者専用ページ（https://www.lpgpro.go.jp/member/menu.php）」にロ

グインするために必要となるＩＤ、ＰＷ＊の桁数を変更するにあたって、必要な

プログラム改修等を行った。主な改修項目は、以下のとおり。 

イ 改善対象の抽出 

ロ データのエクスポート等 

ハ 桁数チェックプログラムの改修 

③ スマートフォン等対応改修（別紙１０（トップページデザイン）参照） 

Ｗｅｂサイトについて、スマートフォン対応とするための基本デザインフォー

マットを作成し、Ｗｅｂ画面の更新を行った。 

イ スマートフォン画面の基本デザインフォーマットの作成 

・既存HTMLソースの維持を考慮した主要画面のスマホ版デザインを作成 

・ブラウザのユーザーエージェントでデザインを振り分けるスクリプトを作成 

・ＰＣ、スマートフォンに最適なスタイルシート（デザイン制御）の設計 

・スマートフォン対応版の基本画面の基本デザインフォーマットを制作 

ロ Ｗｅｂ画面の更新等 

（イ）全画面適用 

Ｗｅｂサイトについて、スマートフォン対応とするため、Ｗｅｂ画面を以

下の事項により更新した。 

ⅰ）デザイン適用 

当協会より提供する「スマホ版デザインの主要画面」を全てのＷｅｂ画

面に組込むこと。 

ⅱ）表示確認 

上述作業結果がＰＣ及びスマートフォン（iPhone、Android）におけるＷ

ｅｂ画面において反映されていることをエミュレータにて確認した。 
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（ロ）検索結果画面テンプレートの改修 

「Ｗｅｂサイト」に組込まれた「検索システム」に係る検索結果の画面につ

いて、スマートフォン対応とするため、Ｗｅｂ画面を以下の事項により更新

した。 

ⅰ）主要画面デザインの調整 

当協会が提供した主要画面のスマホ版デザインのデータについて、既存

HTMLソースを維持するよう調整した。 

ⅱ）デバイス判定スクリプト作成 

ブラウザのユーザーエージェントでデザインを振り分けるスクリプトを

作成した。 

ⅲ）ＣＳＳ調整 

当協会が提供したスマートフォン版の基本デザインのデータについて、

ＰＣ、スマートフォンに最適なスタイルシート（デザイン制御）となるよ

う調整した。 

ⅳ）基本フォーマットコーディングの調整 

当協会が提供したスマートフォン対応版の基本画面の基本デザインフォ

ーマットを調整した。 

 

（５）Ｗｅｂサイト掲載のコンテンツの更新等 

Ｗｅｂサイトに掲載する「安全機器類の原理・構造等＊」に関し、スマートフォ

ン等のモバイル機器に対応するため、以下により改修を行った。（次頁参照） 

＊安全機器類の原理・構造等：https://www.lpgpro.go.jp/guest/machine/index.html 

① 動画の非フラッシュ化 

イ フラッシュデータに組み込まれているフラッシュ用動画データ(MPG)をMP4デ

ータに変換した。 

ロ 上述の変換に伴い、各種ブラウザ（ＩＥ、クローム等）で適正に表示させる

設定を行った。 

② 非フラッシュ化及びレスポンシブ対応 

イ ページコーディング： フラッシュで作成されている現行Ｗｅｂサイトの各

ページをＨＴＭＬコーディングに再構築した。（オフライン対応を含む。） 

ロ 主要画面デザインの作成： 既存HTMLソースの維持を考慮した主要画面のス

マホ版デザインを作成した。 

ハ デバイス判定スクリプト作成（レスポンシブ対応）： ブラウザのユーザー

エージェントでデザインを振り分けるスクリプトを作成した。 

ニ ＣＳＳ設計： ＰＣ、スマートフォンに最適なスタイルシート（デザイン制

御）を設計した。 

ホ 基本フォーマットコーディング（主要画面デザインの作成）： スマートフ

ォン対応版の基本画面の基本デザインフォーマットを制作した。 
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保安専門技術者指導事等事業実施要領

別紙１
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高圧ガス保安協会

保安専門技術者指導事等事業実施要領

平成 年 月 日制定

平成 年 月 日改正

１．目的

ＬＰガス消費者保安の高度化を実現する一方策として、保安技術や新技術に対し高

度な専門技術 を有する「保安専門技術者」を養成し、また、保安専門技術者向け情報

提供システムにより保安専門技術者の技術力の維持・向上を図り、この技術者を通じて

保安技術等の効率的な移転、普及を行うことにより、ＬＰガス販売事業者、保安機関等

ＬＰガス関係事業者が行う自主保安活動を支援するとともに、一般消費者等の保安意識

の更なる向上を図ることを目的とする。

２．保安専門技術者

保安専門技術の種類

① ＣＯ中毒事故防止技術

② 埋設管保安高度化技術

③ バルク供給技術

④ 燃焼器設置施工技術高度化

⑤ 集中監視技術

⑥ 大型ガス消費機器設置・保全技術

⑦ 法令指導

⑧ 保安業務指導

⑨ 設備工事施工・維持管理技術

⑩ 業務用厨房のメンテナンス

⑪ ＬＰガス災害対策

保安専門技術者

保安専門技術者は、都道府県ＬＰガス協会（以下「県協会」という｡ から推薦を

受けて、高圧ガス保安協会が行う所定の講習の課程を修了し、「保安専門技術者証」

の交付を受けている者とする。

保安専門技術者証の有効期限

① 保安専門技術者証の有効期限は、 の保安専門技術の種類毎に５年間とする。

なお、期限の起算日は、保安専門技術者養成講習を修了した日の属する年度の翌

年度の開始日とする。

② 平成２６年度以前に保安専門技術者証の交付を受けている者の有効期限は、

次の表によるものとする。
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平成２６年度以前の保安専門技術者証の有効期限（経過措置）

取得年度 有効期限 備 考

平成２６年度 平成３２年３月３１日まで ５年間

平成２５年度 平成３１年３月３１日まで ５年間

平成２４年度以前 平成２８年３月３１日まで

 
保安専門技術者の公表

高圧ガス保安協会は、「ホームページ」において、保安専門技術者の氏名、保安

専門技術の種類、保安専門技術者証番号、所属会社等の所在地の都道府県名を公表

する。

３．保安専門技術者養成講習

保安専門技術者養成講習の実施

保安専門技術者養成講習（以下「講習」という。）は、地域普及事業の円滑な実

施を図るため、 の保安専門技術の種類のうちから適宜選択し実施するものとす

る。

講習の講師

講習の講師は、 の保安専門技術の種類について専門的知識・経験を有する者で

あって、高圧ガス保安協会から委嘱された者を充てるものとする。

講習の内容

保安専門技術者が講習会又は個別技術指導等の地域普及活動を行うために必要な

技術、法令等の習得のための講習内容とする。

講習受講者の推薦

講習受講者は、県協会が推薦するものとし、その対象者は当該保安専門技術に関

連する経験又は知識を有しており、地域の保安や技術普及などの指導者として地域

普及活動を実施できる者とする。

なお、ＬＰガス関連団体からの推薦は、上記対象者を当該県協会を通じて行わせ

るものとする。

講習修了の証明

高圧ガス保安協会会長は、講習を修了した者に対し保安専門技術の種類を明記し

た「保安専門技術者証」を交付する。

４．保安専門技術者への情報提供

高圧ガス保安協会は、保安専門技術者の技術力の維持・向上のため、保安専門技

術者向け情報提供システム（ホームページ及びメールマガジン。以下「情報提供シ

ステム」という。）により 保安専門技術者が地域普及活動を行うに必要な情報を

提供する。

高圧ガス保安協会は、情報提供システムによる電子情報の提供を受けられない保

安専門技術者に対しては印刷物等により情報を提供するものとする。
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５．保安技術普及委員会等

講習の基本方針等及び情報提供システムの内容を審議するため、高圧ガス保安協

会液化石油ガス部に保安技術普及委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

委員会には、情報提供システムに関する専門的事項を調査審議するためのＷｅｂ

サイト分科会を設置し、ホームページ又はメールマガジンごとに担当する委員によ

り開催するものとする。

委員会には、講習に係る教材及びカリキュラム等の検討、情報提供システムに関

するコンテンツ内容の検討を行うための講習分科会を設置し、保安専門技術の種類

毎に講師による講師会議を開催する。

なお、各講師会議の構成者には、委員会の委員１名を含めることとし、当該委員

は、当該講師会議を代表する。

委員会には、専門的事項を調査審議するため、前２号の規定による分科会等の他、

必要に応じ分科会、ワーキンググループ等を設けることができる。

附則 本要領の改訂は、平成 年 月 日から実施する。

附則 本要領の改訂は、平成 年 月 日から実施する。

附則 本要領の改訂は、平成 年 月 日から実施する。

附則 本要領の改訂は、平成 年 月 日から実施する。

附則 本要領の改訂は、平成 年 月 日から実施する。

附則 本要領の改訂は、平成 年 月 日から実施する。
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別紙２

講 習 カ リ キ ュ ラ ム

法 令 指 導

保 安 業 務 指 導

Ｃ Ｏ 中 毒 事 故 防 止 技 術

Ｌ Ｐ ガ ス 災 害 対 策
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例

等
・
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
の

発
生

状
況

（
６

０
分

）
・
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
の

主
な

発
生

原
因

と
事

例
（
個

人
用

住
宅

等
・
業

務
用

施
設

等
）

・
事

故
事

例
の

ま
と

め
及

び
再

発
防

止
対

策

・
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
に

係
る

判
例

1
4
：
0
0
～

1
4
：
4
5

５
．

安
全

装
置

の
あ

る
燃

焼
器

へ
の

交
換

促
進

・
消

費
者

に
対

す
る

燃
焼

器
の

正
し

い
取

扱
方

法
に

関
す

る
周

知

（
４

５
分

）
・
安

全
装

置
の

な
い

燃
焼

器
の

事
故

事
例

／
燃

焼
器

の
安

全
装

置

・
燃

焼
器

等
の

調
査

項
目

と
判

定
方

法
／

Ｃ
Ｏ

濃
度

測
定

方
法

及
び

判
定

基
準

／
交

換
誘

導
事

業

・
長

期
使

用
製

品
安

全
点

検
制

度

1
4
：
4
5
～

1
5
：
4
5

６
．

業
務

用
厨

房
で

の
事

故
防

止
・
業

務
用

施
設

の
環

境

（
６

０
分

）
・
業

務
用

施
設

で
発

生
し

た
事

故
、

ト
ラ

ブ
ル

に
つ

い
て

・
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
の

必
要

性

・
ガ

ス
機

器
の

正
し

い
使

い
方

／
厨

房
機

器
の

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト
と

対
策

・
業

務
用

厨
房

の
事

故
防

止
対

策
に

つ
い

て
／

清
掃

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

の
ポ

イ
ン

ト
／

Ｃ
Ｏ

濃
度

測
定

方
法

及
び

判
定

基
準

1
5
：
4
5
～

1
6
：
1
5

７
．

保
安

機
器

等
・
家

庭
用

Ｃ
Ｏ

警
報

器
／

業
務

用
換

気
警

報
器

／
警

報
器

を
設

置
し

た
消

費
者

へ
の

周
知

（
３

０
分

）
・
警

報
器

鳴
動

時
の

事
例

・
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
警

報
器

1
6
：
1
5
～

1
6
：
3
0

８
．

周
知

（
１

５
分

）
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資
料

２
－

４

令
和

元
(2

0
1
9
)年

度
保

安
専

門
技

術
者

養
成

講
習

（
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
災

害
対

策
）
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

【
講

習
日

程
：
１

日
（
6
時

間
）
】

時
  

 間
科

目
内

容
・
ポ

イ
ン

ト
等

0
9
：
1
5
～

0
9
：
3
0

 ガ
イ

ダ
ン

ス
・
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
、

講
習

概
要

等
の

説
明

（
事

務
局

）

0
9
：
3
0
～

1
0
：
4
5

１
．

最
近

の
自

然
災

害
状

況
と

１
４

の
対

応
策

・
最

近
の

自
然

災
害

発
生

下
に

お
け

る
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
係

機
関

等
の

対
応

状
況

、
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
設

備
の

被
害

状
況

等
の

実
態

（
７

５
分

）
・
「
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
災

害
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
の

作
成

に
至

る
経

緯

・
「
東

日
本

大
震

災
を

踏
ま

え
た

今
後

の
液

化
石

油
ガ

ス
保

安
の

在
り

方
に

つ
い

て
（
経

済
産

業
省

審
議

会
部

会
報

告
書

）
」
に

つ
い

て

1
0
：
4
5
～

1
1
：
3
0

２
．

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

設
備

の
災

害
対

策
強

化
・
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
販

売
事

業
所

に
お

け
る

安
全

対
策

（
４

５
分

）
・
一

般
消

費
者

に
お

け
る

安
全

対
策

・
各

地
で

の
取

組
み

（
高

知
県

の
指

導
基

準
）

1
1
:3

0
～

1
2
:1

5
３

．
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
災

害
対

策
に

係
る

体
制

整
備

・
組

織
の

編
成

等

（
４

５
分

）
・
災

害
対

策
組

織
の

現
状

・
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
販

売
事

業
者

等
の

防
災

体
制

・
災

害
対

策

・
平

常
時

の
対

策
と

災
害

発
生

時
の

活
動

に
つ

い
て

（
各

組
織

の
役

割
）

・
一

般
消

費
者

等
へ

の
保

安
啓

発
、

情
報

収
集

の
意

義

・
中

核
充

て
ん

所
の

現
状

（
３

４
４

カ
所

）

1
3
:1

5
～

1
4
:0

0
４

．
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の

災
害

対
策

の
実

態
・
緊

急
対

応
、

応
急

点
検

、
復

旧
活

動

（
４

５
分

）
・
都

道
府

県
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
協

会
等

の
防

災
体

制
・
災

害
対

策

・
災

害
時

相
互

応
援

に
つ

い
て

・
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
災

害
対

策
ビ

デ
オ

の
説

明

1
4
:0

0
～

1
6
:3

0
５

．
フ

リ
ー

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

等
・
講

習
す

る
地

域
に

お
け

る
災

害
対

策
つ

い
て

の
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ
ン

（
１

５
０

分
）

・
一

般
消

費
者

等
に

お
け

る
防

災
対

策

・
災

害
対

策
バ

ル
ク

の
導

入
事

例

・
日

頃
か

ら
の

防
災

対
策

に
つ

い
て

・
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の

応
急

供
給

に
関

す
る

対
策

・
自

治
体

と
の

防
災

協
定

・
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
活

用
に

つ
い

て
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別紙５

講習アンケート調査結果

▼保安専門技術者養成講習アンケート調査結果一覧表

▼講習アンケート調査票（法令）・結果記載

▼講習アンケート調査票（保安）・結果記載

▼講習アンケート調査票（ＣＯ）・結果記載

▼講習アンケート調査票（災害）・結果記載
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令和元(2019)年度 

保安専門技術者養成講習（法令指導） 

講習アンケート調査票 
 

会 場：   合  計       

 

日 程：              

該当する事項に○を、（  ）内にはお考えをご記入ください。 

１． 講習全般について 

ご意見欄（例えば、難しいと感じたり、改善して欲しいと思った「カリキュラム、講義、テキスト」等の該当部分を具体的にご記入ください。） 

【東京】 

・液石法の改正(平成9年以前)の内容を知ることができた。3日間で一番メモがとれた 

・話を聞く＋スライド等での解説があると更に分かりやすくなる 

・保安業務指導同様、別の機会も含めこの様な講習を重ねる必要があると感じた(近場で再講習が受けられるなど) 

・保安業務の委託について、販売事業者の法に関連した内容での細かな事項が少し難しいと感じた 

・認定液化石油ガス販売事業者については、説明も分かりやすく、クリアになった 

・販売事業者から保安機関への委託、保安機関の他人(※他人の位置づけ)への業務委託禁止事項が理解できた 

・対話の講習が覚える気がした 

【札幌】 

・大変勉強になりました、ありがとうございました。 

・早くてついていけなかった 

・自身の認識不足 

・カリキュラムについてテーマ、量とも満足。十分理解できた 

・良く理解できた 

【富山】 

・テキストと法規集を行ったり来たり、プロジェクターとテキストも前後して分かりづらかった 

・ありがとうございました 

・非常に分かりやすく、良かったです 

【熊本】 

・特監法について理解を深める 

・会場の設定温度が寒かった。 

・法規集の解釈が難しいので、分かりやすい様なものにならないものか。 

・大まかな理解はできたので、今後条文等を詳細に確認の上、勉強していきたい(時間をかけて) 

【広島】 

・登録行政庁など難しいと思った 

・分かりやすく教えていただき、よく理解できた。個別通達集も初めてでしたが、今後講習に活かします 

・実例を交えながらの講習で、大変良かったです。写真等もあれば、さらに理解が深まったと思う 

  

  

  

科 目 
良く 

理解できた 
ある程度 
理解できた 

難しかった 無回答 

 ガス法 37 24 3 2 

 販売事業者が行う申請等 35 24 5 2 

 販売事業者の役割と責務 38 22 4 2 

 保安業務 37 23 5 1 

 液化石油ガス設備工事 42 16 5 3 

受講番号 
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【静岡】 

・1日で終了しなければならないのでしょうが、少しペースが早い部分もあった 

・販売事業に係る事柄は多いので、時間が足りないように感じた 

・ Ａにはとても興味を感じます。非常に貴重な講習でした。まだまだ学ぶ事が多くあります 

・販売事業の登録で、１の経済産業局の区域内でいいと申請先の違いや販売所の名称変更等による届出の有無が細か

く、また、保険会社の変更時も届出が必要になる所が難しいと感じた 

・講師によりカラーが違うので、自分が講習する上で勉強になります。自分の講習を外から見たらどのように見える

のか気になりました 

・一部承継概要、要件をもっとPRしてほしかった。※全部承継であっても、営業権買収と同等のようにすれば一部承

継あつかいできるのではないか 

・認定液化石油ガス販売事業者の話は自社ではほとんど関係なく、イメージがつきにくく、難しく感じられた 

・質量販売から講義ペースが早かった(昼前)。もう少し詳しく講義してほしかった 

・分かりやすい説明でした 

・パワーポイントの資料も配布していただけると、復習に活用できると思う。 

・申請については、1度やった事があったのでより理解を得ることができた。質量販売について、大手販売店が断って

いて、よく当店にも問合せがあり、断っている状況ですが、もう少し規制が緩和(責任等)一般の人に周知する事が

出来たらガスの需要も増えるのではないかと考える。 

・改めて気づきがありました、ありがとうございました 

・配布資料すべてで説明していただけると、助かります 

 

２．今後地域普及事業で講師をする場合、どういうところに気をつけますか（重複可） 
 

 ① 事例を用いて説明する 33名 

 ② プロジェクター、 Ｈ 等を活用する 21名 

 ③ わかりやすい言葉遣い 28名 

 ④ ビデオを活用する 24名 

 ⑤ 自分の体験談をまじえる 23名 

 ⑥ 事故事例を説明する 15名 

  無回答 8名 

ご意見欄 

【東京】 なし 

【札幌】 

・①⑤⑥を特に意識したい 

・聞く側の興味を引きつけるような説明に心掛けたいと思います 

【富山】 

・法規集はほどほどで 

【熊本】 なし 

【広島】 なし 

【静岡】 

・① ⑥の全てに該当。気をつけるところは時間配分です。 

・プロジェクターを使った講義にしていただきたかった。話・言葉だけでは難しい 

・ボンベの火災実験のビデオは勉強になりました 

・説得力を増すため、事例等積極的に話したいと思った 

以上 

－ 72 －



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

令和元(2019)年度 

 保安専門技術者養成講習（保安業務指導） 

講習アンケート調査票 

会 場：    合  計       

日 程：               

該当する事項に○を、（  ）内にはお考えをご記入ください。 

１．講習全般について 
 

科 目 
良く 

理解できた 

ある程度 

理解できた 
難しかった 無回答 

 供給設備の点検 67 16 2 0 

 消費設備の調査 64 19 2 0 

 ヒヤリハット事例 44 26 1 14 

 周知 56 26 0 3 

 緊急時連絡・ 緊急時対応 53 28 1 3 

ご意見欄（例えば、難しいと感じたり、改善して欲しいと思った「カリキュラム、講義、テキスト」等の該当部分を具体的にご記入ください。） 

【東京】 

・初めて知った事があり、受講してよかった。また、楽しく受講できた 

・体験からきていると思われる言い方、説明で分かりやすかった。複数回の受講が大切だと感じた 

・保安業務は法律で定められているから、期限があるからではなく、お客様の安全を守るというガス会社のプラ

イド意識を持って行うという業務であることの再認識ができた 

・周知に関して、多言語を使用できることを社内に展開し、事故防止につなげていきたい 

・講師ご自身の体験を交え、分かりやすい説明であった 

・緊急時連絡業務については、得た情報の適正な判断が重要である事。限られた情報からの判断は経験が必要 

【札幌】 

・講師の方の経験談や事故事例を織り交ぜながらの講義だったので、非常に分かりやすかった 

・自分の知っていた知識でも、本当に当たっていたのかが不安なものもあったが販売店等に教える立場として、

より知ることができて良かった 

・基準は行政見解による部分が多いと思うが、どれだけ噛み砕いて説明を伝えていくべきか難しいと感じた 

・講義について大変分かりやすく、良く理解できた 

【富山】 

・実務経験がなく、知識不足で参加するべきではなかった 

・立入検査指摘事項の内容を中心に講習していただき、分かりやすかった 

・繰り返し身につけてお客様に向け、安全にできるように努めます 

・先生方の説明が大変分かりやすかったです 

【熊本】 

・供給設備の点検は、映像があった方が、理解しやすいと思う 

・区切り毎に質疑応答があってもいいのではないのでしょうか 

・それぞれもっと詳細な説明が欲しかった(時間の制約があり、止むを得ないとは思うが) 

【広島】 

・周知 

・通達や例示基準からの細かい指導で、気づかなかった項目があり、大変勉強になった 

・ヒヤリハット(実例)で点検､調査､周知､緊急対応､不備の結果を説明していただけたら更に良かったのでは 

・ヒヤリハットの事例が少なかったです 

・現場で経験してないので、理解できない点もあり、具体的なことも入れてほしい 

・実務経験がない為、難しい面があった。保安業務のﾎﾟｲﾝﾄが勉強できて改めて理解の機会を与えてもらった 

受講番号
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・重要点を分かりやすくお話をいただきましたので、良く理解できました 

・テキストに書かれていない、具体的な事例等のお話があり、大変貴重な機会をいただけた。ありがとうござい

ました 

【静岡】 

・講師の質 

・午前と午後で重複があり、無駄に感じられた。会場が暑すぎる 

・改めて考えることができた。しっかりと努めたい。ありがとうございました。 

・具体例を上げていただき、分かりやすかった。 

・画像をもっと多く使用して、具体的に視覚的にも分かると良いと思った 

・機器との接続、使用する末端ガス栓等が難しかった 

・用語の意味、解釈が理解できない部分があった。類似した用語は整理しないと分からなくなってしまうので、

再度テキストを見直します 

・供給設備、消費設備の中で、今まで自分なりの理解よりも深い所まで知る事が出来て、勉強になった 

・特に、諸費設備の燃焼器具等の接続方法が今までしっかり理解できていなかったため、勉強になった 

・テキストにない情報等聞けて、有益であった 

・とても分かりやすかった 

 

 

２．今後地域普及事業で講師をする場合、どういうところに気をつけますか。（重複可） 

 ① 事例を用いて説明する 53名 

 ② プロジェクター、ＯＨＰ等を活用する 26名 

 ③ わかりやすい言葉遣い 39名 

 ④ ビデオを活用する 24名 

 ⑤ 自分の体験談をまじえる 29名 

 ⑥ 事故事例を説明する 31名 

  無回答 ７名 

ご意見欄 

【東京】 

・心に残る言葉を事故事例、体験談を交えて説明できればと思う 

・体験談はそのリアルさで説得が増す 

【札幌】 

・言葉遣いはもちろんですが、事例を交えて説明している。(北海道なので雪害事故防止を主にしている) 

・③⑥を特に気を付けている 

【富山】 

・区切りの良い所まで講習時間を延長すると受講者の集中力が途切れるので、定期的に休息を取りたい 

【熊本】 なし 

【広島】 

・4テーマを2テーマずつ隔年で講習会を開催しており、マンネリ化にならない工夫が必要 

・事例を用いて、身近に感じてもらえるよう気をつけます 

・大変分かりやすく、良く理解ができました。ありがとうございました 

【静岡】 

・講習会場が狭かったので、もう少しゆとりのある部屋が良かった 

・極力、受講者が分かりやすく、聞きやすい事に注力して説明していく 

・正しく伝える大切さを学んだ 

－ 74 －



令和元(2019)年度 

保安専門技術者養成講習 

（ＣＯ中毒事故防止技術） 

講習アンケート調査票 

会 場：   合   計      

日 程：              

該当する事項に○を、（  ）内にはお考えをご記入ください。 

１．講習全般について 

科   目 良く理解 ある程度理解 難しかった 無回答 

燃焼とＣＯ中毒の基礎知識 47 11 1 0 

燃焼器の設置工事 41 17 0 0 

厨房における給排気 43 16 0 0 

ＣＯ中毒事故事例等 47 10 0 1 

安全装置のある燃焼器への交換促進 42 16 0 1 

業務用厨房機器での事故防止 41 13 0 4 

保安機器等 37 17 0 5 

周知 38 12 0 8 

 

ご意見欄（例えば、難しいと感じたり、改善して欲しいと思った「カリキュラム、講義、テキスト」等の該当部分を具体的にご記入ください。） 

【東京】 

・ＣＯ関係以外の内容も勉強できた 

・今後講師を行う上で、大変参考になった 

・講師として講和する際に、一応、ある法的根拠を知っておく必要があると思われ、その箇所の話があると良い 

・保安機器の業務用のCO警報器の使用の背景が分かった 

【札幌】 

・厨房機器にあまり触れていないので、もっと経験が必要だと感じた 

・映像やプロジェクターを用いての講習だったので、とても分かりやすかった 

・少し難しかった部分はしっかり復習します 

・ビデオは分かりやすかったが、もう少し長いビデオでも良かった 

・事故発生に繋がる、要因・原因が分かりやすく、理解できたので今後、ＬＰガス消費者保安の高度化に向け

て、取り組む 

・家庭用CO警報器とＬＰガス警報器の説明は不要(器の交換が第一)。他の説明を増やしてほしい 

・具体的数字を入れてほしい。燃焼器交換実績(全Ｌ協調べ)など不燃防の残実数など。 

・DAｱﾀﾞﾌﾟﾀｰについても話があったほうが良い 

【高松】 

・限られた時間の中で分かりやすく、丁寧な説明をありがとうございました 

・安全機器設置推進が大切であることを業界が認識して行動に移さなければ、消費者ミスを含めて、事故減少

には結びつきにくいのではないか 

【富山】 

・化学反応式がわからない 

 

受講番号 
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【熊本】 

・測定器の改善は無いのか聞きたかった 

・大変分かりやすい講習で大変勉強になった 

・内容が多く、時間の割振りが難しいと思うが、テンポが早過ぎて聞き取り辛かったところがあった 

【静岡】 

・CO警報器はもう少し、開発における具体的な内容を聞きたかった 

・実例を挙げて講義すると実体験と合わせ良いと思った 

・年別資料が古い為、更新してほしい 

 

２．今後地域普及事業で講師をする場合、どういうところに気をつけますか （重複可） 

 ① 事例を用いて説明する 40名 

 ② プロジェクター、ＯＨＰ等を活用する 25名 

 ③ わかりやすい言葉遣い 25名 

 ④ ビデオを活用する 42名 

 ⑤ 自分の体験談をまじえる 13名 

 ⑥ 事故事例を説明する 32名 

  無回答 1名 

ご意見欄 

【東京】 

・ＣＯの発生と拡散のビデオが印象に残った 

・今後、講師として頑張ります 

・事故事例を可視化したビデオはリアルで分かりやすい 

【札幌】 

・上記の事を用いて、できるだけ分かりやすく説明をしていきたい 

・勉強になりました 

【高松】 

・講師をする場合、資料やパワーポイントなど自作せねばならず、負担が大きい。本講習等で使用 した

パワーポイント等を利用するとか、これでやってくださいという様な資料があると良い 

【富山】 

・ビデオによる事故事例後に説明を聞くとわかりやすい 

【熊本】 

・ビデオはサイトからダウンロードできますか？できるのなら活用したい 

・今回の講習を地域の勉強会で手本とさせていただきます、ありがとうございました 

【静岡】 

・動画を合わせ話し、分かりやすい言葉で伝えるようにしています 

・ビデオを使用すると間ができるので、大いに活用したい 

以上 

 

－ 76 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元(2019)年度 

保安専門技術者養成講習 

（ＬＰガス災害対策） 

講習アンケート調査票 

会 場：   合  計       

日 程：              

該当する事項に○を、（  ）内にはお考えをご記入ください。 

１．講習全般について 

科   目 良く理解 ある程度理解 難しかった 無回答 

14の対応策 34 24 0 2 

ＬＰガス設備の災害対策強化 39 19 0 2 

ＬＰガス災害対策に係る体制整備 32 24 2 2 

ＬＰガスの災害対策の実態 40 17 2 1 

ご意見欄（例えば、難しいと感じたり、改善して欲しいと思った「カリキュラム、講義、テキスト」等の該当部分を具体的にご記入ください。） 

【東京】 

・テキストＰ37「(2)把握する情報の内容やタイミングの見直し」の解釈が難しい 

・本県の災害に対する対策状況が実際に被災した県との取組み度合いに差があり、どの部分をとらえるべき

かも把握できていなかったので総じて難しく感じた 

【札幌】 

・災害時の映像が数多く見られたのが良かった 

・災害に係る体制構築は実務的に関りがないので、イメージが難しかった 

・販売事業所における安全対策が参考になった 

・ＬＰガス協会の地方支部として、支部内の体制整備が難しいと感じている 

・空知エリアは大雨により増水が心配される地域が多くあり、とても参考になった。 

・洪水に対する事前の対策や行動、避難所の確認などに役に立った 

【高松】 

・愛媛県から受講者はいなかったが、昨年の豪雨で被害も多かったので事例紹介があっても良いかと思う 

・講師が使用している資料が分からない時があった。 

・手元の資料が多く、とびとびの話になった為、ついていけない時があった 

・資料､テキストと講師の方の話が飛び飛びで分からなくなる事があった 

・午後からの講義はテキストがあちこち飛んでPCも見づらかった。内容がいまいち頭に入らなかった 

【熊本】 

・他の項目も受けようと思う 

・最初に映像により、危機意識を訴えたのは効果的だった 

【静岡】 

・最近の自然災害状況の説明が分かりやすく、データを公開してもらい、自社でも使用した保安教育を実施

したい 

・「生」の意見が大変参考になった 

・災害対策においてやるべき方向は､理解できたような気がする。ただし､何をどの様に実行する多様な準備

が必要で難しい課題となりそうです 

・災害写真が多く、理解度が深まった 

受講番号 
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２．フリーディスカッションについて （重複可） 
 

  回    答 人 数 意見等 

 ① 難しかった 5名 なし 

 ② 役に立った 32名 5件 

 ③ 意見交換や他人の意見が聞けて参考になった 36名 7件 

  無回答 7名  
 

【②の意見等】 

・他県協会や事業所の対応状況が良く分かった 

・張力式ホース・各社の防災意識や課題を改めて知る事ができた 

・販売店、単段式への交換取組み・他地域の状況や考え方も分かった 

・他社の状況や今後の対応指針となると思った 

【③の意見等】 

・今後の講習に活かしたい 

・災害対応の状況(充填場) 

・災害対策策について 

・熊本地震での体験 

・熊本地震の事が聞けて良かった 

・チームＬＰＧの実態が理解できた､自宅待機の選択､情報の一本化 

・災害を想定した心構え 

【ご意見欄】 

・さまざまなエリアでの違いを感じた 

・保安意識向上に自身だけでなく、他社への波及をさらに目指したいと思った 

・張力式の作動については共通の確認でしたが、メーカーからの実証結果があれば採用が増えるかと思う 

・他講習でもディスカッションがあると良いと感じた 

・大変役に立った 

・質量販売について、BCP関係に要するものは、保管場所など緩和が必要 

・不測の事態に備え、緊急時の意識を高めるよう努める。 

・連絡体制の確認､見直しを実施。充填所の対策を再検討 

・災害に強いLPガスの周知を1/3にするには、実際の被災地でどの様に役立ったのか実例集を作ってほしい。 

 他のエネルギー(電気、都市ガス)との比較集 

・他県のLPガス協会同士の打ち合わせになってないですか？ 

・他店の方の意見や考え方を聞ける場があって良かった 

・部材などの共通化などの対策を震災後に話し合ったが(当時)、やはり、うまくいかない 

・コーディネーターが素晴らしかった。ご苦労様でした 

・事前に、いろいろと準備しておけば良かったと思う 

・実体験は強い説得力があった 

・通常業務で聞くことが余りないお話がたくさん知れ、とても良かった 
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３．今後地域普及事業で講師をする場合、どういうところに気をつけますか。(重複可） 
 

 ① 事例を用いて説明する 40名 

 ② プロジェクター、ＯＨＰ等を活用する 28名 

 ③ わかりやすい言葉遣い 29名 

 ④ ビデオを活用する 36名 

 ⑤ 自分の体験談をまじえる 20名 

 ⑥ 事故事例を説明する 28名 

 ⑦ その他 1名 

  無回答 3名 

ご意見欄 

【東京】なし 

【札幌】 

・分かりやすい資料作成 

・①②③を特に活用したい 

【高松】 

・自身の会社は全組織として、災害救援を組織しているが、地域毎のチームLPGも必要ではないかと感じる 

・①～⑥できる限り使用する。 

・高知県自体が危機感を持っているが、小中学校の方がもっと熱心に教育している。 

・「津波がきたらあきらめる」ではなく、事前体制が必要なことをきちんと説明したい 

【熊本】 

・少しずつ焦点を絞って話したい。基準やスタートラインを作成する必要性 

・お世話になりました 

【静岡】 

・昔からの経緯が理解でき、良かった 
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別紙６

講 習 テ キ ス ト

１．ＬＰガス販売事業の手引き【新旧対照表】 

２．保安業務ガイド「点検・調査」【新旧対照表】 

３．ＣＯ中毒事故防止技術【新旧対照表】 

４．ＬＰガス災害対策マニュアル【新旧対照表】 
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所

ご
と

に
選

任
が

義
務

付
け
ら

れ
て

い
る

業
務

主
任

者
の
選

任
基

準
の

緩
和
 

→
 

基
準

と
な

る
一

般
消

費
者

等
の
数

か
ら

認
定

対
象

消
費

者
等
の

数
の

２
／

３
を

減
じ

る
こ
と

が
で

き
る

。【
例
参

照
】
 

 

・
補

足
説

明
を

追
記
 

P
3
2
 

④
 

追
加

特
例

（
第

50
条
第
３

号
、
第

５
号

、
認

定
告

示
第

７
条
第

２
項

）
 

さ
ら

に
、
一
般

消
費

者
等

＊
の
設

置
す
る

燃
焼

器
の

全
て
（
飲

食
店
以

外
の

場
合

に
は

湯
沸

器
、

ふ
ろ

が
ま

、
ス

ト
ー

ブ
の

燃
焼

器
）
が

以
下

の
い

ず
れ

か
の

要
件
を

満
た

し
た

場
合

に
は

、
追
加

特
例

を
受

け
ら

れ
る

。
 

＊
：

こ
こ

で
は

、「
認
定

対
象
消

費
者
」

に
限

る
。
 

④
 

追
加

特
例

（
第

50
条
第
３

号
、
第

５
号

、
認

定
告

示
第

７
条
第

２
項

）
 

さ
ら

に
、

一
般

消
費

者
等

の
設

置
す
る

燃
焼

器
の

全
て

（
飲

食
店
以

外
の

場
合

に
は

湯
沸

器
、

ふ
ろ

が
ま

、
ス

ト
ー

ブ
の

燃
焼

器
）
が

以
下

の
い

ず
れ

か
の

要
件
を

満
た

し
た

場
合

に
は

、
追
加

特
例

を
受

け
ら

れ
る

。
 

・
補

足
説

明
を

追
記
 

 

P
.3

3 
参

考
 
認
定

L
P
ガ

ス
販

売
事
業

者
エ
ン

ブ
レ

ム
 

認
定

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
は
、

以
下

エ
ン

ブ
レ

ム
を

使
用
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

エ
ン

ブ
レ

ム
を

使
用

し
た

い
場

合
は
、

経
済

産
業

省
ガ

ス
安

全
室
宛

て
に

「
認

定
液

化
石

油
ガ
ス

販
売

事
業

者
制

度
エ

ン
ブ

レ
ム

使
用

規
約
」
に

基
づ

く
「

誓
約
書
（
様

式
第

１
号

）」
を
電

子
メ

ー
ル
で

送
付

す
る

と
、

後
日

、
当

該
エ

ン
ブ

レ
ム
の

電
子

デ
ー

タ
が

送
付

さ
れ
ま

す
。
 

 
詳

し
く

は
、

経
済

産
業

省
公

式
Ｗ
ｅ

ｂ
サ

イ
ト

（
ht

tp
s:
//

ww
w.

me
ti

.g
o.

jp
/p
ol

ic
y/

sa
fe

ty
_s

ec
ur

it
y/
 

in
du

st
ri

al
_s
af

et
y/
sa

ng
yo

/l
pg

as
/a

nz
en

_t
or
ik

um
i/

ni
nt

ei
ji

gy
ou
sh

a.
ht

ml
）

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。
 

 図
 

省
略
 

【
別

紙
（

左
欄

）
の

と
お

り
】

 

新
規
 

        

【
別

紙
（

右
欄

）
の

と
お

り
】

 

・
「

参
考

」
の

追
加
 

背
表

紙
 

奥
付

（
令

和
元

年
度

版
）
 

奥
付

（
平

成
３

０
年

度
版

）
 

・
年

度
替

わ
り

に
よ

る
更

新
 

資
料
４
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保
安

業
務
ガ

イ
ド

【
点

検
・

調
査

】
（
新

旧
対
照

表
） 

2
0
1
9
/
10

/
0
7 

頁
等

 
令

和
元
（
２
０
１
９
）
年
度

版
 

平
成

３
０
（
２
０
１
８
）
年
度

版
 

備
 
考

 

は
 

じ
 

め
 

に
 

 

下
か
ら

 

2
行
目

 

本
書

の
編

集
等

に
つ

い
て
 

本
書

は
、

保
安

機
関

並
び

に
液

化
石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
が

「
点
検

・
調

査
」

時
に

実
施

す
べ
き

、

法
令

で
規

定
さ

れ
た

事
項

及
び

保
安
の

確
保

に
必

要
不

可
欠

と
考
え

ら
れ

る
事

項
に

つ
い

て
、
よ

り
具

体
的

な
業

務
上

の
ポ

イ
ン

ト
を

わ
か
り

や
す

く
と

り
ま

と
め

て
お
り

ま
す

。
 

な
お

、
法

令
改

正
に

伴
う

改
訂

、
年
度

替
わ

り
に

伴
う

更
新

等
を
適

宜
行

っ
て

お
り

、
本

書
で
の

法

令
条

文
等

は
、

平
成
３
１

年
４

月
１
日

時
点

の
法

令
を

基
に

し
て
お

り
ま

す
。
 

本
書

の
編

集
等

に
つ

い
て
 

本
書

は
、

保
安

機
関

並
び

に
液

化
石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
が

「
点
検

・
調

査
」

時
に

実
施

す
べ
き

、

法
令

で
規

定
さ

れ
た

事
項

及
び

保
安
の

確
保

に
必

要
不

可
欠

と
考
え

ら
れ

る
事

項
に

つ
い

て
、
よ

り
具

体
的

な
業

務
上

の
ポ

イ
ン

ト
を

わ
か
り

や
す

く
と

り
ま

と
め

て
お
り

ま
す

。
 

な
お

、
法

令
改

正
に

伴
う

改
訂

、
年
度

替
わ

り
に

伴
う

更
新

等
を
適

宜
行

っ
て

お
り

、
本

書
で
の

法

令
条

文
等

は
、

平
成
３
０

年
４

月
１
日

時
点

の
法

令
を

基
に

し
て
お

り
ま

す
。
 

・
他

の
「

保
安

業
務

ガ
イ

ド
」
と

の
整

合
 

・
年

度
変

わ
り

よ
る

更
新

 

 

凡
 

例
 

▼
「

例
示

基
準

」
 

→
 

液
化

石
油

ガ
ス

の
保

安
の

確
保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す
る

法
律

施
行

規
則

の
機

能
性
基

準

の
運

用
に

つ
い

て
 

 
 

（
平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

 
2
01
7
0
31
6
商

局
第

９
号
）

 

▼
「

例
示

基
準

」
 

→
 

液
化

石
油

ガ
ス

の
保

安
の

確
保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す
る

法
律

施
行

規
則

の
機

能
性
基

準

の
運

用
に

つ
い

て
 

 
 

（
平
成

1
4
年

1
2
月

27
日

 
平
成

14
・

11
・

26
原
院
第

６
号
）
 

・
例

示
基

準
の

改
正

に
伴

う
年

月
日

等
の

修
正

 

 

▼
「

青
本

」
→
 Ｌ

Ｐ
ガ

ス
設
備

設
置
基

準
及

び
取

扱
要

領
(K
H
K
S
 
07
3
8
)[
高
圧

ガ
ス

保
安
協

会
発
行
] 

▼
「

黒
本

」
→
 ガ

ス
機

器
の
設

置
基
準

及
び

実
務

指
針

[
(一

社
)日

本
ガ

ス
機

器
検

査
協
会

発
行
] 

▼
「

ガ
ス

警
報

器
」

→
 
平
成

2
2（

2
0
10
）
年

よ
り

ガ
ス
警

報
器
工

業
会

で
は

、「
ガ
ス
漏

れ
警
報

器
」

を
「

ガ
ス

警
報

器
」

と
呼

称
統

一
 

 
・

新
規

 

P
.1

2  
Ｑ

１
０
 

受
託

し
た

保
安

機
関

が
点
検

・
調

査
の

た
め

消
費

者
宅
を

た
び

た
び

訪
問

し
た

が
、
消

費
者

等
が

不
在

の
た

め
に

点
検

・
調

査
で
き

な
か

っ
た

。
ど

う
す

べ
き
か

。
 

Ａ
１

０
 

 
法

令
上

、
不

在
に

と
も
な

う
点

検
・

調
査

の
免

除
又
は

延
長

等
は

、
通

達
（

別
添
１

）
第

３
４

条
（

保
安

機
関

の
業

務
等

）
関
係

（
2
0
1
60
5
24

商
局
第

２
号
 

平
成

28
年

6
月

8
日

改
正

）
に

定
め

ら
れ

て
い

る
。

当
該
規

程
に

基
づ

き
、

保
安

機
関
は

、
あ

ら
か

じ
め

点
検

・

調
査

の
日

時
を

連
絡

し
た

り
、

一
般
消

費
者

等
に

都
合

が
良

い
調
査

日
時

を
設

定
し

た
り

、

前
回

と
別

の
曜

日
に

再
訪

問
を

行
う
な

ど
、

訪
問

時
に

不
在

で
あ
る

確
率

を
減

ら
す

た
め

の

工
夫

を
行

う
こ

と
。
 

な
お

、
消

費
設

備
調

査
に

つ
い

て
は
、

３
回

以
上

訪
問

し
て

も
消
費

者
等

か
ら

連
絡

等
が

な
い

場
合
、
調
査

拒
否

と
同
様

の
取
扱

い
と

す
る

こ
と

が
で

き
る
が
（

Q＆
A
9
参

照
）、

こ
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、
消

費
者
等

先
に
訪

問
し

た
際

の
記

録
＊
１
、
２
を

残
す

こ
と

。（
Q＆

A
1
1
参

照
）
 

＊
１
 
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
、
電
気
メ
ー
タ
ー
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
指
針
記
録
等
 

＊
２
 
連
絡
用
往
復
は
が
き
（
不
在
連
絡
票
）
等
の
控
え
 

Ｑ
１

０
 

受
託

し
た

保
安

機
関

が
点
検

・
調

査
の

た
め

消
費

者
宅
を

た
び

た
び

訪
問

し
た

が
、
消

費
者

等
が

不
在

の
た

め
に

点
検

・
調

査
で
き

な
か

っ
た

。
ど

う
す

べ
き
か

。
 

Ａ
１

０
 

 
法

令
上

、
不

在
に

と
も
な

う
点

検
・

調
査

の
免

除
又
は

延
長

等
は

、
通

達
（

別
添
１

）
第

３
４

条
（

保
安

機
関

の
業

務
等

）
関
係

（
2
0
1
60
5
24

商
局
第

２
号
 

平
成

28
年

6
月

8
日

改
正

）
に

定
め

ら
れ

て
い

る
。

当
該
規

程
に

基
づ

き
、

保
安

機
関
は

、
あ

ら
か

じ
め

点
検

・

調
査

の
日

時
を

連
絡

し
た

り
、

一
般
消

費
者

等
に

都
合

が
良

い
調
査

日
時

を
設

定
し

た
り

、

前
回

と
別

の
曜

日
に

再
訪

問
を

行
う
な

ど
、

訪
問

時
に

不
在

で
あ
る

確
率

を
減

ら
す

た
め

の

工
夫

を
行

う
こ

と
。
 

な
お

、
３

回
以

上
訪

問
し

て
も

消
費
者

等
か

ら
連

絡
等

が
な

い
場
合

、
調

査
拒

否
と

同
様

の
取

扱
い

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
が
、

こ
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、
消

費
者

等
先

に
訪

問
し

た

際
の

記
録

＊
１
、
２
を

残
す

こ
と
。
（
Q
＆
A
1
1
参

照
）
 

＊
１
 
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
、
電
気
メ
ー
タ
ー
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
指
針
記
録
等
 

＊
２
 
連
絡
用
往
復
は
が
き
（
不
在
連
絡
票
）
等
の
控
え
 

 

P
.1

3 
         

 
・

規
則

第
3
7
条

第
3
号

ロ
と

の
整

合
 

資
料
５
－
１
 

再
調

査
 

保
安

機
関

は
基

準
に

適
合

す
る

よ
う
に

す
る

た
め

に
と

る
べ

き
措
置

等
に

つ
い

て
１

年
に

１
回
以

上

の
通

知
を

行
い

、
そ

の
通

知
の

日
か
ら

１
ヶ

月
を

経
過

し
た

日
以
後

５
月

以
内

に
通

知
事

項
に
つ

い

て
調

査
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。（

規
則
第

3
7
条
第

3
号

ロ
）
 

た
だ

し
、

一
度

通
知

を
行

っ
た

内
容
に

関
し

て
は

、
以

降
の

再
調
査

の
必

要
は

な
く

、
１

年
に
１

回

以
上

の
通

知
を

改
善

さ
れ

る
ま

で
行
う

。（
規
則

第
3
7
条
第

3
号
ロ

 た
だ
し

書
き
）

 

再
調

査
（

規
則
第

3
7
条

第
3
号

ロ
）
 

①
保

安
機

関
は
、
基
準

に
適
合

す
る
よ

う
に

す
る

た
め

に
と

る
べ
き

措
置

等
に

つ
い

て
通

知
を
し

た
日

か
ら

１
月

を
経

過
し

た
日

以
後
５

月
以

内
に

当
該

通
知

事
項
に

つ
い

て
再

び
調

査
を

行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

②
た

だ
し
、

前
述

①
の

調
査
を

行
っ
た

場
合

は
、
以

降
、
当

該
通
知

事
項

に
つ

い
て

の
調

査
を
行

う
必

要
は

な
い

。
 

③
な

お
、
当
該

通
知

事
項

が
改

善
さ
れ

る
ま

で
、
当
該

通
知

事
項
に

つ
い

て
１

年
に

１
回

以
上
の

通
知

は
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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P
.1

7 
 

表
中

 

図
2-

1 

   

図
2
-
1 

火
気

ま
で

の
距

離
 

【
別

紙
（

左
欄

）
の

と
お

り
】
 

   

図
2
-
1 

火
気

ま
で

の
距

離
 

【
別

紙
（

右
欄

）
の

と
お

り
】
 

・
図

の
修

正
 

P
.1

7  
参

考
 

参
考

 
着

火
源

と
な

ら
な

い
電

気
設
備

の
条

件
 

（
通

達
 
平
成

2
8
年

3
月

30
日

付
 
28

商
ガ

安
第

8
号

 別
紙

1
）
 

 

着
火

源
と

な
ら

な
い

電
気

設
備

の
条

件
は

、
以

下
の

３
項

目
を

全
て

満
た

す
こ

と
。

 

          

【
別

紙
（

左
欄

）
の

と
お

り
】

 

参
考

 
着

火
源

と
な

ら
な

い
電

気
設
備

の
条

件
 

  

着
火

源
と

な
ら

な
い

電
気

設
備

の
条

件
は

、
以

下
の

３
項

目
を

全
て

満
た

す
こ

と
が

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

液
化

石

油
ガ

ス
研

究
所

に
よ

り
確

認
さ

れ
て

い
る

。
＊
 

    

＊
高

圧
ガ

ス
（

Vo
l.
23
 N
o.
8
（

1
98
6
））

液
化

石
油

ガ
ス

研
究

所
ノ

ー
ト

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 「
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
の

爆
発

性
と

身
の

回
り

に
あ

る
着

火
源

に
つ

い
て

（
そ

の
１

）」
 

＊
高

圧
ガ

ス
（

Vo
l.
23
 N
o.
9
（

1
98
6
））

液
化

石
油

ガ
ス

研
究

所
ノ

ー
ト

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 「
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
の

爆
発

性
と

身
の

回
り

に
あ

る
着

火
源

に
つ

い
て

（
そ

の
２

）」
 

 

【
別

紙
（

右
欄

）
の

と
お

り
】

 

 

P
.2

6  
第
４
項

 

警
戒
標

 

【点
検
項

目
】 

４
 

警
戒

標
等
 

４
 

警
戒

標
 

 

P
.2

6  
第
４
項

 

警
戒
標

 

【判
定
基

準
】 

➊
貯

蔵
設

備
に

そ
の

外
部

か
ら

見
や
す

い
よ

う
に

警
戒

標
が

掲
げ
て

あ
れ

ば
「

良
」
 

 規
則
第

1
8
条

第
２

号
ホ
 

規
則
第

1
9
条

1
号

チ
、

リ
 

規
則
第

1
9
条

2
号

ホ
 

規
則
第

1
9
条

3
号

ハ
 

規
則
第

5
3
条

第
１

号
ヘ
 

規
則
第

5
4
条

第
１

号
 

規
則
第

5
4
条

第
2
号
ホ
 

例
示

基
準

１
 

➊
貯

蔵
設

備
に

そ
の

外
部

か
ら

見
や
す

い
よ

う
に

警
戒

標
が

掲
げ
て

あ
れ

ば
「

良
」
 

 規
則
第

1
8
条

第
２

号
ホ
 

規
則
第

5
3
条

第
１

号
ヘ
 

例
示

基
準

１
 

 

P
.2

6  
第
４
項

 

警
戒
標

 

【解
説

等
】 

①
警

戒
標

の
位

置
 

（
１

）
貯

蔵
施

設
の

設
置

場
所

＊
の

出
入

口
の

周
辺

の
外

部
か

ら
見
や

す
い

場
所
 

（
２

）
略
 

＊
貯

槽
及

び
バ

ル
ク

貯
槽

で
あ

る
も
の

を
除

き
、

貯
蔵

能
力

が
1,
0
0
0k
g
以
上

の
も

の
 

①
警

戒
標

の
位

置
 

（
１

）
貯

蔵
施

設
の

設
置

場
所

の
出
入

口
の

周
辺

の
外

部
か

ら
見
や

す
い

場
所
 

（
２

）
略
 

・
追

記
（

例
示

基
準

第
１

節
よ

り
）

 

P
.3

4  
第

11
項

 

表
3-

7 

（
１

）
略
 

（
２

）
圧

力
検

知
装

置
の

設
置

時
に
必

要
な

作
業
 

①
～

③
 

略
 

④
燃

焼
状

態
が

良
好

で
あ

る
こ

と
の
確

認
 

⑤
上

記
①

～
③

の
記

録
（

測
定

者
、
測

定
日

、
測

定
値

）
を

圧
力
検

知
装

置
が

使
用

さ
れ

て
い
る

期
間

保
管
 

（
１

）
略
 

（
２

）
圧

力
検

知
装

置
の

設
置

時
に
必

要
な

作
業
 

①
～

③
 

略
 

 ④
上

記
①

～
③

の
記

録
（

測
定

者
、
測

定
日

、
測

定
結

果
）

を
圧
力

検
知

装
置

が
使

用
さ

れ
て
い

る
期

間
保

管
 

・
例

示
基

準
第

３
０

節
と

同
じ

表
現

 

略
 

略
 

略
 

略
 

－ 90 －



 
 

  

   

 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

          

 

 
 

  

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

※
上

記
を

、
次

の
場

合
再

度
確

認
す
る

｡（
同
一

形
式

と
の
交

換
(注

)
を
除

く
注
｡
）
 

・
圧

力
検

知
装

置
を
変
更

す
る

時
。
 

・
供

給
設

備
を
変
更

す
る

時
｡（

容
器
、

高
圧

部
を

除
く

｡）
 

・
消

費
設

備
を

変
更

す
る

時
｡ 

（
３

）
略
 

注
）

規
則

第
１

０
８

条
第

３
号

（
同

一
型

式
の

器
具

等
の

交
換

に
係

る
も

の
を

除
く

。）
 

※
上

記
を

、
次

の
場

合
再

度
確

認
す
る

｡（
同
一

の
機

器
と
の

交
換
を

除
く

｡）
 

・
圧

力
検

知
装

置
を
交
換

す
る

時
。
 

・
供

給
設

備
を
交
換

す
る

時
｡（

容
器
、

高
圧

部
を

除
く

｡）
 

・
消

費
設

備
を

変
更

す
る

時
｡ 

（
３

）
略

 

P
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5  
２

．
消
費

設
備

調
査

の
方

法
 

（
１

）
末

端
ガ

ス
栓

と
燃

焼
器

の
接
続

方
法
 

（
規

則
第

44
条
第

１
号

イ
、
ロ

、
ヘ
、

ヲ
、

カ
、

供
給

・
消

費
・
特

定
供

給
設

備
告

示
第

1
0
条

、
供

給
・

消
費

・
特

定
供

給
設

備
告

示
第

1
0
条

及
び

第
1
1
条
の

運
用
及

び
解

釈
）
 

２
．

消
費

設
備

調
査

の
方

法
 

（
１

）
末

端
ガ

ス
栓

と
燃

焼
器

の
接
続

方
法
 

（
規

則
第

44
条
第

１
号

イ
、
ロ

、
ヘ
、

ヲ
、

カ
、

供
給

・
消

費
・
特

定
供

給
設

備
告

示
第

1
0
条

）
 

・
性

能
規

定
化

に
よ

る
法

令
名

等
の

変
更

に
伴

う
修

正
 

P
.3

6  
表

4-
1 

ガ
ス

衣
類

乾
燥

機
 

衣
類

乾
燥

機
 

・
誤

植
修

正
 

 

P
.3

6  
表

4-
1 

欄
外

 

※
５

 
ガ

ス
衣

類
乾

燥
機

は
開

放
式
の

ガ
ス

機
器

で
あ

り
、
通

常
で
は

移
動

式
燃

焼
器

と
し

て
扱
う

が
、

排
湿

筒
を

接
続

し
固

定
し

て
使

用
す
る

場
合

は
、
移

動
式
以

外
の
燃

焼
器
（

常
設

形
ガ
ス

機
器
）

と
し

て
取

り
扱

わ
れ

る
〔

黒
本

（
第

8
版
）
〕
の

で
、

ね
じ
で

接
続
す

る
こ

と
。
 

※
５

 
衣

類
乾

燥
機

は
開

放
式

の
ガ
ス

機
器

で
あ

り
通

常
で

は
移
動

式
燃

焼
器

と
し

て
扱

う
が
、
排
湿

筒
を

接
続

し
固

定
し

て
使

用
す

る
場
合

は
移

動
式

以
外

の
燃

焼
器
と

し
て

取
り

扱
わ

れ
る

の

で
、

ね
じ

で
接

続
す

る
こ

と
。
 

・
誤

植
修

正
 

・
出

典
の

明
確

化
 

P
.3

9  
（
３
） 

①
 

ロ
 

（
注
）
ガ
ス

衣
類

乾
燥

機
は
開

放
式
の

ガ
ス

機
器

で
あ

り
、
通
常
で
は

移
動

式
燃

焼
器
と

し
て
扱

う
が

、

排
湿

筒
を

接
続

し
固

定
し

て
使

用
す
る

場
合

は
、
移

動
式
以

外
の
燃

焼
器
（

常
設

形
ガ
ス

機
器
）

と
し

て
取

り
扱

う
〔

黒
本

（
第

8
版
）
〕
。
 

（
注

）
ガ

ス
衣

類
乾

燥
機

は
、

開
放
式

の
ガ

ス
機

器
で

あ
り

、
通
常

は
移

動
式

の
燃

焼
器

と
し
て

扱
う

が
、

排
気

筒
を

接
続

し
固

定
し

て
使
用

す
る

場
合

は
、

移
動

式
以
外

の
燃

焼
器

と
し

て
取

り
扱

う
。
 

・
誤

植
修

正
 

・
出

典
の

明
確

化
 

P
.5

4 
④

Ｃ
Ｏ
測

定
の

結
果

、
判

定
基

準
を
超

え
て

い
る

ガ
ス

機
器

に
対
し

て
は

、
ス

テ
ッ

カ
ー
（

例
え

ば
、

図
4
-
21

判
定

シ
ー

ル
の

例
）
等

を
機
器

に
貼

付
す

る
な

ど
し

て
、
消

費
者

に
周

知
を

行
う

。
 

ま
た
、
不
完

全
燃

焼
防

止
装

置
の

付
い
て

い
な

い
開

放
式

湯
沸

器
及
び

Ｃ
Ｆ

式
・
Ｆ

Ｅ
式

湯
沸

器
・

ふ
ろ

が
ま

は
、

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

を
起
こ

す
危

険
性

が
あ

る
た

め
安
全

性
の

高
い

屋
外

設
置

型
、
又

は

安
全

装
置

付
き

ガ
ス

機
器

へ
の

交
換
を

す
す

め
る

こ
と

。
 

④
Ｃ

Ｏ
測

定
の

結
果

、
判

定
基

準
を
超

え
て

い
る

ガ
ス

機
器

に
対
し

て
は

、
ス

テ
ッ

カ
ー

を
機
器

に
貼

付
す

る
な

ど
し

て
、

消
費

者
に

周
知
を

行
う

。
 

ま
た
、
不
完

全
燃

焼
防

止
装

置
の

付
い
て

い
な

い
開

放
式

湯
沸

器
及
び

Ｃ
Ｆ

式
・
Ｆ

Ｅ
式

湯
沸

器
・

ふ
ろ

が
ま

は
、

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

を
起
こ

す
危

険
性

が
あ

る
た

め
安
全

性
の

高
い

屋
外

設
置

型
、
又

は

安
全

装
置

付
き

ガ
ス

機
器

へ
の

交
換
を

す
す

め
る

こ
と

。
 

 

P
.6

6 
～

 
6
7
 

参
考

 
販

売
伝

票
例

【
Ｌ
Ｐ

ガ
ス
質

量
販

売
に
係

る
お
客

様
へ

の
お

知
ら
せ

（
改
訂

版
）

/2
01
9
年

7
月
】

 
 

(
一

社
)全

国
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
協

会
・

日
本
液

化
石

油
ガ

ス
連

絡
協

議
会
 

参
考

 
販

売
伝

票
例
 

 

一
般

社
団

法
人
全
国

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

協
会
 

・
内

容
変

更
な

し
 

・
出

典
の

明
確

化
等

 

P
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9 
３

．
点
検

・
調

査
項

目
及

び
回

数
 

点
検

項
目

毎
の

点
検

方
法

、
判

定
基
準

及
び

点
検

の
回

数
は

、
特
定

供
給

設
備

以
外

に
つ

い
て
は

表
５

－
１

～
２

に
、

特
定

供
給

設
備
に

つ
い

て
は

表
５

－
３

～
４
に

各
々

記
載

し
た

。
 

          

３
．

点
検

・
調

査
項

目
及

び
回

数
 

点
検

項
目

毎
の

点
検

方
法

、
判

定
基
準

及
び

点
検

の
回

数
は

、
特
定

供
給

設
備

以
外

に
つ

い
て
は

表
５

－
１

～
２

に
、

特
定

供
給

設
備
に

つ
い

て
は

表
５

－
３

～
４
に

各
々

記
載

し
た

。
 

          

・
誤

植
の

修
正

 

留
 
 
意
 
 

事
 
 
項
 

➊
 

略
 

➋
バ

ル
ク

供
給

設
備

の
点

検
は

、
次

の
回

数
（

頻
度

）
で

実
施

す
る

。
 

１
）

供
給

開
始

時
（

全
項

目
）

 

２
）

６
ヶ

月
に

１
回

以
上

ま
た

は
1
年

を
超

え
な

い
範

囲
で

行
う

充
て

ん
作

業
時

 

３
）

１
年

に
１

回
 

４
）

２
年

に
１

回
 

５
）

４
年

に
１

回
 

➌
～

➍
 

略
 

留
 
 
意
 
 

事
 
 
項
 

➊
 

略
 

➋
バ

ル
ク

供
給

設
備

の
点

検
は

、
次

の
回

数
（

頻
度

）
で

実
施

す
る

。
 

１
）

供
給

開
始

時
（

全
項

目
）

 

２
）

６
ヶ

月
に

１
回

以
上

ま
た

は
1
年

を
超

え
な

い
範

囲
で

行
う

充
て

ん
作

業
時

 

３
）

１
年

に
１

回
 

 ４
）

４
年

に
１

回
 

➌
～

➍
 

略
 

－ 91 －



P
.8

3  
２

．
告
示

検
査

に
向

け
た

体
制

準
備
 

バ
ル

ク
貯

槽
及

び
附

属
機

器
等

の
告
示

検
査

に
向

け
た

体
制

準
備
に

つ
い

て
は

、
平

成
29

年
度
に

経
済

産
業

省
か

ら
発

出
さ

れ
た

液
化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

等
保
安

対
策

指
針

に
お

い
て

、
民
生

用

バ
ル

ク
供

給
シ

ス
テ

ム
に

使
用

さ
れ
て

い
る

バ
ル

ク
貯

槽
及

び
附
属

機
器

等
の

い
わ

ゆ
る

2
0
年

検

査
に

係
る

経
済

産
業

省
、

高
圧

ガ
ス
保

安
協

会
等

の
検

討
状

況
の
把

握
に

努
め

る
と

と
も

に
、
液

化

石
油

ガ
ス

法
施
行
規

則
、
告
示

及
び
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
規

格
を
確

認
し
、
20

年
検

査
に

関
す
る
具

体
的

な
計

画
の

策
定

及
び

そ
の

準
備
に

着
手

す
る

よ
う

、
Ｌ

Ｐ
ガ
ス

販
売

事
業

者
等

に
対

し
て
要

請

が
行

わ
れ

ま
し

た
。
 

２
．

告
示

検
査

に
向

け
た

体
制

準
備
 

バ
ル

ク
貯

槽
及

び
附

属
機

器
等

の
告
示

検
査

に
向

け
た

体
制

準
備
に

つ
い

て
は

、
平

成
29

年
度
に

経
済

産
業

省
か

ら
発

出
さ

れ
た

液
化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

等
保
安

対
策

指
針

に
お

い
て

、
民
生

用

バ
ル

ク
供

給
シ

ス
テ

ム
に

使
用

さ
れ
て

い
る

バ
ル

ク
貯

槽
及

び
附
属

機
器

等
の

い
わ

ゆ
る

2
0
年

検

査
に

係
る

経
済

産
業

省
、

高
圧

ガ
ス
保

安
協

会
等

の
検

討
状

況
の
把

握
に

努
め

る
と

と
も

に
、
液

化

石
油

ガ
ス

法
施
工
規

則
、
告
示

及
び
高

圧
ガ

ス
保

安
協

会
規

格
を
確

認
し
、
20

年
検

査
に

関
す
る
具

体
的

な
計

画
の

策
定

及
び

そ
の

準
備
に

着
手

す
る

よ
う

、
Ｌ

Ｐ
ガ
ス

販
売

事
業

者
等

に
対

し
て
要

請

が
行

わ
れ

ま
し

た
。
 

・
誤

植
の

修
正

 

P
.9

8 
 

囲
内

 

１
．

 
略
 

２
．

日
本

製
の

国
内

向
け

に
製

造
さ
れ

た
燃

焼
器

具
＊
は

、
4
.
2
k
Pa

の
圧

力
で

流
路

以
外
へ

漏
え
い

す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

製
造

さ
れ

て
い
ま

す
が

、
燃

焼
器

具
に

よ
っ
て

は
経

年
劣

化
等

に
よ

り
、
当

該

規
定

か
ら

漏
え

い
試

験
の

結
果

が
（
3
）
、（

4
）
に

該
当

す
る

場
合
も

あ
り

得
る

こ
と

か
ら

、
そ
の

際

に
は

、
原

因
と

な
る

箇
所

を
特

定
し
、

適
切

な
対

処
が

必
要

で
す
。
 

３
．

～
４

．
 

略
 

１
．

 
略
 

２
．

日
本

製
の

国
内

向
け

に
製

造
さ
れ

た
燃

焼
器

具
＊
は

、
4
.
2
k
Pa

の
圧

力
で

流
路

以
外
へ

漏
え
い

す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

製
造

さ
れ

て
い
ま

す
が

、
燃

焼
器

具
に

よ
っ
て

は
、

当
該

規
定

か
ら

漏
え
い

試

験
の

結
果

が
（
3
）、
（

4）
に
該

当
す
る

場
合

も
あ

り
得

る
こ

と
か
ら

、
そ

の
際

に
は

、
原

因
と
な

る

箇
所

を
特

定
し

、
適

切
な

対
処

が
必
要

で
す

。
 

３
．

～
４

．
 

略
 

・
理

由
の

例
を

提
示

 

背
表

紙
 

・
奥

付
（

令
和

元
[
2
0
19
]
年
度

版
）
 

・
奥

付
（

３
０

年
度

版
）
 

・
年

度
替

わ
り

に
よ

る
更

新
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■
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
防
止

対
策

技
術

（
新

旧
対

照
表

）
［

令
和

元
（
２

０
１

９
）

年
度

］
 

2
0
1
9
/
0
8
/
2
8
 

頁
等

 
令

和
元
（
２
０
１
９
）
年

度
版

 
平

成
３
０
（
２
０
１
８
）
年

度
版

 
備

 
考

 

は
 

じ
 

め
 

に
 

 

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
事

故
件

数
は

、
昭

和
５

４
(
1
9
7
9
)
年

に
7
9
3
件
（

死
傷

者
8
8
8
人

）
を

記

録
し

た
後

､
減

少
に

転
じ

､
平

成
９

(
1
9
9
7
)
年

に
は

6
8
件
（

死
傷

者
7
0
人

）
と

な
り

ま
し

た
が

､
平

成
１

０
(
1
9
9
8
)
年

か
ら

１
７

(
2
0
0
5
)
年

ま
で

の
間

は
、
7
5
～

1
2
0
件

／
年

の
発

生

状
況

で
し

た
｡
そ

の
後

､
平

成
１

７
(
2
0
0
5
)
年

の
悪

質
な

法
令

違
反

事
例

に
関

連
し

た
法

令
遵

守
の

徹
底

指
導

、
給

湯
器

の
事

故
発

生
に

伴
う

事
故

届
の

徹
底

指
導

等
に

よ
り

、
潜

在
化

し
て

い
た

事
故

の
補

足
率

が
向

上
し

た
と

推
測

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
平

成
１

８

(
2
0
0
6
)
年

以
降

に
つ

い
て

は
、
事

故
件

数
が

増
加

し
、
1
6
7
～

2
6
0
件

／
年

で
推

移
し

て
い

ま
し

た
。

 

平
成

３
０

(
2
0
1
8
)
年

の
事

故
件

数
は

2
0
6
件

で
､
平

成
２

９
(
2
0
1
7
)
年

の
１

９
３

件
か

ら

１
３

件
増

加
し

､
死

亡
者

は
１

人
で

増
加

と
な

り
ま

し
た

が
､
負

傷
者

は
4
6
人

で
､
平

成

2
9
(
2
0
1
7
)
年

の
5
0
人

か
ら

４
人

減
少

し
ま

し
た

。【
経

済
産

業
省

商
務

流
通

保
安

グ
ル

ー

プ
ガ

ス
安

全
室
「

2
0
1
8
年

の
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
事

故
発

生
状

況
（

2
0
1
9
年

3
月

6
日

）
」
に

基
づ

く
】

 

 

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
事

故
件

数
は

、
昭

和
５

４
年

に
7
9
3
件
（

死
傷

者
8
8
8
人

）
を

記
録

し
た

後
、
減

少
に

転
じ

、
平

成
９

年
に

は
6
8
件
（

死
傷

者
7
0
人

）
と

な
り

ま
し

た
が

、
平

成

１
０

年
か

ら
１

７
年

ま
で

の
間

は
、

7
5
～

1
2
0
件

／
年

の
発

生
状

況
で

し
た

。
そ

の
後

、

平
成

1
7
年

の
悪

質
な

法
令

違
反

事
例

に
関

連
し

た
法

令
遵

守
の

徹
底

指
導

、
給

湯
器

の

事
故

発
生

に
伴

う
事

故
届

の
徹

底
指

導
等

に
よ

り
、
潜

在
化

し
て

い
た

事
故

の
補

足
率

が

向
上

し
た

と
推

測
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、
平

成
１

８
年

以
降

に
つ

い
て

は
、
事

故
件

数
が

増
加

し
、

1
6
7
～

2
6
0
件

／
年

で
推

移
し

て
い

ま
し

た
。

 

 

平
成

２
９

年
の

事
故

件
数

は
１

８
５

件
で

、
平

成
２

８
年

の
１

３
６

件
か

ら
４

６
件

の
増

加
と

な
り

ま
し

た
が

、
死

傷
者

は
５

０
人

で
、
平

成
２

８
年

の
５

２
人

か
ら

２
人

減
少

し

ま
し

た
。
【

経
済

産
業

省
商

務
流

通
保

安
グ

ル
ー

プ
ガ

ス
安

全
室

「
平

成
２

９
年

の
Ｌ

Ｐ

ガ
ス

事
故

発
生

状
況

（
平

成
３

０
年

３
月

１
６

日
）
」

に
基

づ
く

】
 

 

年
度

変
わ

り
よ

る
更

新
 

P
.4

0
 

１
．

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

の
発

生
状

況
 

平
成

３
０

(
2
0
1
8
)
年

の
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
事

故
の

発
生

状
況

に
つ

い
て

は
、

件
数

が
２

０
６

件
、
負

傷
者

数
が

６
４

人
、
死

亡
者

１
人

で
昭

和
４

２
(
1
9
6
7
)
年

以
降

、
最

も
少

な
い

負

傷
者

数
と

な
り

、
こ

の
う

ち
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
に

つ
い

て
は

、
件

数
が

６
件

、
死

傷
者

数
が

１
７

人
（

死
亡

者
１

人
）

で
、

こ
の

う
ち

５
件

が
業

務
用

施
設

等
で

発
生

し
ま

し
た

。
 

ま
た

、
こ

れ
ら

６
件

の
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
は

、
全

て
に

お
い

て
業

務
用

換
気

警
報

器
又

は

Ｃ
Ｏ

警
報

器
が

設
置

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
で

し
た

。
 

１
．

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

の
発

生
状

況
 

平
成

２
９

年
の

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

事
故

の
発

生
状

況
に

つ
い

て
は

、
件

数
が

１
８

５
件

、
死

傷

者
数

が
５

０
人
（

死
亡

者
０

人
）
で

１
８

年
度

以
降

、
最

も
少

な
い

件
数

と
な

り
、
こ

の

う
ち

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

に
つ

い
て

は
、

件
数

が
３

件
、

死
傷

者
数

が
５

人
（

死
亡

者
０

人
）

で
、

こ
の

う
ち

２
件

が
業

務
用

施
設

等
で

発
生

し
ま

し
た

。
 

ま
た

、
こ

れ
ら

３
件

の
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
は

、
全

て
に

お
い

て
業

務
用

換
気

警
報

器
及

び

Ｃ
Ｏ

警
報

器
が

設
置

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
で

し
た

。
 

年
度

変
わ

り
よ

る
更

新
 

 
発

生
件

数
を

分
母

と
し

て
１

件
あ

た
り

の
死

傷
者

数
を

み
る

と
、
平

成
３

０
(
2
0
1
8
)
年

全
体

で
は

死
傷

者
数

0
.
2
3
人

／
件

で
す

が
、

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

で
は

、
2
.
8
3
人

／
件

と
な

る
こ

と
か

ら
、
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
多

数
の

死
傷

者
を

発
生

さ
せ

る

等
、

重
大

な
結

果
に

な
る

場
合

が
多

い
と

言
え

ま
す

。
 

【
経

済
産

業
省

商
務

流
通

保
安

グ
ル

ー
プ

ガ
ス

安
全

室
「

2
0
1
8
年

の
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
事

故
発

生

状
況

（
2
0
1
9
年

３
月

６
日

）
」

に
基

づ
く

】
 

発
生

件
数

を
分

母
と

し
て

１
件

あ
た

り
の

死
傷

者
数

を
み

る
と

、
平

成
２

９
年

全
体

で

は
死

傷
者

数
0
.
2
7
人

／
件

で
す

が
、

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

で
は

、
2
.
0
0
人

／
件

と
な

る
こ

と

か
ら

、
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
多

数
の

死
傷

者
を

発
生

さ
せ

る
等

、
重

大
な

結
果

に
な

る
場

合
が

多
い

と
言

え
ま

す
。

 

【
経

済
産

業
省

商
務

流
通

保
安

グ
ル

ー
プ

ガ
ス

安
全

室
「

平
成

２
９

年
の

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

事
故

発
生

状
況

（
平

成
３

０
年

３
月

１
６

日
）
」

に
基

づ
く

】
 

 

資
料

６
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P
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0
 

図
４

．
１

 
年

別
事

故
件

数
及

び
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
件

数
 

            

【
別

紙
（

左
欄

）
の

と
お

り
】

 

図
４

．
１

 
年

別
事

故
件

数
及

び
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
件

数
 

            

【
別

紙
（

右
欄

）
の

と
お

り
】

 

年
度

変
わ

り
よ

る
更

新
 

 
 

図
４

．
２

 
家

庭
用

と
業

務
用

の
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
発

生
件

数
 

                

【
別

紙
（

左
欄

）
の

と
お

り
】

 

 

図
４

．
２

 
家

庭
用

と
業

務
用

の
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
発

生
件

数
 

                

【
別

紙
（

右
欄

）
の

と
お

り
】

 

年
度

変
わ

り
よ

る
更

新
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図

４
．

３
 

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

に
よ

る
死

亡
者

数
と

負
傷

者
数

 

               

【
別

紙
（

左
欄

）
の

と
お

り
】

 

図
４

．
３

 
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
に

よ
る

死
亡

者
数

と
負

傷
者

数
 

               

【
別

紙
（

右
欄

）
の

と
お

り
】

 

年
度

変
わ

り
よ

る
更

新
 

P
.6

2
 

 

参
考

 

Ｃ
Ｏ

測
定

の
結

果
、
判

定
基

準
を

超
え

て
い

る
ガ

ス
機

器
に

対
し

て
は

、
ス

テ
ッ

カ
ー

（
例

え
ば

、
以

下
の

「
判

定
シ

ー
ル

の
例

」
）

等
を

機
器

に
貼

付
す

る
な

ど
し

て
、

消
費

者
に

周
知

を
行

い
ま

し
ょ

う
。

 

ま
た

、
不

完
全

燃
焼

防
止

装
置

の
付

い
て

い
な

い
開

放
式

湯
沸

器
及

び
Ｃ

Ｆ
式
・
Ｆ

Ｅ

式
湯

沸
器
・
ふ

ろ
が

ま
は

、
Ｃ

Ｏ
中

毒
事

故
を

起
こ

す
危

険
性

が
あ

る
た

め
安

全
性

の
高

い
屋

外
設

置
型

、
又

は
安

全
装

置
付

き
ガ

ス
機

器
へ

の
交

換
を

す
す

め
て

く
だ

さ
い

。
 

図
省

略
 

【
別

紙
（

左
欄

）
の

と
お

り
】

 

 
新

規
 

     

図
省

略
 

【
別

紙
（

右
欄

）
の

と
お

り
】

 

・
欠

落
し

て
い

た
判

定
シ

ー
ル

の
説

明
を

追
記

 
・

保
安

業
務

ガ
イ

ド
（

点

検
・

調
査

）
と

同
じ

表

記
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Ｃ
Ｏ

濃
度

測
定

時
に

お
け

る
燃

焼
器

別
の

主
な

注
意

事
項

 

手 順
 

項
 

目
 

（
１

）
 

略
 

（
２

）
鍋

等
を

載
せ

る
こ

ん
ろ

等
の

排
気

口
の

な

い
機

器
 

（
３

）
 

略
 

①
 

略
 

略
 

・
レ

ン
ジ

、
中

華
レ

ン
ジ

、
鋳

物
こ

ん
ろ

に
つ

い

て
は

、
普

段
使

用
し

て
い

る
鍋
（

水
を

３
分

の

１
以

上
入

れ
た

状
態

）
を

載
せ

て
点

火
す

る
こ

と
。

 

・
略

 

略
 

②
 

略
 

 
・

略
 

略
 

③
 

略
 

略
 

・
略

 

・
レ

ン
ジ

、
中

華
レ

ン
ジ

、
鋳

物
こ

ん
ろ

に
つ

い

て
は

、
載

せ
た

鍋
の

２
分

の
1
の

高
さ

を
数

カ

所
測

定
す

る
こ

と
。

 

以
下

、
省

略
 

略
 

④
 

 
 

 
 

 

Ｃ
Ｏ

濃
度

測
定

時
に

お
け

る
燃

焼
器

別
の

主
な

注
意

事
項

 

手 順
 

項
 

目
 

（
１

）
 

略
 

（
２

）
鍋

等
を

載
せ

る
こ

ん
ろ

等
の

排
気

口
の

な

い
機

器
 

（
３

）
 

略
 

①
 

略
 

略
 

・
レ

ン
ジ

、
中

華
レ

ン
ジ

、
鋳

物
こ

ん
ろ

に
つ

い

て
は

、
普

段
普

及
し

て
い

る
鍋

に
水

を
３

分
の

１
以

上
入

れ
た

状
態

で
点

火
す

る
こ

と
。

 

 ・
略

 

略
 

②
 

略
 

 
・

略
 

略
 

③
 

略
 

略
 

・
略

 

・
レ

ン
ジ

、
中

華
レ

ン
ジ

、
鋳

物
こ

ん
ろ

に
つ

い

て
は

、
２

分
の

1
の

高
さ

を
数

カ
所

測
定

す
る

こ
と

。
 

以
下

、
省

略
 

略
 

④
 

 
 

 
 

 

・
誤

植
の

修
正

 
・

補
足

文
言

の
追

記
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台
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右
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P
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0
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・
年

度
変

わ
り

よ
る

更
新

を
不

要
と

す
る

記
述

に

変
更

。
 

背
表
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・
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令
和

元
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・
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平
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３
０

年
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版
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・

年
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変
わ

り
よ

る
更
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令和元年８月２８日 
高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 

 
 

ＬＰガス災害対策マニュアルの改訂について 

 
巻末に添付した参考・資料について、平成３０年度末現在の状況等を反映させたものと

差し替え等を行い、これを令和元年度版として作成する。主な改訂は、下表のとおり。 

 

資料 

番号 
資 料 名（2018年版） 

旧資料 

番号 
備  考 

1-6 ガス放出防止型高圧ホースの都道府県別出荷割合 － 新 規 

2-2 都道府県別の防災協定締結状況（JLSA） 2-2 FY2018版→ FY2019版 

６ ＬＰガス被災状況報告書の運用等について（お願い） 
－ 新 規 

全Ｌ協保安 30 第 78 号 

(平成 31 年 3 月 13 日) 

－ ＬＰガス販売事業者被災確認情報（第１報）【販売事業者から県協会】 6-1-① 削 除 

－ ＬＰガス被災状況＜緊急＞報告書【県協会から全Ｌ協】 6-1-② 削 除 

6（別添１） ＬＰガス被災状況報告書【販売所から県協会】 6-2 
新様式 

全Ｌ協保安 30 第 78 号 

(平成 31 年 3 月 13 日) 

6（別添２） ＬＰガス被災状況報告書【県協会から全Ｌ協】 6-3 
新様式 

全Ｌ協保安 30 第 78 号 

(平成 31 年 3 月 13 日) 

6（別添３） 市区町村世帯数報告書 
－ 新 規 

全Ｌ協保安 30 第 78 号 

(平成 31 年 3 月 13 日) 

7-2 
別紙５ 

避難所の把握と応急対応事業所の選定 
－ 

新 規 

10-3 液化石油ガス容器置場における容器転落・転倒及び容器流失防止措置

指針［日団協技術基準(G高-002) 2018.11.16 改訂版］ 

－ 
新 規 

12 液化石油ガス販売事業者等保安対策指針（抄録） 12 FY2017版→ FY2019版 

21 平成 30年 7月豪雨による被害状況（写真資料） 21 写 真 追 加 

22-1 平成 30年 9月胆振東部地震による被害状況（写真資料） － 新 規 

23 
「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」について（FY2018版） 

→ 「警戒レベル」について（FY2019版） 
23 FY2018版→ FY2019版 

24 都道府県協会別中核充填所一覧 24 FYH26(2014)官報掲載版 

→ FY2019全Ｌ協改訂版 

 

以上 

資料７ 
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別紙７

 

 

 

 

保安専門技術者養成講習に係る投影資料 

 

▼法令指導講 

 １．ＬＰガスの歴史 

 ２．販売事業者が行う申請等（１） 

 ３．販売事業者が行う申請等（２） 

 ４．販売事業者の役割と責務（１） 

５．販売事業者の役割と責務（２） 

 ６．保安業務 

 ７．液化石油ガス設備工事 

▼ＣＯ中毒事故防止技術講習 

 第１章 燃焼とＣＯの基礎知識 

 第２章 燃焼器の設置工事 ＣＯ中毒事故事例等 

 第３章 厨房における給排気 

 第４章 ＣＯ中毒事故事例等 

 第５章 安全装置のある燃焼器への交換促進 

 第６章 業務用厨房での事故防止 

 第７章 保安機器等 

 第８章 周知 

▼ＬＰガス災害対策講習 

 ＬＰガス災害対策（Ａ～Ｄ版） 

－ 111 －







8月
16

日
、
静

岡
市

紺
屋

町
デ
パ

ー
ト
前

の
駅

前
地

下
街

「
ゴ
ー
ル

デ
ン
街

」
が

、
都

市市
ガガ
スス
漏漏

れれ
か

ら
大

爆
発

を
起

こ
し
、
商

店
が

軒
を
並

べ
て
い
る
同

地
下

街
は

数
十

メ
ー
ト
ル

に
わ

た
っ
て
炎

上
、
９
階

建
て
の

デ
パ

ー
ト
や

周
辺

ビ
ル

の
ガ
ラ
ス
窓

も
爆

風
で
吹

っ
飛

び
、
死 死

者
は

15
人人

、
重重

軽
傷

者
も

22
3人人

を
超

え
る
大

惨
事

と
な
っ
た
。

1
9
8
0
（（
昭昭

和
5
5
年

）

静
岡

駅駅
前

地地
下

街
でで
爆

発発
（
都都

市
ガガ
スス
の

爆
発発

にに
よよ
るる
事

故故
）

静
岡

駅
前

地
下

街
の

ガ
ス
爆

発
事

故
。
黒

煙
を
噴

き
上

げ
る
建

物
。
が

れ
き
が

散
乱

す
る
道

路
。

事
故故

のの
教

訓
・
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
へ

の
着着

臭臭
濃

度度
のの

強強
化化

（（
１
／／

１
００
００
０
でで
感

知
）

・
地

下下
室

、
地

下下
街

等
の

基
準

追
加

・
共共

同
住

宅
、
地

下
室

等
に
ガガ
ス
漏

れ
警

報
器

の
設

置
義

務
化化

・
地

下
室

に
ヒ
ュ
ー
ズズ
ガガ
スス
栓

の
設

置
義

務
化

8

11
9
77
3
（
昭昭

和
4
8
年年

）
液液

石
法法

改改
正

にに
よよ
りり
、
ガガ
スス
メメ
ー
タタ
ー
設

置
義義

務務
付

け

わ
が

国
で
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販

売
を
メ
ー
タ
ー
制

販
売

に
切

換
え
る
趣

旨
“
法

制
化

”
の

動
き
が

本
格

化
し
た
の

は
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
新

法
の

施
行

（
昭

和
４
３
年

）
、
簡

易
ガ
ス
事

業
制

度
の

導
入

（
４
５
年

ガ
ス
事

業
法

改
正

、
施

行
）
、
近

促
法

の
指

定
業

種
の

指
定

（
４
６
年

）
と
い
っ
た
一

連
の

時
代

的
な
流

れ
の

な
か

で
持

ち
上

が
っ
た
テ
ー
マ
の

一
つ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

昭
和

４
６
年

（
１
９
７
１
年

）
３
月

、
全

国
地

域
婦

人
団

体
連

絡
協

議
会

（
地

婦
連

）
か

ら
、
通

産
当

局
へ

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の

メ
ー
タ
ー
制

義
務

付
け
に
つ
い
て
の

要
望

書
を
提

出
し
た
の

が
き
っ
か

け
で
、
メ メ
ー
タタ
ー
法法

制
化化

の
動

き
が

活
発

化
し
て
き
た
。

7

こ
れ
に
よ
り
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
設

置
率
は

順
調
に
増
加

し
、

19
96

年
に
は
ほ
ぼ

10
0％

を
達
成
、
そ
れ
に
伴
い
消
費
者

事
故
件
数
も
ピ
ー
ク
時
の

1/
10

 以
下
に
ま
で
減
少
す
る
な
ど
、
消
費
者
事
故

の
防
止
に
大

き
な
成
果

を
挙

げ
た
。

対
面

に
よ
りり
重

量
で
販

売売
残

ガガ
スス
の

引
き
取

りり
で
ト
ララ
ブブ
ルル

多多
発発

従
来

の
液

石
法

で
は

、
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
促

進
が

謳
わ

れ
て
は

い
た
も
の

の
、
設

置
費

用
の

負
担

の
問

題
も
あ

り
普

及
が

進
ま
な
か

っ
た

1
9
6
6
（（
昭昭

和
4
11
年

）

「
液液

化化
石

油
ガガ
スス
保保

安安
規規

則則
」
をを
制

定定
高

圧
ガ
ス
取

締
法

省
令

の
改

正
に
よ
り
、
「
一

般
高

圧
ガ
ス
保

安
規

則
」
、
「
液

化
石

油
ガ
ス
保

安
規

則
」
、
「
冷

凍
保

安
規

則
」
、
「
容

器
保

安
規

則
」
等

に
明

確
に
区

分
整

理

1
9
6
77
（（
昭昭

和
4
2
年年

））
「
液液

化化
石

油
ガガ
スス
のの

保保
安

のの
確

保保
及及

びび
取取

引
のの

適適
正

化化
にに
関

す
るる
法法

律
」
（
液液

石石
法法

））
がが

成
立立

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の

普
及

拡
大

に
伴

い
、
消

費
者

に
よ
る
事

故
が

急
増

し
た
こ
と
を
受

け
、
保

安
の

確
保

と
取

引
の

適
正

化
を
目

的
と
し
て
「
液

化
石

油
ガ
ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に
関

す
る
法

律
」
が

成
立

し
た
。

昭 昭
和

45
年年

簡
易易

ガガ
スス
事

業
誕

生生

1
9
77
33
（（
昭

和
4
8
年

）
第

一
次次

オオ
イ
ルル

シシ
ョ
ッッ
クク

第
一

次
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の

価
格

も
急

騰
し
た
。

19
73

年
12

月
時

点
で

12
,3

68
円

／
ト
ン
だ
っ
た
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の

Ｃ
ＩＦ
価

格
(輸

入
価

格
)は

、
そ
の

２
カ
月

後
に

は
25

,2
32

円
／

ト
ン
と
、
一

気
に
２
倍

以
上

に
跳

ね
上

が
り
、
小

売
価

格
も
急

騰
し
た
。

6

1
9
6
3
（（
昭

和
3
8
年

）
山

中
湖

畔
のの

別別
荘荘

に
お
いい
てて
男男

女女
１
００
名名

がが
ＣＣ
ＯＯ
中

毒
事

故
でで
死死

亡亡

当
初

、
集

団
自

殺
で
は

な
い
か

と
い
う
報

道
が

な
さ
れ

た
が

、
遺

体
の

解
剖

結
果

か
ら
Ｃ
Ｏ
中

毒
事

故
と
判

明
さ
れ

た
。
（
圧圧

力力
調

整
器

の
不不

適
切切

他
）

こ
の

当
時

の
一

般
消

費
家

庭
で
の

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事

故
は

、
大

半
が

「
ガ
ス
漏

れ
、
滞

留
、

引
火

爆
発

」
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
事

故
原

因
の

多
く
は

「
消

費
者

の
取取

り
扱扱

いい
ミミ
スス
」
と

い
う
の

が
大

半
で
、
販

売
事

業
者

の
供

給
ミ
ス
が

問
わ

れ
る
こ
と
は

あ
ま
り
な
か

っ
た
。

1
9
6
3
（（
昭

和
3
8
年年

））

高
圧圧

ガガ
スス
取取

締
法法

大大
改

正
にに
よ
りり
「
自

主
保保

安安
体体

制
」
をを
導導

入入

高
圧

ガ
ス
関

連
産

業
の

保
安

を
確

保
す
る
た
め
、
専

門
機

関
に
よ
る
自

主
保

安
活

動
を
推

進
す
る
た
め
に
「
高

圧圧
ガガ
スス
保

安
協

会会
」
が

設
立

さ
れ

た
。

※
規
制
の
み
で
は
事
故
の
減
少
は
見
込
め
な
い
。
業
界
の
自
主
保
安
に
よ
っ
て
減
少
さ
せ
る
。

1
9
6
4
（（
昭

和
3
9
年年

））
大大

阪
府

茨茨
木木

市市
のの

Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
充充

填
所

でで
、、
爆

発発
事

故故
が

発発
生

充充
填

所
関

係
者

３
名

死死
亡亡

、
周

辺辺
住

民
６
１
名名

がが
重重

軽軽
傷傷

プ
ラ
ン
ト
の

建
設

基
準

以
前

に
建

設
さ
れ

た
充

填
所

で
、
か

な
り
問

題
箇

所
が

あ
っ

た
の

で
、
２
週

間
後

に
は

移
転

す
る
予

定
だ
っ
た
。

こ
の

事
故

を
教

訓
に
、
充

填
所

の
散 散

水
設

備備
や

障
壁

が
義

務
つ
け
ら
れ

た
。

5
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■
貯
蔵
施
設
を
所
有
又
は
占
有
し
な
く
て
も
よ
い
場
合

⇒
テ
キ
ス
ト

P.
1
5

④

▼
高

圧
ガ

ス
法
に

規
定

す
る

「
第

一
種

製
造

事
業

者
」

が
同

法
に

規
定

す
る

「
貯

蔵
施

設
」

を
所

有
又

は
占

有
し

て
い

る
場

合
【

Ｌ
Ｐ
則

第
１
１

条
第
２

項
第
１

号
】

▼
高

圧
ガ

ス
法

に
規

定
す

る
「

第
一

種
貯

蔵
所

」
を

所
有

又
は

占
有

し
て

い
る

者
【

Ｌ
Ｐ
則

第
１
１

条
第
２

項
第
２

号
】

▼
一

般
消

費
者

に
供

給
す

る
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の

充
て

ん
容

器
等

の
保

管
、

引
渡

し
、

引
取

り
を

上
記

の
２

者
に

全
量

委
託

し
て

い
る

場
合 【

Ｌ
Ｐ

則
第
１

１
条

第
２
項

第
３
号

】

▼
一

般
消

費
者

に
供

給
す

る
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の

全
量

を
バ

ル
ク

供
給

に
し

て
い

る
場

合
【

Ｌ
Ｐ

則
第
１

１
条

第
２
項

第
４
号

】

▼
農

協
等

の
所

有
す

る
貯

蔵
施

設
か

ら
、

組
合

員
の

販
売

事
業

者
が

常
に

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
仕

入
れ

が
で

き
る

場
合

【
Ｌ

Ｐ
則

第
１
１

条
第
２

項
第
５

号
】

▼
販

売
所

と
近

接
す

る
上

述
の

「
第

一
種

製
造

事
業

者
」

と
当

該
販

売
事

業
者

と
に

資
本

的
結

合
が

あ
っ

て
、

常
に

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
仕

入
れ

が
で

き
る

場
合

【
Ｌ

Ｐ
則

第
１
１

条
第
２

項
第
６

号
】

■
面
積
（
３
㎡
以
上
）
の
算
定

⇒
テ
キ
ス
ト

P.
15

③

▼
柱
、
壁
の
中
心
線
か
ら
面
積
を
算
出
す
る
こ
と

▼
複
数
の
貯
蔵
施
設
が
同
じ
敷
地
内
に
あ
れ
ば
、
合
算
し
て
３
㎡

以
上
あ
れ
ば
よ
い
。

▼
一
般
消
費
者
等
以
外
に
販
売
す
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
容
器
（
高
圧
ガ
ス
法

が
適
用
さ
れ
る
も
の
）
が
含
ま
れ
て
い
て
も
よ
い
。

▼
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
以
外
の
高
圧
ガ
ス
を
併
せ
て
貯
蔵
す
る
場
合

＊
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
面
積
と
し
て
３
㎡
以
上
確
保

＊
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
と
は
区
分
し
て
貯
蔵

通
達

（（
別別

添
４４

））
規

則
第

１
１

条条
関

係係
第

５
項

【【
法法

規規
集集

通
達

P
.
3
5
  
】】

■
貯
蔵
施
設
の
設
置
の
要
件

⇒
テ
キ
ス
ト

P
.
1
5

①

▼
３
㎡
以
上
で
あ
る
こ
と

▼
販
売
所
と
同
じ
敷
地
内
で
あ
る
こ
と

▼
販
売
所
と
別
の
敷
地
で
あ
る
場
合

＊
販
売
所
か
ら
５
k
m
以
内
で
あ
る
こ
と

＊
1
0
分
以
内
に
到
着
で
き
る
よ
う
車
両
を
保
有
す
る
こ
と

＊
有
資
格
者
の
従
業
員
を
管
理
人
と
し
て
常
駐
さ
せ
る
こ
と

＊
又
は
、
関
係
者
以
外
立
入
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

▼
共
同
の
貯
蔵
施
設
で
あ
る
場
合

＊
販
売
事
業
者
毎
に
占
有
範
囲
を
へ
い
、
く
さ
り
等
で
区
分
し
、

用
具
は
、
各
々
専
用
も
の
を
備
え
る
こ
と

＊
賃
貸
契
約
等
に
よ
り
管
理
責
任
を
明
確
に
す
る
こ
と

＊
面
積
は
販
売
所
数
×
３
㎡
以
上
必
要

⇒
テ
キ
ス
ト

P
.
1
4

②

通
達

（（
別別

添
４４

）
規規

則
第

１
１

条条
関

係係
第

２
項項

【【
法法

規規
集集

通
達

P
.
3
4
  
】】

(
１
)
貯
蔵
施
設
の
設
置

P.
15

 ～
16

法法
第第

１
１１

条条
【【

法法
規規

集集
P
.
7
  
】】

規規
則

第第
１

１１
条条

【【
法法

規規
集集

P
.
1
2
2
  
～

P
.
1
22
4
  
】】

■
貯
蔵
施
設
は
、
・
・
・

▼
販
売
所
ご
と
に
所
有
又
は
占
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

▼
２
以
上
の
販
売
所
が
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⇒
テ

キ
ス

ト
P
.
1
4

②

▼
所
有
又
は
占
有
し
な
く
て
よ
い
場
合
が
あ
る
。

⇒
テ

キ
ス

ト
P
.
1
5

④

通
達達

（
別

添
４

）
規規

則
第第

１
１１

条条
（

貯
蔵

施施
設

））
関

係
【【

法法
規規

集集
通

達達
P
.
3
4
  
～

3
5
  
】】

－ 130 －－ 130 －













ロ
消
費
設
備

消
費
設
備
に
係
る
配
管
で
あ
っ
て
販
売
事
業
者
が
所
有
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
一
般
消
費
者
等
が
別
段
の
意
思
表
示
を
す
る
場

合
そ
の
ほ
か
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
適
正
な
対

価
で
一
般
消
費
者
等
に
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
。

▼
規
則

第
１
６
条

第
１
７
号
【

法
規
集

P
.
1
2
7
 】

▼
通
達
（
平
成
９
年
３
月
１
９
日
付

平
成
0
9
･
0
3
･
1
7
資
庁
第
１
号
）

第
１
６
条
（
販
売
の
方
法
の
基
準
）
関
係

第
４
項

【
法
規
集

通
達

P
.
8
5
 
】

P.
20

③
販
売
契
約
解
除
の
申
出
に
対
し
、
販
売
事
業
者
所
有
設
備
の
取
扱
は
、

正
し
く
行
う
こ
と

イ
供
給
設
備

供
給
設
備
の
撤
去
は
、
所
有
者
で
あ
る
販
売
事
業
者
が
自
ら
行

う
。
販
売
事
業
者
は
、
一
般
消
費
者
か
ら
契
約
解
除
の
申
し
出
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
無
い
限
り
速
や
か
に
供
給
設

備
を
撤
去
（
原
則
一
週
間
以
内
）
す
る
こ
と
。

▼
規
則

第
１
６
条

第
１
６
号
【

法
規
集

P
.
1
2
7
 】

▼
通
達
（
平
成
９
年
３
月
１
９
日
付

平
成
0
9
･
0
3
･
1
7
資
庁
第
１
号
）

第
１
６
条
（
販
売
の
方
法
の
基
準
）
関
係

第
３
項

【
法
規
集

通
達

P
.
8
7
 
】

P.
20

②
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
引
渡
し
は
一
般
消
費
者
等
の
継
続
的
消
費
に
支
障
を

生
じ
な
い
よ
う
遅
滞
な
く
す
る
こ
と
。

▼
規
則

第
１
６
条

第
１
２
号

▼
通
達
（
昭
和
４
３
年
２
月
１
２
日
付

４
３
化
第
１
５
１
号
）

別
添
４

第
１
６
条
（
販
売
の
方
法
の
基
準
）
関
係

第
８
項

【
法
規
集

通
達

P
.
3
7
 
】P.
20

①
販
売
事
業
者
の
所
有
す
る
消
費
設
備
を
一
般
消
費
者
等
が
利
用
す
る

場
合
は
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供
給
開
始
時
ま
で
に
、
当
該
消
費
設
備
が
販

売
事
業
者
の
所
有
す
る
設
備
で
あ
る
こ
と
を
当
該
一
般
消
費
者
等
に

確
認
す
る
こ
と
。

▼
規
則
第
１
６
条
第
１
１
号

▼
通
達
（
平
成
９
年
３
月
１
９
日
付

平
成
0
9
･
0
3
･
1
7
資
庁
第
１
号
）

第
１
６
条
（
販
売
の
方
法
の
基
準
）
関
係

第
１
項

【
法
規
集

通
達

P
.
8
6
 
】

P.
20

■
供
給
、
取
引
関
係

－ 136 －－ 136 －



























（
事

故
届

）

第
１

３
３

条条
保

安
機

関
は

、
自

ら
行

っ
て

い
る

保
安

業
務

の
範

囲
内

に
お

い
て

当
該

一
般

消
費

者
等

の
供

給
設

備
又

は
消

費
設

備
に

災
害

が
発

生
し

た
と

き
に

は
、

遅
滞

な
く

、

そ
の

旨
を

警
察

官
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第第
１

３
３

条条
（

事
故

届
）

関
係係

本
条

の
規

定
は

、
高

圧
ガ
ス
保

安
法

第
６
３
条

の
規

定
に
準

じ
設

置
し
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
、

当
該

届
出

が
必

要
と
な
る
場

合
と
は

、
点

検
・
調

査
を
実

施
中

に
事

故
が

発
生

し
た
と
き
、
又

は

緊
急

時
対

応
を
行

う
べ

き
場

合
に
お
い
て
災

害
が

発
生

し
た
場

合
等

、
保

安
機

関
が

災
害

の

発
生

に
立

ち
会

っ
て
い
た
場

合
を
い
う
。

液
化

石
油

ガガ
スス

の
保

安
の

確
保保

及及
び

取
引

の
適

正
化

にに
関

す
るる

法
律律

施
行

規
則

の

運
用

及及
び

解
釈釈

に
つ

い
て

（
通

達達
（

別
添

４
））

）
（

抄抄
）

液
化化

石石
油

ガガ
ス
の

保保
安安

の
確

保保
及及

びび
取

引
の

適適
正

化化
にに
関関

すす
るる
法法

律律
施施

行
規

則

（（
平

成
９
年

３
月月

１
０
日

通
商

産
業

省省
令令

第
１
１
号

））
（
抄

））

【【
法法

規規
集

P
.
1
9
3
  
】】

【【
法法

規規
集

通
達

P
.
5
9
  
】】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・

液液
化

石石
油油

ガガ
スス

保保
安

規
則則

（
抄抄

）

（
事

故
届

）

第
９

６
条条

法
第

６
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
都

道
府

県
知

事
に

事
故

を
届

け
出

よ
う

と
す

る
者

は
、
様

式
第

５
７７

の
事

故故

届届
書

（
特

定
消

費
設

備
に

係
る

事
故

の
場

合
に

あ
つ

て
は

様
式

第
５

７
の

２
の

事
故

届
書

）
を

事
故

の
発

生
し

た
場

所
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 
様
式
第
５
７
（
第
9
6
条
関
係
）
 

事
故

届
書
 

  

液
石
 

  

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年

月
日
  
 

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

氏
名

又
は

名
称
 

（
事

業
所

の
名

称
又

は
 

販
売

所
の

名
称

を
含

む
。
）
     

住
所

又
は

事
務

所
（

本
社

）
所

在
地
    

事
業

所
所

在
地
     

事
故

発
生

年
月

日
    

事
故

発
生

場
所
       

事
故

の
状

況
   
別
 
紙
 
の
 
と
 
お
 
り
 

 

  
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

      
 
 
都
道
府
県
知
事
 
 
殿
 

    
 
備
考
 
１
 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
２
 
×
印
の
項
は
記
載
し
な

い
こ
と
。
 

 
 
 
 
３
 
事
故
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
紙
に
で
き
る
だ
け
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
４
 

氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。
 

昭昭
和和

４
１

年
５

月月
２

５
日

通通
商

産
業業

省
令令

第第
５

２
号

）

（
事

故
届

）

第
６

３
条

第
一

種
製

造
者

、
第

二
種

製
造

者
、

販
売

業
者

、
液

化
石

油
ガ

ス
法

第
６

条
の

液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

、
高

圧
ガ

ス
を

貯
蔵

し
、

又
は

消
費

す
る

者
、

容
器

製
造

業
者

、

容
器

の
輸

入
を

し
た

者
そ

の
他

高
圧

ガ
ス

又
は

容
器

を
取

り
扱

う
者

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合

は
、

遅
滞

な
く

、
そ

の
旨

を
都

道
府

県
知

事
又

は
警

察
官

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
１

）
そ

の
所

有
し

、
又

は
占

有
す

る
高

圧
ガ

ス
に

つ
い

て
災

害
が

発
生

し
た

と
き

。

（
２

）
そ

の
所

有
し

、
又

は
占

有
す

る
高

圧
ガ

ス
又

は
容

器
を

喪
失

し
、

又
は

盗
ま

れ
た

と
き

。

２
経

済
産

業
大

臣
又

は
都

道
府

県
知

事
は

、
前

項
第

１
号

の
場

合
は

、
所

有
者

又
は

占
有

者

に
対

し
、

災
害

発
生

の
日

時
、

場
所

及
び

原
因

、
高

圧
ガ

ス
の

種
類

及
び

数
量

、
被

害
の

程

度
そ

の
他

必
要

な
事

項
に

つ
き

報
告

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。

高
圧圧

ガガ
スス
保保

安安
法法

（
昭昭

和和
２２
６
年年

６６
月月

７７
日

法法
律律

第第
２２
００
４４
号

））
((抄抄

))
１
２
．
事

故
届

P.
26

■■
「

高
圧

ガガ
スス

保保
安安

法法
」

にに
基基

づづ
くく

事
故故

届届

■■
「

液液
化化

石石
油油

ガガ
スス

法法
」

にに
基基

づづ
くく

事
故故

届届

液
化

石
油

ガ
ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に
関

す
る
法

律

（
平

成
４
２
年

１
２
月

２
８
日

法
律

第
１
４
９
号

）

－ 149 －－ 149 －



（
報

告
の

徴
収

）

第
６

１
条条

経
済

産
業

大
臣

又
は

都
道

府
県

知
事

は
、

公
共

の
安

全
の

維
持

又
は

災
害

の
発

生

の
防

止
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
第

一
種

製
造

者
、

第
二

種
製

造
者

、
第

一
種

貯
蔵

所
若

し
く

は
第

二
種

貯
蔵

所
の

所
有

者
若

し
く

は
占

有
者

、
販

売
業

者
、

高
圧

ガ
ス

の
輸

入
を

し
た

者
、

特
定

高
圧

ガ
ス

消
費

者
、

液
化

石
油

ガ
ス

法
第

６
条

の
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

、
容

器
製

造
業

者
、

容
器

の
輸

入
を

し
た

者
、

容
器

検
査

所
の

登
録

を
受

け
た

者
又

は
機

器
製

造
業

者
に

対
し

、
そ

の
業

務
に

関
し

、
報

告
を

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

高
圧圧

ガガ
スス
保保

安安
法法

（
昭昭

和和
２２
６
年年

６６
月月

７７
日

法法
律律

第第
２
００
４４
号

））
((抄抄

)

（
報

告
の

徴
収

）

第
９

３
条条

のの
２

法
第

６
１

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
液

化
石

油
ガ

ス
法

第
６

条
の

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
は

、
同

法
第

２
条条

第
５

項
に

規
定

す
る

消
費

設
備

（
ガ

ス
メ

ー
タ

ー
と

末
端

ガ
ス

栓
の

間
の

配
管

そ
の

他
の

設
備

を
除

く
。

以
下

「
特

定定
消

費
設

備備
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
事

故
が

発
生

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
事

故
の

発
生

日
時

及
び

場
所

、

概
要

、
原

因
並

び
に

当
該

事
故

に
係

る
特

定
消

費
設

備
の

製
造

者
又

は
輸

入
者

の
名

称
、

機
種

、

型
式

及
び

製
造

年
月

そ
の

他
参

考
と

な
る

事
項

に
つ

い
て

、
電

話
、

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

装
置

そ
の

他
適

当
な

方
法

に
よ

り
事

故
の

発
生

し
た

場
所

を
管

轄
す

る
産

業
保

安
監

督
部

長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
１

）
特

定
消

費
設

備
の

使
用

に
伴

い
人

が
死

亡
し

、
中

毒
し

又
は

酸
素

欠
乏

症
と

な
つ

た
事

故

（
２

）
特

定
消

費
設

備
か

ら
漏

え
い

し
た

ガ
ス

に
引

火
す

る
こ

と
に

よ
り

発
生

し
た

負
傷

又
は

物

損
事

故

液液
化化

石
油油

ガガ
スス

保保
安安

規規
則則

（
昭昭

和和
４４

１
年年

５
月月

２２
５

日
通通

商商
産産

業業
省省

令令
第第

５
２

号
）

（
抄抄

）

名
称

機
種

燃
焼

器
具

瞬
間
湯
沸
器

そ
の
他
湯
沸

器

ガ
ス
ス
ト
ー

ブ
風

呂
釜

家
庭
用
こ
ん

ろ
家

庭
用
オ
ー

ブ
ン

家
庭
用
炊
飯

器
そ

の
他
家
庭

用

業
務
用
こ
ん

ろ
業

務
用
オ
ー

ブ
ン

業
務
用
炊
飯

器
業

務
用
グ
リ

ド
ル

業
務
用
酒
か

ん
器

業
務
用
お
で

ん
鍋

業
務
用
蒸
し

器
業

務
用
焼
き

物
器

業
務
用
食
器

消
毒
保
管

庫
業

務
用
煮
沸

消
毒
器

業
務
用
湯
せ

ん
器

業
務
用
め
ん

ゆ
で
器

業
務
用
煮
炊

釜
業

務
用
中
華

レ
ン
ジ

業
務
用
食
器

洗
浄
機

業
務
用
そ
の

他

硬
質

管
金

属
管

金
属
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
ホ

ー
ス

低
圧

ホ
ー

ス
液

化
石
油
ガ

ス
用
継
手

金
具
付
低

圧
ホ
ー
ス

低
圧
ホ
ー
ス

（
そ
の
他

）

ゴ
ム

管
等

ゴ
ム
管
（
両

端
迅
速
継

手
あ
り
）

ゴ
ム
管
（
そ

の
他
）

塩
化
ビ
ニ
ル

ホ
ー
ス
（

両
端
迅
速

継
手
あ
り

）
塩

化
ビ
ニ
ル

ホ
ー
ス
（

両
端
ゴ
ム

継
手
付
）

末
端

ガ
ス

栓
ガ

ス
栓
（
ホ

ー
ス
エ
ン

ド
）

ガ
ス
栓
（
迅

速
継
手
）

ガ
ス
栓
（
フ

レ
キ
ガ
ス

栓
）

ガ
ス
栓
（
そ

の
他
）

そ
の

他
そ

の
他

－

【 【
法法

規規
集集

通通
達達

PP
..
11
1155
  
】】

特
定

消
費

設
備

の
機

種
（

別
表

２
）

■
こ
の
表
の
欄
外
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
も
法

規
集
て
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

特特
定定

消消
費費

設設
備備

にに
係係

るる
事

故故
報

告告
、
事

故故
届届

■■
特特

定定
消消

費費
設設

備備
と
はは

▼
液
化
石
油
ガ
ス
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
消
費
設
備

（
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
と
末
端
ガ
ス
栓
の
間
の
配
管
そ
の
他
の
設
備
を
除
く
）

【
液

化
石

油
ガ
ス
保

安
規
則
（

第
９
３
条

の
２
）
】

【
８

液
化

石
油
ガ
ス

保
安
規
則

第
９
３
条

の
２
、
第

９
６
条
（

特
定
消
費

設
備
に
係

る
事
故
に

限
る
。
）

並
び
に
液

化
石
油
ガ

ス
の
保
安

の
確
保
及

び
取
引
の

適
正
化
に

関
す
る
法

律
施
行
規

則
第
１
３

１
条

第
２
項
の

運
用
に
つ

い
て
（
平

成
1
8
年
1
2
月
2
7日

付
平
成
1
8
・
1
2・

2
6
原
院
第
5
号
）

】

▼
（
２
）
液
石
則
第
９
３
条
の
２
及
び
第
９
６
条
に
規
定
す
る
事
故
報
告
及
び

事
故
届
に
係
る
特
定
消
費
設
備
の
機
種
に
つ
い
て

事
故
報
告
及
び
事
故
届
に
係
る
特
定
消
費
設
備
の
機
種
に
つ
い
て
は
、

別
表
２
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
。

【【
法法

規規
集集

通通
達達

PP
..
11
1133
  
】】

▼
販
売
事
業
者
が
一
般
消
費
者
等
に
販
売
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
に
係
る
消
費
の
た
め
の
設
備

（
供
給
設
備
に
該
当
す
る
も
の
及
び
船
舶
内
の
も
の
を
除
く
）

【
液

化
石

油
ガ
ス
法

（
第
２
条

第
５
項
）

】

－ 150 －－ 150 －



お
疲
れ
様
で
し
た
。

事
故
の
種
類

報
告

先
期

限
等

様
式

等

特
定
消
費
設
備
に
係
る

重
大
事
故

①
都
道
府
県

知
事

遅
滞
な
く

様
式
第
５
７

の
２

②
産
業
保
安

監
督
部
長

（
①
、
②
両

方
へ
報
告

）

・
最
初

の
報
告

→
直
ち

に

電
話
、

FA
X
、
そ

の
他

適
当
な
方
法

・
追
加

報
告

→
事
故

の
発
生
か

ら
1
0
日
以

内

特
定
消
費
設
備
に
係
る

事
故
（
重
大
事
故
以
外
）

都
道
府
県
知

事
遅

滞
な
く

様
式
第
５
７

の
２

上
記
以
外
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス

事
故

都
道
府
県
知

事
遅

滞
な
く

様
式
第
５
７

〈
参
考
〉

高
圧
ガ
ス
保
安
法
液
石
則
第
９
３
条
の
２
・
第

９
６
条

に
係

る
事

故
の

報
告

先

P.
27

液
化化

石石
油

ガガ
スス

保
安

規
則則

（
抄抄

）

 
様

式
第

５
７

の
２

（
第

9
6
条

関
係

）
 

事
故

届
書
 
液

石
 
×

整
理

番
号

 
 

×
受

理
年

月
日

 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

氏
名

又
は

名
称

 

（
事

業
所

の
名

称
又

は
販

売
所

の
名

称
を

含
む

。
）

 

 

住
所

又
は

事
務

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地

 
 

事
故

発
生

年
月

日
 
 

事
故

発
生

場
所

 
 

事
故

の
状

況
 
 
別

紙
の

通
り

 

事
故

発
生

の
 

特
定

消
費

設
備

 

製
造

者
又

は
 

輸
入

車
の

名
称
 
 

機
種

 
 

型
式

 
 

製
造

年
月

日
 
 

 
特

定
ガ

ス
消

費
機

器
の

設

置
工

事
の

監

督
に

関
す

る

法
律

第
６

条

の
規

定
に

よ

る
表

示
 

工
事

業
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
連

絡
先

 

 

監
督

者
の

氏
名
 
 

資
格

証
の

番
号
 
 

施
工

内
容

及
び

施
工

年
月

日
 

 

  
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

表
者

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

    
 
 

都
道

府
県

知
事

 
 

殿
 

 
 
備
考
 
１
 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
２
 
×
印
の
項
は
記
載
し
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
 
３
 
事
故
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
紙
に
で
き
る
だ
け
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
４
 
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。
 

昭昭
和

４４
１

年
５

月月
２

５
日

通通
商

産
業

省
令令

第第
５

２
号号

））

（
事

故
届

）

第
９

６
条条

法
第

６
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
都

道
府

県
知

事
に

事
故

を
届

け
出

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
５

７
の

事
故

届
書

（
特

定定
消消

費
設設

備
に

係
る

事
故

の
場

合
に

あ
つ

て
は

様様
式

第
５

７７
のの

２
の

事
故故

届届
書

）
を

事
故

の
発

生
し

た
場

所
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
事

故
届

）

第
６

３
条

第
一

種
製

造
者

、
第

二
種

製
造

者
、

販
売

業
者

、
液

化
石

油
ガ

ス
法

第
６

条
の

液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

、
高

圧
ガ

ス
を

貯
蔵

し
、

又
は

消
費

す
る

者
、

容
器

製
造

業
者

、

容
器

の
輸

入
を

し
た

者
そ

の
他

高
圧

ガ
ス

又
は

容
器

を
取

り
扱

う
者

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合

は
、

遅
滞

な
く

、
そ

の
旨

を
都

道
府

県
知

事
又

は
警

察
官

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
１

）
そ

の
所

有
し

、
又

は
占

有
す

る
高

圧
ガ

ス
に

つ
い

て
災

害
が

発
生

し
た

と
き

。

（
２

）
そ

の
所

有
し

、
又

は
占

有
す

る
高

圧
ガ

ス
又

は
容

器
を

喪
失

し
、

又
は

盗
ま

れ
た

と
き

。

２
経

済
産

業
大

臣
又

は
都

道
府

県
知

事
は

、
前

項
第

１
号

の
場

合
は

、
所

有
者

又
は

占
有

者

に
対

し
、

災
害

発
生

の
日

時
、

場
所

及
び

原
因

、
高

圧
ガ

ス
の

種
類

及
び

数
量

、
被

害
の

程

度
そ

の
他

必
要

な
事

項
に

つ
き

報
告

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。

高
圧圧

ガガ
スス
保保

安安
法法

（
昭昭

和和
２２
６
年年

６６
月月

７７
日

法法
律律

第第
２２
００
４４
号

））
((抄抄

))

－ 151 －－ 151 －













■
貯
蔵
施
設
を
所
有
又
は
占
有
し
な
く
て
も
よ
い
場
合

⇒
テ
キ
ス
ト

P.
1
5

④

▼
高

圧
ガ

ス
法
に

規
定

す
る

「
第

一
種

製
造

事
業

者
」

が
同

法
に

規
定

す
る

「
貯

蔵
施

設
」

を
所

有
又

は
占

有
し

て
い

る
場

合
【

Ｌ
Ｐ
則

第
１
１

条
第
２

項
第
１

号
】

▼
高

圧
ガ

ス
法

に
規

定
す

る
「

第
一

種
貯

蔵
所

」
を

所
有

又
は

占
有

し
て

い
る

者
【

Ｌ
Ｐ
則

第
１
１

条
第
２

項
第
２

号
】

▼
一

般
消

費
者

に
供

給
す

る
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の

充
て

ん
容

器
等

の
保

管
、

引
渡

し
、

引
取

り
を

上
記

の
２

者
に

全
量

委
託

し
て

い
る

場
合 【

Ｌ
Ｐ

則
第
１

１
条

第
２
項

第
３
号

】

▼
一

般
消

費
者

に
供

給
す

る
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の

全
量

を
バ

ル
ク

供
給

に
し

て
い

る
場

合
【

Ｌ
Ｐ

則
第
１

１
条

第
２
項

第
４
号

】

▼
農

協
等

の
所

有
す

る
貯

蔵
施

設
か

ら
、

組
合

員
の

販
売

事
業

者
が

常
に

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
仕

入
れ

が
で

き
る

場
合

【
Ｌ

Ｐ
則

第
１
１

条
第
２

項
第
５

号
】

▼
販

売
所

と
近

接
す

る
上

述
の

「
第

一
種

製
造

事
業

者
」

と
当

該
販

売
事

業
者

と
に

資
本

的
結

合
が

あ
っ

て
、

常
に

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
仕

入
れ

が
で

き
る

場
合

【
Ｌ

Ｐ
則

第
１
１

条
第
２

項
第
６

号
】

■
面
積
（
３
㎡
以
上
）
の
算
定

⇒
テ
キ
ス
ト

P.
15

③

▼
柱
、
壁
の
中
心
線
か
ら
面
積
を
算
出
す
る
こ
と

▼
複
数
の
貯
蔵
施
設
が
同
じ
敷
地
内
に
あ
れ
ば
、
合
算
し
て
３
㎡

以
上
あ
れ
ば
よ
い
。

▼
一
般
消
費
者
等
以
外
に
販
売
す
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
容
器
（
高
圧
ガ
ス
法

が
適
用
さ
れ
る
も
の
）
が
含
ま
れ
て
い
て
も
よ
い
。

▼
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
以
外
の
高
圧
ガ
ス
を
併
せ
て
貯
蔵
す
る
場
合

＊
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
面
積
と
し
て
３
㎡
以
上
確
保

＊
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
と
は
区
分
し
て
貯
蔵

通
達

（（
別別

添
４４

））
規

則
第

１
１

条条
関

係係
第

５
項

【【
法法

規規
集集

通
達

P
.
3
5
  
】】

■
貯
蔵
施
設
の
設
置
の
要
件

⇒
テ
キ
ス
ト

P
.
1
5

①

▼
３
㎡
以
上
で
あ
る
こ
と

▼
販
売
所
と
同
じ
敷
地
内
で
あ
る
こ
と

▼
販
売
所
と
別
の
敷
地
で
あ
る
場
合

＊
販
売
所
か
ら
５
k
m
以
内
で
あ
る
こ
と

＊
1
0
分
以
内
に
到
着
で
き
る
よ
う
車
両
を
保
有
す
る
こ
と

＊
有
資
格
者
の
従
業
員
を
管
理
人
と
し
て
常
駐
さ
せ
る
こ
と

＊
又
は
、
関
係
者
以
外
立
入
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

▼
共
同
の
貯
蔵
施
設
で
あ
る
場
合

＊
販
売
事
業
者
毎
に
占
有
範
囲
を
へ
い
、
く
さ
り
等
で
区
分
し
、

用
具
は
、
各
々
専
用
も
の
を
備
え
る
こ
と

＊
賃
貸
契
約
等
に
よ
り
管
理
責
任
を
明
確
に
す
る
こ
と

＊
面
積
は
販
売
所
数
×
３
㎡
以
上
必
要

⇒
テ
キ
ス
ト

P
.
1
4

②

通
達

（（
別別

添
４４

）
規規

則
第

１
１

条条
関

係係
第

２
項項

【【
法法

規規
集集

通
達

P
.
3
4
  
】】

(
１
)
貯
蔵
施
設
の
設
置

P.
15

 ～
16

法法
第第

１
１１

条条
【【

法法
規規

集集
P
.
7
  
】】

規規
則

第第
１

１１
条条

【【
法法

規規
集集

P
.
1
2
2
  
～

P
.
1
22
4
  
】】

■
貯
蔵
施
設
は
、
・
・
・

▼
販
売
所
ご
と
に
所
有
又
は
占
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

▼
２
以
上
の
販
売
所
が
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⇒
テ

キ
ス

ト
P
.
1
4

②

▼
所
有
又
は
占
有
し
な
く
て
よ
い
場
合
が
あ
る
。

⇒
テ

キ
ス

ト
P
.
1
5

④

通
達達

（
別

添
４

）
規規

則
第第

１
１１

条条
（

貯
蔵

施施
設

））
関

係
【【

法法
規規

集集
通

達達
P
.
3
4
  
～

3
5
  
】】

－ 157 －－ 157 －









































（
報

告
の

徴
収

）

第第
９

３
条条

の
２

法
第

６
１

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
液

化
石

油
ガ

ス
法

第
６

条
の

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
は

、
同

法
第

２
条条

第第
５

項
に

規
定

す
る

消
費

設
備

（
ガ

ス
メ

ー
タ

ー
と

末
端

ガ
ス

栓
の

間
の

配
管

そ
の

他
の

設
備

を
除

く
。

以
下

「
特

定定
消

費
設

備備
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
事

故
が

発
生

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
事

故
の

発
生

日
時

及
び

場
所

、

概
要

、
原

因
並

び
に

当
該

事
故

に
係

る
特

定
消

費
設

備
の

製
造

者
又

は
輸

入
者

の
名

称
、

機
種

、

型
式

及
び

製
造

年
月

そ
の

他
参

考
と

な
る

事
項

に
つ

い
て

、
電

話
、

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

装
置

そ
の

他
適

当
な

方
法

に
よ

り
事

故
の

発
生

し
た

場
所

を
管

轄
す

る
産

業
保

安
監

督
部

長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
１

）
特

定
消

費
設

備
の

使
用

に
伴

い
人

が
死

亡
し

、
中

毒
し

又
は

酸
素

欠
乏

症
と

な
つ

た
事

故

（
２

）
特

定
消

費
設

備
か

ら
漏

え
い

し
た

ガ
ス

に
引

火
す

る
こ

と
に

よ
り

発
生

し
た

負
傷

又
は

物

損
事

故

液液
化化

石
油油

ガガ
スス

保保
安安

規規
則則

（
昭昭

和和
４４

１
年年

５
月月

２２
５

日
通通

商商
産

業業
省省

令令
第第

５
２

号
）

（
抄抄

）
名

称
機

種

燃
焼

器
具

瞬
間
湯
沸
器

そ
の
他
湯
沸

器

ガ
ス
ス
ト
ー

ブ
風

呂
釜

家
庭
用
こ
ん

ろ
家

庭
用
オ
ー

ブ
ン

家
庭
用
炊
飯

器
そ

の
他
家
庭

用

業
務
用
こ
ん

ろ
業

務
用
オ
ー

ブ
ン

業
務
用
炊
飯

器
業

務
用
グ
リ

ド
ル

業
務
用
酒
か

ん
器

業
務
用
お
で

ん
鍋

業
務
用
蒸
し

器
業

務
用
焼
き

物
器

業
務
用
食
器

消
毒
保
管

庫
業

務
用
煮
沸

消
毒
器

業
務
用
湯
せ

ん
器

業
務
用
め
ん

ゆ
で
器

業
務
用
煮
炊

釜
業

務
用
中
華

レ
ン
ジ

業
務
用
食
器

洗
浄
機

業
務
用
そ
の

他

硬
質

管
金

属
管

金
属
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
ホ

ー
ス

低
圧

ホ
ー

ス
液

化
石
油
ガ

ス
用
継
手

金
具
付
低

圧
ホ
ー
ス

低
圧
ホ
ー
ス

（
そ
の
他

）

ゴ
ム

管
等

ゴ
ム
管
（
両

端
迅
速
継

手
あ
り
）

ゴ
ム
管
（
そ

の
他
）

塩
化
ビ
ニ
ル

ホ
ー
ス
（

両
端
迅
速

継
手
あ
り

）
塩

化
ビ
ニ
ル

ホ
ー
ス
（

両
端
ゴ
ム

継
手
付
）

末
端

ガ
ス

栓
ガ

ス
栓
（
ホ

ー
ス
エ
ン

ド
）

ガ
ス
栓
（
迅

速
継
手
）

ガ
ス
栓
（
フ

レ
キ
ガ
ス

栓
）

ガ
ス
栓
（
そ

の
他
）

そ
の

他
そ

の
他

－

【 【
法法

規規
集集

通通
達達

PP
..
11
1155
  
】】

特
定
消
費

設
備
の

機
種
（

別
表

２
）

■
こ
の
表
の
欄
外
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
も
法

規
集
て
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

特特
定定

消消
費費

設設
備備

にに
係係

るる
事

故故
報報

告告
、
事

故故
届届

■■
特特

定定
消消

費費
設

備備
と
は

▼
液
化
石
油
ガ
ス
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
消
費
設
備

（
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
と
末
端
ガ
ス
栓
の
間
の
配
管
そ
の
他
の
設
備
を
除
く
）

【
液

化
石

油
ガ
ス
保

安
規
則
（

第
９
３
条

の
２
）
】

【
８

液
化

石
油
ガ
ス

保
安
規
則

第
９
３
条

の
２
、
第

９
６
条
（

特
定
消
費

設
備
に
係

る
事
故
に

限
る
。
）

並
び
に
液

化
石
油
ガ

ス
の
保
安

の
確
保
及

び
取
引
の

適
正
化
に

関
す
る
法

律
施
行
規

則
第
１
３

１
条

第
２
項
の

運
用
に
つ

い
て
（
平

成
1
8
年
1
2
月
2
7
日
付

平
成
1
8
・
1
2
・
2
6
原
院
第
5
号
）

】

▼
（
２
）
液
石
則
第
９
３
条
の
２
及
び
第
９
６
条
に
規
定
す
る
事
故
報
告
及
び

事
故
届
に
係
る
特
定
消
費
設
備
の
機
種
に
つ
い
て

事
故
報
告
及
び
事
故
届
に
係
る
特
定
消
費
設
備
の
機
種
に
つ
い
て
は
、

別
表
２
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
。

【【
法法

規規
集集

通通
達達

PP
..
11
1133
  
】】

▼
販
売
事
業
者
が
一
般
消
費
者
等
に
販
売
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
に
係
る
消
費
の
た
め
の
設
備

（
供
給
設
備
に
該
当
す
る
も
の
及
び
船
舶
内
の
も
の
を
除
く
）

【
液

化
石

油
ガ
ス
法

（
第
２
条

第
５
項
）

】

（
事

故
届

）

第
１

３
３

条条
保

安
機

関
は

、
自

ら
行

っ
て

い
る

保
安

業
務

の
範

囲
内

に
お

い
て

当
該

一
般

消
費

者
等

の
供

給
設

備
又

は
消

費
設

備
に

災
害

が
発

生
し

た
と

き
に

は
、

遅
滞

な
く

、

そ
の

旨
を

警
察

官
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第第
１

３
３

条条
（

事
故故

届届
））

関
係係

本
条

の
規

定
は

、
高

圧
ガ
ス
保

安
法

第
６
３
条

の
規

定
に
準

じ
設

置
し
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
、

当
該

届
出

が
必

要
と
な
る
場

合
と
は

、
点

検
・
調

査
を
実

施
中

に
事

故
が

発
生

し
た
と
き
、
又

は

緊
急

時
対

応
を
行

う
べ

き
場

合
に
お
い
て
災

害
が

発
生

し
た
場

合
等

、
保

安
機

関
が

災
害

の

発
生

に
立

ち
会

っ
て
い
た
場

合
を
い
う
。

液液
化化

石石
油

ガガ
スス

の
保保

安安
の

確
保保

及及
び

取取
引

の
適

正
化化

にに
関関

すす
るる

法法
律律

施
行

規
則

の

運
用

及
び

解
釈

に
つつ

い
て

（（
通

達
（（

別
添

４
））

））
（（

抄
））

液液
化

石石
油

ガガ
スス
の

保
安安

の
確

保
及及

びび
取

引
の

適
正

化化
に
関

すす
るる
法

律律
施施

行
規

則

（
平

成
９
年

３３
月月

１
０
日

通
商

産
業

省
令

第
１
１
号

））
（
抄

））

【【
法法

規規
集集

P
.
1
9
3
  
】】

【【
法法

規規
集

通通
達

P
.
5
9
  
】】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・

－ 177 －－ 177 －



事
故
の
種
類

報
告

先
期

限
等

様
式

等

特
定
消
費
設
備
に
係
る

重
大
事
故

①
都
道
府
県

知
事

遅
滞
な
く

様
式
第
５
７

の
２

②
産
業
保
安

監
督
部
長

（
①
、
②
両

方
へ
報
告

）

・
最
初

の
報
告

→
直
ち

に

電
話
、

F
A
X
、
そ

の
他

適
当
な
方
法

・
追
加

報
告

→
事
故

の
発
生
か

ら
1
0
日
以

内

特
定
消
費
設
備
に
係
る

事
故
（
重
大
事
故
以
外
）

都
道
府
県
知

事
遅

滞
な
く

様
式
第
５
７

の
２

上
記
以
外
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス

事
故

都
道
府
県
知

事
遅

滞
な
く

様
式
第
５
７

〈
参

考
〉

高
圧

ガ
ス
保

安
法

液
石

則
第

９
３
条

の
２
・
第

９
６
条

に
係

る
事

故
の

報
告

先

P.
27

液液
化

石石
油

ガガ
スス

保
安安

規規
則則

（
抄抄

）

 
様

式
第

５
７

の
２

（
第

9
6
条

関
係

）
 

事
故

届
書
 
液

石
 
×

整
理

番
号

 
 

×
受

理
年

月
日

 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

氏
名

又
は

名
称

 

（
事

業
所

の
名

称
又

は
販

売
所

の
名

称
を

含
む

。
）

 

 

住
所

又
は

事
務

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地

 
 

事
故

発
生

年
月

日
 
 

事
故

発
生

場
所

 
 

事
故

の
状

況
 
 
別

紙
の

通
り

 

事
故

発
生

の
 

特
定

消
費

設
備

 

製
造

者
又

は
 

輸
入

車
の

名
称
 
 

機
種

 
 

型
式

 
 

製
造

年
月

日
 
 

 
特

定
ガ

ス
消

費
機

器
の

設

置
工

事
の

監

督
に

関
す

る

法
律

第
６

条

の
規

定
に

よ

る
表

示
 

工
事

業
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
連

絡
先

 

 

監
督

者
の

氏
名
 
 

資
格

証
の

番
号
 
 

施
工

内
容

及
び

施
工

年
月

日
 

 

  
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

表
者

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

    
 
 

都
道

府
県

知
事

 
 

殿
 

 
 
備
考
 
１
 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
２
 
×
印
の
項
は
記
載
し
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
 
３
 
事
故
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
紙
に
で
き
る
だ
け
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
４
 
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
。
 

昭昭
和和

４
１

年
５

月月
２

５
日

通通
商

産
業業

省
令令

第第
５

２
号

）

（
事

故
届

）

第
９

６
条条

法
第

６
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
都

道
府

県
知

事
に

事
故

を
届

け
出

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
５

７
の

事
故

届
書

（
特

定定
消消

費
設設

備
に

係
る

事
故

の
場

合
に

あ
つ

て
は

様
式

第第
５

７７
のの

２
の

事
故故

届
書

）
を

事
故

の
発

生
し

た
場

所
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
事

故
届

）

第
６

３
条

第
一

種
製

造
者

、
第

二
種

製
造

者
、

販
売

業
者

、
液

化
石

油
ガ

ス
法

第
６

条
の

液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

、
高

圧
ガ

ス
を

貯
蔵

し
、

又
は

消
費

す
る

者
、

容
器

製
造

業
者

、

容
器

の
輸

入
を

し
た

者
そ

の
他

高
圧

ガ
ス

又
は

容
器

を
取

り
扱

う
者

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合

は
、

遅
滞

な
く

、
そ

の
旨

を
都

道
府

県
知

事
又

は
警

察
官

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
１

）
そ

の
所

有
し

、
又

は
占

有
す

る
高

圧
ガ

ス
に

つ
い

て
災

害
が

発
生

し
た

と
き

。

（
２

）
そ

の
所

有
し

、
又

は
占

有
す

る
高

圧
ガ

ス
又

は
容

器
を

喪
失

し
、

又
は

盗
ま

れ
た

と
き

。

２
経

済
産

業
大

臣
又

は
都

道
府

県
知

事
は

、
前

項
第

１
号

の
場

合
は

、
所

有
者

又
は

占
有

者

に
対

し
、

災
害

発
生

の
日

時
、

場
所

及
び

原
因

、
高

圧
ガ

ス
の

種
類

及
び

数
量

、
被

害
の

程

度
そ

の
他

必
要

な
事

項
に

つ
き

報
告

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。

高
圧圧

ガガ
スス
保保

安安
法法

（
昭昭

和和
２２
６
年年

６６
月月

７７
日

法法
律律

第第
２２
００
４４
号

））
((抄抄

))

（
報

告
の

徴
収

）

第
６

１
条条

経
済

産
業

大
臣

又
は

都
道

府
県

知
事

は
、

公
共

の
安

全
の

維
持

又
は

災
害

の
発

生

の
防

止
の

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
第

一
種

製
造

者
、

第
二

種
製

造
者

、
第

一
種

貯
蔵

所
若

し
く

は
第

二
種

貯
蔵

所
の

所
有

者
若

し
く

は
占

有
者

、
販

売
業

者
、

高
圧

ガ
ス

の
輸

入
を

し
た

者
、

特
定

高
圧

ガ
ス

消
費

者
、

液
化

石
油

ガ
ス

法
第

６
条

の
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

、
容

器
製

造
業

者
、

容
器

の
輸

入
を

し
た

者
、

容
器

検
査

所
の

登
録

を
受

け
た

者
又

は
機

器
製

造
業

者
に

対
し

、
そ

の
業

務
に

関
し

、
報

告
を

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

高
圧圧

ガガ
スス
保保

安安
法法

（
昭昭

和和
２２
６
年年

６６
月月

７７
日

法法
律律

第第
２２
００
４４
号

））
((抄抄

))
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液
化

石
油

ガ
ス
設

備
士

再
講

習
（
法

第
３
８
条

の
９
）

【
初

回
】

免
状

の
交

付
を
受

け
た
日

の
属

す
る
年
度

の

翌
年

度
の

開
始

日
か

ら
３
年
以

内
（
規規

則
第第

１１
０
９
条条

第第
１１
項項

）

【
２
回

目
以

降
】

前
回

受
講

し
た
日

の
属

す
る
年

度
の

翌
年

度
の

開
始

日
か

ら
５
年
以

内
（
規

則
第第

１
０
９
条条

第第
２
項項

）

【
受

講
義

務
】

設
備

士
の

業
務

に
従

事
し
て
い
な
く
て
も
免

状
の

交
付
を

受
け
た
者

は
、
再

講
習

を
受

講
す
る
義

務
が
あ
る
。

「
配

管
用

フ
レ
キ
管

」
及

び
「
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
」
の
配

管
施
工

「液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
」で

あ
る
こ
と
に
加
え
、

次
の
講
習
修
了
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要

▼
配
管
用
フ
レ
キ
管
講
習
（
配
管
用
フ
レ
キ
管
の
場
合
）

▼
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
に
関
す
る
講
習
（
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
の
場
合
）

【
講

習
実

施
機

関
等
】

(
a
)
 高

圧
ガ
ス
保
安
協
会

(
b
)
 液

化
石
油
ガ
ス
設
備
士
指
定
養
成
施
設

(
c
)
 一

般
ガ
ス
事
業
者
（
配
管
用
フ
レ
キ
管
の
み
）

(注
）

(
d
)
(
社
)日

本
簡
易
ガ
ス
協
会
（
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
の
み
）

(注
）
高
圧
ガ

ス
保
安
協

会
へ
の
登

録
が
必
要

規
則
例
示
基
準
：

２
８

節
１
．
(1
)

②
の
「

(ⅰ
) 
ｊ
」

及
び

「
(ⅱ

) 
ｂ
」

（
２
）
設

備
工

事
資

格
者

▼
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
（
「
設
備
士
」
）

→
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
法
第
２
条
第
６
項
）

▼
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事
（
「
設
備
工
事
」
）

→
設
備
士
で
な
け
れ
ば
、
設
備
工
事
の
作
業
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
法
第
３
８
条
の
７
）

液液
化化

石石
油油

ガガ
スス

設設
備備

士
→→

「「
業業

務務
独独

占
資資

格格
」

▼
業
務
独
占
資
格
：

特
定
の
業
務
に
際
し
て
、
特
定
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
も
の
の
み

が
従
事
可
能
で
、
資
格
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
資
格
。

P.
45

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

の
接

続
、

取
り

外
し

▼
通
達

別
添
４

規
則

第
１

０
８

条
（

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

工
事

の
作

業
）

関
係

（
法
規

集
通
達

P
.
5
3
）

▼
例
示

基
準

「
４
０

．
供

給
管

等
の

修
理

又
は

取
り

外
し

」

（
法
規

集
通
達

P
.
2
0
2
）
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特
定
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事
事
業
の
届
出

（
１

）
開

始
（

法
第

３
８

条
の

１
０

第
１

項
）

▼
届

出
者

：
特

定
液

化
石

油
ガ

ス
設

備
工

事
の

事
業

を
行

お
う

と
す

る
者

▼
届

出
単

位
：

事
業

所
ご

と
に

▼
届

出
期

日
：

事
業

開
始

日
か

ら
３

０
日

前
ま

で

▼
届

出
先

：
都

道
府

県
知

事

（
２

）
変

更
及

び
廃

止
（

法
第

３
８

条
の

１
０

第
２

項
）

▼
事

業
者

の
氏

名
、

名
称

、
住

所
、

代
表

者
氏

名
(
法

人
の

場
合

)

▼
事

業
所

の
名

称
、

所
在

地

▼
規

則
第

１
１

３
条

で
定

め
る

事
項

●
設

備
工
事

に
係

る
記

録
（

法
第

３
８

条
の

１
２

、
規

則
第

１
１

８
条

）

●
配

管
図
面

の
保

管
場

所
及

び
分

類
の

方
法

（
法

第
３

８
条

の
１

２
）

▼
届

出
先
：

都
道

府
県

知
事

※
こ

の
届

出
を

し
て

い
る

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

販
売

事
業

者
は

、
販

売
所

等
の

変
更

届
け

と
連

動
し
て

手
続

き
を

行
う

こ
と

。

P.
47

特
定

液
化

石
油

ガ
ス
設

備
工

事
（
規

則
第

１
１
１
条

）

（
１
）
硬

質
管

の
相
互
を

接
続
し

（
ア
ー

ク
溶
接

又
は

ガ
ス

溶
接

の
方

法
に

よ
る

接
続

に

係
る

も
の

を
除
く
。

）
、
若

し
く
は

硬
質
管

を
取

り
外

し
、

又
は

硬
質

管
の

取
り

外

し
の

た
め

に
硬
質
管

を
切
断

す
る
工

事

（
２
）
次

に
掲

げ
る
器
具

等
と
硬

質
管
を

接
続
し

（
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

掲
げ

る
器

具
等

と

硬
質

管
を

接
続
す
る

作
業
に

あ
っ
て

は
、
同

一
型

式
の

器
具

等
の

交
換

に
係

る
も

の

を
除

く
。

）
、
又
は

取
り
外

す
工
事

イ
気
化

装
置

ロ
調
整

器

ハ
ガ
ス

メ
ー
タ
ー

ニ
自
動

ガ
ス
遮
断

器

ホ
バ
ル

ブ

ヘ
ガ
ス

栓

P.
47

【
法
規
集

P
.
1
8
5
】

液
化

石
油

ガ
ス

設
備

工
事

事
業

者
特

定
液

化
石

油
ガ
ス

設
備

工
事

事
業

者

２
．
特

定
液

化
石

油
ガ
ス
設

備
工

事
事

業

P.
47

様様
式式

第第
11
（
第

1
条

の
5
関

係
）

 

 

圧
縮
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
等
の
貯
蔵
又
は
取
扱
い
の
開
始

廃
止
）
届
出
書

 

 
 

年
 
 
月
 
 
日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
届

 
出

 者
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
（
電
話

 
 
 
 
 
）
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○印
 
 

 

事
業
所
の
所
在
地

 

及
び

名
称

 

所
在
地

 
 

名
 
称

 
 

貯
蔵
し
、
又
は
取

 

り
扱
う
倉
庫
、
施

 

設
等
の
名
称

 

貯
蔵
し
、
又
は
取
り

扱
う
倉
庫
、
施
設
等

の
構
造
等
の
概
要

 

貯
蔵

し
、

又
は

取
 

り
扱

う
物

質
の

名

称
 

最
大

貯
蔵

数
量

 

又
は

最
大

取
扱

 

数
量
（

kg
）

 

消
火

設
備

の
 

概
 

 
 

要
 

 
 

 
 

 

物
質

に
対

す
る

処

理
剤

の
種

類
及

び

保
有
量

 

種
 
 
 
類

 
保
 
有
 
量

 
対
 
象
 
物
 
質

 

 
 

 

貯
蔵

又
は

取
扱

開
始

(廃
止

) 

予
定
年
月
日

 
 

緊
急

時
の

連
絡

先
 

昼
 
 
 
間

 
（
電
話
 
 
 
 
 
 
）

 

夜
間
・
休
日

 
（
電
話
 
 
 
 
 
 
）

 

そ
の

他
必

要
な

事
項

 
 

※
 
受
 
付
 
欄

 
※
 
経
 
 
過
 
 
欄

 

 
 

備
考
 
１

 
こ
の

用
紙
の

大
き
さ

は
、
日

本
工
業

規
格
Ａ

４
と
す

る
こ
と

。
 

 
 
 
２

 
法
人

に
あ
つ

て
は
、

そ
の
名

称
、
代

表
者
氏

名
及
び

主
た
る

事
務
所

の
所
在

地
を
記

入
す
る

こ
と
。

 

 
 
 
３

 「
処
理
剤

」
と
は
、

消
石
灰

等
の
化

学
処
理

剤
及
び

乾
燥
砂

等
の
吸

着
剤
を

い
う
。

 

 
 
 
４

 
※
印

の
欄
は

、
記
入

し
な
い

こ
と

 

 
 
 
５

 
貯
蔵

又
は
取

扱
い
を

開
始
し

よ
う
と

す
る
と

き
は
、

倉
庫
、

施
設
等

の
位
置

及
び
倉

庫
、
施

設
等
内

に
 

 
 
 
 

お
け
る

物
質
の

貯
蔵
又

は
取
扱

場
所
を

示
す
見

取
図
を

添
付
す

る
こ
と

。
 

危危
険険

物物
のの

規規
制制

にに
関関

すす
るる
規規

則則
（（
昭昭

和和
３３
４４
年年

９９
月月

２２
９９
日日

総総
理理

府府
令令

第第
５５
５５
号号

））

（
圧

縮
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
等

の
貯

蔵
又

は
取

扱
い
の

届
出

書
）

第
１

条
の

５
法

第
９

条
の

３
の

規
定

に
よ

る
貯

蔵
又

は
取

扱
い

の
届

出
は

、
別

記
様

式
第

１
の

届
出

書
に

よ
つ

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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施
工
後
の
表
示
に
係
る
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事

（
規
則
第
１
１
５
条
第
１
項
第
２
号
）

(
２
)
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
と
一
の
末
端
ガ
ス
栓
の
間
の
配
管
の
長
さ
が
屋
内
に

お
い
て
４
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
消
費
設
備
の
設
置
又
は
変
更
（
配
管

の
変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

▼
配
管
の
長
さ
が
屋
内
に
お
い
て
４
メ
ー
ト
ル
以
上

→
【
通
達

別
添
４

法
規
集
(P
.5
4～

55
)】P.

48

施
工
後
の
表
示
に
係
る
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事

（
規
則
第
１
１
５
条
第
１
項
第
１
号
）

（
１
）
２
以
上
の
消
費
設
備
に
液
化
石
油
ガ
ス
を
供
給
す
る
た
め
の
供
給

設
備
の
設
置
又
は
変
更
（
供
給
管
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
も
の

▼
２
以
上
の
消
費
設
備

→
【
通
達

別
添
４

法
規
集
(P
.5
4)
】

１
つ
の
供
給
設
備
か
ら
２
以
上
の
消
費
世
帯

（
消
費
世
帯
の
数
は
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
数
に
よ
り
数
え
る
。
）
に

供
給
す
る
場
合
を
い
う
。

P.
48

工
事
施
工
後
の
表
示
（
法
第
３
８
条
の
１
１
）

P.
48

特
定

液
化

石
油

ガ
ス
設

備
工

事
事

業
者

は
、

規
則

第
１
１
５
条

に
定

め
る

工
事

を
し
た
と
き
は

、
規

則
第

１
１
６
条

に
定

め
る

方
法

に
よ
り
、

規
則

第
１
１
７
条

に
定

め
る

事
項

を

供
給

設
備

又
は

消
費

設
備

の
見

や
す
い
場

所
に

表
示

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
．
工
事
施
工
後
の
表
示
、
記
録
の
保
存

P.
48
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P.
57

工
事

施
工

前

(
1
)
 
特

定
工

事
の

施
工

場
所

、
設

置
場

所
の

現
場

確
認

を
す

る
。

(
2
)
 
既

存
の

も
の

が
あ

る
場

合
は

、
既

存
の

特
定

ガ
ス

消
費

機
器

の
現

場
確

認
を

す
る

。

(
3
)
 
 
(
1
)
、

(
2
)
に

基
づ

き
、

技
術

上
の

基
準

と
照

合
し

、
総

合
的

な
判

断
を

行
い

、
施

行
方

法
を

指
示

す
る

。

*
排

気
筒

等
の

形
状

及
び

能
力

の
他

に
安

全
装

置
の

機
能

を
喪

失
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
こ

と
を

指
示

す
る

こ
と

が
追

加
さ

れ
た

。

施
工

中
特

定
工

事
の

作
業

を
現

場
に

て
監

督
す

る
。

特
に

隠
ぺ

い
部

な
ど

、
工

事
完

了
後

に
確

認
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

所
に

設
置

さ
れ

る
も

の
は

、
工

事
の

工
程

ご
と

に
監

督
、

確
認

を
す

る
。

工
事

施
工

完
了

後

特
定

ガ
ス

の
消

費
機

器
の

設
計

・
施

工
上

の
注

意
事

項
を

参
考

に
し

て
、

機
器

の
工

事
説

明
書

に
基

づ
き

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
、

現
場

に
て

確
認

す
る

。

（
２
）

監
督
の
要
点

表
示
ラ
ベ
ル
の
貼
付
箇
所

P.
56

表
示
の
方
法
（
規
則
第
１
４
条
）

特
定
工
事
事
業
者
は
、
特
定
工
事
に
係
る
特
定
ガ
ス
消
費
機

器
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
容
易
に
は
く
離
し
な
い
方
法
に
よ
り
、

様
式
第
１
５
に
よ
る
表
示
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
法

規
集

P
.
4
2
1
,
 
P
.
4
3
8
】

特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に

関
す
る
法
律
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
表
示

工
事

事
業

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び
連

絡
先

Ｔ
Ｅ
Ｌ

監
督

者
の

氏
名

資
格

証
の

番
号

施
工

内
容

及
び

施
工

年
月

日
年

月
日

様
式式

第
１

５

大
き
さ
：

縦
（
４
～
５
ｃ
ｍ
）
×
横
（
７
～

９
ｃ
ｍ
）

P.
56

特
定
工
事
事
業
者
の
義
務

（
特

監
法

第
３
条

、
第

６
条

、
第

７
条

）

■
監
督
（
第
３
条
）

▼
特
定
工
事
を
行
う
と
き
は
、
有
資
格
者
に
監
督
を
さ
せ
る
。

▼
監
督
者
は
自
ら
現
場
で
監
督
を
行
う
。

▼
技
術
基
準
に
適
合
し
た
工
事
の
実
施

→
正
常
に
燃
焼
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

■
表
示
（
第
６
条
）

▼
表
示
ラ
ベ
ル
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
貼
付
す
る
。

■
報
告
の
徴
収
（
第
７
条
）

▼
特
定
工
事
の
記
録
を
残
す
。

∵
行
政
庁
に
正
し
い
「
報
告
」
を
行
う
た
め
。

∵
行
政
庁
は
、
必
要
に
応
じ
て
「
報
告
」
を
徴
収
で
き
る
。
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P.
58

ガ
ス
消
費
機
器
設
置
工
事
監
督
者
の
資
格

（
特

監
法

第
４
条

）

▼
講
習

修
了

資
格

者
（

特
監

法
第

４
条

第
１

項
第

１
号

）

【
(
一
財
)
日
本
ガ
ス
機
器
検
査
協
会
が
実
施
す
る
資
格
講
習
】

（
法
規
集

P.
40
9)

▼
液
化

石
油

ガ
ス

設
備

士
（

特
監

法
第

４
条

第
１

項
第

２
号

）

▼
経
済

産
業

大
臣

認
定

者
（

特
監

法
第

４
条

第
１

項
第

３
号

）

【
告
示
：
ガ
ス
消
費
機
器
設
置
工
事
監
督
者
認
定
規
程
】

（
法
規
集

P.
41
3）

P.
57

特
定

ガ
ス
消

費
機

器
設

置
工

事
記

録
（
例

）

■
報

告
の

徴
収

（
第

７
条

）

▼
特

定
工

事
の

記
録

を
残

す
。

∵
行

政
庁

に
正

し
い

「
報

告
」

を
行

う
た

め
。

∵
行

政
庁

は
、

必
要

に
応

じ
て

「
報

告
」

を
徴

収
で

き
る

。

工
事

記
録

の
内

容
は

→
次

へ

P.
57

（
４
）

工
事
記
録

（
３
）

同
一
工
事
に
お
い
て
監
督
者
が
変
わ
る
場
合

▼
特

定
工

事
施

行
完

了
後

は
、
監

督
者

自
身

の
眼

で
確

認
す
る
こ
と

▼
事

前
に
相

手
側

と
そ
の

施
工

内
容

、
監

督
の

方
法

に
つ
い
て
十

分
な
打

合
せ

を
す
る
こ
と

▼
完

成
検

査
時

に
は

、
相

手
側

に
も
立

ち
会

い
を
求

め
る
こ
と

▼
相

手
側

施
工

部
分

に
不

具
合

が
出

た
場

合
の

対
処

方
法

に
配

慮
す
る
こ
と
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参
考

■
な
ぜ
Ｃ
Ｏ
が
発
生
す
る
か

(
１
)
酸
素
（
空
気
）
不
足
に
よ
り
、
反
応
③
が
不
完
全
に
な
る
た
め
。

(
２
)
空
気
過
剰
に
よ
り
炎
の
温
度
が
下
が
り
反
応
②
及
び
③
が
不
完
全

と
な
る
た
め
。
（
炎
は
リ
フ
ト
状
態
の
こ
と
が
多
い
。
）

(
３
)
炎
（
可
視
火
炎
）
の
中
に
低
温
の
物
体
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
る
急

冷
で
反
応
②
及
び
③
が
不
完
全
に
な
る
た
め
。

(
４
)
反
応
③
が
終
了
し
た
後
に
燃
焼
ガ
ス
（
火
炎
の
直
上
）
が
急
冷

さ
れ
た
場
合

次
へ

二
酸
化
炭
素
は
高
温
状
態
で
は
Ｃ
Ｏ
が
存
在
し
て
し
ま
う
。

炭
化
水
素
の
燃
焼
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
３
／
４
）

P.
9

参
考

さ
ら
に
燃
焼
が
進
む
と
二
酸
化
炭
素
（
Ｃ
Ｏ

2
）
、
水
（
Ｈ

2
Ｏ
）
が
生
成
さ
れ
、

Ｃ
Ｏ
は
徐
々
に
減
少
す
る
。

Ｃ
Ｏ
、
（
＋

O
Ｈ
、
Ｏ

２
）

→
Ｃ
Ｏ

2、
Ｈ

2Ｏ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
③

炭
化
水
素
の
燃
焼
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
２
／
４
）

反
応
全
体
（
理
論
的
な
完
全
燃
焼
）
で
表
せ
ば

Ｃ
3Ｈ

8
＋

５
Ｏ

2
→

３
Ｃ
Ｏ

2
＋

４
Ｈ

2Ｏ

と
な
る
。

で
は
な
ぜ
Ｃ
Ｏ
が
発
生
す
る
か
？

次
へ

P.
9

参
考

炭
化
水
素
の
燃
焼
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
１
／
４
）

プ
ロ
パ
ン
等
の
炭
化
水
素
を
空
気
と
混
合
し
て
燃
焼
さ
せ
る
と
、

炎
の
中
の
初
期
段
階
で
は
、
炭
化
水
素
は
反
応
、
分
解
し
て
、

水
素
原
子
（
Ｈ
）
、
活
性
炭
化
水
素
（
Ｃ
ｙＨ

ｘ
）
等
を
発
生
す
る
。

Ｃ
3Ｈ

8
（
＋
Ｈ
）
→

Ｃ
３
Ｈ

７
、
Ｃ

３
Ｈ

６
、
Ｃ

２
H

４
、
Ｃ
Ｈ

３
、
Ｈ

et
c ・

・
・
・
・
・
・
・
①

さ
ら
に
比
較
的
早
い
段
階
で
空
気
か
ら
の
酸
素
と
結
合
し
て
、

ア
ル
デ
ヒ
ド
類
（
Ｃ
Ｈ

2Ｏ
、
Ｃ
Ｈ
Ｏ
）
な
ど
が
生
成
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
お
よ
び
①
の
物
質
を
一
般
に
中
間
生
成
物
と
呼
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
続
い
て
、
主
に
こ
れ
ら
ア
ル
デ
ヒ
ド
類
か
ら
、

一
酸
化
炭
素
（
Ｃ
Ｏ
）
が
生
成
さ
れ
る
。

Ｃ
３
Ｈ

６
、
Ｃ

２
H

４
、
Ｃ
Ｈ

３
（
＋

Ｏ
２
、

O
、

H
、

O
H
）

→
Ｃ
Ｏ
、
Ｃ
Ｈ
Ｏ
、
Ｃ
Ｈ

2Ｏ
et

c 
・
・
②

※
こ
こ
ま
で
が

ブ
ン
ゼ
ン
火
炎
で
い
う
内
炎
に
あ
た
る
。

P.
9

炎
の
燃
焼
温
度
が
下
が
る
と
Ｃ
Ｏ
が
発
生
す
る

P.
8

▼
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
が
燃
焼
し
た
と
き
に
酸
素
と
の
化
学
反
応
に
よ
っ
て
生

成
さ
れ
る
Ｃ
Ｏ
２
（
二
酸
化
炭
素
）
と
Ｈ
２
Ｏ
（
水
蒸
気
）
は
、

燃
焼
温
度
が
一
定
以
上
の
状
態
の
炎
で
生
成
さ
れ
ま
す
の
で
、

炎
で
の
燃
焼
温
度
が
下
が
る
と
化
学
反
応
が
妨
げ
ら
れ
て
Ｃ
Ｏ
が

発
生
し
ま
す
。

▼
こ
の
た
め
、
コ
ン
ロ
に
冷
た
い
鍋
等
を
置
い
た
場
合
、
燃
焼
温
度

が
下
が
り
Ｃ
Ｏ
が
発
生
し
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

参
考
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P.
10

表表
１

.２２
ＣＣ
Ｏ
ヘヘ
モ
ググ
ロ
ビビ
ンン
濃濃

度
と
中

毒
症症

状状

血
液

中
の

Ｃ
Ｏ

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
濃

度
中

毒
症

状

10
～

20
%

軽
い
頭

痛
、
頭

重
感

20
～

30
%

頭
痛

、
耳

鳴
、
知

覚
鈍

麻
、
呼

吸
数

増
加

、
疲

労
感

、
判

断
力

低
下

30
～

40
%

激
し
い
頭

痛
、
お
う
吐

、
運

動
力

低
下

、
逆

行
性

健
忘

症

40
～

50
%

上
記

症
状

に
加

え
、
失

神
、
頻

脈
、
け
い
れ

ん

50
～

60
%

チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ー
ク
呼

吸
、
け
い
れ

ん
、
昏

睡

60
%
～

死
亡

（
２２
））
ＣＣ
ＯＯ
ヘヘ
モ
ググ
ロ
ビビ
ンン
のの

時時
間

変変
化化

▼
Ｃ
Ｏ
中
毒
の
症
状
は
、
空
気
中
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
濃
度
と
そ
の
吸
入
時
間

に
よ
り
変
化
す
る
血
液
中
の

C
O
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
濃

度
と
表

1.
2の

よ
う

な
関
係
が
あ
り
ま
す
。

▼
な
お
、

C
O
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
濃

度
が

30
％
以
上
で
死
亡

す
る
可
能
性
が

あ
り
、
特
に
老
人
や
小
児
で
は
よ
り
低
い

C
O
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
濃

度
で

死
亡
し
得
る
と
い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。

４
．

Ｃ
Ｏ

と
血

中
ヘ
モ

グ
ロ
ビ

ン
に
つ

い
て

P.
10

表表
１１

.１１
ＣＣ
ＯＯ
（
一

酸酸
化化

炭炭
素素

）
のの

吸吸
入入

時
間

とと
中

毒
症症

状状

空
気

中
に
お
け
る

一
酸

化
炭

素
濃
度

吸
入

時
間

と
中

毒
症

状

0.
02

%
2～

3時
間

で
前

頭
部

に
軽

度
の

頭
痛

0.
04

%
1～

2時
間

で
前

頭
痛

・
吐

き
気

、
2.

5～
3.

5時
間

で
後

頭
痛

0.
08

%
45

分
間

で
頭

痛
・
め
ま
い
・
吐

き
気

・
け
い
れ

ん
、

2時
間

で
失

神

0.
16

%
20

分
間

で
頭

痛
・
め
ま
い
・
吐

き
気

、
2 時

間
で
死

亡

0.
32

%
5～

10
分

で
頭

痛
・
め
ま
い
、

30
分

で
死

亡

0.
64

%
1～

2分
で
頭

痛
・
め
ま
い
、

15
～

30
分

で
死

亡

1.
28

%
1～

3分
間

で
死

亡

P.
10

４
．

Ｃ
Ｏ

と
血

中
ヘ
モ

グ
ロ
ビ

ン
に
つ

い
て

P.
10

（（
１１
））
ＣＣ
ＯＯ
（
一

酸酸
化化

炭炭
素素

）
中

毒
とと
はは

▼
燃
焼
器
の
不
完
全
燃
焼
に
よ
り
発
生
し
た
Ｃ
Ｏ
を
含
ん
だ
空
気
を
呼
吸

し
た
場
合
に
起
こ
る
中
毒
で
す
。

▼
Ｃ
Ｏ
は

無
色
、
無

味
、
無
臭
の
気
体
で
あ
り
、
空
気
中
に
拡
散
し
た
場
合
、

気
付
き
難
い
気
体
で
あ
っ
て
、
体
の
血
液
中
の
酸
素
の
運
搬
体
で
あ
る

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
と
の
結
合
力
が
酸
素
の
約

20
0倍

も
強

い
気
体
で
す
。

▼
そ
の
た
め
少
量
を
吸
入
し
て
も
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
と
Ｃ
Ｏ
が
結
合
し
て
Ｃ
Ｏ

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
と
な
り
、
血
液
の
酸
素
運
搬
能
力
が
著

し
く
損
な
わ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
症
状
が
「
Ｃ
Ｏ
中
毒
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

▼
Ｃ
Ｏ
中
毒
で
は
、
一
般
的
に
、
空
気
中
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
濃
度
と
そ
の
吸
入

時
間
に
よ
り
表

1.
1の

よ
う
な
中
毒
症
状
が
現
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
注
：
１
％
＝

10
00

0p
pm

）

－ 207 －－ 207 －







参
考

「
ガ
ス
警
報
器
工
業
会
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
動
画
映
像
に
よ
り

業
務
用
厨
房
で
の
Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
の
原
因
と
防
止
対
策
を
わ
か
り
や

す
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。

■
「
業
務
用
厨
房
で
の
Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
防
止
～

業
務
用
換
気
警
報
器
の
必
要
性
」
（
全

10
分

29
秒
）

（
１
）
一
酸
化
炭
素
と
は
（
全

4分
7秒

）
（
２
）
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
映
像
（
全

4分
2秒

）
（
３
）
警
報
器
の
機
能
と
正
し
い
設
置
方
法
（
全

2分
20

秒
）

詳
し
く
は
、
こ
ち
ら
か
ら

▼
ガ
ス
警
報
器
工
業
会
（
カ
タ
ロ
グ
・
資
料
・
動
画
リ
ス
ト
）

ht
tp

:/
/w

w
w

.g
kk

.g
r.j

p/
da

ta
.h

tm
l

P.
39

○○
業

務務
用用

厨厨
房房

でで
発発

生
しし
たた
Ｃ
ＯＯ
のの

ＣＣ
Ｇ
画

像像

（
「
業

務
用

厨
房

機
器

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

(P
.3

6)
『
来

店
客

を
巻

き
込

む
お
そ
れ

』
」
参

照
）

気
付
か
ず
に
Ｃ
Ｏ
を
吸
い
込
み
Ｃ
Ｏ
中
毒

○○
業

務務
用

厨
房房

でで
発発

生
し
たた
ＣＣ
ＯＯ
のの

ＣＣ
ＧＧ
画

像像

（
「
業

務
用

厨
房

機
器

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

(P
.3

6)
『
来

店
客

を
巻

き
込

む
お
そ
れ

』
」
参

照
）

温
度
が
下
が
る
と
、
壁
を
伝
っ
て
降
下

○○
業

務務
用

厨厨
房房

でで
発発

生
しし
たた
ＣＣ
ＯＯ
の

ＣＣ
ＧＧ
画

像像

（
「
業

務
用

厨
房

機
器

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

(P
.3

6)
『
来

店
客

を
巻

き
込

む
お
そ
れ

』
」
参

照
）

排
ガ
ス
の
上
昇
気
流
と
一
緒
に
上
昇
し
、
天
井
付
近
に
滞
留

－ 210 －－ 210 －





１
．
３

コ
ン
ロ
の

概
要

P.
14

（
１
）
機

能
別

に
よ
る
分

類

１
．
２

ふ
ろ
が

ま
の

概
要

P.
13

（
２
）
設

置
形

態
に
よ
る
分

類

１
．
２

ふ
ろ
が

ま
の

概
要

P.
13

（
１
）
機

能
別

に
よ
る
分

類

P.
12

図
２
．
２

先
止

め
式

燃
焼

器
の

例
（
Ｆ
Ｅ
式

）
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特
定
ガ
ス
消
費
機
器

半
密

閉
式

お
よ
び

密
閉

式

ガ
ス
ふ

ろ
釜

ガ
ス

瞬
間

湯
沸

器
１

２
[
K
W
]
を

越
え

る
も

の

そ
の

他
の

湯
沸

器
７

[
K
W
]
を

越
え

る
も

の

当
該

機
器

の
排

気
筒

及
び

排
気

筒
に
接

続
さ
れ

る
排

気
扇

特
定
工
事
の
内
容

燃
焼

器
の

設
置

場
所

工
事

内
容

特
定

工
事

表
示

ラ
ベ
ル

屋
内

燃
焼

機
器

・
排

気
設

備
の

同
時

工
事

対
象

要

燃
焼

機
器

の
交

換
対

象
要

排
気

設
備

（
排

気
筒

等
）
の

交
換

対
象

要

燃
焼

機
器

の
修

理
・
調

整
対

象
外

不
要

外
屋

給
排

気
管

・
給

排
気

筒
を
屋

内
に
設

置
す
る
場

合
対

象
要

給
排

気
管

・
給

排
気

筒
を
設

置
し
な
い
か

ま
た
は

、

給
排

気
管

・
給

排
気

筒
を
屋

外
に
設

置
す
る
場

合
対

象
外

不
要

P.
15

特
監

法
特

定
ガ
ス
消

費
機

器
の

設
置

工
事
の

監
督
に
関

す
る
法
律

（
昭

和
５
４
年

５
月

１
０
日
法

律
第
３
３
号

）

【
概

要
】

１
．
特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
「
設
置
工
事
」
又
は
「
変
更
の
工
事
」

を
行
う
者
は
、
「
ガ
ス
消
費
機
器
設
置
工
事
監
督
者
」
の
有
資
格
者

に
実
地
に
監
督
さ
せ
、
又
は
こ
の
資
格
を
有
す
る
特
定
工
事
事
業
者

が
自
ら
実
地
に
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
く
は
、
こ
の
有

資
格
者
自
ら
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
特
定
工
事
の
終
了
後
に
所
定
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
法
規
集

P
.
3
9
7
】

P.
15

１
．
５

温
水

暖
房

器
の

概
要

P.
14

（
１
）
機

能
別

に
よ
る
分

類

１
．
４

暖
房

器
の

概
要

P.
14

（
１
）
機

能
別

に
よ
る
分

類
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P.
17

特
定

ガ
ス
消

費
機

器
設

置
工

事
記

録
（
例

）

■
報

告
の

徴
収

（
第

７
条

）

▼
特

定
工

事
の

記
録

を
残

す
。

∵
行

政
庁

に
正

し
い

「
報

告
」

を
行

う
た

め
。

∵
行

政
庁

は
、

必
要

に
応

じ
て

「
報

告
」

を
徴

収
で

き
る

。

工
事

記
録

の
内

容
は

→
次

へ

P.
17

（
４
）

工
事
記
録

（
３
）

同
一
工
事
に
お
い
て
監
督
者
が
変
わ
る
場
合

▼
特

定
工

事
施

行
完

了
後

は
、
監

督
者

自
身

の
眼

で
確

認
す
る
こ
と

▼
事

前
に
相

手
側

と
そ
の

施
工

内
容

、
監

督
の

方
法

に
つ
い
て
十

分
な
打

合
せ

を
す
る
こ
と

▼
完

成
検

査
時

に
は

、
相

手
側

に
も
立

ち
会

い
を
求

め
る
こ
と

▼
相

手
側

施
工

部
分

に
不

具
合

が
出

た
場

合
の

対
処

方
法

に
配

慮
す
る
こ
と

P.
17

工
事

施
工

前

(
1
)
 
特

定
工

事
の

施
工

場
所

、
設

置
場

所
の

現
場

確
認

を
す

る
。

(
2
)
 
既

存
の

も
の

が
あ

る
場

合
は

、
既

存
の

特
定

ガ
ス

消
費

機
器

の
現

場
確

認
を

す
る

。

(
3
)
 
 
(
1
)
、

(
2
)
に

基
づ

き
、

技
術

上
の

基
準

と
照

合
し

、
総

合
的

な
判

断
を

行
い

、
施

行
方

法
を

指
示

す
る

。

*
排

気
筒

等
の

形
状

及
び

能
力

の
他

に
安

全
装

置
の

機
能

を
喪

失
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
こ

と
を

指
示

す
る

こ
と

が
追

加
さ

れ
た

。

施
工

中
特

定
工

事
の

作
業

を
現

場
に

て
監

督
す

る
。

特
に

隠
ぺ

い
部

な
ど

、
工

事
完

了
後

に
確

認
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

所
に

設
置

さ
れ

る
も

の
は

、
工

事
の

工
程

ご
と

に
監

督
、

確
認

を
す

る
。

工
事

施
工

完
了

後

特
定

ガ
ス

の
消

費
機

器
の

設
計

・
施

工
上

の
注

意
事

項
を

参
考

に
し

て
、

機
器

の
工

事
説

明
書

に
基

づ
き

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
、

現
場

に
て

確
認

す
る

。

（
２
）

監
督
の
要
点

表
示
ラ
ベ
ル
の
貼
付
箇
所

P.
16
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P.
18

（
２
））
排

気
筒

をを
用

いい
るる
方方

式式
の

分分
類類

半
密

閉
式

（
強

制
排

気
式

）
Ｆ
Ｅ
式

燃
焼

用
の

空
気

を
屋

内
か

ら
取

り
、

燃
焼

排
ガ
ス
を
排

気
用

送
風

機
に

よ
っ
て
、
強

制
的

に
屋

外
に
排

出
す
る

も
の

。

排
気

筒
の

径
、
長

さ
及

び
曲

が
り
の

数
は

、
工

事
説

明
書

に
記

載
さ
れ

て
い
る

範
囲

内
で
選

定
す
る
。

強
制

排
気

式
で
あ
る
た
め
、
排

気
筒

の
接

続
部

は
シ
ー
ル

し
、
リ
ベ
ッ
ト
等

で
抜

け
出

し
防

止
の

措
置

を
講

ず
る
こ
と
。

給
気

口
が

必
要

。

強
制

排
気

式
燃

焼
器

告
示

で
定

め
ら

れ
た
燃

焼
器

で
あ
る
か

確
認

。

P.
18

（
２
））
排

気気
筒

をを
用

いい
るる
方方

式式
の

分分
類類

半
密
閉

式
（
自
然
排
気
式
）
Ｃ
Ｆ
式

燃
焼

用
の

空
気

を
屋

内
か

ら
取

り
、

燃
焼

排
ガ
ス
を
排

気
筒

に
て
、
自

然
通

気
力

に
よ
っ
て
屋

外
に
排

出
す
る

も
の

。

排
気

筒
の

横
引

き
は

先
上

り
勾

配
と
し
、
排

気
筒

ト
ッ
プ
は

屋
根

上
ま

で
立

ち
上

げ
る
こ
と
。
そ
の

際
ト
ッ

プ
の

位
置

は
、
風

圧
の

影
響

を
受

け
な
い
位

置
と
す
る
。
給

気
口

及
び
換

気
口

が
必

要
。
浴

室
内

に
は

設
置

し
な
い
こ
と
。

P.
18

（
１
））
排

気
筒

をを
用

いい
なな
いい
方方

式式
のの

分分
類類

燃
焼

用
の

空
気

を
屋

内
か

ら
取

り
、
燃

焼
排

ガ
ス
を

そ
の

ま
ま
屋

内
に
排

出
す

る
も
の

。

屋
外

に
設

置
し
、
給

排
気

を
屋

外
で
行

う
も
の

。

開
放

式
ガ
ス
瞬

間
湯

沸
器

は
、

ガ
ス
こ
ん
ろ
、
ガ
ス
レ
ン
ジ
等

の
直

上
等

、
燃

焼
排

ガ
ス
の

上
昇

す
る
位

置
に
設

置
し
な
い
こ
と
。

換
気

扇
と
給

気
口

を
設

置
す
る

こ
と
。

給
排

気
筒

を
含

め
屋

外
式

燃
焼

器
は

屋
内

に
設

置
し
な
い
こ
と

屋
外

（
屋

外
式

）

屋
内

（
開

放
式
）

特
定
工
事
事
業
者
の
義
務

（
特

監
法

第
３
条

、
第

６
条

、
第

７
条

）

■
監
督
（
第
３
条
）

▼
特
定
工
事
を
行
う
と
き
は
、
有
資
格
者
に
監
督
を
さ
せ
る
。

▼
監
督
者
は
自
ら
現
場
で
監
督
を
行
う
。

▼
技
術
基
準
に
適
合
し
た
工
事
の
実
施

→
正
常
に
燃
焼
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

■
表
示
（
第
６
条
）

▼
表
示
ラ
ベ
ル
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
貼
付
す
る
。

■
報
告
の
徴
収
（
第
７
条
）

▼
特
定
工
事
の
記
録
を
残
す
。

∵
行
政
庁
に
正
し
い
「
報
告
」
を
行
う
た
め
。

∵
行
政
庁
は
、
必
要
に
応
じ
て
「
報
告
」
を
徴
収
で
き
る
。

P.
17
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P.
19

（
２
））
排

気
筒

をを
用

いい
るる
方方

式式
の

分分
類類

強
制

給
排

気
式

【
強

制
給

排
気

式
Ｆ
Ｆ
－

Ｗ
】

給
排

気
管

を
外

気
に
接

す
る
壁

を
貫

通
し
て
屋

外
に
出

し
給

排
気

用
送

風
機

に
よ
り
強

制
的

に
給

排
気

を
行

う
も
の

給
排

気
ト
ッ
プ
周

囲
の

条
件

に
注

意
す
る
。
給

排
気

筒
の

延
長

は
工

事
説

明
書

に
記

載
さ
れ

て
い
る
範

囲
内

と
す
る

P.
19

（
２
））
排

気気
筒

をを
用

いい
るる
方方

式式
の

分分
類類

密
閉
式
（
自
然
給
排
気
式
）

【
バ

ラ
ン
ス
ダ
ク
ト
式

、
Ｂ
Ｆ
－

Ｄ
】

給
排

気
管

を
共

用
給

排
気

ダ
ク
ト
（
Ｕ

ダ
ク
ト
及

び
Ｓ
Ｅ
ダ
ク
ト
）
内

に
接

続
し

て
自

然
通

気
力

に
よ
り
給

排
気

を
行

う
も
の

燃
焼

器
設

置
場

所
が

共
用

給
排

気
ダ

ク
ト
に
面

し
て
い
る
場

合
に
設

置
で
き

る
。

給
排

気
部

の
取

付
け
可

能
寸

法
と
障

壁
の

関
係

に
注

意
す
る
。

P.
19

（
２２
））
排

気
筒

をを
用

いい
るる
方方

式式
のの

分分
類類

密
閉

式
（
自

然
給

排
気

式
）

【
バ

ラ
ン
ス
チ
ャ
ン
バ

式
Ｂ
Ｆ
－

Ｃ
】

給
排

気
管

を
専

用
給

排
気

筒
（
チ
ャ
ン

バ
）
に
接

続
し
て
、
自

然
通

気
力

に
よ

り
片

廊
下

に
給

排
気

を
行

う
も
の

燃
焼

器
設

置
場

所
が

開
放

廊
下

に
面

し
て
い
る
場

合
に
設

置
で
き
る
。

Ｂ
Ｆ
ｰ
Ｃ
式

用
の

排
気

ト
ッ
プ
を
使

用
し
、
ト
ッ
プ
は

給
排

気
面

か
ら
突

き
出

す
こ
と
。
排

気
管

の
立

上
が

り
を
で
き
る
だ
け
高

く
と
る
。

P.
19

（
２２
））
排

気気
筒筒

をを
用

いい
るる
方方

式式
のの

分分
類類

密
閉

式
（
自
然
給
排
気
式
）

【
バ

ラ
ン
ス
外

壁
式

Ｂ
Ｆ
－

Ｗ
】

給
排

気
管

を
外

気
に
接

す
る
壁

を
貫

通
し
て
、
自

然
通

気
力

に
よ
り
給

排
気

を
行

う
も
の

。

燃
焼

器
設

置
場

所
が

外
壁

に
面

し
て
い
る
場

合
に
設

置
で
き
る
。

給
排

気
ト
ッ
プ
の

取
付

け
可

能
寸

法
と
壁

厚
の

関
係

に
注

意
す
る
こ
と
。
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P.
26

P.
25

P.
24

P.
23
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P.
29

図
2
.
1
1

波
板
等
で
囲
ま
れ
た
設
置
例
（
誤
っ
た
設
置
例
）

屋
外

式
（
Ｒ
Ｆ
式

）
P.

29

Ｒ
Ｆ
チ
ャ
ン
バ
設
置
式

▼
ガ
ス
機

器
の

設
置

場
所

が
開

放
廊

下
に

面
し
て
い
る
場

合
に
適

用
し
ま
す
。

▼
外
気

に
面

し
た
燃

焼
排

ガ
ス
の

滞
留

し
な

い
場

所
に
チ
ャ
ン
バ

ス
ペ
ー
ス
を
確

保
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
チ
ャ
ン
バ

は
住

戸
に
対

し
て
気

密
に
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
チ
ャ
ン
バ

お
よ
び
排

気
吹

出
し
口

周
囲

は

不
燃

材
料

で
構

成
し
て
く
だ
さ
い
。

屋
外

式
（
Ｒ
Ｆ
式

）
P.

29

壁
面
貫
通
型

▼
主

と
し
て
、
従

来
の

BF
式

ガ
ス
機

器
の

給
排

気
筒

ト
ッ
プ
穴

を
利

用
し
て
設

置
す
る
方

式
で
す
。

▼
室

内
の

ガ
ス
機

器
ス
ペ
ー
ス
が

不
要

と
な
り

ま
す
。

▼
ガ
ス
機

器
周

辺
の

条
件

に
注

意
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
ガ
ス
機

器
の

取
付

け
可

能
寸

法
と
壁

等
の

関
係

に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
積

雪
、
凍

結
対

策
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

屋
外

式
（
Ｒ
Ｆ
式

）
P.

29

壁
埋
込
設
置
式

▼
ガ
ス
機

器
の

設
置

場
所

の
全

面
が

開
放

空
間

に
面

し
て
い
る
場

合
に

適
用

し
ま
す
。

▼
壁

組
込

専
用

で
ガ
ス
機

器
に
対

応
し

た
取

付
ボ
ッ
ク
ス
に
、
ガ
ス
機

器
を
設

置
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
ガ
ス
機

器
お
よ
び
取

付
ボ
ッ
ク
ス
は

、

ガ
ス
機

器
防

火
性

能
評

定
試

験
に
よ

り
性

能
が

確
定

さ
れ

た
も
の

を
使

用

し
て
く
だ
さ
い
。
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1．
給

排
気

設
備

P.
31

（
４
）
給
気
口
の
位
置

●
機

械
換

気

●
自

然
吸

気

（
５
）
事
故
事
例
か
ら
注
意
す
る
事
項

＜
換

気
扇

・
レ
ン
ジ
フ
ー
ド
＞

１
）
設

備
上

の
不

具
合

状
況

①
換

気
扇

能
力

が
不

足
。
か

つ
給

気
口

が
無

し
②

換
気

扇
の

故
障

③
換

気
扇

排
気

口
目

詰
ま
り

④
レ
ン
ジ
フ
ー
ド
風

量
不

足
⑤

レ
ン
ジ
フ
ー
ド
不

作
動

（
汚

れ
で
固

着
）

２
）
使

用
上

の
不

具
合

状
況

①
換

気
扇

作
動

さ
せ

ず
。
か

つ
給

気
口

塞
が

れ
て
い
る
。
給

気
口

の
前

に
荷

物
有

り
。

給
気

口
無

し
。
窓

・
出

入
り
口

閉
め
切

り
。

②
換

気
扇

作
動

し
て
い
た
が

窓
を
閉

め
切

り
（
給

気
不

足
）

＜
給

気
口

＞
①

給
気

口
無

し

1．
給

排
気

設
備

P.
31

（
３
）
給
気
口
の
大
き
さ

●
機

械
換

気
等

で
は

、
設

計
者

が
圧

損
計

算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
給

気
口

面
積

を
求

め
ま
す
。

●
住

宅
に
設

け
る
換

気
扇

等
の

設
備

で
は

、
複

雑
な
計

算
よ
ら
な
く
て
も
１
ｋ
ｗ
当

た
り

有
効

開
口

面
積

８
．
６
㎠

以
上

あ
れ

ば
安

全
上

差
し
支

え
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

●
給

気
口

に
ガ
ラ
リ
を
取

り
付

け
る
場

合
は

、
有

効
開

口
率

を
考

慮
し
ま
す
。

有
効

開
口

面
積

（
㎠

）
＝

流
量

係
数

×
実

面
積

（
㎠

）

ガ
ラ
リ
の
種
類

流
量
係
数

ス
チ
ー
ル
ガ
ラ
リ

0
.
5

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ガ
ラ
リ

木
製
ガ
ラ
リ

0
.
4

パ
ン
チ
ン
グ
パ
ネ
ル

0
.
3

1．
給

排
気

設
備

P.
20

排
気

風
量

定
数

必
要

換
気

量
備

考

換
気

扇
１
ｋ
ｗ
当

た
り
３
７
．
２
ｍ

３
/ｈ

４
０

V
＝

４
０

KQ
V
＝

必
要

換
気

量

K＝
理

論
排

ガ
ス
量

Q
＝

ガ
ス
消

費
量

換
気

扇
＋

排
気

フ
ー
ド
Ⅰ

型
１
ｋ
ｗ
当

た
り
２
７
．
９
ｍ

３
/ｈ

３
０

V
＝

３
０

KQ

換
気

扇
＋

排
気

フ
ー
ド
Ⅱ

型
１
ｋ
ｗ
当

た
り
１
８
．
６
ｍ

３
/ｈ

２
０

V
＝

２
０

KQ

●
換

気
扇

の
風

量
計

量

必
要

換
気

量
（
ｍ

３
）
＝

定
数

×
０
．
９
３
「
理

論
排

ガ
ス
量

」
×

燃
料

消
費

量
（
ｋ
ｗ
）

・
定

数
：

以
下

の
表

に
よ

る
。

・
理

論
排

ガ
ス

量
：

０
．
９
３
（
１
ｋ
ｗ
当

た
り
０
．
９
３
ｍ

３
/
ｈ
）

・
燃

料
消

費
量

：
屋

内
に
設

置
さ
れ

て
い
る
全

て
の

ガ
ス
機

器
の

合
計

消
費

量
（
ｋ
ｗ

/
ｈ
）

1．
給

排
気

設
備

P.
30

１
.２

換
気
扇
と
給
気
口
に
よ
る
換
気

（
１
）
換
気
扇
等
の
能
力

●
換

気
扇

等
の

風
量

・
同

時
に
使

用
さ
れ

る
開

放
式

燃
焼

器
の

合
計

ガ
ス
消

費
量

１
ｋ
ｗ
当

た
り
の

３
７
．
２
ｍ

３
/ｈ
以

上
。

・
排

気
フ
ー
ド
を
設

け
た
場

合
：

フ
ー
ド
の

形
態

に
よ
り
２
７
．
９
ｍ

３
/ｈ
又

は
１
８
．
６
ｍ

３
/ｈ
以

上
。

天
井
か
ら

80
cm

以
内
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1．
給

排
気

設
備

P.
34

１
.５

厨
房
機
器
を
交
換
す
る
時
の
留
意
点
等

◆
厨
房
の
給
排
気
設
備
は
、
厨
房
に
設
置
す
る
機
器
の
大
き
さ
、
数
等
に

よ
っ
て
、
法
令
に
基
づ
く
換
気
量
の
値
に
よ
り
設
計
、
施

工
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
従
っ
て
、
機
器
の
増
設
や
、
交
換
す
る
場
合
に
よ
っ
て
設
計
当
初
と
異
な
る

機
器
が
設
置
さ
れ
る
場
合
に
は
、
必
要
な
換
気
量
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

◆
換
気
扇
の
換
気
量
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
排
気
量
に
見
合

う
だ
け
の
給
気
量
も
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
厨
房
機
器
を
選
定
す
る
場
合

は
、
給
気
量
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

◆
空
気
が
足
り
な
い
状
態
で
使
用
す
る
と
、
厨
房
機
器
は
十
分
な
力
を
発
揮
し

な
い
ば
か
り
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
火
災
、
Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
の
原
因
に
な
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

1．
給

排
気

設
備

P.
34

１
.４

安
全
対
策

（
１
）
排

気
ダ
ク
ト
の

安
全

対
策

①
油

脂
対

策
→

例
：

仕
切

版
取

り
付

け

②
逆

流
防

止
対

策

③
異

常
時

の
ガ
ス
遮

断

（
２
）
禁

止
事

項

（
３
）
防

火
上

の
措

置

仕
切

版
取

り
付

け
例

禁
止

事
項

参
考

排
気
フ
ー
ド
（
排
気
ダ
ク
ト
）
に
設
置

す
る
こ
と
が
で
き
る

半
密
閉
式
湯
沸
器
の
変
遷

P.
33

1．
給

排
気

設
備

P.
32

１
．
３

排
気
フ
ー
ド
（
排
気
ダ
ク
ト
）
と
給
気
口
に
よ
る
換
気

（
１

）
排

気
フ

ー
ド

（
排

気
ダ

ク
ト

）
に

設
置

す
る

半
密

閉
式

湯
沸

器

（
２

）
ガ

ス
機

器
の

排
気

（
３

）
換

気
量

（
４

）
事

故
事

例
か

ら
注

意
す

る
事

項
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P.
11

9

ビ
デ
オ

映
像

（
３
）
現
場
を
見
渡
し
空
気
の
流
れ
を
考
え
る

【
短

絡
（
シ
ョ
ー
ト
サ

ー
キ
ッ
ト
）
】

給
気

口
と
排

気
口

の
位

置
が

近
く
、
狭

い
範

囲
で
空

気
が

循
環

し
て
し
ま
う
現

象
。

換
気

不
足

の
原

因
に
な
り
ま
す
。

・
有
効
な
換
気
を
す
る
に
は
、
室
内
で
給

気
か

ら
排

気
に
至

る
空

気
の

流
れ

（
換

気
経

路
）

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
空
気
の
流
れ
が
短
絡
し
な
い
よ
う
、
給
気
口

と
排

気
口

の
位

置
を
離

し
ま
す
。

※
排
気
口
の
対
角
線
上
の
下
部
が
望

ま
し
い
。

※
直
近
の
排
煙
窓
は
給
気
口
と
し
て
適
切
で
は
な
い
。

●
給
気
の
開
口
は
天
井
の
高
さ
の

1
/
2
以
下
の

位
置

に
設

定
す
る
。

【
建
築

基
準
法
施
行
令
第

2
０
条
の

3
第

2
項
第
一

号
イ
（
1
）
】

P.
36

（
２
）
現

場
で
で
き
る
給

気
口

面
積

の
求

め
方

（
ガ
ス
機

器
の

設
置

基
準

）

ガ
ス
消

費
量

１
ｋ
Ｗ
あ
た
り
有

効
開

口
面

積
で

8
.6
ｃ
㎡

以
上

あ
る
こ
と
。

（
複

雑
な
計

算
に
よ
ら
な
く
て
も
安

全
が

保
て
る
面

積
）

（
注

意
）
ド
ア
の

ガ
ラ
リ
（
鉄

製
、
樹

脂
製

）
は

実
面

積
の

5
0
％

を
有

効
面

積
と
す
る
。

（
参

考
）
３
０
ｃ
ｍ
径

業
務

用
有

圧
換

気
扇

１
７
４
０
㎥

／
h 
～

１
９
８
０
㎥

／
h

P.
35

参
考

点
検

・
調

査
時

の
給

排
気
設

備
検
証

（
１
）
現
場
で
で
き
る
換
気
扇
の
風
量
計
算
（
ガ
ス
機
器

の
設

置
基

準
）

換
気

扇
の

羽
根

径
と
標

準
換

気
量

１
５
ｃ
ｍ
（
４
５
０
㎥

／
h）

２
０
ｃ
ｍ
（
６
０
０
㎥

／
h）

２
５
ｃ
ｍ
（
９
０
０
㎥

／
h）

排
気

フ
ー
ド

フ
ー
ド
な
し

Ⅰ
型

フ
ー
ド

フ
ー
ド
な
し

Ⅰ
型

フ
ー
ド

フ
ー
ド
な
し

Ⅰ
型

フ
ー
ド

ガ
ス
機

器
（
開

放
式

）
の

合
計

消
費

量
１
２
．
１
ｋ
Ｗ

１
６
．
１
ｋ
Ｗ

１
６
．
１
ｋ
Ｗ

２
１
．
５
ｋ
Ｗ

２
４
．
２
ｋ
Ｗ

３
２
．
２
ｋ
Ｗ

表
換

気
扇

の
羽

根
径

と
ガ
ス
消

費
量

（
例

）

P.
35
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２
．
１

Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
事
例

P.
43

（
５

）
機

密
性

の
高
い

住
宅

で
換

気
扇

の
同

時
使

用
を

し
た

た
め

ビ
デ
オ
（
換

気
の

つ
も
り
で
換

気
扇

）
ビ
デ
オ
（
高

機
密

室
で
の

排
ガ
ス
の

挙
動

）

２
．
１

事
故
事
例

P.
43

（
４
）
排

気
筒
ト

ッ
プ
に

鳥
の
巣

２
．
１

事
故
事
例

P.
42

（
３
）
防

火
ダ
ン
パ

ー
の

設
置

（
燃

焼
排

ガ
ス

に
よ

り
防

火
ダ

ン
パ

ー
が

作
動

し
、

排
気

が
阻

害
さ

れ
た

た
め

）

２
．
１

事
故
事
例

（
２
）
台
所
の
排
気
フ
ー
ド
内
に
排
気
筒
を
設
置

し
た
た
め

P.
42
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２
．
２

Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
事
例
（
業
務
用
厨
房
等
）

P.
47

概
要

（
５
）
給
気
不
良
に
よ
る
事
故

保
育

園
に
お
い
て
調

理
師

２
名

が
ガ
ス
コ
ン
ロ

を
使

用
し
て
調

理
中

に
具

合
が

悪
く
な
り
搬

送
先

の
病

院
で
Ｃ
Ｏ
中
毒

と
診

断
さ
れ

た
。

原
因

は
、
窓

を
閉

め
切

り
エ
ア
コ
ン
を
使

用
し
て
、

換
気

扇
を
回

さ
ず
に
コ
ン
ロ
を
使

用
し
た
た
め
、

給
気

及
び
排

気
不

十
分

で
不

完
全

燃
焼

を
起

こ
し
た
た
め
と
推

定
さ
れ

る
。

２
．
２

Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
事
例
（
業
務
用
厨
房
等
）

P.
47

概
要

飲
食
店
に
お
い
て
従
業
員
が
オ
ー
ブ
ン
に
点

火
し
た
と
こ
ろ
、
２
名
が
頭
痛

と
吐
き
気
を
訴

え
、

搬
送
先
の
病

院
で
Ｃ
Ｏ
中
毒

と
診
断

さ
れ

た
。

原
因
は
事
故

前
日
に
エ
ア
コ
ン
修

理
を
行
い
、

常
時
作
動
さ
せ
て
い
た
換
気
扇
の
ス
イ
ッ
チ
を

切
っ
た
。
従
業
員
は
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知

ら
な
い
ま
ま
オ
ー
ブ
ン
を
使
用
し
た
た
め
給

気
不

良
に
よ
り
Ｃ
Ｏ
が
発
生

し
た
。

こ
の
お
店
で
は
厨
房
機
器
等
の
点
検
整

備
を

行
っ
て
お
ら
ず
、
更
に
作
業
手

順
に
換
気
扇

の
作
動
確
認
が

無
か
っ
た
。

（
４
）
給
気
不
良
に
よ
る
事
故

２
．
２

Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
事
例
（
業
務
用
厨
房
等
）

P.
46

飲
食

店
に

お
い

て
オ
ー

ナ
ー

が
厨

房
内

の
異

常
に

気
付

き
、

中
を

覗
い

た
と

こ
ろ

従
業

員
が

倒
れ

て
い

た
た

め
消

防
へ

通
報

し
病

院
へ

搬
送

さ
れ

た
も

の
の

Ｃ
Ｏ

中
毒

に
よ

り
死

亡
し

て
い

た
。

原
因

は
、

厨
房

内
の
窓

及
び

出
入

り
口

を
閉

め
切

り
、

換
気

扇
も

作
動

さ
せ

ず
に

回
転

釜
を

使
用

し
た

た
め

、
換

気
不

良
に

よ
り

不
完

全
燃

焼
を

起
こ

し
、

Ｃ
Ｏ

を
含

む
排

気
が

室
内

に
滞

留
し

た
も

の
と

推
定

さ
れ

る
。

概
要

（
３
）
給
気
不
良
に
よ
る
事
故

２
．
２
事
故
事
例
（
業
務
用
厨
房
等
）

P.
46

（
２
）
排排

気気
不不

良
に
よ
るる
事

故故

【
発
生
場
所
】

●
宿
泊
施
設
の
食
洗
機
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故

●
建
物
／
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
４
階
建

厨
房
（
２
階
）

●
設
備
概
要
／
供
給
形
態
：
体
積
販
売

バ
ル
ク
貯
槽

30
00

kg
×
４
基

●
被
害
状
況
／
人
的
被
害
：
Ｃ
Ｏ
中
毒
軽
症
１
名

物
的
被
害
：
な
し

●
安
全
機
器
／
Ｃ
Ｏ
警
報
器
：
設
置
な
し

【
事
故
発
生
状
況
】

食
器
洗
浄
機
を
使
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
従
業
員
１
名
が
Ｃ
Ｏ
中
毒
に
よ
り
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
。

【
推
定
原
因
】

食
器
洗
浄
機
の
ガ
ス
ブ
ー
ス
タ
ー
に
す
す
が
付
着
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
燃
焼
不
良
か
ら
不
完
全
燃
焼
を
起
こ
し
た
も
の
。

【
再
発
防
止
対
策
】

・
燃
焼
器
の
点
検
・
整
備
を
行
う
。

・
給
排
気
設
備
に
つ
い
て
排
気
フ
ー
ド
の
設

置
等
の
改
善
を
行
う
。

・
従
業
員
等
に
対
し
て
、
燃
焼
器
の
正
し
い

使
い
方
及
び
「
換
気
」
等
に
つ
い
て
注
意

喚
起
用
の
チ
ラ
シ
等
で
的
確
な
周
知
を
行

う
。

・
業
務
用
換
気
警
報
器
の
設
置
を
推
進
す

る
。
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２
．
２

事
故
事
例
（
業
務
用
厨
房
等
）

P.
49

（
９
））
不不

適
切

なな
使

用
方方

法法
に
よよ
るる
事

故故

【
発
生
場
所
】

●
業
務
用
機
器
（
そ
ば
ゆ
で
釜
）
の
排
気
筒
に
起
因
す
る
Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故

●
建
物
／
木
造
２
階
建

飲
食
店
（
１
階
）

●
設
備
概
要
／
供
給
形
態
：
体
積
販
売

50
kg

×
８
本

●
被
害
状
況
／
人
的
被
害
：
Ｃ
Ｏ
中
毒
軽
症
者
３
名

物
的
被
害
：
な
し

●
安
全
機
器
／
Ｃ
Ｏ
警
報
器
：
設
置
な
し

【
事
故
発
生
状
況
】

そ
ば
ゆ
で
釜
で
調
理
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
従
業
員
１
名
の
具
合
が
悪
く
な
り
、
救
急
車
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
。

救
急
隊
到
着
後
、
さ
ら
に
２
人
も
気
分
が
悪
く
な
り
、
救
急
車
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
Ｃ
Ｏ
中
毒
と
診
断
さ
れ
た
。

【
推
定
原
因
】

そ
ば
ゆ
で
釜
の
排
気
筒
ト
ッ
プ
に
燃
焼
効
率
が

高
ま
る
と
思
い
、
金
属
製
の
板
（
菓
子
箱
の
蓋
）

を
斜
め
に
立
て
か
け
て
使
用
中
に
何
ら
か
の
振

動
に
よ
り
こ
の
金
属
板
が
排
気
筒
を
完
全
に
塞

い
だ
た
め
、
排
気
不
良
か
ら
不
完
全
燃
焼
と

な
っ
た
。

【
再
発
防
止
対
策
】

・
業
務
用
厨
房
施
設
等
の
所
有
者
及
び
従
業

員
に
対
し
て
、
燃
焼
器
の
正
し
い
使
い
方
及
び

「
換
気
」
等
に
つ
い
て
注
意
喚

起
用
の
チ
ラ

シ
等
で
的
確
な
周
知
を
行
う
。

・
業
務
用
換
気
警
報
器
の
設
置
を
推
進
す
る
。
。

２
．
２

事
故
事
例
（
業
務
用
厨
房
等
）

P.
48

（
８
）
排

気気
不不

良良
にに
よよ
る
事

故故
（
燃

焼
不不

良
・・
換

気気
不不

良
）

【
発
生
場
所
】

●
業
務
用
機
器
（
ゆ
で
麺
器
）
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故

●
建
物
／
鉄
骨
造
１
階
建
（
飲
食
店
）

●
設
備
概
要
／
供
給
形
態
：
体
積
販
売

50
kg

×
４
本

●
被
害
状
況
／
人
的
被
害
：
Ｃ
Ｏ
中
毒
軽
症
２
名

物
的
被
害
：
な
し

●
安
全
機
器
／
Ｃ
Ｏ
警
報
器
：
設
置
な
し

【
事
故
発
生
状
況
】

そ
ば
、
う
ど
ん
等
を
供
す
る
飲
食
店
の
厨
房
で
業
務
中
に
従
業
員
２
名
が
Ｃ
Ｏ
中
毒
の
た
め
倒
れ
た
。

病
院
に
搬
送
さ
れ
る
途
中
で
意
識
が
戻
り
入
院
し
た
も
の
の
大
事
に
至
ら
な
か
っ
た
。

【
推
定
原
因
】

事
故
当
時
は
窓
を
閉
め
、
換
気
扇
も
作
動
さ
せ
ず
に
ゆ
で
麺
器
を
使
用
し
て
い
た
た
め
、
換
気
不
良
に
よ
り
不
完
全
燃
焼

を
起
こ
し
、
Ｃ
Ｏ
が
発
生
し
、
濃
度
が
高
ま
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
消
防
の
調
査
で
ゆ
で
麺
器
の
排
気
口
に
多
量
の
す

す
が
付
着
し
た
う
え
、
熱
交
換
器
入
口
も
目
詰
ま
り
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

【
再
発
防
止
対
策
】

・
燃
焼
器
の
点
検
・
整
備
を
行
う
。

・
給
排
気
設
備
に
つ
い
て
排
気
フ
ー
ド
の
設

置
等
の
改
善
を
行
う
。

・
従
業
員
等
に
対
し
て
、
燃
焼
器
の
正
し
い

使
い
方
及
び
「
換
気
」
等
に
つ
い
て
注
意

喚
起
用
の
チ
ラ
シ
等
で
的
確
な
周
知
を
行

う
。

・
業
務
用
換
気
警
報
器
の
設
置
を
推
進
す

る
。

ビ
デ
オ
（
事
故
事
例
研
究
Ⅷ

）

【
事
故
発
生
状
況
】

通
行
人
よ
り
、
飲
食
店
内
で
煙
が
充
満
し
て
い
る
と
の
通
報
を
受
け
、
消
防
が
駆
け
つ
け
た
と
こ
ろ
、
店
内
で
従
業
員
が
倒

れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
病
院
に
搬
送
し
た
が
、
Ｃ
Ｏ
中
毒
に
よ
り
１
名
が
死
亡
し
た
。

２
．
２

事
故
事
例
（
業
務
用
厨
房
等
）

P.
48

（（
７
））
換換

気気
不不

良
・
長長

時
間

使
用

に
よ
るる
事

故故

【
発
生
場
所
】

●
業
務
用
施
設
（
ラ
ー
メ
ン
店
）
で
の
コ
ン
ロ
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故

●
建
物
／
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
５
階
建

飲
食
店
（
１
階
）

●
設
備
概
要
／
供
給
形
態
：
体
積
販
売

50
kg

×
18

本
●
被
害
状
況
／
人
的
被
害
：
Ｃ
Ｏ
中
毒
死
亡
者
１
名
（
Ｂ
級
）

物
的
被
害
：
な
し

●
安
全
機
器
／
Ｃ
Ｏ
警
報
器
：
設
置
な
し

【
推
定
原
因
】

従
業
員
が
換
気
扇
を
作
動
さ
せ
な
い
状
態
で
コ

ン
ロ
を
長
時
間
使
用
し
た
た
め
、
店
舗
内
が
酸

欠
状
態
と
な
り
、
当
該
コ
ン
ロ
か
ら
Ｃ
Ｏ
が
発
生

し
、
Ｃ
Ｏ
中
毒
に
至
っ
た
。

【
再
発
防
止
対
策
】

・
燃
焼
器
の
点
検
・
整
備
を
行
う
。

・
給
排
気
設
備
に
つ
い
て
排
気
フ
ー
ド
の
設
置

等
の
改
善
を
行
う
。

・
従
業
員
等
に
対
し
て
、
燃
焼
器
の
正
し
い
使

い
方
及
び
「
換
気
」

等
に
つ
い
て
注
意
喚
起

用
の
チ
ラ
シ
等
で
的
確
な
周
知
を
行
う
。

・
業
務
用
換
気
警
報
器
の
設
置
を
推
進
す
る
。

ビ
デ
オ
（
事
故
事
例
研
究
Ⅳ

）

２
．
２

Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
事
例
（
業
務
用
厨
房
等
）

P.
47

概
要

（
６
）
給
気
不
良
に
よ
る
事
故
事
例
（
室
内
が
負
圧
に
な
っ
た
た
め
）

高
等

学
校

に
お

い
て

Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

に
よ

り
調

理
実

習
中

の
生

徒
1
7
名

と
教

員
1
名

が
病

院
で

治
療

を
受

け
た

。
原

因
は

事
故

当
日

、
集

団
給

食
室

の
窓

が
閉

め
切

ら
れ

た
状

態
で

大
型

の
自

然
排

気
式

ボ
イ

ラ
ー

（
Ｃ

Ｆ
）

と
換

気
扇

を
同

時
に

使
用

し
た

こ
と

に
よ

り
、

室
外

よ
り

室
内

の
圧

力
が

低
下

し
て

Ｃ
Ｏ

を
含

む
排

気
が

正
常

に
室

外
へ

排
気

さ
れ

ず
に

、
ボ

イ
ラ

ー
下

部
な

ど
か

ら
室

内
へ

流
入

し
た

た
め

で
あ

る
。

防
止
対
策

燃
焼

に
は

新
鮮

な
空

気
が

必
要

で
す
。
換

気
扇

を
稼

働
さ
せ

て
も
給

気
口

等
が

塞
が

れ
て
い
た
り
、
閉

め
た
ま
ま
の

状
態

で
は

、
新

鮮
な
空

気
が

供
給

さ
れ

な
い
た
め
、
室

内
の

酸
素

濃
度

が
低

下
し
て
不

完
全

燃
焼

に
至

り
ま
す
。
大

型
の

自
然

排
気

式
（
Ｃ
Ｆ
式

）
ボ
イ
ラ
ー
は

、
屋

外
式

（
Ｒ
Ｆ
式

）
へ

の
置

き
換

え
を
促

進
し
ま
し
ょ
う
。

ビ
デ
オ
（
事

故
事

例
研

究
Ⅳ

）
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Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

と
事

故
責

任
に

つ
い

て

Ｌ
ＰＰ

ガガ
スス

事
故故

のの
場場

合合
にに

はは
、

「
液液

化化
石石

油油
ガガ

スス
のの

保保
安安

のの
確確

保保
及及

びび
取取

引引
のの

適適
正正

化化
にに

関関
すす

るる
法法

律律
」

にに
Ｌ

Ｐ
ガガ

スス
事

業業
者者

がが
尽尽

くく
すす

べべ
き

注
意

義
務務

がが
厳厳

しし
くく

規規
定定

ささ
れれ

てて
いい

るる
のの

でで
、、

事
業業

者者
がが

同
法法

律律
に

違
反反

しし
てて

いい
るる

かか
どど

うう
かか

がが
、、

事
業業

者
のの

過過
失失

のの
有有

無無
をを

判
断断

すす
るる

上
でで

重
要要

なな
一

つつ
のの

基基
準

にに
なな

るる
。

「
しし

かか
しし

事
業業

者
がが

同
法法

律律
にに

違
反反

しし
てて

い
たた

にに
しし

てて
も

、、
民民

事
上

のの
責

任任
にに

直
接

結結
びび

つつ
くく

わわ
けけ

でで
はは

なな
いい

。
そそ

のの
違

反反
がが

、、
事

故故
のの

原
因因

にに
なな

っ
てて

いい
るる

かか
どど

うう
かか

がが
問

題
にに

なな
るる

。
まま

たた
同

法法
律律

にに
違違

反反
しし

てて
い

なな
いい

かか
らら

とと
いい

っっ
てて

、、
ガガ

スス
供供

給給
契契

約約
にに

伴伴
うう

事
業業

者者
のの

安安
全全

確確
保保

のの
義義

務務
がが

免免
れれ

るる
わわ

けけ
でで

はは
なな

いい
」

過
去去

のの
判

例例
・・

和和
解解

例例
をを

みみ
るる

とと
、、

和和
解解

例例
でで

は
Ｌ

Ｐ
ガガ

スス
事

業業
者者

、、
消消

費費
者

等
のの

責責
任

が
必必

ずず
しし

も
具具

体体
的的

にに
明明

らら
かか

にに
さ

れれ
てて

いい
なな

いい
がが

、、
判

例例
でで

は
責責

任
がが

明明
確

にに
ささ

れれ
てて

いい
るる

。

事
故
例
３

鳥
の
巣
に
よ
る
ガ
ス
燃
焼
の
低
下
は
、
消
費
者
及
び
販
売
店
の
双
方

に
過
失
が
あ
る
と
し
て
過
失
相
殺
を
５
割
と
し
て
和
解
し
た
ケ
ー
ス

事
故
概
要

風
呂
場
の
給
湯
器
の
煙
突
の
ト
ッ
プ
（
防
烏
網
無
し
）
内
に
雀
が
巣

を
作
り
、
風
呂
場
で
洗
濯
中
に
Ｃ
Ｏ
中
毒
事
故
で
１
名
死
亡
。

損
害
賠
償
請
求
額

5,
29

8万
円
余

地
裁

支
部
和
解

被
害
者
に
も
鳥
の
巣
で
ガ
ス
の
燃
焼
が
悪
く
な
っ
て
い
た
事
に
気

付
い
て
い
な
が
ら
放
置
し
た
こ
と
も
あ
り
、
被
害
者
の
過
失
相
殺
を

５
割
と
す
る
こ
と
で
和
解
。

損
害
賠
償
金
額

2,
42

3万
円
余

５
．
Ｃ
Ｏ
中

毒
事

故
に
係

わ
る
判
例

P.
53

事
故
例
２

販
売
店
が
不
法
行
為
の
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
が
、
消
費
者
の
過
失
も

あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
販
売
店
が
和
解
金
を
支
払
っ
た
ケ
ー
ス

事
故
概
要

小
型
給
湯
器
と
二
口
レ
ン
ジ
、
石
油
ス
ト
ー
ブ
の
同
時
使
用
で
死
亡
者

１
名
重
傷
者
１
名
。

損
害
賠
償
請
求
額

5,
30

0万
円
余

地
裁
判
決

損
害
賠
償
金

2,
52

5万
円

高
裁
判
決
（
消
費
者
の
過
失
も
あ
る
程
度
考
慮
し
て
和
解
）

和
解
金
合
計

1,
50

0万
円

４
．
Ｃ
Ｏ
中

毒
事

故
に
係

わ
る
判
例

P.
52
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開
放
式

Ｃ
Ｆ
式

Ｆ
Ｅ
式

Ｂ
Ｆ
式

Ｆ
Ｆ
式

壁
掛

開
放

式
壁

掛
Ｃ
Ｆ
式

壁
掛

Ｆ
Ｅ
式

壁
掛

Ｂ
Ｆ
式

壁
掛

Ｆ
Ｆ
式

据
置

浴
室

が
ま

据
置

型
Ｂ
Ｆ
式

ふ
ろ
が

ま

P.
57

【
事
例
２
】

・
発
生
年
月
；

平
成
２
３
年

５
月

２
１
日

・
発
生
場
所
；

北
海
道

・
現
象
被
害
状
況
；

Ｃ
Ｏ
中
毒
（
死
亡
１
名
）

・
事
故
概
要
；

（
概
要
）
寮
に
お
い
て
、
従
業
員
が
出
社
し
て
こ
な
い
た
め
他
の
従
業
員
が
確

認
に
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、
１
名
が
倒
れ
て
お
り
、
通
報
に
よ
り
駆
け
つ
け
た

消
防
士
に
よ
り
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
従
業
員
３
名
が
室
内
に
入
っ

た
際
、
台
所
の
湯
沸
器
は
点
火
状
態
で
お
湯
が
流
れ
て
お
り
、
軽
い
頭
痛

と
吐
き
気
を
感
じ
た
（
病
院
に
は
か
か
っ
て
い
な
い
。
）

（
原
因
）
湯
沸
器
に
は
異
常
が
な
く
、
換
気
扇
が
故
障
し
、
給
気
口
が
目
張
り

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
給
排
気
不
足
に
よ
り
不
完
全
燃
焼
が
発
生
し
、
一

酸
化
炭
素
を
含
む
排
気
が
室
内
に
滞
留
し
た
も
の
。

（
安
全
装
置
の
有
無
等
）
１
９
７
９
年
３
月
製
造
で
、
不
完
全
燃
焼
防
止
装
置
は

な
し
。

P.
56

【
事
例
１
】

・
発
生
年
月
；

平
成
２
３
年

２
月

５
日

・
発
生
場
所
；

広
島
県

・
現
象
被
害
状
況
；

Ｃ
Ｏ
中
毒
（
軽
傷
１
名
）

・
事
故
概
要
；

（
概
要
）
社
宅
に
お
い
て
、
住
人
が
体
調
不
調
を
訴
え
病
院
へ
搬
送
さ
れ
、

一
酸
化
炭
素
中
毒
と
診
断
さ
れ
た
。

（
原
因
）
開
放
式
湯
沸
器
の
排
気
フ
ー
ド
が
取
り
外
さ
れ
、
排
気
口
の
上
に

置
か
れ
て
い
た
た
め
、
排
気
不
良
に
よ
り
不
完
全
燃
焼
を
起
こ
し
、

高
濃
度
の
一
酸
化
炭
素
を
含
む
排
気
が
室
内
に
滞
留
し
た
も
の
。

な
お
、
排
気
フ
ー
ド
が
取
り
外
さ
れ
た
状
況
は
現
在
調
査
中
。

（
安
全
装
置
の
有
無
等
）
１
９
８
０
年
７
月
製
造
で
、
不
完
全
燃
焼
防
止
装
置

等
の
安
全
装
置
は
な
し
。

P.
56

１
．
３

Ｆ
Ｅ
式
（
強
制
排
気
式
）
給
湯
器
の
安
全
装
置

P.
54
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P.
61

燃
焼
器
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
位
置
と
測
定
方
法

赤
外
線
ス
ト
ー
ブ
メ
タ
リ
ッ
ク
セ
ラ
ミ
ッ
ク
（
全
周
型
）

バ
ー
ナ
ー
上
部
に
空
間
無

排
ガ
ス
の
採
取
は
、
天
板

の
排
気
孔
に
、
パ
イ
プ
型

採
取
管
を
差
し
込
む
よ
う

に
し
て
採
取
す
る
。

又
、
中
央
よ
り
の
向
か
い

合
っ
た
２
ヶ
所
よ
り
採
取
す

る
。

排
ガ
ス
の
採
取
は
、
バ
ー

ナ
ー
上
部
の
手
前

20
m

m
の
と
こ
ろ
に
パ
イ
プ
型
採

取
管
を
合
わ
せ
て
採
取
す

る
。

P.
61

燃
焼
器
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
位
置
と
測
定
方
法

赤
外
線
ス
ト
ー
ブ
メ
タ
リ
ッ
ク
セ
ラ
ミ
ッ
ク
（
チ
ュ
ー
ブ
バ

ー
ナ
ー
型
）

排
ガ
ス
の
採
取
は
、
フ
ー
ド

型
採
取
管
を
用
い
て
、

チ
ュ
ー
ブ
中
央
真
上
か
ら
、

後
方

10
m

m
の
範
囲
で
上
方

40
m

m
～

60
m

m
の
位
置
に

採
取
管
の
中
心
を
合
わ
せ
、

チ
ュ
ー
ブ
の
長
手
方
向
に
、

水
平
に
ゆ
っ
く
り
往
復
運
動

さ
せ
な
が
ら
採
取
す
る
。

燃
焼
器
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
位
置
と
測
定
方
法

P.
60

燃
焼

器
の

種
類

サ
ン
プ
リ
ン
グ
位

置
サ

ン
プ
リ
ン
グ
方

法

開
放
式

ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器

専
用

のの
ササ

ンン
ププ
ララ
ー
をを
用

い
、、

フフ
イイ
ンン
のの

上
部

をを
、
前

後後
・
左左

右右
にに
ゆゆ
っっ
くく
りり
動動

かか
し
な
がが

らら
、

ま
んん
べべ

んん
な
くく
ササ

ンン
ププ
リリ
ンン
ググ

す
る
。
（
ピ
ー
ク
値

）

Ｃ
Ｆ
式
湯
沸
器

逆逆
風風

止
めめ
下

部
か

らら
、
パパ

イイ
ププ
型

採採
取取

管
をを
挿

入入
しし
てて
動動

か
し

な
がが

らら
採採

取
す
るる
。。

Ｃ
Ｆ
式
ふ
ろ
が
ま

逆
風風

止
め
内内

蔵
の

湯湯
沸沸

器
に
つつ
い
て
は

、
排排

気気
孔

中
央央

部
にに
パパ

イイ
ププ
型型

採採
取取

管管
をを
挿挿

入入
しし
、
動動

かか
しし
な
が

らら
採採

取取
すす
るる
。

逆
風
止
め

逆
風
止
め
内
に
挿
入

逆
風
止
め

逆
風
止
め
内
に
挿
入

P.
60

３
．
Ｃ
Ｏ
濃
度
測
定
方
法
及
び
判

定
基
準

Ｃ
Ｏ
濃

度
の

測
定

方
法

・
判

定
基

準

液
化
石
油
ガ
ス
法
（
器
具
省
令

＊
）
の
基
準

特
定
製
造
事
業
者
（
メ
ー
カ
）
が
行
う
点
検
基
準

消
費

生
活
用
製
品
安
全
法
（
昭
和
４
８
年
６
月
６
日
法
律
第
３
１
号
）

長
期
使
用
製
品
安
全
点
検
制
度
（
平
成
2
1
年
4
月
1
日
施
行
）
の
基
準

整
合

化

販
売
事
業
者
・
保
安
機
関
が
行
う
自
主
点
検
で
の
参
考

基
準

＊＊
：：
液液

化化
石石
油油
ガガ
スス
器器

具具
等等

のの
技技
術術

上上
のの
基基

準準
等等
にに
関関

すす
るる
省省

令令
（（
昭昭
和和
４４
３３
年年

３３
月月

２２
７７
日日

通通
商商
産産

業業
省省
令令

第第
２２
３３
号号

））
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※
あ
く
ま
で
も
燃

焼
器

単
体

の
C

O
濃

度
測

定
で
あ
っ
て
、
複複

数数
の

燃
焼焼

器
使使

用
に
よ
る
環

境
の

変
化

に
は

、
特

に
注

意
が

必
要

。

24

業業
務務

用
厨

房房
機機

器
のの

排
ガガ
スス
に
含含

まま
れ

る
ＣＣ
ＯＯ
濃濃

度度
のの

判
定定

P.
64

区
分

Ｃ
Ｏ

濃
度

測
定

値

判
定

H
2
3
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
製

造
品

H
2
3
年

7
月

１
日

以
降

の
製

造
品

密
閉

燃
焼

式
ガ

ス
瞬

間
湯

沸
器

温
水

暖
房

付

Ｆ
Ｆ

※
4

0
.0

4
％

以
下

(4
0
0
pp

m
)

0
.0

4
％

以
下

(4
0
0
pp

m
)

使
用

注
意

0
.0

4
％

超
0
.2

％
以

下
(4

0
0
pp

m
～

2
0
0
0
pp

m
)

0
.0

4
％

超
0
.1

％
以

下
(4

0
0
pp

m
～

1
0
0
0
pp

m
)

危
険

0
.2

％
超

(2
0
0
0
pp

m
)

0
.1

％
超

※
5
 (

1
0
0
0
pp

m
)

使
用

禁
止

Ｃ
Ｏ

濃
度

の
判

定
基

準
（
３

／
３

）

*
4
, 
*
5

⇒
テ

キ
ス

ト
（
P.

63
）
参

照

参
考

P.
63

参
考

P.
63

区
分

Ｃ
Ｏ

濃
度

測
定

値

判
定

H
2
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
製

造
品

H
2
0
年

４
月

１
日

～
H

2
1
年

4
月

１
日

ま
で

の
製

造
品

H
2
1
年

4
月

１
日

以
降

の
製

造
品

密
閉

燃
焼

式
ガ
ス
瞬

間
湯

沸
器

（
温

水
暖

房
付

を
除

く
)

密
閉

燃
焼

式
ガ
ス

バ
ー
ナ
ー
付

ふ
ろ
が

ま

BF

0
.0

8
％
以
下

(8
00

pp
m

)
0
.0

8
％
以
下

(8
00

pp
m

)
0
.0

8
％
以
下

(8
00

pp
m

)
使

用
注

意

0
.0

8
％
超

0
.2
％
以
下

(8
0
0
pp

m
～

2
00

0
pp

m
)

0
.0

8
％
超

0.
1
％
以
下

(8
0
0
pp

m
～

1
00

0
pp

m
)

0
.0

8
％
超

0
.1
％
以
下

(8
0
0
pp

m
～

1
00

0
pp

m
)

危
険

0
.2
％
超

(2
00

0
pp

m
)

0
.1
％
超
※
２

(1
00

0p
pm

)
0
.1
％
超

(1
00

0
pp

m
)

使
用

禁
止

FF

0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
使

用
注

意

0
.0

4
％
超

0
.2
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

2
00

0
pp

m
)

0
.0

4
％
超

0
.1
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

1
00

0
pp

m
)

0
.0

4
％
超

0
.1
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

1
00

0
pp

m
)

危
険

0
.2
％
超

(2
00

0
pp

m
)

0
.1
％
超
※
２

(1
0
0
0p

pm
)

0
.1
％
超

(1
0
0
0p

pm
)

使
用

禁
止

Ｃ
Ｏ

濃
度

の
判

定
基

準
（
２
／
３
）

*
1
, 
*
2
, 
*
3

⇒
テ
キ
ス
ト
（
P.

63
）
参

照

区
分

Ｃ
Ｏ
濃

度
測

定
値

判
定

H
2
0
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
製

造
品

H
2
0
年

４
月

１
日

～
H

2
1
年

4
月

１
日

ま
で

の
製

造
品

H
2
1
年

4
月

１
日

以
降

の
製

造
品

開
放

燃
焼

式
ガ
ス
瞬

間
湯

沸
器

0
.0

1
5
％
以
下

(1
5
0
pp

m
)

0
.0

1
5
％
以
下

(1
50

pp
m

)
0
.0

1
5
％
以
下

(1
50

pp
m

)
使

用
注

意

0
.0

1
5
％
超

0
.0

8
％
以
下

(1
5
0
pp

m
～

8
00

pp
m

)
0
.0

1
5
％
超

0.
03
％
以
下

(1
5
0
pp

m
～

3
00

pp
m

)
0
.0

1
5
％
超

0
.0

3
％
以
下

(1
5
0
pp

m
～

3
00

pp
m

)
危

険

0
.0

8
％
超

(8
00

pp
m

)
0
.0

3
％
超
※
１

(3
0
0p

pm
)

0
.0

3
％
超

(3
00

pp
m

)
使

用
禁

止

半
密

閉
燃

焼
式

ガ
ス
瞬

間
湯

沸
器

半
密

閉
燃

焼
式

ガ
ス
バ

ー
ナ
ー
付

ふ
ろ
が

ま

Ｃ
Ｆ
以

外
(F

E
) 

0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
使

用
注

意

0
.0

4
％
超

0.
2
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

2
00

0
pp

m
)

0
.0

4
％
超

0
.1
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

1
00

0
pp

m
)

0
.0

4
％
超

0
.1
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

1
00

0
pp

m
)

危
険

0
.2
％
超

(2
00

0
pp

m
)

0
.1
％
超
※
２

(1
00

0p
pm

)
0
.1
％
超

(1
00

0
pp

m
)

使
用

禁
止

Ｃ
Ｆ

不
完

全
燃

焼
防

止
装

置
な
し

0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
使

用
注

意

0
.0

4
％
超

0
.0

8
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

8
00

pp
m

)
危

険

0
.0

8
％
超
※
３

(8
0
0p

pm
)

使
用

禁
止

不
完

全
燃

焼
防

止
装

置
あ
り

0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
0
.0

4
％
以
下

(4
00

pp
m

)
使

用
注

意

0
.0

4
%
超

0
.2
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

2
00

0
pp

m
)

0
.0

4
％
超

0
.1
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

1
00

0
pp

m
)

0
.0

4
％
超

0
.1
％
以
下

(4
0
0
pp

m
～

1
00

0
pp

m
)

危
険

0
.2
％
超

(2
00

0
pp

m
)

0
.1
％
超
※
２

(1
00

0p
pm

)
0
.1
％
超

(1
00

0
pp

m
)

使
用

禁
止

Ｃ
Ｏ

濃
度

の
判

定
基

準
（
１
／
３
）

*
1
, 
*
2
, 
*
3

⇒
テ
キ
ス
ト
（
P.

63
）
参

照

参
考

P.
63
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32

事
故故

報報
告告

・・
公公

表表
制

度度
のの

概概
要要

１
．
製製

造
事

業業
者者

は
重

大大
事

故故
を
知知

っっ
たた
日

よよ
りり
１１
００
日

以以
内内

にに
経経

済済
産産

業業
省省

へへ
報報

告告
すす
るる
。

経
済

産
業

省
は

公
表

す
る

・
死 死

亡亡
事

故故

・
ＣＣ
ＯＯ
中

毒

・
全全

治治
３３
００
日

以以
上

のの
障障

害

・・
後後

遺
障

害
事

故故
（
失失

明明
、、
身身

体体
欠欠

損損
））

・・
火火

災災
（
消消

防防
がが

確確
認認

しし
たた
もも
のの

））

２
．
重

大
事

故
で
な
い
も
の

に
つ
い
て
は

Ｎ
ＩＴ
Ｅ
（
製

品
評

価
基

盤
機

講
へ

届
け
る
（
業

界
自
主

基
準
）

31

消消
費費

生生
活活

用用
製製

品
安安

全全
法法

のの
改改

正
(２２

度度
））

１
．
製製

品
事

故故
情

報報
報報

告告
・・
公公

表表
制

度度
の

概
要

・
製

品
事

故
の

再
発

防
止

を
図
る
た
め
、
製

品
に
係

わ
る
事

故故
情

報報
のの

報報
告告

義義
務務

及及
びび
公公

表表
な
ど
の

法
改

正
が

行
わ

れ
た
。
（
Ｈ

19
年

5月
14

日
施

行
）

２
．
長 長

期期
使使

用用
製製

品
安安

全全
点点

検検
・・
表表

示示
制

度度
の

概
要

・
長

期
間

の
使

用
に
伴

う
経経

年年
劣劣

化化
にに
よよ
りり
安安

全全
上

支支
障

がが
生生

じじ
、、
特

にに
重

大大
なな
危危

害
をを
及及

ぼぼ
すす
おお
そそ
れれ

のの
多多

いい
9品

目
にに
つつ
いい
てて
点点

検検
制制

度度
が

設
け
ら
れ

た
。
（

H2
1年

4月
1日

よ
り
施

行
）

30

消消
費費

生生
活活

用用
製製

品
安安

全全
法法

１
．
ガガ
スス
機機

器器
のの

事
故故

・
平

成
18

年
7月

FE
の の

機機
器器

のの
不不

正
改改

造造
にに
よよ
るる
死死

亡
事

故故
がが

問
題

化化

・
機

器
の

総
点

検
に
よ
る
確
認

家
庭

用
使

用
機

器
の

事
故

調
査

・
事

故
情

報
に
十

分
対

応
で
き
て
い
な
か

っ
た

・
消

安
法

改
正

に
よ
る
事

故
情

報
収
集

制
度
と
公

表

家 家
庭庭

用用
製製

品
のの

事
故故

報報
告告

のの
義義

務務
化化

・・
公公

表表
化化

・・
製製

造造
時

のの
技技

術術
基基

準準
強強

化化
（（

CO
基基

準準
値値

強
化化

なな
どど
））

・・
長長

期期
使使

用
のの

管管
理

対対
応応

（（
点点

検検
制

度度
化化

））

P.
71

参
考
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36

長長
期期

使使
用用

製製
品

安安
全全

点点
検検

制制
度度

のの
制制

定定

１１
．
基基

本本
的的

なな
考考

ええ
方方

①①
長長

期期
間

使使
用

にに
よよ
るる
経経

年年
劣劣

化化
にに
よよ
りり
安安

全全
上

支支
障障

がが

生生
じじ
重

大大
なな
危危

害
のの

おお
そそ
れれ

がが
ああ
るる
特

定定
保保

守
製製

品
をを

指指
定定

すす
るる

②②
製製

造造
時

はは
技技

術術
基基

準準
にに
よよ
りり
安安

全全
がが

確確
保保

ささ
れれ

てて
いい
るる

③③
経経

年年
劣劣

化化
に
対対

しし
てて
はは

所所
有有

者者
のの

管管
理

がが
求求

めめ
らら
れれ

るる

④④
所所

有有
者者

がが
十

分分
管管

理理
でで
きき
なな
いい
専専

門門
部

分分
はは

製製
造造

事
業業

者者
のの

協協
力力

をを
得得

てて
点点

検検
すす
るる

２２
．
所所

有有
者者

はは
機機

器器
のの

保保
守

管管
理

をを
行行

うう
責

務務
がが

ああ
るる

３３
．
点点

検検
をを
ササ

ポポ
ー
トト
すす
るる
ササ

イイ
クク
ルル

をを
制制

定定
すす
るる

35

消消
費費

生生
活活

用用
製製

品
安安

全全
法法

（（
点点

検検
制

度度
））

１１
．
長長

期期
使使

用用
製製

品
のの

事
故故

・
長

期
使

用
機

器
の

事
故

を
防

止
す
る
管

理
が
必

要

・
ガ
ス
機

器
に
限

ら
ず
長 長

期期
使使

用用
機機

器器
のの

安安
全全

性性
はは

所所
有有

者
のの

管管
理理

がが
必必

要要
でで
ああ
るる
と
い
う
製製

品
安安

全全
文文

化化
のの

創創
造造

・・
消消

費費
者者

がが
でで
きき
るる
管管

理理
にに
はは

限限
界界

が
あ
る
た
め
製製

造造
事

業業
者者

等等
のの

ササ
ポポ
ー
トト
がが

必必
要要

・・
経経

年年
劣劣

化化
にに
よよ
りり
危危

害
のの

発発
生生

をを
防防

止
す
る
た
め
の

点点
検検

制制
度度

をを
創創

設設
す
る

２２
．
製製

造造
事

業業
者者

はは
点点

検検
体体

制
を
整

え
る

・ ・
点点

検検
制

度度

所
有有

者者
のの

管管
理理

責
務務

を
明

確
化

34

事
故故

報報
告告

のの
義義

務務
者者

１
．
製製

造造
事

業業
者者

、
輸

入
事

業
者

製製
造造

･輸
入

事
業

者
は

自
らら
のの

製製
品

のの
製製

品
事

故故
にに
関関

すす
るる
情

報報
をを
収収

集集
しし
消消

費
者者

へへ
適適

切切
にに
提提

供供
す
る
よ
う
に
努

め
る

２
．
販販

売売
事

業業
者者

小
売

販
売

事
業

者
は

自
ら
販

売
し
た
製

品
の

製
品

事
故

に
関

す
る
情

報
を
収
集

し
消

費
者
へ

適
切
に
提

供
す
る
よ

う
に
努

め
る

33

事
故故

報報
告告

・・
公公

表表
制制

度度

１
．
製

造
事

業
者

は
消

費
生

活
用

製
品

安
全
法

（
消

安
法
）
に

よ
り
事

故
を
知

っ
た
日

よ
り
１
０
日

以
内
に
報

告
を
義

務
化

（
平

成
1
8
年

1
2
月
6
日
公

布
、
平

成
1
9
年

5
月

1
4
日

施
行

）

２
．
経

済
産

業
省

は
HP

で
「
ガ
ス
事

故
速

報
」
な
ど
で
公

表
、
報

道
発

表
す
る

対
象
事
故

（（
製製

品
のの

欠欠
陥陥

に
よよ
らら
なな
い
こ
とと
がが

明明
らら
か

なな
も
のの

はは
含含

ま
なな
い
）

重
大

事
故

・ ・
死死

亡
事

故故
・・

CO
中

毒
・・
身身

体体
欠欠

損損
・・
重

症症
（（
３３
００
日

以以
上

のの
負負

傷傷
）
・・
火火

災災
（
消消

防防
がが

火火
災災

認認
定定

しし
たた
もも
のの

）

原原
因因

がが
明明

らら
かか

にに
対対

象象
以以

外外
はは

届届
けけ
るる
（
怪

し
き
は

届
け
）
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関関
連連

事
業業

者者

１１
．
対対

象象
者者

①
特

定
保

守
製

品
の

取取
引引

をを
仲

介介
すす
るる
事

業業
者者

（
不

動
産

取
引

仲
介

事
業
者

）

②
修修

理理
・・
設設

置
事

業業
者者

③
ガガ
スス
・
電

気
・
石

油
の
供供

給給
事

業業
者者

２２
．
責責

務務
①

所
有

者
へ

の
情情

報報
提提

供供
所所

有有
者者

票票
にに
よよ
るる
登登

録録
（
製製

造造
事

業業
者者

がが
所所

有有
者者

情情
報報

をを
管管

理理
すす
るる
たた
めめ
）

②②
所

有
者

に
会

う
機

会
が

あ
る
こ
と
か

ら
保保

守守
にに
関関

すす
るる
情情

報報
がが

円
滑滑

にに
提提

供供
ささ
れれ

るる
よよ
うう
にに
努努

めめ
るる

39

特特
定定

保保
守守

製製
品

取取
引引

事
業業

者者

１１
．
対対

象象
者者

①
特

定
保

守
製

品
の

販販
売売

事
業業

者者

②
不不

動動
産産

販販
売売

事
業業

者者

③
建建

物物
建建

築築
請

負負
事

業業
者者

２２
．
義義

務務
とと
責責

務務

①
所

有
者

へ
の
引

渡渡
しし
時

、、
所所

有有
者者

情情
報報

をを
提提

供供
すす
るる
必必

要要
性性

の
説説

明明

②
製

品
に
同

梱
さ
れ

て
い
る
所所

有有
者者

票票
にに
記

載載
ささ
れれ

てて
いい

るる
法法

定定
説説

明明
事

項項
を
説説

明明
（
パパ

ンン
フフ
レレ
ッッ
トト
参参

照照
））

38

点点
検検

制制
度度

のの
対対

象象
者者

とと
義義

務務
及及

びび
責責

務務

１１
．
特

定定
製製

造造
事

業業
者者

①
特

定定
保保

守
製製

品
のの

製製
造造

事
業業

者者

O
EM

で
ブ
ラ
ン
ド
を
も
つ
ブ
ラ
ン
ド
事

業
者

②
輸

入
事

業
者

２
．
義 義

務務

①
事

業
届

け

②
設 設

計
標標

準準
使使

用用
期期

間
とと
点点

検検
期期

間
の

設
定

と
表

示

③
機

器
へ

所 所
有有

者者
票票

添添
付付

④
製

造
事

業
者

は
所

有有
者者

情情
報報

のの
管管

理理

⑤
点点

検検
通通

知知
・・
点点

検検
実実

施施

⑥
点

検
保

守
サ

ポ
ー
ト
体体

制
整整

備備

37

特特
定定

保保
守守

製製
品

のの
指指

定定

特特
定定

保保
守守

製製
品

９９
品

目
をを
指指

定定

①
屋屋

内内
式式

ガガ
スス
瞬瞬

間
湯湯

沸沸
機機

Ｌ
ＰＰ
ガガ
スス
用

②
屋

内
式

ガ
ス
瞬

間
湯

沸
機

都
市

ガ
ス
用

③
屋 屋

内内
式式

ガガ
スス
ババ

ー
ナナ
ー
付付

ふふ
ろろ
がが

まま
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
用用

④
屋

内
式

ガ
ス
バ

ー
ナ
ー
付

ふ
ろ
が

ま
都

市
ガ
ス
用

⑤
石

油
給

湯
機

⑥
石

油
ふ

ろ
が

ま

⑦
密

閉
燃

焼
(F

F)
式

石
油
温

風
暖
房

機

⑧
ビ
ル

ト
イ
ン
式

電
気
食

器
洗
機

⑨
浴

室
用

電
気

乾
燥

機
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48

点点
検検

員員
資資

格格
制

度度

１１
．
運運

営
委委

員員
会会

メメ
ー
カカ
ー
、、
ガガ
スス
事

業業
者者

、、
消消

費費
者者

団団
体体

なな
どど

２２
．
運運

営
機機

関関
ＪＪ
ＩＡＡ
（（
社社

））
ガガ
スス
機機

器器
検検

査査
協協

会会

講
師

講
習習

・・
認認

証
、、
点点

検検
のの

手手
引引

きき
保保

管管

３３
．
講

習習
機機

関関
特

定定
製製

造造
事

業業
者者

がが
設設

置

点点
検検

員員
講

習習
（（
講

習習
機機

関関
のの

対対
象象

機機
器器

のの
みみ

））

４４
．
点点

検検
員員

（（
講

習習
機機

関関
所所

属
））

47

点点
検検

後後
、、
点点

検検
シシ
ー
ルル

点
検

シ
ー
ル

表
総

合
判

定
に

対
し

て
貼

付
す

る
シ

ー
ル

総
合

判
定

貼
付

す
る

シ
ー

ル
例

備
考

Ａ
正

常

Ｂ
経

年
劣

化
あ

り

Ｃ
注

意

Ｄ
使

用
禁

止
使

用
禁

止
シ

ー
ル

は
、

各
社

ご
と

に
異

な
り

ま
す

。

46

２
．
点点

検検
通通

知知
・・
受受

託託
義義

務務

①
設設

計
標標

準準
使使

用用
期期

間
をを
設設

定定
す
る

②
点 点

検検
期期

間
設設

定定
（
使

用
期

間
の

前
後

1.
5年

内
）

③
点

検
期

間
が

始
ま
る
前前

６６
ヶヶ
月月

内内
に
所

有
者

名
簿

に
登

録
さ
れ

て
い
る
所

有
者

に
郵

送
や

電
子
メ
ー
ル
な
ど
に
よ
り

点点
検検

通通
知知

をを
すす
るる

・
特

定
保

守
製

品
に
つ
き
点点

検検
をを
行行

うう
必必

要要
あ
り

・
消 消

安安
法法

にに
基基

づづ
くく
通通

知知
で
あ
る
こ
と

・
所 所

有有
者

はは
消消

安安
法法

にに
よよ
りり
点点

検検
をを
求求

めめ
らら
れれ

てて
いい
るる

・
点

検
を
依

頼
す
る
依依

頼頼
先先

、、
料料

金金
内内

訳訳
とと
目

安安

④
点点

検検
のの

受受
託託

義義
務務

（
料

金
を
支

払
わ

な
い
な
ど
以

外
は

受
託

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）

45

点点
検検

制
度度

ガ
ス
の

特
定定

保保
守

製製
品

のの
法法

定定
点点

検検

１
．
特

定定
製製

造造
事

業業
者者

の
義義

務務
とと
責責

務務

①
所

有
者

情
報

（
名名

簿簿
）
の

管管
理理

義義
務務

（
罰

則
有

り
）

②
点

検
保

守
体体

制制
のの

整整
備備

義義
務務

（
罰

則
有

り
）

・
点

検
事

業
所

の
配配

置
（
要要

員員
のの

確確
保保

）

・
点

検
料料

金金
のの

設設
定定

、、
公公

表表
、、
告告

知知

・
点点

検検
手手

引引
きき
の

作
成

、
第第

三
者者

へへ
保保

管管
依

頼

・
部

品
保

有
、
保

有
情

報
提

供

・
点

検
期

間
に
あ
る
も
の

の
情

報
提
供

・
技技

術術
的的

講
習習

、、
点点

検検
結結

果果
記

録録
、、
点点

検検
結結

果果
伝伝

達達

－ 245 －－ 245 －
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点点
検検

制制
度度

Q
&

A
Q

6
設設

計
標

準準
使使

用用
期

間
とと
点点

検検
期

間
とと
は

A
標

準準
的的

なな
使使

用
条条

件件
でで
安安

全全
上

支支
障

なな
くく
使使

用用
で
きき

るる
期

間
（
標標

準準
使使

用用
条条

件件
は

取取
説説

表表
示示

）
無無

償償
保保

障
期期

間
と
は

異異
なな
るる
も
のの

Q
7

点
検検

期
間

とと
は

A
設

計
標

準準
使使

用
期期

間
を
１
００
年年

とと
しし
たた
例例

製
造

平
成成

２２
１
年年

８
月月

設設
計

標標
準準

使使
用用

期
間

１
０
年年

点点
検検

期
間

（
前

後後
1.

5年年
内内

）
平

成成
３３
００
年年

８
月月

～
３
２２
年年

７
月月

点
検検

のの
おお
知知

ら
せせ

平
成成

３
０
年

２２
月

～～
３
００
年年

７７
月月

所
有有

者者
よ
りり
点

検検
依依

頼頼
日

程程
はは

調
整整

し
てて
決決

めめ
るる

点
検検

は
有

料

51

点点
検検

制制
度度

Q
&

A

Q
4

製製
品

のの
点点

検検
制

度度
対対

象象
、、
非非

対対
象象

のの
区区

分分
はは

A
H２２

１１
年年

４４
月月

１１
日

以以
降降

のの
製製

造造
品

がが
対対

象象

そそ
れれ

以以
前前

のの
機機

器器
でで
もも
社社

会会
的的

責
務務

とと
しし
てて
点点

検検
要要

請
がが

ああ
れれ

ばば
対対

応応
すす
るる

（（
対対

象象
､非非

対対
象象

のの
点点

検検
はは

有有
料料

））

Q
5

業業
務務

用用
のの

機機
器器

はは
対対

象象
かか

A
点点

検検
制

度度
はは

家家
庭庭

用用
のの

機機
器器

。
但但

しし
、、
家家

庭庭
用用

機機
器器

をを
業業

務務
用

使使
用用

しし
たた
場場

合合
はは

対対
象象

。。
（
設設

計
標標

準準
使使

用用
期期

間
はは

使使
用用

頻頻
度度

にに
応応

じじ
てて
短短

くく
なな
るる
）

50

点点
検検

制制
度度

Q
&

A

Q
3

特
定定

保保
守守

製
品

とと
はは

A
９９
品

目

屋屋
内内

型
ガガ
スス
瞬瞬

間
湯湯

沸沸
機機

（
TG

、
LP
））

屋屋
内内

型型
ふふ

ろろ
がが

まま
（
給給

湯湯
付付

含含
むむ
））
（

TG
,L

P)
石石

油油
給給

湯湯
機機

石石
油油

温温
風風

暖暖
房房

機機

電電
気気

食食
器器

洗洗
機機

（
ビビ
ルル

トト
イイ
ンン
型型

）

浴浴
室室

用用
電

気気
乾乾

燥燥
機機

49

点点
検検

制
度度

Q
&

A
１１
．
点点

検検
制

度度
概概

要要
にに
つつ
いい
てて

Q
1

点点
検検

制制
度度

とと
はは

何何
かか

、、
いい
つつ
かか

らら
どど
うう
変変

わわ
るる
のの

かか

A 
２２
００
００
９９
年年

４４
月月

１１
日

よよ
りり
施

行行
ささ
れれ

てて
いい
まま
すす

長長
期期

使使
用用

に
よよ
るる
経経

年年
劣劣

化化
のの

重
大大

事
故故

をを
防防

止

標標
準準

使使
用用

期期
間

をを
表表

示示
、、
所所

有有
者者

登登
録録

、、
点点

検検
要要

請
に
よよ
りり
製製

造造
事

業業
者者

はは
点点

検検
受受

託
義義

務務

Q
2

なな
ぜぜ

点点
検検

制
度度

がが
法法

制制
化化

さ
れれ

たた
のの

かか

A
経経

年年
劣劣

化化
にに
よよ
るる
重

大大
事

故故
がが

発発
生生

しし
たた
。
防防

止
すす

るる
たた
めめ
にに
、、
消消

費費
者者

のの
管管

理
責

務務
をを
支支

援援
すす
るる
制

度度

（（
製製

造造
事

業業
者者

がが
受受

託託
しし
てて
行行

うう
）
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（
１
）

排
気

口
の

あ
る

機
器

P.
79

機
器

の
構

造

▼
揚

げ
物

料
理

を
調

理
す
る
機

器
▼

油
槽

内
に
設

け
ら
れ

た
浸

管
又

は
熱

交
換

器
に
接

続
さ
れ

た
燃

焼
室

の
バ

ー
ナ
ー
で
ガ
ス
を
燃

焼
さ
せ

、
浸

管
等

を
介

し
、
油

槽
の

油
を
加

熱
す
る
構

造
▼

油
槽

等
で
バ

ー
ナ
ー
が

覆
わ

れ
て
い
る
た
め
、
直

接
バ

ー
ナ
ー
を
見

る
こ
と
は

で
き
な
い
。

▼
油

槽
下

部
に
排

油
管

が
あ
り
、
そ
の

奥
に
一

次
空

気
の

給
気

口
が

あ
る
。

▼
パ

イ
ロ
ッ
ト
バ

ー
ナ
ー
の

燃
焼

状
態

は
の

ぞ
き
窓

で
確

認
で
き
る
。

①
フ
ラ
イ
ヤ

▼
他

に
、
鍋

等
を
直

火
で
加

熱
す
る
も
の

が
あ
る
。

（
１
）

排
気

口
の

あ
る

機
器

P.
79

機
器
の

給
排
気

の
流
れ

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
機

器
の
給

排
気
の

流
れ
は
、
浸

管
式

又
は

熱
交

換
器

式
の

め
ん
ゆ
で
器

の
よ
う
に
、
浸
管
等
に
通

じ
る
燃
焼
室

に
配

置
さ
れ

た
バ

ー
ナ
ー
で
ガ
ス
を
燃

焼
さ
せ

、
排

ガ
ス
は

浸
管
等

の
通
過

時
に
湯

槽
へ
熱

を
伝
え
た
後

、
排

気
口

か
ら
集

中
排

出
さ
れ

ま
す
。

排
気
口
の
区

分
機
器
構
造
の
概
要

主
な
機
器
の
名
称

１
．
排
気
口

の
あ
る
機

器
多
様
な
調
理
に
使
用
さ
れ
る
機
器

で
、
浸
管
や
熱

交
換
パ
イ
プ
な
ど
で

油
又
は
お
湯
の
槽
を
中
間
加
熱

す
る
方
式
や

槽
底
部

や
側
面

を
直
火
で

加
熱
す
る
方
式
が
採
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

バ
ー
ナ
ー
は
主
に
ブ
ン
ゼ
ン
バ

ー
ナ
ー
で
あ
り
、
燃
焼
に
必

要
な
空

気
は
厨
房
室
内
か
ら
と
り
、
排
ガ
ス
は
厨
房

室
内
に
排
気

口
か
ら
集
中
排

出
さ
れ
る
開
放
式
の
機
器
で
す
。
こ
の
他
、
パ
ル
ス
バ

ー
ナ
ー
を
用

い
て
い

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

フ
ラ
イ
ヤ
、
め
ん
ゆ
で
器
、

オ
ー
ブ
ン
、
大
型
炊
飯

器
、

食
器
洗
浄
機
、
回
転
釜

２
．
コ
ン
ロ

等
を
載
せ

排
気
口

の
な
い
機

器

煮
炊
き
や
炒
め
物
な
ど
に
使
用

さ
れ

る
機
器

で
、
バ
ー
ナ
ー
の
上

部
に

鍋
、
フ
ラ
パ
ン
な
ど
の
調
理
器
具

を
載
せ
て
使
用

す
る
も
の
で
す
。

バ
ー
ナ
ー
は
主
に
ブ
ン
ゼ
ン
バ

ー
ナ
ー
が
用

い
ら
れ
て
お
り
燃
焼
に
必

要
な
空
気
は
厨
房
室
内
か
ら
と
り
、
排
ガ
ス
は
厨

房
室
内
に
直

接
排
出

さ
れ
る
開
放
式
の
機
器
で
す
。

レ
ン
ジ
、
中

華
レ
ン
ジ
、

鋳
物
コ
ン
ロ
、
う
ど
ん
釜
、

そ
ば
釜
、
回
転
釜
、

小
型
炊
飯
器

３
．
２
．
以

外
の
排
気

口
の

な
い
機

器

食
品
の
あ
ぶ
り
焼
き
等
を
行
う
機
器

で
、
バ
ー
ナ
ー
は

調
理
部

の
上
下

部
又
は
側
面
に
配
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

バ
ー
ナ
ー
は
主
に
ブ
ン
ゼ
ン
バ

ー
が
用

い
ら
れ
て
お
り
燃

焼
に
必
要

な
空
気
は
厨
房
室
内
か
ら
と
り
、
排
ガ
ス
は

排
気
口

か
ら
厨

房
室
内
に
直

接
排
出
さ
れ
る
開
放
式
の
機
器

で
す
。
こ
の
他
バ
ー
ナ
ー
に
シ
ュ
バ

ン
ク

バ
ー
ナ
ー
（
赤
外
線
バ
ー
ナ
ー
）
を
用

い
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

ブ
ロ
イ
ラ
、

サ
ラ
マ
ン
ダ
ー
、

焼
物
器
（
グ
リ
ラ
ー
）

４
．
煙
突
の

あ
る
機
器

機
能
を
ピ
ザ
焼
き
な
ど
に
特
化

し
た
機
器
で
、
バ

ー
ナ
ー
か
ら
放
射
板

や
熱
交
換
器
等
を
介
し
て
調
理

部
に
熱
が
供

給
さ
れ

ま
す
。

バ
ー
ナ
ー
は
主
に
ブ
ン
ゼ
ン
バ

ー
ナ
ー
が
用

い
ら
れ
て
お
り
、
燃
焼
に
必

要
な
空
気
は
厨
房
室
内
か
ら
と
り
、
排
ガ
ス
は
排

気
筒
（
煙
突
）
で
屋
外

に
排
出
さ
れ
る
機
器
で
す
。

パ
ン
焼
き
器
、

ピ
ザ
焼
き
釜
、

給
湯
器

表
１

機
器

の
排

気
口

の
区

分
と
概

要
P.

79
２

．
業

務
用
の

厨
房
機

器
P.

79

燃
焼

器
の

主
な
機

構
部

①
燃

焼
装

置
（
メ
イ
ン
バ
ー
ナ
ー
、
燃

焼
用

フ
ァ
ン
等

）

②
点

火
装

置
（
器

具
栓

、
パ

イ
ロ
ッ
ト
バ

ー
ナ
ー
、
圧

電
器

、
点

火
プ
ラ
グ
等

）
③

熱
交

換
装

置
（
熱

交
換
器

、
浸

管
、
燃

焼
室
等

）

④
安

全
装

置
（
立

ち
消

え
安

全
装

置
等
）

⑤
制

御
装

置
（
温

度
制

御
装

置
等
）

⑥
給

排
気

装
置

（
給

気
口
及

び
排

気
口

、
給

排
気
フ
ァ
ン
等
）

⑦
そ
の

他
（
防

熱
版

、
取

り
付

け
金

具
等

）

２
．
１

排
気
口
等
の
構
造
に
よ
る
区
分
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（
１
）

排
気

口
の

あ
る

機
器

P.
79

④
大

型
炊

飯
器

一
度
に
大
量
の
炊
飯
を
行
う
機
器
で
す
。

立
体
式
炊
飯
器
は
オ
ー
ブ
ン
式
の
庫
内

に
ア
ル
ミ
製
の
炊
飯
釜
を
入
れ
直
火
で

炊
き
あ
げ
る
も
の
で
、
炊
飯
量
に
合
わ

せ
て
一
段
式
、
二
段
式
、
三
段
式
、
二

段
二
並
式
等
が
あ
り
ま
す
。

炊
飯
釜
を
外
す
と
バ
ー
ナ
ー
が
見
え
ま

す
。
温
度
感
知
セ
ン
サ
ー
が
付

い
て
い

て
最
適
な
炊
飯
が
で
き
る
よ
う
に
制
御
さ

れ
て
い
ま
す
。

（
１
）

排
気

口
の

あ
る

機
器

P.
79

③
オ
ー
ブ
ン

家
庭
用
の
も
の
と
同
様
に
魚
や
肉
等
を
調

理
す
る
時
に
使
用
し
、
機
器
の
構
造
は
家

庭
用
と
同
様
で
、
調
理
部
と
燃
焼
室
は
ス

テ
ン
レ
ス
製
の
庫
内
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、

庫
内
下
部
に
配
置
さ
れ
た
燃
焼
室
か
ら
庫

内
に
対
流
熱
が
供
給
さ
れ
ま
す
。

庫
内
下
部
の
蓋
を
取
り
外
す
と
パ
イ
ロ
ッ
ト

バ
ー
ナ
ー
、
火
移
り
管
、
メ
イ
ン
バ
ー
が
見

え
ま
す
。

給
気
口
や
混
合
管
は
下
部
前
面
の
カ

バ
ー
を
取
り
外
す
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
１
）

排
気

口
の

あ
る

機
器

P.
79

②
め
ん
ゆ
で
器

そ
ば
釜
、
う
ど
ん
釜
以
外
の
め
ん
ゆ
で

器
で
す
。

機
器
の
構
造
は
湯
槽
内
に
設
け
ら
れ
た

浸
管
等
に
接
続
さ
れ
た
燃
焼
室
で
ガ
ス

を
燃
焼
さ
せ
、
浸
管
等
を
介
し
て
お
湯

を
加
熱
し
、
調
理
す
る
も
の
で
す
。

構
造
は
フ
ラ
イ
ヤ
と
概
ね
同
じ
で
す
。

（
１
）

排
気

口
の

あ
る

機
器

P.
79

機
器
の
構
造

①
フ
ラ
イ
ヤ

▼
鍋

底
等

に
バ

ー
ナ
ー
を
配

置
し
て
鍋

底
等

を
直

火
で
加

熱
す
る
も
の

。
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（
２
）

鍋
等

を
載

せ
る

こ
ん

ろ
等

の
排

気
口

の
な

い
機

器

①
鋳

物
こ
ん
ろ

七
輪
と
呼
ば
れ
る
鋳
物
製
の
一

口
こ
ん
ろ
で
バ
ー
ナ
ー
部
の
リ

ン
グ
が
二
重
及
び
三
重
の
も
の

が
あ
り
ま
す
。

構
造
は
比
較
的
シ
ン
プ
ル
・
堅

牢
で
、
安
価
な
こ
と
か
ら
一
般

飲
食
店
等
で
も
っ
と
も
多
く

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

P.
79

（
２
）

鍋
等

を
載

せ
る

こ
ん

ろ
等

の
排

気
口

の
な

い
機

器
P.

79

（
２
）

鍋
等

を
載

せ
る

こ
ん

ろ
等

の
排

気
口

の
な

い
機

器
P.

79

一
般
的
な
機
器
の
構
造
は
、
ガ

ス
レ
ン
ジ
、
中
華
レ
ン
ジ
な
ど

の
よ
う
に
バ
ー
ナ
ー
の
上
に
鍋

や
フ
ラ
イ
パ
ン
な
ど
を
載
せ
て

調
理
す
る
機
器
で
、
二
次
空
気

は
バ
ー
ナ
ー
の
外
面
か
ら
自
然

給
気
方
式
で
導
入
さ
れ
、
排
ガ

ス
は
そ
の
ま
ま
厨
房
に
排
出
さ

れ
る
開
放
式
の
機
器
で
す
。

（
１
）

排
気

口
の

あ
る

機
器

P.
79

④
食
器
洗
浄
機

ス
テ
ン
レ
ス
製
の
本
体
に
設
け
ら
れ
た

食
器
棚
の
食
器
に
上
下
の
ノ
ズ
ル
か
ら

噴
射
す
る
お
湯
で
洗
浄
・
す
す
ぎ
を
行

い
ま
す
。

お
湯
は
付
属
す
る
湯
沸
器
か
ら
供
給
さ

れ
ま
す
。

ラ
ッ
ク
式
と
コ
ン
ベ
ヤ
式
が
あ
り
ま
す
。

ラ
ッ
ク
式
は
、
食
器
を
所
定
の
ラ
ッ
ク

に
入
れ
て
洗
浄
す
る
方
式
で
、
１
時
間

当
た
り
の
ラ
ッ
ク
数
で
能
力
を
表
し
、

２
２
ラ
ッ
ク
／
h
～
６
３
ラ
ッ
ク
／
ｈ
程

度
ま
で
あ
り
ま
す
。

⑥
回
転
釜

：
2.
④
を
参
照
。
排
ガ
ス
が
排
気
口
か

ら
集

中
排

出
さ
れ

る
回

転
釜

。
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（
３
）

こ
ん

ろ
等

以
外

の
排

気
口

の
な

い
機

器
P.

80

ブ
ロ
イ
ラ
、
焼
物
器
（
グ

リ
ラ
ー
）
な
ど
の

よ
う
に

器
具
の
下
部
に
パ
イ

プ
バ
ー
ナ
ー
や
赤
外

線
バ
ー
ナ
ー
を
有
し
、

上
部
に
調
理
品
を
載

せ
て
焼
く
機
器
で
す
。

バ
ー
ナ
ー
の
一
次
空

気
と
二
次
空
気
は
厨

房
室
内
の
空
気
が
導

入
さ
れ
、
排
ガ
ス
は
厨

房
室
内
に
直
接
排

出
さ
れ
る
構
造
と
な
っ

て
い
ま
す
。

④
回
転
釜

集
団
給
食
等
大
量
調
理
の

副
食
用
（
総
菜
・
汁
）
に
使
用

さ
れ
る
器
具
と
し
て
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
調

理
品
の
取
り
出
し
、
ま
た
、
清

掃
が
容
易
な
よ
う
前
後
に
９

０
°
回
転
で
き
る
も
の
で
す
。

他
に
固
定
式
の
も
の

が
あ
り
、

釜
の
容
量
は
３
０
リ
ッ
ト
ル
か

ら
１
６
０
リ
ッ
ト
ル
で
す
。

（
２
）

鍋
等

を
載

せ
る

こ
ん

ろ
等

の
排

気
口

の
な

い
機

器
P.

79

（
２
）

鍋
等

を
載

せ
る

こ
ん

ろ
等

の
排

気
口

の
な

い
機

器
P.

79

③
中

華
レ
ン
ジ

中
華
料
理
店
で
使
用
さ
れ
る
レ
ン
ジ
の
一
種
で
あ
り
、

裸
火
を
使
用
す
る
も
の
を
中
華
専
用
に
し
た
も
の
で
す
。

鍋
に
合
わ
せ
て
特
別
な
中
華
五
徳
が
載
っ
て
い
ま
す
。

特
徴
と
し
て
は
火
力
が
強
く
、

背
面
に
排
水
溝
を
有
す
る

特
殊
な
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
外
観
例
は
、

外
管
式
の
も
の
で
す
。

こ
の
他
に
内
管
式
の
も

の
が
あ
り
ま
す
。

（
２
）

鍋
等

を
載

せ
る

こ
ん

ろ
等

の
排

気
口

の
な

い
機

器
P.

79

②
ガ
ス
レ
ン
ジ

レ
ス
ト
ラ
ン
、
ホ
テ
ル
、
学
校
、
病

院
等
の
厨
房
に
お
け
る
設
備
機
器
の

う
ち
、
も
っ
と
基
本
的
な
機
器
で
あ

り
、
ト
ッ
プ
バ
ー
ナ
ー
と
オ
ー
ブ
ン

か
ら
な
る
。

ト
ッ
プ
部
分
は
ガ
ス
テ
ー
ブ
ル
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
り
、
バ
ー
ナ
ー
は
イ
ン

プ
ッ
ト
に
よ
り
一
重
～
三
重
ま
で
あ

り
ま
す
。

オ
ー
ブ
ン
の
原
理
は
家
庭
用
と
同
じ

で
高
温
の
庫
内
の
対
流
熱
で
調
理
し

ま
す
。
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（
４

）
排

気
筒

の
あ
る

も
の

P.
80

①
パ
ン
焼
き
器
（
ベ
ー
カ
リ
ー
オ
ー
ブ

ン
）
図

2ｰ
20

 パ
ン
焼
き
器
の
外
観
例

パ
ン
を
焼
く
た
め
の
専
用
機
器
で
す
。

正
面
に
パ
ン
の
出
し
入
れ

口
が
あ
り
、
背
面
に
排
気
筒
（
煙
突
）
が

付
い
て
い
ま
す
。

給
気
は
機
器
底
部
若
し
く
は
側
面
か
ら

自
然
給
気
で
導
入
さ
れ
、
排
ガ
ス
は
、

背
面
の
排
気
筒
か
ら
屋
外
に
排
出
さ

れ
ま
す
。

（
４
）

排
気

筒
の

あ
る

も
の

P.
80

機
器
の
構
造

一
般
的
な
機
器
の
構
造
は
、
パ
ン
や
焼
き
器

、
給

湯
器

な
ど
の

よ
う
に
、

バ
ー
ナ
ー
は
燃
焼
室

に
位
置

し
、
調
理
部

の
上

部
ま
た
は

周
辺

に
取

り
付

け
ら
れ

、
放
熱
板
又
は
熱
交
換
器
よ
っ
て
熱
が
供

給
さ
れ

る
機

器
で
、

二
次
空
気
は
燃
焼
室
外
か
ら
機
械
給
気

方
式
（
フ
ァ
ン
）
で
導

入
さ
れ

、
排

ガ
ス
は

燃
焼
室
に
接
続
さ
れ

た
排

気
筒
か

ら
排

出
さ
れ

る
半

密
閉

式
の

機
器

で
す
。

（
３
）

こ
ん

ろ
等

以
外

の
排

気
口

の
な

い
機

器
P.

80

②
サ

ラ
マ
ン
ダ
ー

上
火

式
の

焼
物

器
で

す
。

バ
ー

ナ
ー

は
赤

外
線

セ
ラ

ミ
ッ

ク
バ

ー
ナ

ー
で

す
。

シ
ュ

バ
ン

ク
バ

ー
ナ

ー
と

呼
ば

れ
て

い
ま

す
。

セ
ラ

ミ
ッ

ク
ス

が
赤

熱
し

ま
す

の
で

、
バ
ー

ナ
ー

表
面
は
赤

く
な

っ
て

い
る

の
が
正
常

で
す

。

（
３
）

こ
ん

ろ
等

以
外

の
排

気
口

の
な

い
機

器
P.

80

①
焼
き
物
器
（
グ
リ
ラ
ー
）

ウ
ナ
ギ
の
蒲
焼
き
や
焼
き
鳥
、
焼
き

魚
な
ど
副
食
用
の
調
理
品
を
焼
く
機

器
で
す
。

構
造
的
に
は
放
射
熱
で
焼
く
上
火
式
、

放
射
熱
と
対
流
熱
の
双
方
の
熱
を
利

用
す
る
下
火
式
及
び
両
面
焼
き
式
が

あ
り
ま
す
。

焼
き
物
を
お
い
し
く
焼
く
コ
ツ
は
、
「
強

火
の
遠
火
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ガ

ス
の
焼
き
物
器
は
も
っ
と
も
適
し
た
器

具
と
い
え
ま
す
。

（
１
）
機
器
の
構
造
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61

厨
房房

器器
具具

のの
突突

発発
的

な
故故

障
をを

事
前

に
防防

ぐぐ
た

めめ
に

はは

①
消

費
者

（
使使

用
す

る
人人

）
のの

機
器

のの
メメ

ンン
テテ

ナナ
ンン

スス

「
修

理
は

サ
ー

ビ
ス

マ
ン

の
仕

事
。

」
と

考
え

ら
れ

る
方

が
多

い
か

も
し

れ
ま

せ
ん

が
、

厨
房

機
器

の
保

守
管

理
に

関
し

て
は

、
多

く
の

部
分

を
使

用
し

て
い

る
人

の
対

応
に

依
存

さ
れ

ま
す

。

バ
ー

ナ
ー

枠
を

取
り

外
し

て
の

水
洗

や
、

バ
ー

ナ
ー

ヘ
ッ

ド
、

バ
ー

ナ
ー

炎
口

の
水

洗

い
な

ど
は

、
日

常
の

手
入

れ
と

し
て

、
説

明
書

に
も

書
か

れ
て

い
ま

す
が

考
え

方
に

よ
っ

て
は

、
こ

れ
も

、
メメ

ンン
テテ

ナナ
ンン

スス
の

一
つ

で
す

。

こ
の

様
な

手
入

れ
を

確
実

に
実

行
す

る
こ

と
で

突
発

的
な

故
障

を
避

け
ら

れ
ま

す
。

②②
消

耗耗
すす

るる
部

品
のの

早
め

のの
交交

換換

ガ
ス

器
具

の
立

消
え

時
の

安
全

装
置

で
あ

る
サ

ー
モ

カ
ッ

プ
ル

な
ど

は
、

製
造

メ
ー

カ
ー

に
よ

る
保

証
動

作
時

間
が

3
,
0
0
0
時

間
程

度
の

消
耗

部
品

と
な

っ
て

い
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
消

耗
部

品
を

早
め

に
交

換
し

て
お

く
こ

と
に

よ
り

、
突

発
的

な
故

障
を

防

ぐ
こ

と
が

で
き

ま
す

。

P.
85

60

業
務
用

厨
房
機

器
の
中

に
は
、

保
守
契

約
（
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
契

約
）

を
整

備
し

て
い

る
機
種
が

あ
り
ま

す
。

し
か
し

な
が
ら

、
業

務務
用

の
ガガ

スス
機

器器
のの

メメ
ンン

テテ
ナナ

ンン
スス

契契
約約

はは
ほほ

ぼ
実実

在
しし

なな
い

の
が
現
状

で
す
。

自
動
車

に
は
車

検
制
度

が
あ
り

、
定
期

交
換

部
品

と
し

て
消

耗
部

品
を

定
期

に
交

換

し
て
い
ま

す
が
、

業
務
用

厨
房
機

器
に
は

車
検

に
該

当
す

る
制

度
が

あ
り

ま
せ

ん
。

実

際
の
不
具

合
の
発

見
は
、

業
務
用

厨
房
機

器
を

使
う

消
費

者
に

よ
る

も
の

が
ほ

と
ん

ど

で
、
予
防

保
全
に

は
限
界

が
あ
り

ま
す
。

そ
こ

で
、

業
務

用
厨

房
機

器
の

突
発

的
な

故

障
を
事
前

に
防
ぐ

た
め
に

は
、
次

の
対
応

が
効

果
的

で
す

。

６
．
２

業
務

用
厨

房
機

器
と
保

守
契

約
P.

85

59

業
務

用
の

厨
房

で
は

、
“
調

理
が

出
来来

れ
ば

（
火火

がが
付付

け
ば

）
壊

れ
るる
ま
でで
使使

うう
”
こ
れ

が
実

態
で
す
。

・
給

気
設

備
の

汚
れ

、
故

障
・
排

気
設

備
の

汚
れ

、
故

障
・
燃

焼
器

の
汚

れ
、
故

障

・
掃

除除
はは

や
りり
たた
くく
なな
い

・
寿

命命
はは

延
びび
るる
がが

、
い
ずず
れれ

劣劣
化

すす
るる

・
修修

理
に
費

用
も
か

か
るる
のの

で
、
壊壊

れれ
るる

ま
でで
使

うう
（
ま
だだ
使

ええ
るる
）

・
消

費
者

の
不

適
切

行
動

・
人人

のの
ミミ
スス
はは

見見
つつ
けけ
に
くく
い

・
つつ
い
つつ
い
慣

れれ
で

◆◆
業業

務務
用用

厨
房房

にに
おお
けけ
るる
問

題題
点点

消
費

者
自

身
が

、
機

器
の

メメ
ンン
テ
ナナ
ンン
スス
を
心

が
け
る
こ
と
が

肝
要

。

「
周周

知
に
よよ
りり
業

務務
用用

厨
房房

のの
担担

当当
者

の
意

識
をを
変変

え
るる
」
→

販販
売売

事
業

者
のの

責
務務

P.
85

58

６
．
１

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販

売
事

業
者

の
対

応

■
Ｌ
Ｐ
ガ

ス
販
売

事
業
者

の
対
応

▼
厨

房
で

使
わ

れ
て

い
る

業
務

用
厨

房
機

器
に

不不
具

合合
がが

あ
っ

たた
場

合合
、

ガ
ス

機
器

に
関

す

る
ク

レ
ー

ム
や

修
理

の
依

頼
は

、
製

造
メメ

ー
カカ

ー
に

直
接

に
連

絡
さ

れ
ま

す
。

▼
一

方
、

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

販
売

事
業

者
に

は
、

ガ
ス

切
れ

や
ガ

ス
臭

等
の

連
絡

は
あ

っ
て

も
、

ガ
ス

機
器

の
故

障
や

修
理

の
依

頼
に

関
す

る
連

絡
は

ほ
と

ん
ど

あ
り

ま
せ

ん
。

▼
し

た
が

っ
て

、
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
販

売
事

業
者

が
、

業
務

用
厨

房
機

器
の

劣
化

に
よ

る
故

障
、

事
故

の
可

能
性

を
ほ

と
ん

ど
把

握
で

き
な

い
の

が
現

状
で

す
。

▼
業

務
用

厨
房

機
器

は
、

調
理

を
す

る
た

め
の

生
産

性
が

高
く

、
長

時
間

の
使

用
が

で
き

る
よ

う
に

作
ら

れ
て

い
ま

す
が

、
前

述
の

使
用

例
の

よ
う

に
使

用
と

と
も

に
劣

化
し

、
部

品
交

換

等
の

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

が
欠

か
せ

ま
せ

ん
。

▼
し

か
し

、
“

厨
房

機
器

を
使

う
消

費
者

は
、

調
理

が
出

来
れ

ば
（

火
が

付
け

ば
）

壊
れ

る

ま
で

使
う

。
”

の
が

実
態

で
す

。

P.
85
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２
．
５

維
持

管
理

P.
93

警
報
履
歴
の
確
認
方
法
（
例
）

１
年

以
内

に
警

報
し
た
履

歴
が

あ
る
場

合
、
点

検
／

停
止

ス
イ
ッ
チ
を
操

作
す
る
こ
と
に
よ
り
警

報
回

数
を
ラ
ン
プ
の

点
滅

で
確

認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
点

検
／

停
止

ス
イ
ッ
チ
を
６
秒

以
上

押
し
て
、
「
ピ
ッ
」
「
ピ
ピ
ッ
」
「
ピ
ピ
ピ
ッ
」
と
鳴

っ
た
ら
点

検
／

停
止

ス
イ
ッ
チ
か

ら
手

を
離

し
て

く
だ
さ
い
。

ラ
ン

プ
直

近
１
麺

の
警

報
回

数
（
黄

）
（
緑

）

－
３
回

点
滅

（
１
秒

間
隔

）
１
～

５
回

３
回

点
滅

（
１
秒

間
隔

）
－

６
回

以
上

＊
マ
イ
コ
ン
メ
ー
タ
ー
と
連

動
し
て
い
る
場

合
は

連
動

を
解

除
の

上
、
実

施
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ラ
ン
プ
点

滅
後

、
「
ピ
ー
」
と
鳴

り
終

了
し
ま
す
。

・
警

報
が

発
生

し
て
い
な
い
場

合
（
警

報
回

数
０
回

）
は

、
ラ
ン
プ
は

点
滅

し
ま
せ

ん
。

２
．
５

維
持

管
理

P.
93

業
務
用
換
気
警
報
器
が
頻
繁
に
鳴
動
し
た
た
め
「
取
り
外
し
て
い
る
」
、

「
過
去
何
度
か
鳴
動
し
た
が
連
絡
し
て
い
な
い
」
な
ど
の
事
例

→
法
定
周
知
以
外
に
周
知
と
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
。

≪
定
期
点
検
≫

・
設
置
位
置
移
動
の
有
無
、
交
換
期
限
、
正
常
作
動
の
確
認

目
視
と
テ
ス
ト
ス
イ
ッ
チ
に
よ
る
点
検
を
行
う
。

・
警
報
履
歴
の
確
認

警
報
履
歴
を
確
認
し
、
鳴
動
履
歴
が
あ
れ
ば
原
因
を
調
査
し
、

改
善
を
奨
め
ま
し
ょ
う
。

２
．
４
業

務
用

換
気

警
報

器
の

設
置
位

置
P.

93

●
電

池
式

の
た
め
、
１
０
０

V
電

源
配

線
は

不
要

●
取

付
高

さ
が

１
７
０
ｃ
ｍ
が

設
置

基
準

の
た
め
、
設

置
場

所
に
困

ら
な
い
。

①
燃
焼
器
を
設
置
し
て
い
る
室
内
と
同
一
室
内
で
あ
る
こ
と
。

②
燃
焼
器
か
ら
、
水
平
距
離
で
８
ｍ
以
内
で
、

か
つ
床
か
ら

17
0㎝

±
20
㎝
の
位
置
に
設
置
す
る
。

設
置

に
つ
い
て
は

取
扱

説
明

書
を
参

照

ビ
デ
オ

（
６
）
業

務
用

換
気

警
報

器
の

交
換
期

限
P.

93

ガ
ス
警

報
器

工
業

会
で
は

、
平

成
2
2
年

か
ら
業

務
用

換
気

警
報

器
の

交
換

期
限

を
「
６
年

」
に
設

定
し
て
い

ま
す
。

期
限

を
過

ぎ
た
業

務
用

換
気

警
報

器
は

Ｃ
Ｏ
を
検

知
し
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
の

で
期

限
内

に
交

換
す
る
必

要
が

あ
り
ま
す
。

－ 272 －－ 272 －



２
．
７

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
対
応

P.
94

消
費
者
か
ら
の
連
絡
（
通
報
）
事
例

受
付
日

地
域

原
因

通
話
内
容

作
業
結
果

2
01
1
/1
0/
18

埼
玉

不
完
全
燃
焼

フ
ラ
イ
ヤ
ー
を
使
う
と
警
報

器
が
鳴
っ
て
し
ま
う
。
至
急

見
に
来
て
欲
し
い
。

フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
バ
ー
ナ
ー
部
に
煤
が

大
量
に
付
着
し
て
い
た
た
め
、
分
解

し
掃
除
。

2
01
2
/1
1/
13

静
岡

不
完
全
燃
焼

警
報
器
が

2～
3 日

前
か
ら
鳴

り
だ
し
て
、
現
在
は
ず
し
て
い
る
。

ガ
ス
臭
い
の
で
見
に
来
て
欲
し

い
。
多
分
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
原
因

で
は
な
い
か
。
換
気
は
し
て
い

る
。

ガ
ス
臭
い
と
の
作
業
指
示
だ
っ
た
が
、

業
務
用
換
気
警
報
器
が
鳴
っ
て
い
た

と
の
こ
と
で
、
厨
房
内
の
換
気
が
原
因

と
思
わ
れ
る
。
ガ
ス
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
使

用
中
止
を
お
願
い
し
て
現
場
へ
急
行
し

た
。
ガ
ス
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
確
認
を
し
た
と

こ
ろ
、
種
火
の
燃
焼
状
況
が
悪
く
赤
火

に
な
っ
て
お
り
、
換
気
口
部
分
が
す
す

で
詰
ま
っ
て
い
る
状
態
。
種
火
と
バ
ー

ナ
ー
及
び
換
気
口
部
分
の
清
掃
を
し
、

燃
焼
状
態
の
良
好
を
確
認
。
換
気
と
使

用
方
法
の
注
意
と
業
務
用
換
気
警
報

器
の
間
違
い
の
な
い
設
置
を
依
頼
。

２
．
７

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
対
応

P.
94

≪
調
査
点
検
≫

１
.
 
室
内
Ｃ
Ｏ
濃
度
の
測
定

業
務
用
換
気
警
報
器
が
鳴
動
し
て
い
る
時
は
室
内
に
入
ら
ず
、

窓
な
ど
室
外
か
ら
測
定
す
る
。

２
.
 
厨
房
給
排
気
設
備
の
点
検

排
気
設
備
に
よ
る
排
気
が
正
常
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、

給
気
口
が
塞
が
れ
て
い
な
い
か
確
認
す
る
。

３
.
 
燃
焼
器
の
点
検

燃
焼
器
の
排
気
部
や
給
気
部
が
目
詰
ま
り
し
て
い
な
い
か
確
認
す
る
。

２
．
７

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
対
応

P.
94

業
務
用
換
気
警
報
器
は
一
過
性
の
Ｃ
Ｏ
で
は
警
報
し
な
い
た
め
、

消
費
者
か
ら
連

絡
を
受
け
た
時
は
人
体
に
危
険
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
り
、

直
ち
に
換
気
等
の
処
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

≪
状
況
確
認
と
対
応
≫

１
.
 
状
況
の
確
認

・
給
排
気
設
備
（
換
気
扇
等
）
作
動
の
有
無
を
確
認
す
る
。

・
未
使
用
換
気
設
備
の
作
動
と
窓
や
扉
を
開
放
し
、
換
気
の
促
進
を

要
請
す
る
。

２
.
 
燃
焼
器
の
使
用
の
一
旦
停
止

・
燃
焼
器
の
使
用
を
停
止
し
、
安
全
が
確
認
で
き
る
ま
で
は
使
用
し

な
い
よ
う
要
請
す
る
。

２
．
７

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
対
応

P.
94

消
費
設
備
調
査
時
に
は
Ｃ
Ｏ
が
発
生
し
て
い
な
く
て
も
、
複
数
の
ガ
ス

機
器
が
同
時
に
使
用
さ
れ
る
営
業
中
に
Ｃ
Ｏ
が
発
生
す
る
事
例
が
あ
り
、

こ
れ
ら
は
、
換
気
装
置
の
作
動
忘
れ
、
不
適
切
な
使
用
方
法
等
に
起
因

し
て
い
ま
す
。

業
務
用
換
気
警
報
器
の
鳴
動
状
況
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
消
費

者
の
使
用
実
態
に
つ
い
て
も
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
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２
．
８

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
事
例

P.
96

概
要

事
故
防
止
の
た
め
の
行
動

業
務

用
厨

房
の

種
類

：
饅

頭
屋

（
饅

頭
を
店

で
蒸

し
て
販

売
す
る
）

ポ
イ
ン
ト
：

・
貸

店
舗

で
の

営
業

・
既

存
の

換
気

扇
で
は

能
力

不
足

・
既

存
の

給
気

口
で
は

能
力

不
足

直
接

原
因

：
直

接
の

原
因

は
換

気
扇

の
未

作
動

だ
っ
た
。

換
気

扇
の

能
力

不
足

が
根

本
に
あ
っ
た
。

貸
店

舗
を
改

装
し
、
業

務
用

の
店

舗
と
し
て
営

業
を

行
っ
て
い
る
お
店

は
、
換

気
扇

の
能

力
に
注

意
が

必
要

換
気

扇
能

力
ア
ッ
プ
・
給

気
口

増
大

を
実

施

２
．
８

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
事
例

P.
95

概
要

事
故
防
止
の
た
め
の
行
動

業
務

用
厨

房
の

種
類

：
和

食
食

堂
ポ
イ
ン
ト
：

・
三

重
巻

き
バ

ー
ナ
ー
が

ス
ー
プ
台

の
一

番
奥

ま
で
押

し
込

ま
れ

て
設

置
さ
れ

て
い
た
。

直
接

原
因

：

三
重

巻
バ

ー
ナ
ー
が

ス
ー
プ
台

の
バ

ッ
ク
ガ
ー
ド
ギ

リ
ギ
リ
ま
で
奥

に
押

し
込

ま
れ

て

設
置

さ
れ

て
い
た
た
め
、
２
次

空
気

の
供

給
が

不
足

し
、
不

完
全

燃
焼

が
発

生
し
た
。

三
重

巻
き
バ

ー
ナ
ー
な
ど
移

動
が

可
能

な
燃

焼
器

は
、
可

能
な
限

り
レ
ン
ジ
台

な
ど
の

奥
に
押

し
込

ま
れ

た
状

態
で
設

置
さ
れ

る
こ
と
が

多
い
が
、

バ
ッ
ク
ガ
ー
ド
等

と
接

近
し
す
ぎ
て
し
ま
い
、
二

次
空

気
の

不
足

に
陥

り
や

す
い
。

作
業

上
は

可
能

な
限

り
奥

に
入

れ
て
作

業
ス

ペ
ー
ス
を
確

保
し
た
い
所

で
あ
る
が

、
設

置
位

置
に
は

注
意

し
て
頂

く
。

２
．
７

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
事
例

P.
95

概
要

事
故
防
止
の
た
め
の
行
動

業
務

用
厨

房
の

種
類

：
肉

店
（
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
の

仕
込

み
用

）
ポ
イ
ン
ト
：
「
換

気
と
窓

の
位

置
」

・
換

気
扇

の
隣

に
窓

が
あ
っ
た
。

・
ア
コ
ー
デ
オ
ン
カ
ー
テ
ン
で
仕

切
る
こ
と
が

で
き
る
。
（
普

段
は

仕
切

ら
な
い
で
使

用
し
て
い
た
）

直
接

原
因

：
「
給

気
の

シ
ョ
ー
ト
サ

ー
キ
ッ
ト
」

換
気

扇
を
作

動
さ
せ

て
い
て
も
、
部

屋
全

体
の

排
気

は
行

わ
れ

ず
、
窓

か
ら
の

給
気

を
そ

の
ま
ま
排

気
し
て
し
ま
い
、
結

果
と
し
て
給

気
が

不
足

し
て
い
た
。

換
気

扇
位

置
の

移
動

（
換

気
扇

位
置

を
給

気
口

と
な
る
窓

と
、
部

屋
の

対
角

線
上

と
な
る
場

所
と
す
る
の

が
有

効
）
。

換
気

扇
位

置
の

移
動

が
完

了
す
る
ま
で
は

、
ア
コ
ー
デ
オ
ン
カ
ー
テ
ン
を
閉

め
て
使

用
し
な
い
よ
う
に
し
て

い
た
だ
く
。

２
．
８

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
事
例

P.
95

概
要

事
故
防
止
の
た
め
の
行
動

業
務

用
厨

房
の

種
類

：
ラ
ー
メ
ン
店

ポ
イ
ン
ト
：
「
給

気
口

」

・
給

気
口

が
排

気
フ
ー
ド
の

真
下

に
位

置
し
て
い
た
。

直
接

原
因

：
「
給

気
口

フ
ィ
ル

タ
ー
」

油
と
埃

で
目

詰
ま
り
し
て
お
り
給

気
口

と
し
て
機

能
し
て
い
な
い
。

給
気

口
位

置
の

移
動

フ
ィ
ル

タ
ー
の

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

清
掃

・
交

換
を
し
て
頂

く
。
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３
．
１

主
な
特

徴
P.

97

（
分
離
型
警
報
器
の
例
）

・
耐
湿
防
滴
構
造
（
ガ
ス
検
知
部
）

・
マ
イ
コ
ン
メ
ー
タ
連
動
出
力

・
故
障
表
示
機
能

（
検
知
部
信
号
線
断
線
等
）

３
．

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

警
報
器

P.
97

床
の
水
洗
い
や
、
多
量
の
調
理
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
使
用

す
る
な
ど
の
業
務

用
厨
房
に
は
環
境
に
適
し
た
防
滴
構
造
を
有
す
る
分
離
型
や
誤
報
防
止

型
警
報
器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

業
務
用
厨
房
で
使
用
さ
れ
る
ガ
ス
機
器
は
大
型
の
器
具
が
多
く
、
ガ
ス
が

漏
え
い
す
る
と
短
時
間
で
爆
発
下
限
界
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
早
期

発
見
に
備
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
警
報
器
は
、
空
気
中
に
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
が

0.
02

～
0.

5％
（
爆
発
下
限
界

の
1/

10
0～

1/
4）

の
、
わ
ず
か
な
ガ
ス
漏
れ
を
検
知
し
て
警
報
音
や
外
部

に
信
号
を
出
し
て
知
ら
せ
ま
す
。

１
．
６

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
事
例

P.
96

概
要

事
故
防
止
の
た
め
の
行
動

業
務
用
厨
房
の
種
類
：
洋
食
レ
ス
ト
ラ
ン

設
備
：

有
圧
換
気
扇
は

2箇
所
に
設
置
さ
れ
て
お
り
う
ち
一
台

は
給
気
扇
と
連
動
し
て
い
る
。
厨
房
に
は
薪
の
ピ
ザ
窯

が
あ
り
、
こ
ち
ら
の
排
気
は
煙
突
に
よ
る
自
然
排
気
。

ポ
イ
ン
ト
：

・
機
器
の
掃
除
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

直
接
原
因
：

直
接
原
因
は
換
気
扇
の
作
動
忘
れ
で
あ
っ
た
。

厨
房
内
を
清
掃
す
る
際
に
、
麺
ゆ
で
器
の
排
気
口
か

ら
燃
焼
器
内
部
に
洗
剤
等
が
流
れ
込
み
、
長
い
間
を

か
け
て
内
部
に
酷
い
汚
れ
を
作
り
、
燃
焼
状
態
を
悪
化

さ
せ
て
い
た
。

給
気
口
位
置
に
注
意
し
、
荷
物
等
で
塞
い
で
し
ま
う
こ
と

の
な
い
よ
う
に
し
て
頂
く
。

２
．
８

鳴
動

連
絡

（
通

報
）
時

の
事
例

P.
96

概
要

事
故
防
止
の
た
め
の
行
動

業
務

用
厨

房
の

種
類

：
う
ど
ん
屋

ポ
イ
ン
ト
：

・
給

気
口

の
閉

塞
直

接
原

因
：

給
気

口
裏

側
に
棚

を
作

成
し
、
物

を
置

い
て
て
し

ま
っ
た
た
め
、
結

果
と
し
て
給

気
口

が
閉

塞
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。

給
気

口
位

置
に
注

意
し
、
荷

物
等

で
塞

い
で
し
ま

う
こ
と
の

な
い
よ
う
に
し
て
頂

く
。
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３
.５

ガ
ス
警

報
器

が
Ｃ
Ｏ
（
不

完
全
燃

焼
）
を
検

知
し
た
事

例
P.

98

事
例

20
12

年
３
月

１
日

岐
阜
県

岐
阜
県
内
の
交
流
施
設
に
お
い
て
、
そ
ば
打
ち
体
験
学
習
中
の
高
校
生

35
名
、
教
員

7名
及
び
体
験
学
習
の
講
師
７
名
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
の
計

49
名
の
う

ち
、
高
校
生

16
名
と
教
員

4名
、
講
師

2名
の
計

22
名
が

、
一
酸
化
炭
素
（
以

下
「
C

O
」
と
い
う
。
）
中
毒
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

原
因
は
、
そ
ば
打
ち
体
験
学
習
中
に
使
用
し
て
い
た
め
ん
ゆ
で
器
の
排
気
口

が
鍋
で
塞
が
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
排
気
不
良
に
な
り
、
不
完
全
燃
焼
を
起
こ

し
て

C
O
が
発
生
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
当
該
め
ん
ゆ
で
器
の
排
気
口
を
塞
い
だ
状
態
で
使
用
し
て
い
た
際
、
ガ

ス
警
報
器
が

2回
鳴
動
し
て
い
ま
し
た
が
、
当
該
警
報
器
を
コ
ン
セ
ン
ト
か

ら
抜

い
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

不
完
全
燃
焼
が
起
き
る
と
、

C
O
を
含
む
未
燃
ガ
ス
（
可
燃
性
の
ガ
ス
）
が
発
生

す
る
こ
と
か
ら
、
未
燃
ガ
ス
に
ガ
ス
警
報
器
が
反
応
し
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ

ま
す
。

（
出

典
経

済
産

業
省

）

３
.４

警
報

器
鳴

動
通

報
時

の
対
応

P.
97

ガ
ス
警
報
器
が
警
報
し
た
時
は
必
ず
原
因
が
あ
り
ま
す
。
ガ
ス
漏
れ

以
外
の
警
報
で
は
、
水
ぬ
れ
や
断
線
、
シ
ョ
ー
ト
等
に
よ
る
故
障

も
あ

り
、
水
ぬ
れ
を
放
置
す
る
と
漏
電
事
故
に
至
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
Ｃ
Ｏ
を
検
知
し
た
事
例
も
あ
り
、
警

報
時
の
状
況
を
よ
く
確
認
し
、

漏
え
い
検
査
で
漏
れ
が
な
い
場
合
で
も
、
燃
焼
器
の
燃
焼
状
態
を
確

認
す
る
な
ど
、
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

ガ
ス
警
報
器
は
Ｃ
Ｏ
を
検
知
す
る
設
計
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

極
端
な
酸
素
不
足
で
ガ
ス
が
正
常
に
燃
焼
し
な
い
場
合
は
Ｃ
Ｏ
を
含
む

未
燃
ガ
ス
が
発
生
し
、
そ
れ
を
検
知
し
て
警
報
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３
.３

維
持

管
理

P.
97

・
消
費
設
備
調
査
の
時
は
、
正
し
く
設
置
さ
れ
て
い
る
か
、
電
源
が
入
っ
て

い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ガ
ス
検
知
部
の
周
り
に
物
が
置
か
れ
て
い
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
設
置
か
ら

5年
を
経
過
し
た
も
の
は
規
定
の
ガ
ス
濃
度
で
警
報
し
な
い
等
、

誤
作
動
の
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
新
品
と
交
換
す
る
よ
う
消
費
者
に
要
請

し
て
く
だ
さ
い
。

３
．
２

設
置

位
置

P.
97

（
図
５
）
設
置
位
置

ガ
ス
検
知
部
は
、
ガ
ス
機
器
の
遠
い
外

側
面
か
ら
水
平
距
離
４
ｍ
以
内
、

床
上

30
ｃ
ｍ
に
設
置
し
、
警
報
部
は
水
や
湯
気
が
直
接
掛
か
ら
な
い
場

所
お
よ
び
高
温
に
な
ら
な
い
場
所
、
警
報
ラ
ン
プ
が
見
易

い
位
置
に
設

置
し
ま
す
。
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４
.２

ガ
ス
警

報
器

連
動

遮
断

事
例

P.
99

受
付
日

地
域

原
因

対
応

内
容

2
01
1
/7
/1
7

0
0
時
01
分

岡
山

不
完
全
閉
止

社
宅
食
堂
か
ら
警
報
遮
断
を
受
信
。
連
絡
取
れ
ず
出
動
、
社
宅
に
居
た

社
員
と
食
堂
に
入
っ
た
と
こ
ろ
警
報
器
が
鳴
動
中
。

点
検
の
結
果
、
1口

コ
ン
ロ
が
半
開
、
閉
止
し
て
換
気
を
行
っ
た
、
自
記
圧

計
で
他
に
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
。

2
01
2
/8
/2

1
4
時
35
分

兵
庫

接
触
に
よ
る

半
開

飲
食
店
か
ら
警
報
遮
断
を
受
信
。
連
絡
と
れ
ず
出
動
。
消
費
者
が
店
舗

の
前
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
た
め
、
事
情
を
説
明
し
て
店
内
に

入
る
と
警
報
器
の
鳴
動
と
ガ
ス
臭
が
あ
り
、
換
気
後
、
点
検
の
結
果
鋳
物

コ
ン
ロ
が
半
開
き
な
っ
て
い
た
。

不
注
意
に
よ
る
接
触
で
半
開
。

自
記
圧
計
で
他
に
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
。
器
具
の
取
り
扱
い
は
十

分
注
意
し
、
閉
店
時
は
元
栓
を
閉
め
る
よ
う
依
頼
。

消
費

者
の

連
絡

（
通

報
）
と
対

応
事

例

４
.２

ガ
ス
警

報
器

連
動

遮
断

事
例

P.
99

受
付
日

地
域

原
因

対
応

内
容

2
01
1
/3
/6

2
1時

48
分

兵
庫

不
完
全
閉
止

公
民
館
か
ら
警
報
遮
断
を
受
信
。
電
話
で
連
絡
と
れ
ず
出
動
し
た
と
こ
ろ

警
報
器
が
鳴
動
中
、
室
内
に
入
れ
な
い
た
め
容
器
バ
ル
ブ
と
中
間
ガ
ス

栓
を
閉

止
。
翌
日
、
点
検
の
結
果
未
使
用
ガ
ス
栓
が
半
開
に
な
っ
て
い
た
。

原
因
は
前
日
会
議
が
あ
り
、
コ
ン
ロ
を
持
ち
込
み
使
用
し
た
後
、
不
完
全

閉
止
で
あ
っ
た
。
使
用
後
は
、
点
検
を
確
実
に
行
う
よ
う
依
頼
。

2
01
1
/3
/2
8

2
2時

20
分

長
崎

閉
め
忘
れ

飲
食
店
か
ら
警
報
遮
断
を
受
信
。
連
絡
と
れ
ず
に
近
く
に
い
た
社
員
が
出

動
し
、
消
費
者
と
店
内
に
入
り
換
気
後
、
漏
え
い
原
因
を
調
査
し
た
と
こ
ろ

鋳
物
コ
ン
ロ
の
器
具
栓
が
半
開
、
閉
め
忘
れ
に
よ
る
漏
え
い
が
原
因
。

幸
い
、
警
報
器
の
作
動
が
早
く
、
遮
断
し
た
た
め
漏
え
い
量
も
少
な
く
、
火

気
を
使
用
し
な
か
っ
た
た
め
大
事
に
至
ら
ず
。

使
用
後
は
確
実
に
器
具
栓
を
閉
め
る
習
慣
を
つ
け
る
よ
う
要
請
し
た
。

2
01
1
/5
/8

7時
3
9分

石
川

接
触
に
よ
る

半
開

飲
食
店
か
ら
警
報
遮
断
を
受
信
。
連
絡
と
れ
ず
出
動
し
、
容
器
バ
ル
ブ
と

中
間
ガ
ス
栓
を
閉
止
し
て
メ
モ
を
残
し
た
。
そ
の
後
10

時
頃
消
費
者
が
仕

込
み
に
来
た
た
め
事
情
を
説
明
、
店
内
に
入
り
換
気
後
、
漏
え
い
原
因
を

調
査
し
た
と
こ
ろ
鋳
物
コ
ン
ロ
の
器
具
栓
が
半
開
、
器
具
栓
に
何
か
の
拍

子
に
当
た
っ
て
し
ま
い
半
開
に
な
っ
た
の
が
漏
え
い
原
因
。
自
記
圧
計
で

他
に
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
。
使
用
後
は
確
実
に
元
栓
と
器
具
栓
を

閉
め
る
よ
う
要
請
し
た
。

消
費
者
の
連
絡
（
通
報
）
と
対

応
事

例

４
．

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

警
報
器

と
の
連

動
P.

98

４
.１

ガ
ス
警

報
器

と
Ｓ
Ｂ
型

保
安
メ
ー
タ
の

連
動

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
警
報

器
と
マ
イ
コ
ン
メ
ー
タ
ー
を
信

号
線
又

は
無
線

ユ
ニ
ッ
ト
等

で
連
動

す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
一

層
、
保

安
の

向
上

が
図

れ
ま
す
。
（
図

6参
照

）
更

に
ア
ン
サ

ー
機

能
付

き
及

び
プ
ラ
グ
抜

け
機

能
付

き
警

報
器

と
連

動
す
る
と
遮

断
事

象
を
警

報
器

の
音

声
メ
ッ
セ
ー
ジ

な
ど
で
分

か
り
易

く
消

費
者

に
知

ら
せ

た
り
、
警

報
器

の
電

源
断

・
電

源
抜

け
情

報
を
メ
ー

タ
ー
に
表

示
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

（
Ｓ
Ｂ
型

保
安

メ
ー
タ
ー
は

業
務

用
の

た
め
警

報
器

が
連

動
さ
れ

な
い
と
使

用
で
き
な
い
よ
う

に
設

計
さ
れ

て
い
ま
す
。
使

用
最

大
流

量
４
㎥

/h
の

メ
ー
タ
ー
で
継

続
使

用
時

間
遮

断
機

能
を
設

定
時

は
警

報
器

を
接

続
し
な
く
て
も
使

用
可

能
）

ガ
ス
警

報
器

（
ア
ン
サ

ー
付

き
）

業
務

用
SB

メ
ー
タ
ー

（
図

６
）
シ
ス
テ
ム
構

成
例

３
.５

ガ
ス
警

報
器

が
Ｃ
Ｏ
（
不

完
全
燃

焼
）
を
検

知
し
た
事

例
P.

98

受
付
日

地
域

原
因

通
話
内
容

作
業
結
果

2
01
1
/1
0/
25

埼
玉

埋
設
管
腐
食

警
報
器
が
朝
来
た
ら
鳴
っ
て
い

た
。
ス
プ
レ
ー
等
で
反
応
す
る

場
合
が
あ
る
と
伝
え
る
が
不
安

が
あ
る
の
で
点
検
し
に
来
て
欲

し
い
。
ガ
ス
の
臭
い
が
す
る
か

聞
い
た
と
こ
ろ
色
々
な
臭
い
が

す
る
の
で
分
か
ら
な
い
。

漏
え
い
検
査
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
測
定

開
始
圧
力
は

4
0K

Pa
ス
タ
ー
ト
。
終
了

圧
力
が

1
49

K
Pa

の
た
め
、
即
ガ
ス
の

使
用
を
中
止
し
改
善
工
事
を
行
っ
た
。

消
費
側
配
管
が
埋
設
の
白
ガ
ス
管
。

腐
食
に
よ
る
漏
え
い
が
原
因
。

2
01
2
/2
/1
3

兵
庫

埋
設
管
腐
食

集
中
監
視
を
し
て
い
る
中
華

料
理
店
か
ら
警
報
遮
断
を
受

信
。
電
話
で
は
原
因
が
特
定
で

き
ず
、
出
動
。

警
報
器
は
鳴
動
し
て
い
な
か
っ
た
が
自

記
圧
計
で
圧
力
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
微

少
漏
え
い
を
確
認
し
、
原
因
を
詳
し
く

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
ゴ
ム
管
の
接
続
部

か
ら
漏
え
い
を
つ
き
と
め
た
。
消
費
者

が
前
日
ガ
ス
器
具
を
移
動
、
ゴ
ム
管

の
長
さ
を
調
整
す
る
た
め
に
切
断
し
た

際
、
先
端
が
ま
っ
す
ぐ
に
切
ら
れ
て
お

ら
ず
接
続
不
良
に
よ
る
漏
え
い
が
原

因
。
消
費
者
に
よ
る
接
続
は
少
な
く
な

い
。
移
動
時
は
確
実
に
接
続
が
さ
れ
て

い
る
か
確
認
す
る
よ
う
依
頼
。

消
費
者
の
連
絡
（
通
報
）
と
対

応
事

例

－ 277 －－ 277 －







(
２２

)
周周

知知
のの

方方
法法

2
.
1
 
家
庭
用
の
Ｃ
Ｏ
警
報
器
の
場
合

P.
10

2

図
6.

7
ガ
ス
も
れ

事
故

防
止

の
た
め
の

手
引

き
図

6.
8

警
報

器
が

鳴
っ
た
ら
シ
ー
ル

２
．

警
報

器
を

設
置

し
た

お
客

様
へ

の
周

知
P.

10
2

2
.
1
 
家
庭
用
の
Ｃ
Ｏ
警
報
器
の
場
合

①①
警

報報
器

がが
鳴

っ
た

時
のの

おお
客客

様
のの

対対
応

・
ド

ア
や
窓
を

開
け
て

充
分
に

換
気
を

す
る
。

・
ガ

ス
の
使
用

を
や
め

、
ガ
ス

栓
、
器

具
栓
を

閉
め

る
。

・
販

売
店
に
連

絡
し
、

燃
焼
器

の
点
検

を
し
て

も
ら

う
。

② ②
注

意
事

項項

・
警

報
器
が
鳴

っ
て
い

る
の
を

部
屋
の

外
で
聞

い
た

と
き

に
は

、

外
側
か

ら
ド
ア

や
窓

を
開

け
て

換
気

を
し

て
か

ら
入

る
。

・
警
報

器
が
鳴

っ
て
い

る
部
屋

に
い
き

な
り

入
る

と
、

部
屋
の
Ｃ

Ｏ
濃
度

が
高
い

場
合

、
Ｃ

Ｏ
中

毒
に

な
る

危
険

性
が

あ
る

。

・
点
検

が
終
わ

る
ま
で

は
、
ガ

ス
を
使

わ
な

い
。

・
点
検

の
結
果

、
器
具

が
不
完

全
燃
焼

す
る

こ
と

が
分

か
っ

た
場

合
は

、

必
ず

修
理

を
行

っ
た

後
に

使
用

す
る

。

((
１

))
周周

知
すす

るる
内内

容容

責
任
者
や
保
安
管
理
担
当
者
の

方
へ
の
周
知
を
行
い
、
従
業
員
へ

の
周
知
を
依
頼
す
る
。

◆
業

務
用

施
設

へ
の

ポ
イ
ン
ト

業
務
用
施
設
、
特
に
飲
食
店
や
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
厨
房

等
の
場

合
、

一
般
家
庭
と
比
較
し
、
特
殊
な
環
境
並

び
に
使
用
状

況
の

た
め
、
周

知
の
ポ
イ
ン
ト
は
一
般
家
庭
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

■
始

業
時

と
終
業

時
の

安
全

確
認

を
徹

底
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

■
各

種
安

全
装

置
の

付
い
た
厨

房
機

器
を
お
す
す
め
し
ま
し
ょ
う
。

■
点

火
ミ
ス
の

な
い
よ
う
、
安

全
な
点

火
方

法
へ

の
改

善
を
お
願

い
し
ま
し
ょ
う
。

ビ
デ
オ

P.
10

4

小
型

湯
沸

器
へ

の
注

意
喚

起
ス
テ
ッ
カ
ー

◆
周

知
対

象
先

ご
と
の

ポ
イ
ン
ト

周
知
対

象
先

ご
と

の
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の

使
用

状
況

や
設

備
状

況
な

ど
を

十
分
に

把
握

し
た

上
で

、
そ

れ
ぞ

れ
に

合
わ

せ
た

説
明

方
法

や
わ

か
り

や
す

い
ツ

ー
ル

を
用

い
て

周
知

を
行

い
ま

す
。

使
用
者

へ
の

注
意

喚
起

強
化

の
た

め
、

「
換
気

し
な

い
と

一
酸

化
炭

素
中

毒
に

よ
り

死
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

。
」

旨
を
広

く
周

知
す

る
。

《
Ｃ
Ｏ

中
毒

事
故

防
止

の
周

知
に

つ
い

て
》

－ 280 －－ 280 －



P.
10

3
ガ
ス
警

報
機

工
業

会
で
作

成
し
た
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の

活
用

「
業

務
用

厨
房

でで
のの

C
O
中

毒
事

故故
防防

止
～

業業
務

用
換換

気気
警

報
器

のの
必必

要
性

～
」

▼
ht

tp
://

w
w

w.
gk

k.
gr

.jp
/d

ow
nl

oa
d/

gk
k_

co
.p

df

P.
10

3

P.
10

3
2
.
2
 
業
務
用
換
気
警
報
器
の
場
合

(
２２

)
周

知知
のの

方方
法法

警
報

器
を
設

置
し
た
時

や
、
定

期
点

検
時

に
取

扱
説

明
書

を
用

い
て
お
客

様
に
伝

え
る
。

(
３

)
周周

知知
のの

ポポ
イイ

ンン
ト

・
飲

食
店

な
ど

の
小

規
模

施
設

の
場

合
、

店
主

や
店

長
な

ど
の

代
表

者
に

説
明

し
、

従
業

員
（

パ
ー

ト
等

含
む

）
に

も
、

周
知

し
て

も
ら

う
様

依
頼

す
る

。

・
大

規
模

業
務

用
施

設
の

場
合

は
、

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

保
安

連
絡

担
当

者
に

説
明

し
、

各
従

業
員

に
周

知
し

て
も

ら
う

様
依

頼
す

る
。

・
公

民
館

、
貸

し
別

荘
、

病
院

及
び

学
校

な
ど

は
、

管
理

責
任

者
に

対
し

て
説

明
し

、

責
任

者
か

ら
実

際
に

使
用

す
る

人
に

周
知

し
て

も
ら

う
様

依
頼

す
る

。

・
従

業
員

が
入
れ

替
わ

り
、

機
器

取
扱

が
未

熟
な

状
態

で
使

用
さ

れ
る

場
合

が

あ
る

の
で

、
新

人
が

入
っ

た
場

合
は

必
ず

説
明

す
る

。

・
お

店
の

従
業
員

だ
け

で
無

く
お

客
様

も
含

め
一

度
に

多
数

の
人

が
Ｃ

Ｏ
中

毒
の

被
害

を
受

け
る

お
そ

れ
が

あ
る

の
で

、
必

ず
緊

急
連

絡
先

に
連

絡
し

て
点

検
を

受
け

る
必

要
が

あ
る

こ
と

を
説

明
す

る
。

P.
10

3
2
.
2
 
業
務
用
換
気
警
報
器
の
場
合

①①
警

報
器器

がが
鳴

っ
たた

時
のの

おお
客客

様様
の

対
応

・
換
気

扇
等
の

換
気
装

置
を
作

動
さ
せ

る
。

・
す
で

に
作
動

さ
せ
て

い
る
場

合
は
ド

ア
や

窓
を

開
け

て
充

分
に

換
気

を
す

る
。

・
燃
焼

器
の
使

用
を
中

止
す
る

。
・
緊
急

連
絡
先

に
連
絡

し
、
燃

焼
器
の

点
検

を
し

て
も

ら
う

。

②②
注

意
事

項項

・
換
気

扇
な
ど

の
換
気

装
置
を

作
動
さ

せ
て

も
警

報
が

止
ま

ら
な

い
場

合
は

、
ガ

ス
の
使

用
を
中

止
し
、

状
況
に

よ
っ
て

は
お

客
様

や
従

業
員

を
避

難
さ

せ
る

。
・
警
報

器
が
鳴

っ
て
い

る
の
を

部
屋
の

外
で

聞
い

た
と

き
に

は
、

外
側
か
ら

ド
ア
や

窓
を

開
け

て
換

気
を

し
て

か
ら

入
る

。
・
Ｃ
Ｏ

警
報
器

が
鳴
っ

て
い
る

部
屋
に

い
き

な
り

入
る

と
、

部
屋
の
Ｃ

Ｏ
濃
度

が
高
い

場
合

、
Ｃ

Ｏ
中

毒
に

な
る

危
険

性
が

あ
る

。
・
点
検

が
終
わ

る
ま
で

は
、
ガ

ス
を
使

わ
な

い
。

・
点
検

の
結
果

、
器
具

が
不
完

全
燃
焼

す
る

こ
と

が
分

か
っ

た
場

合
は

、
必

ず
修

理
を

行
っ

た
後

に
使

用
す

る
。

(
１１

))
周周

知知
すす

るる
内内

容容

－ 281 －－ 281 －





こ
の
章
、
終
わ
り

P.
12

0

P.
11

9
P.

11
9
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8

【
対

応
策

そ
の

12
】

「
Ｌ
Ｐ
ガ
スス
消

費
者

地
震

対対
策策

マ
ニ
ュ
ア
ルル

」
等

の
見

直
し

・
今

回
の

震
災

の
教

訓
や

津
波

対
策

の
視

点
等

を
盛

り
込

ん
だ
上

で
改

訂
版

を
作

成
す
る

と
と
も
に
講

習
会

等
に
よ
り
そ
の

活
用

を
図

る
。

・
全

国
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協

会
と
し
て
の

対
応

マ
ニ
ュ
ア
ル

等
を
整

備
し
、
各

都
道

府
県

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協

会
に
お
け
る
活

用
を
図

る
。

【
対

応
策

そ
の

13
】

震
災

対
応

と
コ
ア
と
な
る
人

材
の

育
成

・
全

国
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協

会
は

、
震

災
対

応
に
お
い
て
現

場
で
中

心
的

役
割

を
担

う
都

道
府

県
協

会会
の

職
員

をを
対対

象象
に
、
講

習
会会

等
に
よ
るる
人人

材材
の

育
成

をを
図

るる
。

【
対

応
策

そ
の

14
】

震
災

対
策

に
資

す
る
安

全
技

術
の

開
発

、
指

針
の

策
定

等

・
高

圧
ガ
ス
保

安
協

会
及

び
経

済
産

業
省

は
、
震

災
対

策
に
資

す
る
安

全
技

術
の

開
発

や
指

針
の

策
定

等
の

具 具
体体

的的
なな
テテ
ー
ママ
のの

検
討

・・
実実

施施
をを
行

う
。

以以
上

のの
【【
１
４
のの

対対
応

策
】】
の

提
言

を
受
け
「
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
災災

害
対対

策策
ママ
ニ
ュ
アア
ルル

」
を
作

成
し
た
が

、
昨

今
の

自
然

災
害

に
対

応
す
る
た
め
継

続
しし
てて
改改

訂
を
行

う
。

7

３
．
設

備備
・
機

器
面

に
お
け
るる
対

応

【
対

応
策

そ
の

8】
地

震
及及

びび
津

波
に
よ
るる
物物

理
的的

被被
害

の
防防

止

・
鎖

が
け
、
ベ
ル

ト
が

け
の

上
下

二
重

化
等

の
転

倒
防

止
措

置
の

強
化

・
ガ
ス
メ
ー
タ
、
配

管
等

の
支

持
金

具
等

に
よ
る
固

定
の

強
化

・
落

下
物

か
ら
の

保
護

の
た
め
の

保
護

板
の

設
置

、
容

器
バ

ル
ブ
保

護
プ
ロ
テ
ク
タ
ー

の
導

入

【
対

応
策

そ
の

9】
Ｌ
Ｐ
ガガ
ス
容

器
かか

らら
のの

ガガ
スス
のの

漏
洩洩

・
放放

出
防防

止

・
ガ
ス
放

出
防

止
型

高
圧

ホ
ー
ス
、
ガ
ス
放

出
防

止
器

の
設

置

【
対

応
策

そ
の

10
】

流
出

Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
容容

器器
の

回
収

体体
制

のの
構

築

・
大

規
模

な
災

害
が

起
き
た
場

合
の

流
出

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
容

器
の

回
収

・
保

管
作

業
が

円
滑

に
進

む
よ
う

,予
め
定

め
て
お
く
べ

き
手

順
や

体
制

の
構

築

【
対

応
策

そ
の

11
】

マ
イイ
コ
ンン
メ
ー
タタ
の

復復
帰帰

対
応

等
の

情
報

普
及

震
災

に
よ
り
い
っ
た
ん
遮

断
し
た
マ
イ
コ
ン
メ
ー
タ
に
つ
い
て
、
消

費
者

自
ら
の

復
帰

対
応

の
方

法
及

び
そ
の

際
の

留
意

点
な
ど
に
つ
い
て
、
一

層
の

周
知

を
図

る
。

6

【
対

応
策

そ
の

4】
企企

業
の

枠
をを
超

え
たた
点

検検
・
調

査査
の

推
進

被
災

地
の

他
社

の
顧

客
も
含

め
た
点

検
・
調

査
が

よ
り
多

く
の

地
域

で
実

施
さ
れ

る
よ
う
、
都

道
府

県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協

会
に
お
け
る
具

体
化

を
推

奨
す
る
。

【
対

応
策

そ
の

5】
車

両
の

稼
働

の
確

保
災 災

害
時

の
緊

急
車

両
のの

指
定定

や
燃

料
供

給
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ
う
、
自

治
体

や
地

域
の

石
油

関
係

業
者

と
の

防
災

協
定

等
の

締
結

【
対

応
策

そ
の

6】
防防

災災
協協

定
等

のの
見

直
し

今
回

の
震

災
を
踏

ま
え
た
各

方
面

の
検

討
結

果
も
踏

ま
え
て
、
支

援
物

資
に
関

す
る

事
項

の
他

、
避

難
所

の
情

報
、
緊

急
車

両
の

指
定

、
災

害
時

の
広

報
等

に
関

す
る
事

項
を
追

加
す
る
な
ど
現

行
の

防
災

協
定

の
見

直
し
や

新
た
な
締

結
を
行

う
。

【
対

応
策

そ
の

7】
関

係
機

関
に
よ
る
中

央央
連

絡
会会

議
等

の
設

置
全

国
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協

会
は

中
央

に
お
け
る
役

割
と
し
て
、
被

災
地

の
状

況
に
応

じ
た
情

報
収

集
要

員
の

派
遣

、
関

係
機

関
に
よ
る
災

害
対

応
の

た
め
の

中
央

連
絡

会
議

の
運

営
事

務
局

、
対

応
策

の
提

案
や

応
援

要
員

・
物

資
の

調
達

な
ど
を
行

う
。

ま
た
、
販

売
事

業
者

の
平

時
か

ら
の

顧
客

の
保

安
デ
ー
タ
の

確
保

例
示

す
る
。

１
．
情

報報
収

集集
・
発発

信信
体体

制
の

整
備備

【
対

応
策

そ
の

1】
日

液
協

ル
ー
ト
等

の
追

加

都
道

府
県

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協

会
を
ハ

ブ
と
す
る
情

報
収

集
・
発

信
ル

ー
ト
に
加

え
て
、
日

液液
協

ルル
ー
ト
等

をを
追

加
す
る
。

【
対

応
策

そ
の

2】
把

握
す
る
情

報
の

内
容

や
タ
イ
ミ
ン
グ
の

見
直

し

市 市
町

村
別別

の
消

費
者

戸
数

の
実実

数数
のの

把
握

をを
進

め
るる
と
と
も
に
、
被

害
のの

有有
りり
・
なな

しし
・
不

明
の

別
な
ど
、
情

報
収

集
要

請
の

タ
イ
ミ
ン
グ
や

情
報

共
有

の
在

り
方

も
含

め
て
見

直
す
。

２
．
被

災災
後

の
復復

旧
対対

応

【
対

応
策

そ
の

3】
中

核
充

て
ん
所

の
整

備

災
害

時
に
お
け
る
保

安
業

務
を
含

め
た
様

々
な
役

割
の

担
い
手

と
し
て
、
自

家
発

電
設

備
、
衛

星
通

信
設

備
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
自

動
車

等
を
備

え
た
各

地
域

の
災 災

害
対

応
の

拠
点

と
な
るる
「
中

核核
充充

てて
ん
所所

」
を
整

備
す
る
。

東東
日

本本
大大

震震
災災

をを
踏踏

ま
ええ
たた
【【
１１
４４
のの

対対
応応

策策
】】

5
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Ｌ
Ｐ
ガ
ス
災

害
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

令
和

元
年

度
保

安
専

門
技

術
者

養
成

講
習

Ｂ
版

11

４
、
ガガ
スス
放放

出
防
⽌

型型
⾼

圧圧
ホ
ー
スス
のの

普
及及

促
進進

等

・
熊

本
県

に
お
け
る
ガ
ス
放

出
防
⽌

型
⾼

圧
ホ
ー
ス
の

出
荷

割
合

は
、
平

成
２
７
年

度
で
約

３
４
％

で
あ
っ
た
が

、
地

震
後

の
平

成
２
９
年

度
は

約
７
９
％

ま
で
上

昇
し
た
。

・
⾼

圧
側

に
お
け
る
ガ
ス
漏

え
い
の

リ
ス
ク
軽

減
の

観
点

か
ら
、
引

き
続

き
ガ ガ
スス
放放

出
防防
⽌

型
⾼

圧圧
ホ
ー
スス
のの

普普
及及

促促
進進

をを
行

う
。

・
ま
た
、
容

器
転

倒
防
⽌

措
置

と
し
て
講
じ
て
い
る
鎖鎖

がが
け
⼜

はは
ベベ
ルル

トト
がが

け
をを
⼆

重重
化化

す
る
ほ
か

、
打

込
み

式
ア
ン
カ
ー
ボ
ル

ト
で
基

礎
を
固

定
す
る
、
保

護
板

を
設

置
す
る
な
ど
地

震
等

に
よ
る
被

害
防
⽌

措
置

の
推

進
を
図

る
。

上
記

（
１
）
か

ら
（
４
）
ま
で
の

事
項

を
踏

ま
え
、
現

在
運
⽤

し
て
い
る
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
災災

害
対対

策策
マ
ニ
ュュ
ア
ルル

をを
【【
令令

和
元元

年年
度

版
】】
と
しし
てて
改改

訂
しし
たた
。

10

２
．
情

報
収収

集
体体

制
のの

ルル
ー
ルル

化
のの

検
討

・
熊

本
地

震
で
は

、
現

地
対

応
な
ど
に
よ
り
、
会

員
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販

売
業

者
の

情
報

収
集

が
困

難
だ
っ

た
⼀
⽅

、
⾏

政
機

関
等

は
、
現

地
で
の

対
応

状
況

や
被

害
の

把
握

を
正

確
に
得

る
こ
と
で
、
国
⺠

に
対

し
て
適

切
な
情

報
提

供
を
⾏

な
う
こ
と
が

急
務

と
な
る
。

P
3
9

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
災

害
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

で
定

め
る
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
災災

害
対

応
中

央央
連

絡絡
会会

議
が

中
⼼

とと
な
りり
、

関
連

す
るる
団

体体
等

と
連

携
しし
た
⽀

援援
体

制
等

をを
構

築
すす
るる
ルル

ー
ルル

をを
策策

定
す
る
ほ

か
、
国

や
⾃

治
体体

へへ
の

連
絡

体体
制

と
⽅

法法
に
つつ
いい
て
も
検検

討
す
る
。

ま
た
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
漏

え
い
等

に
よ
り
甚
⼤

な
被

害
が

発
⽣

し
て
い
る
箇

所
へ

の
対

応
の

ほ
か

、
被

災
地

に
お
い
て
重 重

要
なな
施

設設
（
例例

え
ば

、
病病

院
、
学

校
等

））
なな
ど
、
初初

期
段

階
にに
おお
け
るる
現現

地地
対

応
の

優優
先先

度度
に
つつ
いい
てて
も
検検

討
すす
るる
。

３
））
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
集

中
監

視視
シシ
スス
テ
ム
を
導導
⼊

しし
てて
いい
るる
保保

安
機機

関
とと
の

連
携

P
４
０

・
熊

本
地

震
で
は

、
集

中
監

視
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
対

応
者

を
緊

急
参

集
す
る
な
ど
、
特

別
な
体

制

で
対

応
に
あ
た
っ
た
。
集

中
監

視
セ
ン
タ
ー
で
マ
イ
コ
ン
メ
ー
タ
ー
の

動
作

状
況

を
把

握
で
き
る
こ
と

か
ら
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販

売
事

業
者

に
緊

急
対

応
を
⾏

わ
せ

る
べ

き
消

費
者

が
特

定
で
き
る
ほ

か
、
当

該

セ
ンン
タタ
ー
かか

らら
ママ
イイ
コ
ンン
メメ
ー
タタ
ー
をを
遮

断
ささ
せせ

るる
こ
と
も
可

能
な
た
め
、
消

費
設

備
側

で
の

事
故

防
⽌

に
有

効
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か

ら
、
集

中
監

視
セ
ン
タ
ー
と
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販

売
事

業
者

が
連

携
し
て
優

先
度

を
つ
け
た
現

地
対

応
が

可
能

と
な
る
か

検
討

す
る
ほ

か
、
普

及
促

進
を
行

う
。

9

昨
年

３
月

の
経

済
産

業
省

「
産

業
構

造
審

議
会

(保
安

分
科

会
(液

化
石

油
ガ
ス
小

委
員

会
）
）

「
熊

本本
地

震
に
お
け
るる
対対

応
状状

況況
をを
踏

まま
え
たた
今今

後後
の

望
まま
れ

る
対対

応
」
つ
い
て
関

係
団

体
と

の
調

整
等

を
図

り
、
そ
の
結

果
を
反

映
し
た
。

１１
．
都

道道
府

県
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
協

会会
をを
中

心心
と
し
たた
、
横横

断
的的

なな
事

業
者

間
連

携
に
よよ
るる
対対

応

・
各

Ｌ
Ｐ
販

売
事

業
者

が
早

期
復

旧
に
向

け
て
対

応
を
⾏

な
っ
た
⼀
⽅

で
、
関

連
す
る
団

体
等

が
復

旧
状

況
や

被
害

状
況

等
の

把
握

を
す
る
こ
と
で
、
対

応
に
あ
た
る
各

Ｌ
Ｐ
販

売
事

業
者

が
⾯

的
に
復

旧
対

応
を
取

る
こ
と
が

可
能

と
な
り
、
更

な
る
復

旧
の

迅
速

化
と
正

確
さ
が
⾒

込
め
る

こ
の

こ
と
か

ら
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
災

害
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

で
定

め
る
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
災災

害
対

応
中

央央
連

絡絡
会会

議
を
中
⼼

に
，
現

地
に
て
復

旧
対

応
等

に
あ
た
る
全

て
の

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販

売
事

業
者

か
ら
の

情
報

を
集

約
及

び
共

有
し
、
相

互互
に
協
⼒

すす
るる
体体

制
をを
構

築
すす
るる
等

の
ルル

ー
ルル

化化
を
検

討
す
る
。

特
に
、
熊

本
地

震
で
は

、
販

売売
系系

列
の

支
援援

に
よ
るる
迅迅

速速
化

なな
復復

旧
がが

行
わわ

れれ
た
。

２
００
１１
６
年年

４
月

にに
発発

生
しし
た
熊熊

本本
地地

震震
にに
おお
けけ
るる
対対

応
と
しし
てて

－ 286 －－ 286 －









28

【【
対

応
策策

そ
の

１
】】

日
液

協
ルル

ー
ト
等

の
追

加加

都
道

府
県

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協

会
を
ハ

ブ
と
す
る
情

報
収

集
・
発

信
ル

ー
ト
に
加

え
て
、
日

液
協

ル
ー
ト
等

を
追

加
す
る
。

東
日

本
大

震
災

ま
で
は

Ｌ
Ｐ
ガガ
ス
分分

野
のの

災災
害

の
情

報
収収

集
体体

制
はは

、
各各

都都
道

府
県

の
Ｌ
Ｐ
ガガ

スス
協

会会
に
ま
ずず
情

報
がが

集集
ま
るる
と
い
う
体

制
に
な
っ
て
い
て
、
東

日
本

大
震

災
で
は

Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
協

会会
自

体体
がが

被被
災災

を
しし
てて
しし
ま
いい
、
こ
の

結
果

、
迅迅

速速
な
情情

報
収収

集集
がが

出
来来

な
かか

っ
た
。

ど
れ
だ
け
の

被
害

な
の

か
、
ど
れ

だ
け
の

救
援

物
資

が
必

要
な
の

か
全

く
情

報
が

入
ら
ず
、
物

資
は

全
国

か
ら
集

ま
る
け
れ

ど
、
何

を
ど
の

地
域

に
届

け
れ

ば
最

適
な
の

か
判

断
が

出
来

ず
、

中
央

で
は

手
を
こ
ま
ね

い
て
い
た
。

こ
の

情
報

の
収

集
を
、
補

完
す
る
も
の

と
し
て
日

本本
液

化
石石

油
ガガ
スス
協

議
会会

と
いい
う
団

体体
かか

らら
の

情
報報

をを
活活

用
ささ
せ

てて
いい
たた
だだ
こ
うう
と
いい
う
こ
とと
で
【
Ｌ
Ｐ
ガ
スス
災災

害
対対

策策
組

織
図

】】
に
日

液
協

かか
らら

直
接

経
済

産産
業

省省
にに
報

告
がが

上
がが

る
体

制
を
構

築
し
た
。

【 【
対対

応
策

そそ
の

２２
】】

把
握

すす
るる
情

報報
のの

内内
容容

や
タタ
イイ
ミミ
ンン
ググ
のの

見見
直

しし

市
町

村
別

の
消

費
者

戸
数

の
実

数
の

把
握

を
進

め
る
と
と
も
に
、
被

害
の

有
り
・
な
し
・
不

明
の

別
な
ど
、
情

報
収

集
要

請
の

タ
イ
ミ
ン
グ
や

情
報

共
有

の
在

り
方

も
含

め
て
見

直
す
。
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情
報

収収
集集

・
発発

信信
体体

制
の

整
備備

【【
対対

応
策策

そそ
のの

１
】】

日
液

協
ル

ー
ト
等

の
追

加
【【
対

応
策策

そそ
の

２
】】

把
握

す
る
情

報
の

内
容

や
タ
イ
ミ
ン
グ
の

見
直

し

被
災災

後後
の

復
旧

対対
応

【【
対

応
策策

そ
の

３
】】

中
核核

充充
てて
ん
所

の
整

備備
【【
対対

応
策策

そ
のの

４
】】

企
業

の
枠

を
超

え
た
点

検
・
調

査
の

推
進

【 【
対対

応
策策

そ
のの

５
】】

車
両

の
稼

働
の

確
保

【【
対

応
策策

そそ
の

６
】】

防
災

協
定

等
の

見
直

し
【【
対

応
策策

そそ
の

７
】】

関
係

機
関

に
よ
る
中

央
連

絡
会

議
等

の
設

置

【 【
対

応
策策

そ
の

１
０
】】

流
出

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
容

器
の

回
収

体
制

の
構

築
【【
対対

応
策策

そそ
のの

１
１
】】

マ
イ
コ
ン
メ
ー
タ
の

復
帰

対
応

等
の

情
報

普
及

【【
対

応
策策

そそ
のの

１１
２２
】】

「
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
消消

費
者

地地
震

対
策

ママ
ニ
ュ
アア
ルル

」
等

のの
見見

直
し

【【
対

応
策策

そそ
の

１１
３
】】

震
災災

対
応

と
コ
アア
と
なな
るる
人人

材材
のの

育
成成

【【
対

応
策策

そそ
の

１
４
】】

震
災

対
策

に
資

す
る
安

全
技

術
の

開
発

、
指

針
の

策
定

等

26

Ⅱ
Ｌ
Ｐ
ガガ
ス
災災

害
対対

策策
に
係

るる
体体

制
整

備備

１１
．
組組

織織
のの

編編
成成

等等
1-

1
組組

織
1-

2
中

央央
団

体体
に
よ
るる
連

絡
会会

議
等

のの
設

置
1-

3
各各

組
織

の
主

な
役役

割
と
活活

動動

２
．
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
販販

売売
事

業
者

等等
の

防防
災災

体体
制

・
災災

害
対対

策策
2-

1
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
販

売売
事

業
者者

等
の

平
常

時
のの

対
策策

2-
2

Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
販

売売
事

業
者

等
のの

災災
害

発発
生生

後後
の

活
動動

３
．
都

道道
府

県
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
協

会会
等

の
防防

災災
体体

制
・
災

害
対

策策
４４
．
一

般般
消消

費
者

等
にに
お
け
るる
防

災災
対

策策
５
．
Ｌ
Ｐ
ガ
スス
のの

応
急

供
給

に
関関

す
るる
対対

策策

お
わわ

りり
に

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
災

害
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

令
和

元
年

度
保

安
専

門
技

術
者

養
成

講
習

ＣＣ
版
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Ｌ
ＰＰ
ガガ
スス
販販

売売
事

業
者者

のの
役役

割
平

常
時

のの
対対

策策
災災

害
発発

生生
後後

の
活活

動

１
．
販
売
事
業
所
の
近
辺
及
び
供
給

先
地
域

の
被
害

状

況
の
確
認

２
．
各
地
方
公
共
団
体
（
自
治
体
）
、
消
防
及
び
警
察
機

関
、
自
主
防
災
組
織
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
支
部
（
地
区
会
）

か
ら
の
情
報
収
集

３
．
緊 緊

急急
点点

検検
のの

実実
施施
とと
二二
次次

災災
害害
のの

防防
止止

４
．
ＬＬ
ＰＰ
ガガ
スス
協協

会会
支支

部部
（（
地地

区区
会会
））

にに
ＬＬ
ＰＰ
ガガ
スス
設設

備備
のの

被被
害害

状状
況況

等等
のの
報報
告告

「「
被被

害害
ああ
りり
」」

「「
被被

害害
無無
しし
」」

のの
報報

告告
はは

重重
要要

５
．
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
設
備
の
緊
急
対
応
・
応
急
点
検
・
復
旧
措
置

（
改
修
）
の
実
施

６
．
都
道
府
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
か
ら
の
要
請
に
よ
る
応

援

要
員
の
派
遣

７
．
市 市

区区
町町

村村
等等

のの
地地
方方
公公

共共
団団
体体
（（
自自

治治
体体
））
かか
らら
のの

要要
請請

にに
よよ
りり
病病

院院
等等

公公
共共

施施
設設
、、
避避

難難
場場

所所
等等

へへ
のの

緊緊
急急

ガガ
スス
供供

給給

１
．
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
一
般
消
費
者
等
へ
の
保
安

啓
発

２
．
自
主
防
災
組
織
が
実
施
す
る
炊

き
出

し
訓
練
等

へ
の

参
加
と
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
使
用
方
法
の
啓
発

３
．
Ｌ Ｌ
ＰＰ
ガガ
スス
設設

備備
のの

耐耐
震震

化化
とと
水水

害害
等等

対対
策策
のの

促促
進進

（
地

震
対
策
用
安
全
機
器
の
設
置
等
及
び
鎖
の

２
重
掛

)
４
．
ハ
ザ
－
ド
マ
ッ
プ
等
を
活
用
し
、
優
先
的
供

給
先
の

確
認

５
従従

業業
員員

等等
のの

安安
否否
確確
認認

方方
法法

と
情
報
（
災
害
発
生
時

等
）
収
集
等
連
絡
体
制
の
整
備

６
．
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
設
備
の
緊
急
対
応
・
応
急
点
検
体
制
と
判
定

基
準
の
整
備

７
．
各
種

団
体
、
都
道
府
県
協
会

が
開
催

す
る
防防

災災
訓訓
練練

、、
被被

災災
確確

認認
情情
報報

訓訓
練練
（（
１１
回回

以以
上上
／／

年年
））
にに
参参

画画
と
自

主
的
防
災
訓
練
の
実
施

８
．
公
共
施
設
等
に
災
害
用
バ
ル
ク
設
備
の

設
置
等

を
要
請

９
．
非
常
用
品
の
備
蓄

10
事事

業業
継継

続続
計計

画画
のの
策策
定定
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都都
道

府府
県県

Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
協協

会会
のの

役役
割

平
常

時
のの

対対
策策

災災
害

発発
生生

後後
のの

活活
動動

１
．
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
一
般
消
費
者
等
へ
の
災
害
時
の
対
応
等

の
啓
発

２
．
市 市

区区
町町

村村
毎毎

のの
ＬＬ
ＰＰ
ガガ
スス
消消

費費
者者

世世
帯帯
数数
のの

把把
握握

３
．
各各

地地
方方

公公
共共

団団
体体
（（
自自
治治
体体
））
等等

とと
のの
防防
災災

協協
定定

締締
結結

のの
推推

進進
４
．
広広

域域
避避

難難
場場

所所
、、
一一
次次

避避
難難
場場

所所
やや
小小

中中
学学
校校

等等
公公

共共
施施

設設
のの
把把

握握
５
．
保
安
啓
発
資
料
の
作
成

６
．
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
対
す
る
災
害
対
策

要
綱
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の

教
育
と
周
知
啓
発

７
．
地
方
公
共
機
関
と
し
て
の
役
割

の
周
知

８
．
報
道
機
関
と
の
災
害
時
に
お
け
る
放

送
協
定

の
推
進

９
．
都
道
府
県
と
情
報
の
収
集
、
支
援
体
制

等
災
害

時
の
組
織
運
営
等
の
協
議
、
防
災
協
定
の
締
結

10
．
警
察
機
関
と
緊
急
車
両
等
の

手
続
等

の
協
議

11
．
応
援
班
の
派
遣
、
受
入
れ
に
関
す
る
組

織
の
整

備
12

．
災
害
時
に
備
え
て
、
緊
急
対
応
、
応
急
点
検
等
に

必
要
な
資
器
材
、
応
援
要
員
等
を
受
入
れ
が
で
き
る

施
設
の
確
保

（
都
道
府
県
と
検
討
）

13
． ．
防防

災災
拠拠

点点
のの

耐耐
震震

性性
向向

上上
14

．
被被

災災
確確

認認
情情

報報
訓訓
練練
（（
１１
回回

以以
上上
／／

年年
））
・・
防防

災災

訓訓
練練

のの
実実

施施

１
．
都都

道道
府府

県県
協協

会会
災災
害害
対対

策策
本本
部部
（（
現現

地地
対対
策策

本本
部部

））
のの
設設

置置
２
．
市市

区区
町町

村村
毎毎

のの
被被
災災
地地

域域
のの
ＬＬ
ＰＰ
ガガ
スス
消消

費費
者者

世世
帯帯

数数
のの

報報
告告

３
．
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販
売
事
業
者
等
の
被
害
状
況
の
把
握

と
情
報
収
集

４
．
地
域
別
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
消
費
者
設
備
の
被
害
状
況

の
把
握
と
情
報
収
集

５
．
都
道
府
県
、
経
済
産
業
局
、
経
済
産
業
省
、
中

央
団
体
等
に
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
設
備
の
被
害
状
況
等
の

報
告

６
．
各各

地地
方方

公公
共共

団団
体体
（（
自自
治治
体体
））
がが

設設
置置
しし
たた
災災

害害
対対

策策
本本

部部
にに
職職

員員
をを
派派
遣遣

７
．
都
道
府
県
、
市
区
町
村
、
消
防
及
び
警
察
機

関
、
自
主
防
災
組
織
か
ら
の
情
報
収
集

８
．
緊
急
対
応
・
応
急
点
検
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
供
給
等
災

害
対
応
の
確
認
と
手
配

８
．
中
央
連
絡
会
議
に
被
害
状
況
報
告

と
応
援
・

支
援
要
請

９
．
応
援
・
支
援
用
資
器
材
、
応
援
要
員
等
の
受
入

れ
10

．
必
要
に
応
じ
て
災
害
活
動
を
実
施

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
災

害
対

策
マ
ニ
ュ
ア
ル

令
和

元
年

度
保

安
専

門
技

術
者

養
成

講
習

D
版
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【【
対

応
策策

そそ
の

１
３
】】

震
災災

対
応

と
コ
アア
と
なな
るる
人人

材材
の

育
成

・
全全

国
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
協

会会
は

、
震

災
対

応
に
お
い
て
現

場
で
中

心
的

役
割

を
担

う
都都

道
府

県
協

会会
の

職
員

をを
対対

象象
に
、
講

習
会会

等
に
よ
るる
人人

材材
のの

育
成成

をを
図

るる
。

保保
安

専
門

技技
術

者
養

成
講

習
：
「
Ｌ
Ｐ
ガ
スス
災災

害
対対

策策
」
に
お
い
てて
講

習

25
年

10
5名名

26
年

96
名

27
年

36
名

28
年

43
名

29
年

42
名名

30
年年

63
名名

計
２
５
９

名名
がが

受
講

各各
都

道道
府

県
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
協

会会
も
独独

自
の

「
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
災災

害
対

策策
ママ
ニ
ュ
ア
ルル

」
を
作

成
しし

災災
害

対対
策策

講
習

をを
行

っ
てて
い
るる
。

【【
対対

応
策策

そ
の

１
４
】】

震
災災

対
策策

に
資

すす
るる
安安

全全
技技

術
の

開
発発

、、
指

針針
の

策策
定

等等
・
高

圧圧
ガガ
スス
保保

安安
協協

会会
及及

びび
経

済
産産

業
省

は
、
震

災
対

策
に
資

す
る
安

全
技

術
の

開
発

や
指

針
の

策
定

等
の

具
体

的
な
テ
ー
マ
の

検
討

・
実

施
を
行

う
。
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•
今今

後後
発発

生
すす
るる
とと
予

測
ささ
れれ

るる
南

海
地地

震震
等

の
災災

害
に
対

すす
るる
備

ええ
をを

考
え
たた
場場

合合
、
被被

害
のの

防防
止

やや
早

期期
のの

復復
旧

をを
一

層
確

実実
に
す
るる
たた
め

に
採採

っっ
てて
お
くく
べべ

き
対

策策
はは

、、
ま
だだ
万万

全全
とと
は

言
ええ
なな
い
。

•
各各

事
業

者
にに
お
い
てて
は

、、
災災

害
対対

策策
訓訓

練
等

をを
実実

施施
すす
るる
こ
とと
にに
よよ
りり
、
災災

害
発発

生
時

の
活

動
がが

円
滑滑

にに
運

営
で
きき
るる
よよ
うう
なな
体体

制
づづ
くく
りり
をを
すす
るる
こ
とと
が

望
ま
れ

るる
。

•
本本

書
に
記

載載
しし
たた
内内

容容
の

全全
てて
がが

法法
的的

強強
制

力力
をを
持持

つつ
も
のの

でで
はは

な
い
がが

、
災災

害
対

策策
をを
すす
る
上

で
必必

要
不不

可
欠欠

なな
も
の

でで
ああ
るる
こ
とと
かか

らら
、
本本

書
が

作
成成

ささ
れれ

たた
趣趣

旨旨
、
意

義義
等

をを
深深

くく
理

解
しし
てて
い
たた
だだ
き
、
本本

書
に
記記

載載
ささ
れれ

たた
各各

種
災災

害
対対

策策
をを
講

じじ
るる
とと
伴

に
、
本本

書
をを
十

分分
に
活

用
しし
、
Ｌ
Ｐ
ガガ
スス
消消

費
者

等
のの

よ
りり
一

層
のの

災災
害

対対
策策

のの
向

上
に
活

用用
しし
て
い
たた
だだ
き
たた
い
。

終
わ

り
に

－ 299 －
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（公印省略） 

令和２年１月２７日 

各都道府県 ガス協会 会長殿 

 

経 済 産 業 省 

産業保安グループ 

ガ ス 安 全 室 長 

 

ガス災害対策におけるアンケートの調査について（お願い） 

 

 ガス災害対策におけるアンケートの調査に毎回、多くの貴重なご意見を頂き、

ご協力、ありがとうございます。 

 近年、自然災害は収まることを知らず、令和元年は、台風１５号により千葉県で

は最大風速５７．５ を記録するなど、生活インフラに多大の被害が発生し、長期

に及ぶ停電が発生しました。また、台風１９号では関東地区を中心に長野県で千曲

川、福島県、宮城県においては阿武隈川の堤防が決壊し甚大な被害が発生し、未だ

普及の目途が立たない地域もあります。 

気候変動に伴う自然災害は毎年のように発生しており、今までの経験を遙かに超

えた災害が各地で発生しています。多くの方が被災され、被災地における ガス

業界の活動・対応等も報道で伝えられているところですが、自然災害に対する対応、

迅速な復旧は、ますます重要になってきました。このため、昨年度に引き続き、本

年度も標記アンケートを実施し、「 ガス災害対策マニュアル」の改訂等、今後

の ガス災害対策の参考といたします。 

つきましては、平成３１年１月から令和元年１２月までの間に発生した災害に対

し、各都道府県協会や ガス販売事業者等において、どのような対応をされたか

を下記のアンケート調査票にてご報告ください。 
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令和元年度 ガス災害対策アンケート 

【 調 査 票 】 
 

ご回答にあたっての注意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件担当者 

【アンケートのお問合せ・ご提出は、下記担当までご連絡ください。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートご回答者様 

貴協会名  

御担当者  

Ｅ-mail  

Ｅ   

２０２０年１月 

１．このアンケートでは、平成３１年１月から令和元年１２月までの間に発生した災害に

ついて、令和２年１月現在における状況に基づいてお答え下さい｡ 

２．ご回答は、回答欄の該当するものに「✓」又は「○」を付けてください。 

３．わからない、不明な場合には、その旨をご記入ください。 

４．詳しい数字・データが不明な場合には、概略の数値で結構です。 

５．アンケ－ト調査結果の内容につきましては、本調査のみに使用し、個別の調査結果に

ついては公開致しません｡ 

６．お手数ながら、ご記入いただきましたアンケート調査表は、令和２年２月７日(金)ま

でに以下の宛先（高圧ガス保安協会）へご提出いただきますようお願いいたします。 

高圧ガス保安協会 

液化石油ガス部 液化石油ガス研修課 

担当： 築別 菊之進／小林 正弘 

〒105-8447 東京都港区虎ノ門４－３－１３ 

Tel 03-3436-6108    Fax 03-3438-4163 

E-mail： tec@khk.or.jp 
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■災害があった場合には、ご回答ください。【設問 １ ５】 

 

１．災害発生日時 

 

 

 

２．災害発生場所 

 

 

 

３．被災状況 

 

 

 

 

 

４－ ．協会が対応した内容（具体的に） 

 

 

 

 

 

４－ ．販売事業者等が対応した内容（具体的に） 

 

 

 

 

 

５－ ．災害復旧上の問題は何でしたか？  

 

 

 

 

 

５－ . （災害地域外から）どのような支援が欲しかったですか？ 
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５－ . ガス災害対策マニュアルは活用できましたか？ 

□はい   □いいえ 

 活用に際し、支障等があれば教えてください。 

 

 

 

 

■災害の有無に拘わらず、ご回答下さい。 

６．今後の災害に備えて特に必要と思われる対策等はありますか。 
 
 

 

 

 

 

 

 

７．容器置き場における容器転落・転倒及び流出防止措置指針について 

（日団協技術基準 G高-002-2018）LPガス災害対策マニュアル P138 

   販売事業者には浸透し既に実施していますか。 

□はい   

□いいえ   

  □検討中 

 

 

 

 

８．災害時における情報発信について地元マスコミ関係者※と情報交換、協議す

る場がありますか？（※地元マスコミ：地元 TV、AM、FMラジオ局、新聞社、ミニコミ誌など） 
 
  □はい → 情報交換、協議する場の名称（例：○○協議会） 

 
（ ） 

→ マスコミの具体的名称（例：○○放送、○○新聞） 

 

（ ） 

  □いいえ 
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９．災害時における情報発信・収集の方法として貴協会では、 (ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス)※を利用していますか？ 

 （※ ： 本調査の対象の SNS は、Twitter、Facebook、LINE、Google ＋及び地域 SNS です。） 
 

  □はい 

   →【□ ・□Ｆ ・□ Ｉ Ｅ・□Ｇ ・□地域 】 

  □いいえ 

  □検討中 

コメント欄 

 

 

 

１０．中核充填所の連携計画に基づく訓練を実施していますか？ 
 

□はい → 時期： 

 → 回数： 

 → 内容（簡潔に）： 

   

 → 問題点（具体的に） 

   

 → ブロック（支部等）の取組とその内容(簡潔に) 

   

□いいえ   

 

１１．県等他団体が主催する訓練に参加していますか？ 
 

□はい → 時期： 

 → 回数： 

 → 内容（簡潔に）：  

 → 問題点（具体的に） 

   

□いいえ   

 

１２．a）協会職員の災害時緊急連絡・通報・安否確認等の訓練をしていますか？ 

□はい → 時期： 

 → 回数： 

 → 内容（簡潔に）： 

 → 問題点（具体的に） 

   

□いいえ   
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１２．b）会員の災害時緊急連絡・通報・安否確認等の訓練をしていますか？ 

□はい → 時期： 

 → 回数： 

 → 内容（簡潔に）： 

 → 問題点（具体的に） 

   

□いいえ   

 

１３．貴県で地震や洪水による甚大な災害が発生した場合、情報収集・発信の対

応は、協会職員だけでの人員で足りますか。 

職員： □足りる □足りない 

足りない場合の対応  

 

１４．行政や協会支部、中核充填所と連携した緊急連絡網を作成し、会員に周知

していますか？ 

□はい   

□いいえ   

 

１５．被災状況報告書様式（事業者→協会）を活用されていますか。 

□はい  

□独自様式（別添）  

□いいえ  

 

１６．販売事業者（会員）からの被害の報告「あり・なし」を求めていますか？  

□求めている  

□求めていない  

□求める予定  

 

１７．平時に市区町村の行政単位での ガス消費者数等の情報を収集していま

すか。※LPガス災害対策マニュアルP37 ①市区町村別の ガス消費者世帯数の把握 

□収集している  

□収集していない  

□検討中  

１８．平時に市区町村の行政単位での広域避難場所、公共施設の情報を把握して

いますか？ 

□収集している  

□収集していない  

□検討中  
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１９．貴協会に於いて災害対策に関する会議を定期的に開催していますか？ 

□はい → 具体的内容： 

   

□いいえ   

２０．貴協会では停電時に通信や情報収集・発信を確保するための対策は講じら

れていますか？ 

例）非常用発電機・ポータブル発電機・蓄電池・充填機・乾電池 等 

  

  

  

  

 

２１．災害復旧時等で用いるためのヘルメット、ユニフォーム、腕章、ベスト、

車両用ステッカー等に関し、各都道府県における ガス業界として統一した

デザインで揃えたものを備えていますか？ 

□はい → 品名、数量： 

   

 

 

□いいえ   

 

２２．公共交通機関が使用できないとき、要員が対策本部設置予定場所へ集合す

るために、 

①参集基準がありますか？ 

□あり → 夜間・休日における参集基準も規定されているか？  □いる 

                              □いない 

□なし 

 

②交通手段は検討していますか？ 

□ はい   □ いいえ 

  

 

③集合可能な要員で対策本部は機能しますか?  

□ はい   □ いいえ 

  

 

 

EX:徒歩、自転車で集合する。 
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Ｑ２３．対策本部設置予定場所が被災した場合の第２対策本部予定場所を予め決め

ていますか？ 

□ はい   □ いいえ 

 具体的な第２対策本部の場所 

 

 

 

Ｑ２４．協会として災害対策用に備蓄品を保管していますか？  

□ はい 

→【品名：           数量：              】 

   → 定期的に更新していますか？ 

     例）県主催防災訓練で古いものから使用して更新している。 

       地域の防災訓練参加者に使用期限が迫っている保存食等を配布等 

 

 

 

 

□ いいえ 

Ｑ２５．指定避難所への災害対策バルク導入を積極的に行っていますか？ 

□ はい   □ いいえ 

 

 

   

Ｑ２６．行政等が発行するハザードマップの活用についてお伺いします。 

 

 

 

 

ａ）協会にあっては、支部内各市町村のハザードマップに基づいた事前取組、対

応等を実施していますか？ 

  □はい   □いいえ 

 具体的な取り組み 

 

 

 

ｂ）協会支部等にあっては、支部内各市町村のハザードマップに基づいた事前取

組、対応等を実施していますか？ 

  □はい   □いいえ 

 具体的な取り組み 

 

昨年は、多くの水害が発生しましたが、事前取組みの元となる、ハザードマップの活用等

についてお伺いします。 
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ｃ）ハザードマップで示された浸水想定区域内の事務所、事業所への指導、アド

バイス等していますか？ 

  □はい   □いいえ 

 

 

ｄ）会員事務所・事業所にあっては、ハザードマップ等に基づいた事前取組、 

対応等を実施していますか？ 
 

◆ＬＰガス容器の鎖の二重掛けの推進→ □はい □いいえ 

◆ガス放出防止型高圧ホース等の設置推進→ □はい □いいえ 

◆充填所からの容器流出防止→ □はい □いいえ 

◆顧客の保安データ等の確保→ □はい □いいえ 

◆その他、具体的内容：PCの浸水対策、車両の避難、データの 2元管理等 

 

 

 

 

 
 

Ｑ２７．保安専門技術者養成講習（ＬＰガス災害対策講習：ＫＨＫ）を受講した 

協会の役職員は何名いますか。 

 

 

 

 

 

受講済み       名 

 

Ｑ２８．その他 災害対策にかかる独自の取り組みがあれば教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＰガス災害対策マニュアル［P.32（4）講習会による人材の育成］において、「震災対応等において現場で中心的役割を

担う都道府県協会の職員を対象に、講習会等による人材育成を図る。」と明記されています。 
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Ｑ２９．「ＬＰガス災害対策マニュアル」を基に県独自の災害対策マニュアルを作

成していますか。 

□ はい  作成期日（平成  年  月作成） 

 

□ いいえ 

 

□ 検討中   （令和  年  月完成予定） 

 

 ※■ はいとお答えの協会は作成物をご送付頂きますようお願いいたします。 

ククロネネコヤヤママトのの着着払払いい便便ににてて高圧圧ガガスス保保安協協会会  液液化化石石油油ガガスス部部宛宛ご発発送送くくだだささいい。 

  品名名欄欄にには「００８  ＬＰガガスス災災害対対策策ママニュアアルル」とご記入入くくだだささいい。  

  

Ｑ３０．下記の「ＬＰガス災害対策マニュアル」を協会に常備されていますか？ 

   □ はい    □ いいえ 

                         送付を希望     冊 

     

 

令和元年９月版「ＬＰガス災害対策マニュアル」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

ご多忙のところ、アンケートにご協力頂き、ありがとうございました。お手数ながら、ご記入いただきました 

アンケート調査表は、令令和和元元年２２月月７７日((金金))まででに、高圧ガス保安協会へご提出いただきますようお願いいた

します。 
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【別添１】

Q66 QQ7 Q88 Q99 QQ1133 QQ1144 QQ15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q23 Q24 Q255 QQ27 Q28 QQ299 Q30 2020.2.28 追追加①① 追加加②②

●●
◎◎

○○//▲▲
除除くく

11 22 33 44

1 北海道 なし 〇 × × 〇 〇 × × 〇 〇 〇 △ 〇 × 〇 〇 〇 ● 〇 〇 × 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 5 - × 〇 110 ×× なし

2 青森県 なし 〇 × × 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 0 - ○/▲
×
1冊

9 ◎◎ Ｈ27.5月

3 岩手県

・当協会の災害対策規定集、災害対策マニュアルの見
直し(現在作業中)。
・販売事業所、製造事業所への災害対策マニュアルの
周知の徹底。

〇 × × 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 ● × 〇 × × × × × × 〇 〇 〇 〇 2 別ｼｰﾄ △
×

10冊
Q.29 d)その他…データの
二次元管理

12 ーー 検討中

4 宮城県 なし 〇 × △ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 △ × 〇 〇 ◎ 〇 〇 × 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 1 - △ 〇 7 ーー 検討中

5 秋田県
市町村に設置される現地対策本部との災害時の
情報確認

× × × 〇 × × 〇 × × 〇 △ 〇 × × - 〇 × × × × × 〇 × × × 〇 〇 〇 × 2 - × × 20 ×× なし

6 山形県 ＬＰガス消費者の応急点検、応援体制 △ × × 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 ● × × × × 〇 × × × 〇 〇 〇 × 2 - △
×
3

16 ーー 検討中

7 福島県 なし × × × 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 ⦿ × × × × 〇 × × × 〇 × 〇 × 0 - 〇 〇 18 〇〇 Ｈ8.1月

8 茨城県

・一般消費者等に設置してある容器の流出防止として、平時から鎖の二重掛け、
ガス放出防止高圧ホースをより一層、普及していく必要がある。
・充填所等の容器置場から容器の流出がないよう、特に河川に近い充填所等は水
害の恐れがあるため、平時から容器流出防止対策(ロープ、鎖掛け等)を図る必要
がある。
通信網等が失われると、身動きが取れないのが現状であるため、SNS(LINEなど)等
他の通信手段で情報収集できる体制を整備する必要がある。

〇 × × 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 × × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 0 - 〇 〇 12 〇〇 H25.5.8

9 栃木県
正確な情報の提供、ポータブル発電機の確保及
び
生活必需品の早急な手配

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 △ 〇 × 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 0 - △
×

50冊
6 ーー 検討中

10 群馬県
・連絡体制の確立。
・有事の際の協会本部・支部の事務局体制の設置ルー
ルの確立。(特に支部の設置はかのうなのか？)

△ × × 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 × × 〇 × × 〇 × × × × × 〇 × 2 - ○/▲ - 15 〇〇
Ｈ27.4月

調査票日付なし
検討中

11 埼玉県
ＬＰガス災害対策マニュアルを全会員に配布し
たい

〇 〇 × 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 × × 〇 × 〇 〇 × 1 - 〇
〇
1200
冊

12 〇〇 H19.3.19

12 千葉県 停電対策 〇 × △ 〇 〇 × 〇 〇 〇 ○/▲ 〇 〇 × 〇 〇 〇 × × × × × 〇 × × × - - - - 7 - 〇
×

30冊
Q26,1-4回答なしだがコメ
ントあり

111 〇〇 H27.1.23

13 東京都
今回の災害では容器の流出が全国的に被害が多
かった。東京も高リスクの充填所には流出防止
について徹底して行う必要がある。

〇 × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 × 1 〇 〇 〇 10 ◎◎ Ｈ28.7月

14 神奈川県

避難所となる体育館にLPガスによる停電対応型GHPを設置で
きるよう国から各地域の行政機関に具体的な説明が必要と考
えます。残念ながら、補助金を設けても必要と判断しない行
政機関は申請しません。

〇 × × 〇 〇 × 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 ◎ 〇 × 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 - 1 - × 〇 12 ×× なし

15 新潟県

・地震発生時の身を守る初期行動、その後のLPｶﾞｽﾒｰﾀｰ遮断
の確認、復帰方法等の消費者教育。また、避難所に行く場合
の容器バルブ閉栓のお願い。
・水害や土砂災害発生危険時には、容器事前撤去を行うこと
があることの消費者への理解を求めておくこと。

〇 × × 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × 〇 〇 〇 - 0 〇 〇 × 18 〇〇 R1.11.19

16 富山県

・協会会員の防災意識の強化(災害が極端に少ない県であるので県
民自体が低い)
・情報連絡体制の整備(被災報告書の統一や県市町村との連絡責
任者の確認など)
・国土強靭化基本計画に基づく関連事項の実施

× × × 〇 〇 × × × × 〇 △ 〇 × × 〇 〇 × 〇 × × × × × × × 〇 〇 〇 × 1 〇 × 〇 19 ×× なし

17 石川県
会員販売店からの被害報告の通報訓練実施
→全L協が定めた被害報告の様式を各販売店に浸透
させていくことが必要

〇 × △ 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × 〇 〇 × 〇 × × × - - - - 0 〇 〇 〇
Q26,1-4回答なしだがコメ
ントあり

11 ◎◎ Ｈ01.9月

18 福井県
消費先の供給設備の確認①豪雨の場合は、流されない場
所かの判断かつ防止対策の実施②豪雪の場合は、落雪の
無い場所かの判断かつ防止対策の実施。

〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × - × × × × × 〇 〇 〇 - - 1 - 〇
×

10冊
10 〇〇 H21.10.1

19 山梨県
・大規模な広域災害に備えた近県との協力対策
・対策本部(協会事務所)に行けない場合の対策

〇 × × 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × 1 - 〇 〇 13 ×× なし

20 長野県
災害を教訓にした災害対応マニュアルの整備と
災害対策要領が機能するよう要領の検討と災害
に備えた訓練の実施。

〇 - × 〇 〇 × 〇 △ × 〇 〇 〇 × × × 〇 × × × × × 〇 〇 - × - - 〇 - 0 - △ 〇
Ｑ29.要綱・容量はあるがマ
ニュアルとして機能していな
い。

12 ーー 検討中

21 岐阜県
中核充填所の共通ルール、災害時の対応方法を
あらかじめ決めておく必要がある。

〇 × × 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 × × × 〇 × 〇 × × 〇 × 〇 〇 × 0 - 〇
×
5冊

12 〇〇 H28.7.29

22 静岡県
連絡網の整備。行動基準の明確化。事前対策、
災害対応について簡易的なチェックリストやタ
イムラインの作成。

△ × 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 × 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 1 - 〇 〇 6 〇〇 Ｈ31.3月

23 愛知県
災害発生後の対応をマニュアル化し、販売店、
中核充填所、LPガススタンドとそれぞれが迅速
に復旧に向け行動できる仕組みを作ること。

〇 × × 〇 〇 × × 〇 × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 ● × 〇 ×
〇
ﾘｽﾄ

〇 × × × × × 〇 × 2 - 〇
×
5冊

15 ◎◎ Ｈ30.5月

24 三重県 なし × 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × 〇 〇 × - × × 〇 〇 × 0 - 〇
-

50冊
10 ◎◎ Ｈ27.4月

25 滋賀県

・消費者宅設置の容器が流出した場合のどこに流され
たかわかるようなGPS機能。
・被災状況を把握するためのドローン配備。
・県内各地の状況がわかるライブカメラを設置。

△ 〇 × 〇 〇 × × × × △ 〇 〇 △ × 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 × 1 - 〇 〇 111 〇〇 作成Ｈ17..3
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被被災災原因因 災災害発発生日時 災災害発発生場場所所 被被災災状状況況 協協会会a又又は販販売事業業者等bがが対対応応したた内内容容 災災害復復旧状状のの問題題点都道府県県

14 神奈川県
台風19号

2019.10.12 ①川崎市多摩川沿い
②相模原市緑区
③小田原市前川地域
④泰野市三廻部/神奈川県
工業保安課情報

《協会対応》被害情報の調査と県工業保安課との情報の共有。
全L協への報告。

《販売所業者対応》台風の影響を受けたお客様には、個別対応をされたものと考えま
す。しかしながら、具体的報告を求めていません。

a)-
b)→調査票から削除されていた為不明
c)→同上

15 新潟県 ①山形沖地震

②台風19号
①2019.6.18
②2019.10.12

①村上市山北地区
②長岡市(今井地区)阿賀町

①山北地区「さんぽく会館」の埋設管損傷でﾒｰﾀｰ遮断あり。建物が大きく、殆
どが埋設管のため損傷個所が特定できず、市の了解を得て供給を停止。今
後、LPガスを使用するか否かは市の判断による。その他、販売店並びに需要
家のLPガス関係被害(容器流出を含む)なし。
②長岡市(今井地区)で浸水被害があったが、都市ガス地域のため販売店及び
需要家のLPガス関係被害(容器流出を含む)なし。阿賀町の販売店1軒に床上
(5㎝程度)浸水があるが容器流出等の被害なし。また同町内で床下11、床上27
の住宅被害あるが、容器流出はなし。(浸水当初に容器を回収した軒数は２
件。水が引けた後に供給を再開。)

《協会対応》①②の災害では共に県防災局と連携し被災状況の情報共有、全Ｌ協指定
様式を活用した被災地域の被害状況調査を実施。また、当該支部長に対して電話で聞
き取りによる被害状況調査を実施。
《販売所業者対応》①地震発生直後、自社施設等の点検。翌朝、重要家宅の点検。②
河川氾濫や土砂災害の危険性が高まった時点で、需要家区設置の容器の事前撤去。(阿
賀町で2軒、津南町及び上越市で数軒(詳細の軒数までは不明))

a)今般の両災害では、LPガス関係に大きな被害がなく、復旧上の
問題はなし。
b)不要
c)活用できなかった。

19 山梨県
台風19号

2019.10.12 南アルプス市、北杜市、
富士吉田市など20市町村

道路・河川など92億円 《協会対応》10/13県協事務所に出勤し、各地区会員からの情報及び
県消防保安課と連絡をとり、情報の共有化を行った
《販売所業者対応》避難勧告地区からの情報収集

a)ＬＰガス設備は被害なし
b)-
c)-

20 長野県
台風19号

2019.10.13 長野県千曲川河川流域 河川敷堤防決壊による家屋倒壊、床上浸水等 《協会対応》被害状況の把握と被害状況報告書に基づき行政機関等への報告。二次災
害発生防止のための行政機関との連携した対応。(埋設、流失ボンベ回収に関するこ
と)重機を使い復旧作業をするときの注意事項の周知。ＬＰガス消費者へのＬＰガス利
用時の注意点周知。LPガスお困りごとの電話相談窓口の周知。(避難所への指示)復旧
活動時の身分証明書携帯徹底の周知。仮設住宅へのLPガス供給の働きかけを行政に依
頼。被災事業者支援案作成と被災者生活支援(案)の作成。等
《販売所業者対応》消費者の被災状況確認と復旧作業等。

a)一部販売店の人的体制の不足。
避難した住人が避難所等にいるため、LPガス施設の復旧をするた
めに連絡が取れない等の問題がある。
b)水没したメータ、調整器交換の作業支援があればいいが、受入
態勢の整備が不明確であることも課題。
c)はい/-

22 静岡県
台風20号

2019.10.12
10：00

静岡県田方郡函南町肥田32 台風19号による、事業所付近の狩野川の氾濫により、充填所と事務所が
水没。(床上150㎝)
ボンベ流出11本(翌日にすべて回収)

《協会対応》状況報告の要請

《販売所業者対応》・復旧作業(水没した充填機、配送者、発電機、パソコンの修
理)。
・配送者やパソコンを他社から借用し、作業を行ったとのこと。

a)書類やパソコンがすべて水没したため、完全復旧までに時間が
かかった。
b)近隣の系列事業者から支援があったと見られ、該当充填所から
は特に意見が出ていない。
c)はい：静岡県協会独自のマニュアルの作成にあたり、LPガス災
害対策マニュアルを参考としている。

24 三重県
台風19号

2019.10.12 伊勢市等 数軒の販売事業所及び数軒のLPガス消費者の浸水等。 《協会対応》災害対策本部準備室を立上げ、対応準備を行いましたが、被害は局所的
で大きな被害報告もなく、準備室をそのまま解散するに至りました。
《販売所業者対応》被災したLPガス消費者先の復旧等。

33 岡山県 ①台風10号
②集中豪雨

①2019.8.14-15
②2019.9.3

①岡山県内
②岡山県新見市

①人的被害：重傷者3人､軽傷者9人､住家被害：一部損壊2棟､ＬＰガス関
係：被害報告なし。
②人的被害：重傷者1人､軽傷者0人､住家被害：全壊7棟､床上浸水82棟、
ＬＰガス関係：被害報告なし。

《協会対応》当協会は、国交省化主催する高梁川水害タイムライン検討会及び吉井川
水害タイムライン検討会にライフラインの機関として参画しており、当協会の水害タ
イムライン計画に従い、国交省からのメールに基づき情報収集を行った。
《販売所業者対応》特に聞いていない

a)ＬＰガス関係では、被害報告がなく、災害復旧作業は行ってい
ない。
b)特になし。
c)はい：現在、当協会では、国のマニュアルを参考にして協会の
防災計画の策定、協会災害対策要綱の改正、協会災害対策マニュ
アルの策定作業を実施しており、今年度中の制定を予定していま
す。国マニュアルで触れているとおり愛知県協会では、災害対策
要綱を制定しております。協会にお尋ねすると要綱別紙として
「行動計画」を策定しておられますが、非公開との事でした。こ
の「行動計画」の雛型お示しいただければ助かります。また、国
マニュアルＰ52の6行目「応援活動に要する工事、応援活動にお
ける事故に関する保険等の費用負担の在り方」について具体的に
お示しください。

37 香川県 台風 2004年
(H16年)

沿岸部 台風による高潮被害、容器の流出はなかったので、さほど被害はなかった。 《協会対応》販売店からの要請はなかった。

《販売所業者対応》容器が持ち上げられている状態のものがでた。また、ふろがま等
がつかったもの等の改善があったと思われる。

a)被害戸数が不明であったことから平成18年(2006年)から事業報
告書に地域ごとの消費者戸数を報告していただくこととした。
b)-
c)-

41 佐賀県 大雨 2019.8.27-28 佐賀県西部地区(武雄市､大
町)

大雨による六角川氾濫による洪水のため、浸水被害、油流失 《協会対応》全会員への被害報告(事業者⇒県協会)､
浸水被害発生時の周知(販売業者へ)

・ＬＰガス容器の流失に関するお願い・浸水したガス容器､メータの再使用時の注意・
重機等を使った復旧作業における注意等
《販売所業者対応》浸水地域におけるお客様の被害状況確認、それに対する対応。

42 長崎県 大雨 2019.8.27 長崎県佐世保市江迎町 大雨により土砂崩れが発生し、容器の一部が埋まった。 《協会対応》電話によるヒアリング

《販売所業者対応》埋まった容器を掘り出した

a)なし
b)なし
c)いいえ：活用するまでもなかった為

46 鹿児島県 大雨 2019.6.28-7.4 鹿児島県内全域 ６月下旬からの大雨により鹿児島県内では、土砂災害や河川の越水・湓水、
道路の陥没などが発生。

《協会対応》県所轄課からの情報収集。
《販売所業者対応》・現地へ出動し状況を確認後、現地への立ち入り禁止措置。・県
消防保安課へ事故報告。

a)・埋没している場所、状況の把握が困難であった。・機械で土
砂を除去する場合、容器への接触、爆発の恐れ。
b)当該地域の事業所に聴取していないので不明。
c)いいえ
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実施済 検討中 未回答

県協数 44 0 3

実施済 検討中 未回答

県協数 14 0 33

実施済 検討中 未回答

県協数 14 0 33

実施済 検討中 未回答

県協数 33 6 8

Q２２．参集基準

Ｑ２６．浸水想定区域事務所へのアドバイス

Ｑ２９．独自のマニュアルの作成

Q２０．停電時の措置

実施済, 14 検討中, 0 未回答, 33 
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県協数 

実施済, 14 検討中, 0 未回答, 33 
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県協数 

実施済, 33 検討中, 6 未回答, 8 
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実施済, 44 

検討中, 0 

未回答, 3 
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【別添６】

LPPガガスス災災害対対策策講習習受受講者者
修修了
者数数

1 北海道 5 木下 雅仁 山根 友良 小谷 郁夫 小山内 精一御法川 仁
2 青森県
3 岩手県 22 武蔵 英仁 久保田浩典
4 宮城県 11 今野 良敬
5 秋田県 22 菅 浩一 大和谷 創
6 山形県 2 高橋 雅光 佐藤 友彦
7 福島県
8 茨城県
9 栃木県
10 群馬県 22 樋口 豊 鈴木 絵太
11 埼玉県 1 三村 裕隆

布施 優子 渡辺 英雄 三田 愛 石井 秀治
米川 愛子 大内 瞳 佐久間厚佑

13 東京都 11 小宮 雅臣
14 神奈川県 1 齋藤 秀之
15 新潟県
16 富山県 1 河東 成人
17 石川県
18 福井県 11 横井 久紀
19 山梨県 11 塩沢 賢治
20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県 11 加藤 秀樹
23 愛知県 22 高村 昌利 山田浩太郎
24 三重県
25 滋賀県 1 駒井 敬一
26 京都府 44 恒松 良夫 川原 清明 坂江 慶則 森 健司
27 大阪府 44 喜多 淳 水田 光一 清水 雅幸 川原 清明
28 兵庫県 22 曽根根 孝 高東 宏行
29 奈良県 22 上田 正裕 岡田 悦始
30 和歌山県 3 石井井 美美継継 鈴木 里司 白坂 昭雄
31 鳥取県 1 岡山 修
32 島根県 22 石橋 明 安達 勇輝
33 岡山県 22 原田 肇 佐藤 洋
34 広島県 11 荒金 祐司
35 山口県 1 吉賀 俊雄
36 徳島県
37 香川県 3 濱野 照也 山﨑 由之 岡田 浩稔
38 愛媛県 4 長井 伸弥 丸本 照繁 杉田 均 矢野 省三
39 高知県 11 嶋﨑 啓啓祐祐
40 福岡県 1 猿渡 俊雄
41 佐賀県 22 小柳 一英 江口 哲朗
42 長崎県 11 鶴田 賢
43 熊本県 3 山村村 忠幸 野仲 匠 宮本健太郎
44 大分県 3 梶原 静夫 藤井 幸治 利光 矢
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

71
44名名 片岡佐登美 渡辺 雅昭 飯飯田 正史 橋本 泰臣

災災害対対策策講師 44名名
未未受受講 15県
228年受受講 11名名
29年年再講習 144名名
300年再講習 144名名

令令和和元元年講習 １０名名

保安専門技術者養成講習（LPガス災害対策）修了者

【都道府県ＬＰガス協会職員等】

協協会会職員受受講者

全国ＬＰガス協会

協協会会名名

計

12 千葉県 77
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別紙９

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＰガス災害対策に係る被災地の現地調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和元年台風１９号による被災地（福島）のＬＰガス災害対策に係る確認・検証等について 

 

（２）令和元年台風１９号による被災地（長野）のＬＰガス災害対策に係る確認・検証等について 
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令和元(2019)年１２月２０日 

高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 

 

令和元(2019)年度 保安専門技術者指導等事業 

令和元年台風１９号による被災地（福島）のＬＰガス災害対策に係る確認・検証等について 

 

１ 調査日  令和元年 11月 26 日（火）～27日（水） 

２ 調査先 

【11/26】（１）(一社)福島県ＬＰガス協会 郡山支部 

【所在地】福島県郡山市安積町日出山 4丁目 41番地 

（２）イワタニ福島(株) 郡山支部 

【所在地】福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下 1番地の 20 

【11/27】（３）福島液化ガス工業(株) 伊達工場（クミアイガスセンター福島） 

【所在地】福島県伊達市伏黒字西本場 1-1 

（４）福島県伊達市梁川地域（被災地現場） 

３ 調査員 
（１）ＬＰガス災害対策講習講師（２名） 

  ・委員(講師)： 飯田 正史［(一社)全国ＬＰガス協会 保安部 保安技術部長］ 

  ・委員(講師)： 曽根  孝［元(一社)兵庫県ＬＰガス協会 専務理事］ 

（２）高圧ガス保安協会（２名） 

  ・事 務 局： 築別 菊之進［高圧ガス保安協会 液化石油ガス部］ 

  ・事 務 局： 五味田 一柊［      同  上      ］ 

Ⅰ 台風被害の概要等 

１ 令和元年台風第１９号被害状況等（福島県全体） 

阿武隈川とその支流など福島県内の２５河川が氾濫し、流域の２０市町村で浸水被害

が出た。１３日未明に須賀川市の江持付近、郡山市の阿久津橋付近と石渕町付近、本宮

市の JR本宮駅に近い中條付近で氾濫が発生。更に下流の伊達市梁川町付近でも被害が確

認された。 

(1) 人的被害 

死者      ３２名 

行方不明者    ０名 

重傷者      １名 

軽傷者     ５８名 

(2) 住家被害 

全壊     ９８７世帯 

半壊  １０，４５２世帯 

一部損壊 ４，４５６世帯 
（以上、2019.12 現在 福島県まとめ（福島県ＨＰより）） 

（１） 
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・近隣に河川があるが、この河川の氾濫による浸水被害ではなく、内水氾濫による被害

にあった。 

・保安センターは、集中監視をセンター３階に置いて約１２万世帯の保安業務を行って

いるが、システムの機器設備についての被害はなかった。 

・市からは浸水が始まった時点で避難勧告があったが集中監視業務のため３階に留まり

業務を継続した。（消防からは何度も避難の要請があった）事務所水没時にも容器が倒

れている等の緊急連絡が入るが、道路が冠水している状況では、緊急出動も出来なか

った。 

・保安センターは自己所有のため、このような災害をうける地区にあるが、売却、移転

もままならない。 

・ＬＰガス容器流出に関する注意喚起は充分に行われていたが、行政からの依頼で、流

出ボンベ等の引き上げを行った際、事業所等からの出動時に、服装が業務関係（一般

服装）だったため、関係地域に入る場合において、警察、消防関係者から制止され、

お叱りを受けた。 

 

（福島県ＬＰガス協会は、腕章、ヘルメットの用意はある。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・協会として、災害対策本部の立ち上げは、行わなかった。 

・１０／２３に、協会本部で、理事会の開催が予定されたため、この場に役員がそろう

ため。（会長が病気療養入院中のため、事務局で対応） 

・協会と会員事業者、事務所との連絡がうまくできなかった。ＦＡＸ、電話がなかなか

繋がらず、被害があったかどうかの、連絡がうまくとれなかった。 

 特に内陸の会津地区等は災害に対する意識が低いように思う。 

・避難者の仮設住宅の設置に当たっては、特に行政からの要請はなく、東日本震災時の

仮設住宅、借り上げ等を再利用するとのことで、新たな仮設住宅へのＬＰガス供給の

要請は無い。 
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阿武隈川で発見された容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 336 －





川俣町廣瀬川左岸の住居容器も不安定な状態 埋没容器 掘削すると柱が傾き倒壊の恐れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

 

当該支部は過去にも四度の大きな水害を経験しているにもかかわらず、すべて事後対

応が主となっている。災害対応・対策に関する報告は少なかった。支部建物やＧＨＰは

前回（平成 23 年）の水害によりかさ上げを行っているが、今回も 1階部分は 50 cm浸水、

ＧＨＰはぎりぎりまで水が来ていた。前回の教訓を生かし、被害を最小限に食い止めた

との事であったが、東日本大震災の二次被害として川の底が高くなっているという知識

があるにも関わらず、過去の水害を上回る被害への対策や、危機意識が無いように感じ

られた。販売店の被害も多かったが、被害報告書が出てこないなど、協会全体としての

対策はとれていなかったのではないか。 

保安センターがハザードマップ上の浸水地域内に有り浸水し、緊急通報を受けても緊

急出動ができていない。水害発生現場からの容器流出、ガス臭の通報があったが対応が

できていない。 
水害発生現場等からの緊急通報に対応できない場合の基準も必要と思われる。 
浸水地域に出動するにはボート等も必要となるが、どこまで対応するのかの明確な基

準が無い。 
 
福島県内の容器流出本数は５４本あり（一部重複報告、２本）その内４１本は回収し

た。残り１１本のうち８本の埋没容器を確認しておりバルブを閉止 回収時の注意勧告

を行っている。３本は未だ不明。 
 
今回の調査先ではないが、宮城県丸森町の充填所からの流出容器 128 本は全て回収され

たが、3 本は再検査の上再使用。残りは外観検査等で不備が無かったのでそのまま使用。

（容器置き場からの容器流出は軒先からの流出とは異なり容器キャップ、充填シール等

がありバルブ部は保護されている） 
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キュービクルが浸水し工場全体が停電となった 

  

中核充填所の主要機材であるガス発電機も浸水し、機能しない。 

  

受け入れポンプ、散水ポンプも浸水し故障 受け入れも充填もできない 

   

容器の流出防止策は施されており、工場からの流出は無かった。 
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縦型バルク（設置では無い）も構内の端まで流された 

  
 

・事業所 事務所内に設置するサーバ、パソコン、ＦＡＸなどは全てダウン。使用不

能。ただし、データ類は、バックアップデータとしてクラウドに保管しており、問

題はなかった。 

・台帳、手書き書類は、水没するも、なんとか復旧ができている。 

・事業所における受電設備、キュービクルが被災したため、事業所内停電が発生。水

没後３日目に、街路灯が点灯した。 

 

【まとめ】 

災害時の安定供給を目的とした中核充てん所であったが、浸水の被害が大きく、実質

的にその役割を果たせない状態となっていた。大手の事業者であることから、体制等の

ソフト面の対策は講じており、またハード面の対策も施していたものの、中核充てん所

としての電気設備等の対策や車等の事業継続に関する対策は不十分であったと感じられ

る。数年おきに道路の冠水があったとのことから、大雨の被害も容易に想像できたので

はないか。 

事業再開には、まだ数週間はかかるとのことであったため、災害時の事業継続も含め

て対策を見直すべきである。中核充充填所が大きな被害を受けたことから、該社への影

響も大きいと考えられるが、他の事業所についてもハード面での対策を含めて再検討す

る等、災害対応を確実に実施をしていただきたい。 

今回は、災害時に必要とされるべき中核充填所が被災し稼働できなくなった。 

早急の復旧と，保険等による再建の対応が急務と思われる。 

全国の中核充填所３４２ヶ所の立地条件の見直し、適正箇所の適正数の充填所が配備

されているのか（熊本県、徳島県等中核充填所は１ケ所のみ）再度検討が必要では無い

か。 

土曜日深夜の浸水であり車両等の避難もままならなかった。緊急時の車両避難場所の

確保も重要である。 

※長野県の長電バスは１００台を高台に移動し、翌日から稼働した例もある。 
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１１月２７日に実施した調査内容 

 

（３）福島液化ガス工業（株） 伊達工場  (クミアイガスセンター福島) 

  
【所在地】福島県伊達市伏黒字西本場 1-1［TEL：024-583-5220］ 
【面談者】代表取締役社長 西形 吉和 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・阿武隈川の近くにあるが、阿武隈川からの氾濫ではなく、支流の排水ポンプ故障に

より敷地内の排水用のグレーチングから、逆流して浸水した。 

浸水深さは１ｍ未満。（ハザードマップでは３ｍ未満地域）事務所、設備等に、浸水被

害を受けるも、プラットホームすれすれの水位のため容器の転倒、流出は無かった。 

・ＬＰガスの充填設備は 回転充填機のモーターが浸水し不能となり、回転テーブル

を充てん員が回りながら充てんしている。 

・事務所の位置は、多少高かったため、浸水は２０ｃｍ程度でコピー機の下段が使え

なくなったが、パソコン等に被害はなかった。事務所横に設置しているＧＨＰはエ

ンジンが水没し故障した。 

・過去の経験から、天気予報、予想降雨量等から判断し車両については、事前 

に事務所から一段高い駐車場に移動させており 車両浸水被害は免れた。 
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（４）伊達市梁川町 浸水被害地域 

 

・伊達市の福島液化ガス工業で被災状況を確認後、最も浸水被害の多かった梁川地区へ移動。 

・阿武隈川の周辺で何ヶ所も越水した場所が確認出来た。 

 

阿武隈川の浸水した際の残骸        阿武隈川の浸水した際の残骸 

   

 

梁川町の状況  

浸水して休業中のヨークベニマル      梁川町の浸水深さ 約 1.5ｍ 

   

梁川町の浸水復旧状況           梁川町（宮城県丸森町隣り）の崩落場所 

   

梁川町（宮城県丸森町隣り）の崩落場所 
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【まとめ】 

・今回の台風 19 号の大雨による阿武隈川の氾濫は、阿武隈川は南から北へ川が流れて

おり、その流れに沿って台風が進み、豪雨により全域に水嵩が増し、支流と本流の合

流地点であふれる等、内水氾濫での被害が各所で発生した。 
・また、郡山・本宮地区で被害が大きかったため、福島地区は被害が少なかったともい

える。 
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令和元(2019)年１２月２０日 

高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 

 

令和元(2019)年度 保安専門技術者指導等事業 

令和元年台風１９号による被災地（長野）のＬＰガス災害対策に係る確認・検証等について 

 

１．日 程： 令和元年１２月３日(火)～４日(水)［２日間］ 

２．調査先 

（１）長野市営沖団地付近（被災地）【長野市豊野町豊野】 

（２）長野市長沼公民館付近（被災地）【長野市大字穂保】 

（３）長野県ＬＰ協会［岡谷酸素(株) 長野営業所 会議室］【長野市中越１－１－１】 

（４）上松東仮設団地（被災地）【長野市上松４丁目１０－１】 

（５）駒沢新町第２仮設住宅（被災地）【長野市上駒沢】 

（６）昭和の森公園仮設団地（被災地）【長野市上野２丁目】 

３．調査員：［４名］ 

（１）ＬＰガス災害対策講習講師（２名）【人選は、講師会議への一任事項】 

  ・委 員(チーフ講師)： 寺島 善仁［元(一社)愛知県ＬＰガス協会 専務理事］ 

  ・委 員(講 師)： 曽根  孝［元(一社)兵庫県ＬＰガス協会 専務理事］ 

（２）高圧ガス保安協会（２名） 

  ・事 務 局： 築別 菊之進［高圧ガス保安協会 液化石油ガス部］ 

  ・事 務 局： 高橋   茂［      同  上      ］ 

Ⅰ 台風被害の概要等 

１ 令和元年台風第１９号被害状況等（長野県全体） 

(1) 人的被害 

死者       ５名（長野市２名、佐久市２名、東御市１名） 

行方不明者    ０名 

重傷者      ７名 

軽傷者    １３７名 

(2) 住家被害 

全壊     ９１６世帯 

半壊   ２，５７９世帯 

一部損壊 ３，４４７世帯 

（以上、2019.12.2現在 長野県まとめ（長野県ＨＰより）） 

(3) LP 関係被害状況 

充填所、販売店の被害は無い  LPガス消費者被害件数 751戸 

  ：容器流失本数 35本  埋没本数 102本 117本回収済 

長野市の長野県立総合リハビリテーションセンター、長野市穂保地区の社会福祉施

設、長野市篠ノ井地区の社会福祉施設で浸水により孤立が発生 

 

（２） 
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1階居住部分は全て浸水        近くの橋からマイナス 1.9ｍの表示 

  
 

（長野県のＬＰガス充てん所等の被害） 

 ・今回の災害で長野県内のＬＰガス充てん所及び販売事業者で被害はなかった。 
 ・流出した容器についても、充てん所や販売事業者の貯蔵施設からのものはなく、全て

一般消費者等に設置されている容器が流出したもの。 
 ・北しなの線と浅川を挟む地域で冠水し、南部エリアでガス管に水が入り都市ガスは約

900 世帯ガスが止まった。うち 140 世帯は未復旧である。 
 

（市営沖団地周辺の被害状況調査） 

 ・市営沖団地は２階建の長屋構造で、１世帯が１Ｆと２Ｆで生活する構造となっている

が、全ての世帯で１Ｆ部分が床上浸水していた。外壁に２ｍ程度の高さの浸水跡を確

認した。 
 ・調査時に全ての住人が不在であった。市営沖団地は取り壊しが決定しているとのこと。

なお、１２月１日より仮設住宅の入居が開始している。 
 ・バルク貯槽（５００ｋｇバルク貯槽×６か所）による集団供給であったが、既に全て

のバルク貯槽が撤去されていた。 
 ・この地区では、団地の南約１５０ｍに流れる「浅川」が氾濫した際に備えていたが、

その更に南に位置する「千曲川」の氾濫は予想していなかった。 
 ・深夜２時ごろに一気に水位が上昇したため、市の避難指示は役立たなかった。 
   

（２）12/3 16:00～ 長野市大字穂保（長沼公民館周辺） 

 【対応者】（１）に同じ 

 

（長野市長沼公民館周辺の被害状況調査） 

 ・長沼公民館周辺は千曲川堤防に近接しており、堤防の決壊による流速の早い水が流れ

込み、家屋、車庫等の建築物が激しく損壊する状況であった。 
 ・ほとんどの家で居住者が確認できなかった。 
 ・流出又は販売事業者による撤収により既に容器はなく、設置されているマイコンメー

ターは異常表示がされているものが多かった。 
 ・周辺に見られた農作機械は、浸水後、動かしていない状態で、可動かどうかは不明。 
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 ・周辺のリンゴ畑も浸水被害にあっており、ほとんどのリンゴが地面に落とされていた。

（浸水によるものか、事前に人の手で落とされていたのかは不明） 
 ・長沼公民館周辺に「妙笑寺」という寺があり、そこに過去の浸水高さを示す構造物（「千

曲川大洪水水位標」、「本堂内ノ柱ノ記録ヲ写ス」と記載あり。）があった。この構造物

によると、 
寛保 ２年８月 （1742） 5m （地面からのおおよその高さ） 

明治２９年７月 （1896） 2m （〃） 

弘化 ４年４月 （1847） 2m （〃） 

年月不明 （板破損状態）  1.5m （〃） 

明治４３年８月 （1910） 0.7m （〃） 

明治４４年８月 （1911） 0.7m （〃） 

  と表示されており、過去の千曲川の決壊の様子が明らかになっている。 
 
 
千曲川決壊現場                      想定浸水深さは５ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濁流と共に流れた土砂で埋まるりんご園   濁流に流された家屋跡 
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  決壊した堤防も修復済み         決壊箇所は鉄板で補強していた            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濁流により押しつぶされた家屋      1階部分ががらんどうとなっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位が上がり土壁は流された         水圧でえぐられた基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給設備の容器は既に撤去されていた。 
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片方の容器は室内に押し込まれている。辛うじて高圧ホースで止まっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般消費者宅から流出した容器 高圧ホースから引きはがされた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瓦礫、流木と共に流された容器 
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水流により浮き上がり倒れた容器、高圧ホース部分から引きちぎられた 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちぎれた高圧ホースと容器に残ったホース取り付け口（ホースから外れた取り付け口） 
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ＬＰガス容器が埋まっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０Ｋｇ容器 2本を掘り出した跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

・調査した地域において、非常に大きな水害であったにも関わらず、死者が少ないこと

から、過去の水害を踏まえ、住民それぞれが命を守る行動は概ねできていたと考えら

れる。 
・市営沖団地で発生した水害は、水の強い流れはなく、急激に推移が上昇したものであ

り、容器の転倒防止チェーンを遵守すること及び避難時に容器バルブを閉止すること

はある程度有効で、特に避難時の容器バルブの閉止については２次災害防止の観点か

ら推奨すべきと感じた。 
・今回の災害で長野県では充てん所の被害がなかったが、近年の災害を考慮し、充てん

所の統廃合等により充てん所を新設する際には、津波、土砂災害、洪水を十分考慮し

て建設する必要がある。 
・各地域に伝わる過去の浸水状況を再度認識し、これに備えるとともに、近年の気象状

況の変化、地域環境の変化を踏まえ、想定を超える災害も考慮し行動することが大切

である。 
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１２月４日に実施した調査内容と結果 

（３）12/4 10:00～ 岡谷酸素株式会社 長野営業所内 

【対応者】 

・（一社）長野県ＬＰガス協会 

［副会長(宮川 浩)、専務理事(和田 敏)、理事(北澤 泰典)］ 

・長野ＬＰ協会 

［内山 剛、小淵 算弘、小林 和彦、林部 大輔、他協会事務局職員１名］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（台風第１９号の被害について：長野県ＬＰガス協会 副会長） 

・堤防の決壊により被害が出ているが、内水氾濫も多かった。 
・津波被害と異なり、地形によって局地的な被害がもたらされており、被害地区のす

ぐ近くでは通常の生活をしている地区もあり、復旧の難しさを感じた。 
・ＬＰガスの被害以外で、下水処理場も被災し下水が利用できないことから、被災者

の通常生活への復旧は難しい。 
・水害では予想できない大きな被害が出て、災害対応・復旧について、何を第一優先

とすべきか、長野県ＬＰガス協会としての支援をどのように進めるのか考えさせら

れた。 
 

（長野県ＬＰガス協会の行動：長野県ＬＰガス協会 専務理事） 

【10/13】 

・被害状況を確認するため職員が出勤し、各支部長へ電話連絡を行い、販売事業者や

中核充てん所、オートガススタンドの被害状況について、被災地区に限定して被害

状況調査を行った。 
支部数 10 販売店（会員）537    長野支部穂保地区での被害を確認 
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【10/14】 

・県ものづくり振興課（ＬＰガス担当課）と今後の対応等について打ち合わせを実施

し、二次災害防止に向けた注意喚起等を行った。 

・「ＬＰガスをお使いの皆様へお願い」「流失した LPガス容器について」「浸水したガ

スメータ・ガス器具を使用される場合の注意」等の対応を行った。 

・県は容器回収の注意事項を記者発表し、県ＨＰに掲載した。 

【10/21】 

・被害状況報告の徹底を各支部に依頼した。 
・「ＬＰガスでお困りごと相談窓口の開設」について、市教育委員会を通じ避難所への

掲示を依頼。 
【10/25】 

・県に対し、避難所に持ち込まれる容器処理について周知依頼し、県は各市町村に通

知した。 
【10/26】 

・行政からの災害協定の協力要請の有無を各支部に確認 
・協定による支援について、支部を経由せず直接販売事業者に依頼した市町村があった。 

 
（ＬＰガス容器の被害状況と課題 長野県ＬＰガス協会 専務理事） 

・今回の災害により、１３７本の容器が流出した。１３７本のうち、 
埋没１０２本 
流出 ３５本（流出容器３５本のうち、８本は家ごと流されたもの。） 
なお、現在、１１７本が回収済みとなっている。(12月 9日 125本回収) 

・今回の災害の際に緊急時対応を行ったのは２件で、１件はメーター遮断、１件はガ

ス臭いとのことで、それぞれ対応を行っている。その他流出容器によるガス漏えい

や火災の発生等の被害は出ていない。 

・今回の災害によって、冠水したガスメーター、調整器、容器、給湯器等、外見上は

特に破損個所がないものについて、再使用してよいのかという問い合わせもあり、

その判断に困った。今後の課題である。 
・バルク貯槽（200kg）について、敷地内で移動したとの報告があった。 

長野支部からの聞き取り調査 

 

（４）12/4 13:00～ 長野市上松４丁目（上松東仮設団地） 

（仮設住宅の視察） 

・公営住宅に隣接する公園に建設された仮設住宅で、杉を使った外観が特徴的であっ

た。車いす等に対応できる木製スロープも一部の住宅に設置されていた。 

・木製スロープの内側にＬＰガス容器（５０ｋｇ容器×２本）が設置されており、容

器を持ち上げる必要があるなど、容器交換が極めて困難と思われる。 
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長野杉を使った木造仮設住宅 入居はまばら  障害者住宅スロープのため容器交換が煩雑に 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）12/4 13:30～ 長野市上駒沢（駒沢新町第２仮設団地） 

（仮設住宅の視察） 

・トレーラーハウスといわれるもので海外から輸入し、仮設住宅として使用されている。 

・トレーラーの車輪を外し、地面に固定具で固定されている。 

 

トレーラーハウスを仮設として使用      更地に排水溝と水道を配置 建築確認が不要 
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（６）12/4 14:00～ 長野市上野二丁目（昭和の森公園仮設団地） 

（仮設住宅の視察） 

・プレハブ構造の仮設住宅で、公園の広場に設置されたもの。 

・長屋形式で、大きなものは一つの建物で５世帯が入居できるもの。 

・仮設団地内に談話室が設置されている。 

 

大和ハウスの従来型仮設住宅 ガスファンヒーターのガス栓は否定された    

  

  
 
【まとめ】 

・地域のハザードマップにより浸水が予想される地区には重点的に「ガス放出防止型高

圧ホース」「容器の鎖の二重掛け」また、避難時の容器バルブ閉止等を消費者に対し周

知等を行うことにより、容器流出時のガス漏えい防止効果が見込まれる。 
・この災害発生を機に、ガス放出防止器等の設置をより推進する必要がある。 
・災害発生時に行政機関から県ＬＰガス協会としての役割を期待されることから、県Ｌ

Ｐガス協会災害対策本部開設時の事務局職員の出勤及び勤務体制を整理しておく必要

がある。また、災害時の県ＬＰガス協会の対応について、「何を」、「どこまで」実施す

るのか等の基本方針をあらかじめ決め、会員に周知しておく必要がある。 
・災害発生時における行政機関との情報共有は消費者保護の観点から相互にメリットが

あり、連絡を密にとりあう必要があるため、日ごろから県、市町村、監督部等の行政

機関と顔が見える関係を構築する必要がある。 
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・県や市町村の災害対策本部における、県ＬＰガス協会の役割を、県や市町村の災害対

策要綱等により再度確認し、災害対策本部にリエゾンとして派遣した場合の情報取得

について検討する必要がある。また、避難勧告や避難指示が発令される際の防災行政

無線による放送時に、地域によっては避難時にＬＰガス容器バルブを閉止する旨のア

ナウンスの要請について市町村と協議する必要がある。 
・災害時に県や市町村の職員から「ＬＰガス協会の職員・関係者」と認識され円滑に業務

を実施するため、統一した制服(災害活動服、ビブス等)の整備を検討する必要がある。 

・県や市町村と締結している災害協定について、発災時の連絡方法や物資の提供内容・

提供方法等について再確認するとともに、県、市町村の協力を得て訓練を実施するこ

とが望ましい。 
・災害時の所有者のわからない容器等の処分費の負担について検討する必要がある。 
・災害対策マニュアルにおける販売事業者からの報告書について、発災時に速やかに報

告いただくため、様式を簡素化するなどわかりやすい報告書に改正する必要がある。 
・県や市町村の建設部局と打ち合わせの機会を設け、仮設住宅の設計おけるＬＰガス供

給について理解を得る必要がある。 
 

・長野県全体として被害が甚大の割には、ＬＰガス販売店事業者に被害が 1件もなくま

た、一般消費者等の被害も限られた地区で発生していただけである。 

・発災後、長野県ＬＰガス協会事務局が、各支部に電話で被害状況の把握を聞き取り調

査した結果も、長野支部の一部地区で交通遮断があり調査不能との連絡があったが、

その他の支部では特に目立った被害がない情報だった。 

・長野県ＬＰガス協会として、「県独自の災害対策マニュアル」は作成していたが、「災災

害がなない県県」と役員はじめ多くの会員が認識していたため、災害が発生した時、「災

害対策マニュアル」を有効に活用することができなかったと、宮川副会長、和田専務

理事が反省していた。和田専務は、就任して 3年目、また職員も入職して 2年から 3

年が多く、協会の災害対応には精通していなかった。 
 

＊宮川副会長、本年度の「ＬＰガス災害対策マニュアル」の講師養成講習に参加して、

これから災害への備えをどうするかを検討に入る矢先にこの災害が発生し、如何対応

するのか困惑したと、感想を述べている。 

・「災害対策マニュアル」に平時における県協会の事業の取組の中に、年 1回以上、情報

収集訓練、実技訓練を実施することを求めているが、今回の事例で、その重要性が改

めて確認できた。訓練等の事業を実施していれば、「ＬＰガス災害対策マニュアル」「県

協会作成のマニュアル」等も含めて、役職員、会員にも周知ができたのではないか。 

・今回の災害に当たりＬＰガス協会として「災害対策本部の設置」は必要であり、協会

としての対策の遅れは否めない。 
 

今回の災害調査で痛感したことは、災害を経験していないところは、対岸の火事の

如く自分自身の事としてとらえきれていないという事である。 

気候変動に伴う自然災害は、毎年のように発生しており、今までの経験を遙かに超え

た災害が各地で発生しているということを認識し、更なる災害対応策の実行を推奨し

て頂きたい。 
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ＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイト（トップページ） 
 

＜ＰＣ版＞ 
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＜スマートフォン版＞ 
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令和２(2020)年３月３１日現在

コンテンツ テーマ 制作年度 内容等

学習プログラム ＬＰガスの基礎知識 16

学習プログラム 販売事業の手引き（役割と責務） 17

学習プログラム 行政庁への手続き 17

学習プログラム ＣＯ中毒事故防止 17

学習プログラム 給排気設備 17

学習プログラム 設備工事の手引き 18

学習プログラム 緊急時連絡・対応の手引き 18

学習プログラム 点検・調査の手引き 18

学習プログラム 埋設維持管理の手引き 19

学習プログラム 周知の手引き 20

学習プログラム 漏えい試験・気密試験 21

事故事例研究 事故事例研究Ⅰ 18
▼消費設備＜埋設管＞ 埋設管腐しょくによる漏えい爆発事故
▼供給設備＜バルク貯槽安全弁＞ 安全弁交換時における元弁からのガス漏えい事故
▼消費設備＜ＣＦ式瞬間湯沸器＞ 排気設備不良の瞬間湯沸器によるＣＯ中毒事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅱ 19
▼供給設備＜バルク貯槽の調整器 安全弁＞ バルク貯槽間の液移動による調整器安全弁からの漏えい事故
▼消費設備＜調理機器（フライヤー）＞ 業務用ガス機器の劣化によるガス漏えい事故
▼消費設備＜屋外設置式湯沸器＞ 屋外式湯沸器の囲い込みによるCO中毒事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅲ 20
▼供給設備＜ガス埋設管（供給管）＞ 他工事によるガス埋設管（供給管）損傷による漏えい事故
▼消費設備＜ゆで麺器＞ 質量販売先の仮設テントでのＣＯ中毒事故
▼供給設備＜調整器、高圧ホース＞ 調整器、高圧ホースの経年劣化による漏えい事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅳ 21
▼消費設備＜自然排気式（CＦ式)ボイラー＞ 学校施設での調理実習中のＣＯ中毒事故
▼消費設備＜業務用コンロ＞ 業務用施設（ラーメン店）でのＣＯ中毒事故
▼消費設備＜末端ガス栓＞ 消費者による末端ガス栓の誤開放による漏えい火災事故
▼消費設備＜金属フレキ管＞ 金属フレキ管と末端ガス栓との接続不良による漏えい爆発事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅴ 22 ▼供給設備＜連結用ホース＞ 液移動に起因するＬＰガス漏えい事故
▼消費設備＜業務用コンロ＞ 保育園での調理中のＣＯ中毒事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅵ 23 ▼業務用オーブンの燃焼調節用ダンパー閉そくによるＣＯ中毒事故
▼業務用厨房の排気設備不良によるＣＯ中毒事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅶ 23
▼調整器の経年劣化によるガス漏えい事故
▼埋設管の損傷によるガス漏えい爆発事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅷ 24 ▼排気筒の設置不良によるＣＯ中毒事故
▼業務用機器メンテナンス不良によるＣＯ中毒事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅸ 24
▼販売事業者の作業ミスによる事故
▼施工不完全及び終了時検査の不備による事故

事故事例研究 事故事例研究Ⅹ 25 ▼給排気不全によるＣＯ中毒事故

事故事例研究 事故事例研究ⅩⅠ 25 ▼質量販売における爆発事故

安全機器の原理と構造 第１版 16
容器バルブ・ガスコンロ・安全対策器具・小型湯沸器・調整器・

大型湯沸器・マイコンメータ・ストーブ・ヒューズガス栓・バルク貯槽

安全機器の原理と構造 第２版 17 カップリング付き容器用弁・充てん設備・漏えい検知装置・液移動・再液化

安全機器の原理と構造 転造ねじ 18

安全機器の原理と構造 再点火防止装置 21

【非フラッシュ化対応】 R01

ビデオ映像 講習用補助教材 22 ＣＯ中毒事故防止技術ロールプレイング事例集

ビデオ映像 保安業務情報提供(Ⅰ) 22 的確な点検調査の実施と緊急時対応における漏洩したガスの排除方法について

ビデオ映像 保安業務情報提供(Ⅱ) 22 的確な周知業務の実施と周知のための工夫実例について

ビデオ映像 ＤＶＤテキスト 22 適切な保安業務の実施方法

ビデオ映像 ＤＶＤテキスト 23 調整器の調整圧力・閉そく圧力及び燃焼器入口圧力の確認方法

ビデオ映像 ＤＶＤテキスト 24 保安業務の周知について【第１部、第２部】

ビデオ映像 ＤＶＤテキスト 25 ＬＰガス災害対策マニュアル

ビデオ映像 講習用補助教材 23 法令指導講習ガイダンスビデオ

ビデオ映像 講習用補助教材 23 保安業務指導講習ガイダンスビデオ

ビデオ映像 講習用補助教材 23
【ＣＯ中毒事故防止技術講習用講義ビデオ】

燃焼器の設置及び給排気設備の設置工事の要点

ビデオ映像 講習用補助教材 24
【ＣＯ中毒事故防止技術講習用ビデオ】

改訂版テキストのポイント

ビデオ映像 講習用補助教材 25
【業務用厨房機器メンテナンス講習用ビデオ】

テキスト・講習のポイント

ビデオ映像 講習用補助教材 25
【業務用厨房でガスをお使いの皆さまにお願いしたいこと】

パンフレットの概要説明／業務用厨房で発生したＣＯの動き

ビデオ映像 講習用補助教材 26 ＬＰガス安全器具の紹介

ビデオ映像 事故対策等教材 26 山小屋等で発生する事故のリスク（山小屋等に係る事故対策等教材作成事業）

ビデオ映像 事故対策等教材 26
山小屋等の特則承認制度及び消費設備調査
（山小屋等に係る事故対策等教材作成事業）

ビデオ映像 講習用補助教材 29
【保安業務指導（ヒヤリハット）講習用ビデオ】

他工事事業者による配管損傷／点火不良によるガス漏洩／調理実習室でのＣＯ中毒

ＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイトに掲載している動画コンテンツ等の一覧
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保安技術者向けＷｅｂサイト用サーバー等のシステム仕様

 
 

ササーババー

ハードウェア：

：

ソソフフトウウェアア

①ＯＳ

②アプリケーション

系

： 系

パッケージ

：

：

関連モジュール

： 系

： ：

（ ）

（ ）

（ ）

：

：
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2
.0
1

～
2
0
0
4
.0
2
.2
9

2
0
0
4
.0
3
.0
1

～
2
0
0
4
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

3
5
,8
4
8

8
4
,4
9
8

3
7
,7
3
1

2
5
,1
9
0

2
4
,6
5
7

2
0
7
,9
2
4

総
訪

問
数

2
1
,2
1
2

5
8
,6
5
5

1
5
,1
6
5

6
,6
8
0

6
,2
9
1

1
0
8
,0
0
3

平
成

１
６
年

度
2
0
0
4
.0
4
.0
1

～
2
0
0
4
.0
4
.3
0

2
0
0
4
.0
5
.0
1

～
2
0
0
4
.0
5
.3
1

2
0
0
4
.0
6
.0
1

～
2
0
0
4
.0
6
.3
0

2
0
0
4
.0
7
.0
1

～
2
0
0
4
.0
7
.3
1

2
0
0
4
.0
8
.0
1

～
2
0
0
4
.0
8
.3
1

2
0
0
4
.0
9
.0
1

～
2
0
0
4
.0
9
.3
0

2
0
0
4
.1
0
.0
1

～
2
0
0
4
.1
0
.3
1

2
0
0
4
.1
1
.0
1

～
2
0
0
4
.1
1
.3
0

2
0
0
4
.1
2
.0
1

～
2
0
0
4
.1
2
.3
1

2
0
0
5
.0
1
.0
1

～
2
0
0
5
.0
1
.3
1

2
0
0
5
.0
2
.0
1

～
2
0
0
5
.0
2
.2
8

2
0
0
5
.0
3
.0
1

～
2
0
0
5
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

2
3
,6
2
5

1
9
,3
0
4

1
9
,7
4
3

1
8
,3
4
3

1
6
,9
6
9

1
7
,1
5
1

1
8
,9
0
4

2
1
,1
7
7

1
6
,3
7
1

1
8
,9
6
6

1
9
,8
0
3

3
2
,8
3
3

2
4
3
,1
8
9

総
訪

問
数

5
,7
1
9

4
,9
1
3

3
,1
2
0

3
,0
1
3

2
,9
9
0

3
,2
3
6

3
,2
3
8

3
,4
9
2

2
,7
8
4

3
,4
5
0

3
,8
9
9

4
,4
7
7

4
4
,3
3
1

平
成

１
７
年

度
2
0
0
5
.0
4
.0
1

～
2
0
0
5
.0
4
.3
0

2
0
0
5
.0
5
.0
1

～
2
0
0
5
.0
5
.3
1

2
0
0
5
.0
6
.0
1

～
2
0
0
5
.0
6
.3
0

2
0
0
5
.0
7
.0
1

～
2
0
0
5
.0
7
.3
1

2
0
0
5
.0
8
.0
1

～
2
0
0
5
.0
8
.3
1

2
0
0
5
.0
9
.0
1

～
2
0
0
5
.0
9
.3
0

2
0
0
5
.1
0
.0
1

～
2
0
0
5
.1
0
.3
1

2
0
0
5
.1
1
.0
1

～
2
0
0
5
.1
1
.3
0

2
0
0
5
.1
2
.0
1

～
2
0
0
5
.1
2
.3
1

2
0
0
6
.0
1
.0
1

～
2
0
0
6
.0
1
.3
1

2
0
0
6
.0
2
.0
1

～
2
0
0
6
.0
2
.2
8

2
0
0
6
.0
3
.0
1

～
2
0
0
6
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

3
1
,1
8
5

3
3
,5
1
6

3
4
,2
9
7

3
1
,1
7
3

3
2
,7
0
8

3
2
,8
8
2

2
9
,2
1
4

3
0
,0
7
8

2
2
,7
2
6

2
4
,3
5
5

2
4
,7
4
2

3
1
,0
3
8

3
5
7
,9
1
4

総
訪

問
数

4
,1
3
5

4
,5
7
2

5
,2
8
9

5
,2
7
1

5
,3
2
5

5
,3
9
8

5
,4
9
3

5
,8
5
2

4
,9
6
9

5
,0
3
9

5
,2
3
6

5
,9
2
7

6
2
,5
0
6

平
成

１
８
年

度
2
0
0
6
.0
4
.0
1

～
2
0
0
6
.0
4
.3
0

2
0
0
6
.0
5
.0
1

～
2
0
0
6
.0
5
.3
1

2
0
0
6
.0
6
.0
1

～
2
0
0
6
.0
6
.3
0

2
0
0
6
.0
7
.0
1

～
2
0
0
6
.0
7
.3
1

2
0
0
6
.0
8
.0
1

～
2
0
0
6
.0
8
.3
1

2
0
0
6
.0
9
.0
1

～
2
0
0
6
.0
9
.3
0

2
0
0
6
.1
0
.0
1

～
2
0
0
6
.1
0
.3
1

2
0
0
6
.1
1
.0
1

～
2
0
0
6
.1
1
.3
0

2
0
0
6
.1
2
.0
1

～
2
0
0
6
.1
2
.3
1

2
0
0
7
.0
1
.0
1

～
2
0
0
7
.0
1
.3
1

2
0
0
7
.0
2
.0
1

～
2
0
0
7
.0
2
.2
8

2
0
0
7
.0
3
.0
1

～
2
0
0
7
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

4
5
,0
9
9

5
4
,4
7
5

4
5
,4
3
4

4
5
,9
9
7

5
0
,4
9
7

4
1
,7
1
5

5
2
,1
0
1

5
7
,8
6
6

7
0
,7
2
3

6
2
,8
1
4

5
2
6
,7
2
1

総
訪

問
数

6
,6
8
8

7
,3
2
6

6
,3
1
2

6
,4
1
5

6
,9
3
4

6
,8
9
5

6
,9
6
6

8
,3
2
7

8
,5
0
3

7
,7
1
5

7
2
,0
8
1

平
成

１
９
年

度
2
0
0
7
.0
4
.0
1

～
2
0
0
7
.0
4
.3
0

2
0
0
7
.0
5
.0
1

～
2
0
0
7
.0
5
.3
1

2
0
0
7
.0
6
.0
1

～
2
0
0
7
.0
6
.3
0

2
0
0
7
.0
7
.0
1

～
2
0
0
7
.0
7
.3
1

2
0
0
7
.0
8
.0
1

～
2
0
0
7
.0
8
.3
1

2
0
0
7
.0
9
.0
1

～
2
0
0
7
.0
9
.3
0

2
0
0
7
.1
0
.0
1

～
2
0
0
7
.1
0
.3
1

2
0
0
7
.1
1
.0
1

～
2
0
0
7
.1
1
.3
0

2
0
0
7
.1
2
.0
1

～
2
0
0
7
.1
2
.3
1

2
0
0
8
.0
1
.0
1

～
2
0
0
8
.0
1
.3
1

2
0
0
8
.0
2
.0
1

～
2
0
0
8
.0
2
.2
9

2
0
0
8
.0
3
.0
1

～
2
0
0
8
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

3
4
,3
2
0

5
7
,4
8
4

5
2
,0
3
6

5
6
,0
1
0

7
1
,5
0
9

6
4
,9
9
4

3
3
6
,3
5
3

総
訪

問
数

3
,5
1
0

6
,3
8
8

5
,7
7
4

6
,0
5
6

6
,5
7
6

6
,8
0
6

3
5
,1
1
0

平
成

２
０
年

度
2
0
0
8
.0
4
.0
1

～
2
0
0
8
.0
4
.3
0

2
0
0
8
.0
5
.0
1

～
2
0
0
8
.0
5
.3
1

2
0
0
8
.0
6
.0
1

～
2
0
0
8
.0
6
.3
0

2
0
0
8
.0
7
.0
1

～
2
0
0
8
.0
7
.3
1

2
0
0
8
.0
8
.0
1

～
2
0
0
8
.0
8
.3
1

2
0
0
8
.0
9
.0
1

～
2
0
0
8
.0
9
.3
0

2
0
0
8
.1
0
.0
1

～
2
0
0
8
.1
0
.3
1

2
0
0
8
.1
1
.0
1

～
2
0
0
8
.1
1
.3
0

2
0
0
8
.1
2
.0
1

～
2
0
0
8
.1
2
.3
1

2
0
0
9
.0
1
.0
1

～
2
0
0
9
.0
1
.3
1

2
0
0
9
.0
2
.0
1

～
2
0
0
9
.0
2
.2
8

2
0
0
9
.0
3
.0
1

～
2
0
0
9
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

4
2
,4
8
3

6
8
,6
1
6

6
0
,8
0
0

6
5
,5
2
4

6
0
,4
0
5

7
6
,7
3
1

3
7
4
,5
5
9

総
訪

問
数

4
,9
8
6

6
,7
2
2

5
,9
6
0

6
,5
4
4

6
,6
6
4

7
,1
4
3

3
8
,0
1
9
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平
成

２
１
年

度
2
0
0
9
.0
4
.0
1

～
2
0
0
9
.0
4
.3
0

2
0
0
9
.0
5
.0
1

～
2
0
0
9
.0
5
.3
1

2
0
0
9
.0
6
.0
1

～
2
0
0
9
.0
6
.3
0

2
0
0
9
.0
7
.0
1

～
2
0
0
9
.0
7
.3
1

2
0
0
9
.0
8
.0
1

～
2
0
0
9
.0
8
.3
1

2
0
0
9
.0
9
.0
1

～
2
0
0
9
.0
9
.3
0

2
0
0
9
.1
0
.0
1

～
2
0
0
9
.1
0
.3
1

2
0
0
9
.1
1
.0
1

～
2
0
0
9
.1
1
.3
0

2
0
0
9
.1
2
.0
1

～
2
0
0
9
.1
2
.3
1

2
0
1
0
.0
1
.0
1

～
2
0
1
0
.0
1
.3
1

2
0
1
0
.0
2
.0
1

～
2
0
1
0
.0
2
.2
8

2
0
1
0
.0
3
.0
1

～
2
0
1
0
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

3
2
,9
5
7

8
2
,5
8
3

8
4
,5
4
6

8
6
,8
9
8

8
3
,7
5
6

1
0
2
,8
0
9

1
0
3
,0
3
4

1
1
5
,9
2
5

6
9
2
,5
0
8

総
訪

問
数

1
,9
0
4

6
,3
8
2

6
,9
6
2

7
,5
7
6

7
,6
0
1

8
,3
8
7

8
,9
4
2

9
,3
0
2

5
7
,0
5
6

※
2
0
0
9
年

4
月

は
2
3
日

よ
り
計

上

平
成

２
２
年

度
2
0
1
0
.0
4
.0
1

～
2
0
1
0
.0
4
.3
0

2
0
1
0
.0
5
.0
1

～
2
0
1
0
.0
5
.3
1

2
0
1
0
.0
6
.0
1

～
2
0
1
0
.0
6
.3
0

2
0
1
0
.0
7
.0
1

～
2
0
1
0
.0
7
.3
1

2
0
1
0
.0
8
.0
1

～
2
0
1
0
.0
8
.3
1

2
0
1
0
.0
9
.0
1

～
2
0
1
0
.0
9
.3
0

2
0
1
0
.1
0
.0
1

～
2
0
1
0
.1
0
.3
1

2
0
1
0
.1
1
.0
1

～
2
0
1
0
.1
1
.3
0

2
0
1
0
.1
2
.0
1

～
2
0
1
0
.1
2
.3
1

2
0
1
1
.0
1
.0
1

～
2
0
1
1
.0
1
.3
1

2
0
1
1
.0
2
.0
1

～
2
0
1
1
.0
2
.2
8

2
0
1
1
.0
3
.0
1

～
2
0
1
1
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

2
5
,3
9
2

1
0
4
,0
2
2

1
1
9
,6
2
8

1
1
2
,1
1
0

1
2
2
,2
4
0

1
2
1
,3
4
0

1
3
0
,9
9
8

1
3
6
,2
2
1

1
2
7
,8
4
1

1
3
4
,6
5
7

1
4
6
,4
7
5

1
,2
8
0
,9
2
4

総
訪

問
数

2
,4
8
3

9
,3
2
6

1
0
,2
8
3

1
0
,3
5
1

1
0
,1
6
5

1
0
,4
1
4

1
0
,7
0
7

1
0
,9
6
8

1
0
,2
9
6

1
0
,7
0
5

1
1
,2
7
2

1
0
6
,9
7
0

平
成

２
３
年

度
2
0
1
1
.0
4
.0
1

～
2
0
1
1
.0
4
.3
0

2
0
1
1
.0
5
.0
1

～
2
0
1
1
.0
5
.3
1

2
0
1
1
.0
6
.0
1

～
2
0
1
1
.0
6
.3
0

2
0
1
1
.0
7
.0
1

～
2
0
1
1
.0
7
.3
1

2
0
1
1
.0
8
.0
1

～
2
0
1
1
.0
8
.3
1

2
0
1
1
.0
9
.0
1

～
2
0
1
1
.0
9
.3
0

2
0
1
1
.1
0
.0
1

～
2
0
1
1
.1
0
.3
1

2
0
1
1
.1
1
.0
1

～
2
0
1
1
.1
1
.3
0

2
0
1
1
.1
2
.0
1

～
2
0
1
1
.1
2
.3
1

2
0
1
2
.0
1
.0
1

～
2
0
1
2
.0
1
.3
1

2
0
1
2
.0
2
.0
1

～
2
0
1
2
.0
2
.2
8

2
0
1
2
.0
3
.0
1

～
2
0
1
2
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

1
1
2
,3
9
5

1
2
9
,4
0
8

1
4
2
,5
9
6

1
4
6
,2
8
1

1
3
8
,7
5
7

1
4
5
,0
9
0

1
4
8
,1
8
4

9
6
2
,7
1
1

総
訪

問
数

1
1
,3
0
3

1
3
,0
3
7

1
4
,3
4
4

1
4
,6
9
0

1
3
,9
4
8

1
4
,5
6
3

1
4
,6
6
1

9
6
,5
4
5

※
2
0
1
1
年

8
月

は
4
日

よ
り
計

上

平
成

２
４
年

度
2
0
1
2
.0
4
.0
1
�

～


2
0
1
2
.0
4
.3
0

2
0
1
2
.0
5
.0
1
�

～


2
0
1
2
.0
5
.3
1

2
0
1
2
.0
6
.0
1
�

～


2
0
1
2
.0
6
.3
0

2
0
1
2
.0
7
.0
1
�

～


2
0
1
2
.0
7
.3
1

2
0
1
2
.0
8
.0
1
�

～


2
0
1
2
.0
8
.3
1

2
0
1
2
.0
9
.0
1
�

～


2
0
1
2
.0
9
.3
0

2
0
1
2
.1
0
.0
1
�

～


2
0
1
2
.1
0
.3
1

2
0
1
2
.1
1
.0
1
�

～


2
0
1
2
.1
1
.3
0

2
0
1
2
.1
2
.0
1
�

～


2
0
1
2
.1
2
.3
1

2
0
1
3
.0
1
.0
1
�

～


2
0
1
3
.0
1
.3
1

2
0
1
3
.0
2
.0
1
�

～


2
0
1
3
.0
2
.2
8

2
0
1
3
.0
3
.0
1
�

～


2
0
1
3
.0
3
.3
1

累
計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

1
2
2
,2
4
0

1
4
8
,1
9
0

1
4
0
,6
9
9

1
4
8
,3
0
5

1
4
6
,2
8
1

1
4
8
,1
8
4

1
4
5
,1
8
4

1
4
6
,1
8
4

1
4
7
,1
2
8

1
4
6
,8
4
7

1
4
7
,1
8
4

1
,5
8
6
,4
2
6

総
訪

問
数

1
0
,1
6
5

1
4
,3
5
7

1
3
,5
1
1

1
4
,0
0
1

1
4
,6
9
0

1
4
,6
6
1

1
4
,0
8
5

1
4
,4
6
5

1
4
,6
6
1

1
4
,0
9
1

1
4
,3
7
8

1
5
3
,0
6
5

※
2
0
1
2
年

4
月

は
9
日

よ
り
計

上

平
成

２
５
年

度

2
0
1
3
.0
7
.0
1
�

～


2
0
1
3
.0
7
.3
1

2
0
1
3
.0
8
.0
1
�

～


2
0
1
3
.0
8
.3
1

2
0
1
3
.0
9
.0
1
�

～


2
0
1
3
.0
9
.3
0

2
0
1
3
.1
0
.0
1
�

～


2
0
1
3
.1
0
.3
1

2
0
1
3
.1
1
.0
1
�

～


2
0
1
3
.1
1
.3
0

2
0
1
3
.1
2
.0
1
�

～


2
0
1
3
.1
2
.3
1

2
0
1
4
.0
1
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
1
.3
1

2
0
1
4
.0
2
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
2
.2
8

2
0
1
4
.0
3
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
3
.3
1

累
計

総
累

計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

1
1
0
,9
8
9

1
3
0
,8
5
8

1
2
1
,7
4
2

1
3
4
,5
8
9

1
1
3
,8
7
1

9
8
,9
4
3

1
1
7
,1
6
2

1
0
9
,4
6
5

9
3
7
,6
1
9

7
,5
0
6
,8
4
8

総
訪

問
数

6
0
,8
5
3

6
0
,8
5
4

6
0
,8
5
5

6
0
,8
5
6

6
0
,8
5
7

6
0
,8
5
8

6
0
,8
5
9

6
0
,8
6
0

4
8
6
,8
5
2

1
,2
6
0
,5
3
8

平
成

2
6
年

度
2
0
1
4
.0
4
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
4
.3
0

2
0
1
4
.0
5
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
5
.3
1

2
0
1
4
.0
6
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
6
.3
0

2
0
1
4
.0
7
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
7
.3
1

2
0
1
4
.0
8
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
8
.3
1

2
0
1
4
.0
9
.0
1
�

～


2
0
1
4
.0
9
.3
0

2
0
1
4
.1
0
.0
1
�

～


2
0
1
4
.1
0
.3
1

2
0
1
4
.1
1
.0
1
�

～


2
0
1
4
.1
1
.3
0

2
0
1
4
.1
2
.0
1
�

～


2
0
1
4
.1
2
.3
1

2
0
1
5
.0
1
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
1
.3
1

2
0
1
5
.0
2
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
2
.2
8

2
0
1
5
.0
3
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
3
.3
1

累
計

総
累

計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

1
1
4
,3
3
4

1
2
8
,0
9
9

1
3
9
,5
1
2

1
5
2
,1
5
8

1
2
4
,5
0
8

1
2
9
,8
4
9

1
4
5
,8
6
2

1
3
0
,2
2
9

1
1
3
,1
2
0

1
3
3
,4
6
6

1
2
9
,8
0
4

1
4
3
,0
1
6

1
,5
8
3
,9
5
7

9
,0
9
0
,8
0
5

総
訪

問
数

6
2
,8
6
6

6
9
,7
3
1

7
5
,7
1
4

7
9
,5
2
2

6
4
,2
0
3

7
1
,4
3
4

7
9
,7
0
0

7
1
,0
4
5

6
1
,5
9
0

7
1
,8
2
5

7
1
,4
8
1

7
7
,9
5
9

8
5
7
,0
7
0

2
,1
1
7
,6
0
8
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平
成

2
7
年

度
2
0
1
5
.0
4
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
4
.3
0

2
0
1
5
.0
5
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
5
.3
1

2
0
1
5
.0
6
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
6
.3
0

2
0
1
5
.0
7
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
7
.3
1

2
0
1
5
.0
8
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
8
.3
1

2
0
1
5
.0
9
.0
1
�

～


2
0
1
5
.0
9
.3
0

2
0
1
5
.1
0
.0
1
�

～


2
0
1
5
.1
0
.3
1

2
0
1
5
.1
1
.0
1
�

～


2
0
1
5
.1
1
.3
0

2
0
1
5
.1
2
.0
1
�

～


2
0
1
5
.1
2
.3
1

2
0
1
6
.0
1
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
1
.3
1

2
0
1
6
.0
2
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
2
.2
8

2
0
1
6
.0
3
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
3
.3
1

累
計

総
累

計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

1
3
4
,8
4
3

1
1
2
,3
8
8

1
3
9
,4
4
3

1
3
4
,0
6
2

1
1
3
,3
0
6

1
1
6
,8
0
4

1
2
9
,5
6
8

1
1
9
,1
8
2

1
0
0
,9
8
9

1
1
6
,1
4
8

1
2
4
,3
7
1

1
3
1
,9
7
5

1
,4
7
3
,0
7
9

1
0
,5
6
3
,8
8
4

総
訪

問
数

7
3
,9
2
5

6
2
,7
6
0

7
7
,0
8
2

7
3
,8
9
3

6
3
,4
3
2

6
4
,2
6
8

7
1
,7
2
2

6
7
,2
1
7

5
7
,6
9
2

6
4
,8
2
7

6
9
,8
0
2

7
2
,7
6
4

8
1
9
,3
8
4

2
,9
3
6
,9
9
2

平
成

2
8
年

度
2
0
1
6
.0
4
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
4
.3
0

2
0
1
6
.0
5
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
5
.3
1

2
0
1
6
.0
6
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
6
.3
0

2
0
1
6
.0
7
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
7
.3
1

2
0
1
6
.0
8
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
8
.3
1

2
0
1
6
.0
9
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
9
.3
0

2
0
1
6
.1
0
.0
1
�

～


2
0
1
6
.1
0
.3
1

2
0
1
6
.1
1
.0
1
�

～


2
0
1
6
.1
1
.3
0

2
0
1
6
.1
2
.0
1
�

～


2
0
1
6
.1
2
.3
1

2
0
1
6
.0
1
.0
1
�

～


2
0
1
6
.0
1
.3
1

2
0
1
7
.0
2
.0
1
�

～


2
0
1
7
.0
2
.2
8

2
0
1
7
.0
3
.0
1
�

～


2
0
1
7
.0
3
.3
1

累
計

総
累

計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

6
2
,2
8
1

3
7
,2
5
5

1
4
6
,0
6
5

1
2
8
,1
9
4

1
2
1
,0
7
3

1
2
4
,1
4
2

1
2
6
,6
9
8

1
3
2
,0
2
2

1
0
7
,7
8
4

1
1
4
,5
5
4

1
3
0
,8
5
6

1
3
9
,9
6
3

1
,3
7
0
,8
8
7

1
1
,9
3
4
,7
7
1

総
訪

問
数

3
8
,1
8
4

2
1
,6
0
6

8
2
,4
2
4

7
0
,2
0
2

6
7
,4
0
0

7
0
,9
3
1

7
0
,7
9
1

7
2
,8
4
6

5
9
,5
4
6

6
3
,0
5
3

7
1
,6
4
1

7
5
,7
8
8

7
6
4
,4
1
2

3
,7
0
1
,4
0
4

平
成

2
9
年

度
2
0
1
7
.0
4
.0
1
�

～


2
0
1
7
.0
4
.3
0

2
0
1
7
.0
5
.0
1
�

～


2
0
1
7
.0
5
.3
1

2
0
1
7
.0
6
.0
1
�

～


2
0
1
7
.0
6
.3
0

2
0
1
7
.0
7
.0
1
�

～


2
0
1
7
.0
7
.3
1

2
0
1
7
.0
8
.0
1
�

～


2
0
1
7
.0
8
.3
1

2
0
1
7
.0
9
.0
1
�

～


2
0
1
7
.0
9
.3
0

2
0
1
7
.1
0
.0
1
�

～


2
0
1
7
.1
0
.3
1

2
0
1
7
.1
1
.0
1
�

～


2
0
1
7
.1
1
.3
0

2
0
1
7
.1
2
.0
1
�

～


2
0
1
7
.1
2
.3
1

2
0
1
8
.0
1
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
1
.3
1

2
0
1
8
.0
2
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
2
.2
8

2
0
1
8
.0
3
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
3
.3
1

累
計

総
累

計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

1
3
2
,6
9
1

1
4
8
,9
1
5

1
5
6
,0
4
6

1
3
6
,8
4
4

1
3
7
,8
5
9

1
3
5
,0
8
2

1
4
5
,0
1
4

1
3
7
,0
5
4

1
2
0
,6
0
5

1
2
4
,7
5
3

1
2
2
,7
8
5

1
4
6
,8
7
5

1
,6
4
4
,5
2
3

1
3
,5
7
9
,2
9
4

総
訪

問
数

7
1
,3
2
6

7
8
,7
7
3

8
4
,3
7
3

7
5
,4
7
9

7
5
,7
0
2

7
4
,6
3
3

7
9
,5
2
8

7
5
,4
9
1

6
6
,1
0
8

6
7
,3
8
9

6
5
,8
3
0

7
6
,8
6
5

8
9
1
,4
9
7

4
,5
9
2
,9
0
1

平
成

3
0
年

度
2
0
1
8
.0
4
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
4
.3
0

2
0
1
8
.0
5
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
5
.3
1

2
0
1
8
.0
6
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
6
.3
0

2
0
1
8
.0
7
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
7
.3
1

2
0
1
8
.0
8
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
8
.3
1

2
0
1
8
.0
9
.0
1
�

～


2
0
1
8
.0
9
.3
0

2
0
1
8
.1
0
.0
1
�

～


2
0
1
8
.1
0
.3
1

2
0
1
8
.1
1
.0
1
�

～


2
0
1
8
.1
1
.3
0

2
0
1
8
.1
2
.0
1
�

～


2
0
1
8
.1
2
.3
1

2
0
1
9
.0
1
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
1
.3
1

2
0
1
9
.0
2
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
2
.2
8

2
0
1
9
.0
3
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
3
.3
1

累
計

総
累

計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

1
4
2
,8
9
5

1
5
2
,1
8
9

1
6
3
,2
3
2

1
5
1
,3
9
3

1
4
3
,2
7
8

1
3
0
,0
6
6

1
6
3
,1
4
1

1
6
5
,0
0
6

1
2
3
,0
4
2

1
3
2
,0
1
1

1
4
5
,0
2
1

1
1
1
,7
6
6

1
,7
2
3
,0
4
0

1
5
,3
0
2
,3
3
4

総
訪

問
数

7
5
,4
7
9

8
0
,2
8
2

8
7
,0
6
0

8
1
,8
7
6

7
6
,1
4
0

7
2
,5
1
4

8
9
,5
3
0

8
9
,3
5
7

6
9
,3
2
4

7
0
,8
4
8

7
8
,6
5
0

6
0
,5
9
5

9
3
1
,6
5
5

5
,5
2
4
,5
5
6

令
和

元
(2
0
1
9
)年

度
2
0
1
9
.0
4
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
4
.3
0

2
0
1
9
.0
5
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
5
.3
1

2
0
1
9
.0
6
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
6
.3
0

2
0
1
9
.0
7
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
7
.3
1

2
0
1
9
.0
8
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
8
.3
1

2
0
1
9
.0
9
.0
1
�

～


2
0
1
9
.0
9
.3
0

2
0
1
9
.1
0
.0
1
�

～


2
0
1
9
.1
0
.3
1

2
0
1
9
.1
1
.0
1
�

～


2
0
1
9
.1
1
.3
0

2
0
1
9
.1
2
.0
1
�

～


2
0
1
9
.1
2
.3
1

2
0
2
0
.0
1
.0
1
�

～


2
0
2
0
.0
1
.3
1

2
0
2
0
.0
2
.0
1
�

～


2
0
2
0
.0
2
.2
8

2
0
2
0
.0
3
.0
1
�

～


2
0
2
0
.0
3
.3
1

累
計

総
累

計

総
リ
ク
エ
ス
ト
数

1
5
0
,5
5
5

1
4
2
,9
9
2

1
5
4
,8
8
0

1
8
0
,7
2
4

1
2
7
,3
5
9

1
2
4
,1
8
7

1
3
8
,2
0
4

1
3
1
,7
2
9

1
1
4
,4
2
7

1
3
1
,8
5
1

1
3
5
,0
5
9

1
,5
3
1
,9
6
7

1
6
,8
3
4
,3
0
1

総
訪

問
数

8
0
,6
4
5

7
7
,4
4
0

8
3
,9
3
4

9
4
,4
2
0

6
9
,5
3
5

6
8
,8
8
8

7
6
,1
5
7

7
3
,4
8
0

6
2
,7
1
1

7
0
,6
5
7

7
2
,5
4
6

8
3
0
,4
1
3

6
,3
5
4
,9
6
9
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令
和

元
(2

0
2
9
)年

3
月

3
1
日

N
o
.

N
o
.

P
V

数

1
＜

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

漏
え

い
試

験
・
気

密
試

験
気

密
試

験
の

方
法

2
9
,4

9
5

2
＜

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

給
排

気
設

備
給

排
気

設
備

の
設

置
工

事
の

要
点

2
7
,8

7
0

3
＜

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

給
排

気
設

備
給

排
気

上
の

分
類

2
1
,4

4
4

4
＜

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

T
O

P
ペ

ー
ジ

1
8
,6

8
7

5
＜

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

給
排

気
設

備
給

排
気

の
基

本
1
3
,6

8
4

6
＜

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

漏
え

い
試

験
・
気

密
試

験
漏

え
い

試
験

の
方

法
1
2
,1

8
0

7
＜

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

漏
え

い
試

験
・
気

密
試

験
1
0
,2

8
9

8
＜

地
域

普
及

用
テ

キ
ス

ト
＞

⇒
＜

地
域

保
地

域
保

安
指

導
事

業
用

等
テ

キ
ス

ト
8
,8

9
0

9
＜

学
習

プ
ロ

グ
ラ

ム
＞

漏
え

い
試

験
・
気

密
試

験
気

密
試

験
7
,7

2
9

1
0

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
L
P

`ガ
ス

の
基

礎
知

識
(3

)状
態

変
化

（
気

化
お

よ
び

液
化

）
6
,6

2
1

1
1

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
給

排
気

設
備

特
監

方
の

あ
ら

ま
し

5
,7

6
3

1
2

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
L
P

`ガ
ス

の
基

礎
知

識
(4

)燃
焼

特
性

5
,7

1
0

1
3

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
L
P

`ガ
ス

の
基

礎
知

識
・
特

性
を

知
ろ

う
(1

)空
気

よ
り

重
い

（
ガ

ス
比

重
）

5
,1

1
7

1
4

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
L
P

`ガ
ス

の
基

礎
知

識
(2

)水
よ

り
軽

い
(液

比
重

・液
比

体
積

）
5
,0

6
8

1
5

＜
参

考
資

料
＞

参
考

資
料

5
,0

3
1

1
6

＜
知

っ
て

得
す

る
豆

知
識

＞
2
0
0
8

3
,4

6
6

1
7

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
販

売
事

業
の

手
引

き
（役

割
と

責
務

）
業

務
主

任
者

等
3
,4

0
4

1
8

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
L
P

`ガ
ス

の
基

礎
知

識
(3

)L
P

ガ
ス

の
規

格
3
,2

3
9

1
9

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
漏

え
い

試
験

・
気

密
試

験
漏

え
い

試
験

3
,2

2
2

2
0

＜
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
＞

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

3
,1

1
1
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コ
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メ
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タ

ペ
ー

ジ
ト

ッ
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2

1
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0

＜
安

全
機
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＞
調

整
器
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切
替

式
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整
器

ペ
ー
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ト

ッ
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3
9
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＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム
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検
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調

査
の

手
引

き
点

検
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調

査
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目
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数
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給
設

備
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蔵
能

力
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ン
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満
3
9
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1
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2
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学

習
プ
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グ

ラ
ム

＞
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ト

ッ
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政
庁

へ
の
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手

続
き
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務
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の
選
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9
1

1
1
3
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学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
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ッ
プ
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ジ
販
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事

業
の

手
引

き
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割
と

責
務
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業

務
の
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用

3
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8

1
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4

＜
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＞

⇒
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1
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＜
ビ
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務
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【
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3
8
7

1
1
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習
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ム

＞
緊
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絡
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絡
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1
1
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習
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＞
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1
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＜
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＞
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ッ
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販
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事

業
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手
引

き
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割
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責
務
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給
設

備
の

技
術
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の

主
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＜
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ム

＞
事

故
事

例
研

究
3

3
7
2

1
2
0

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
事

故
事

例
研

究
8

3
7
1

1
2
1

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
事

故
事

例
研

究
4
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習
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ム

＞
・
ト

ッ
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行

政
庁

へ
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手
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出
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3
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習
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ロ
グ

ラ
ム

＞
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ッ
プ
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庁
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手

続
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販
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請
3
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の
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の
資
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＞

⇒
20

1
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＜
ビ

的
確

な
周
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業

務
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夫
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2
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年

度
】
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5
5

1
2
5

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
緊
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絡
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手

引
き
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況
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認
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把
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習
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ム
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習
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習
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＜
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修
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ス
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＞
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ッ
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1
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習
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ロ
グ

ラ
ム

＞
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ト

ッ
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続
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＞
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1
3
3
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グ
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＞
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引

き
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割
と

責
務
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給
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3
4
2

1
3
4

＜
学

習
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ロ
グ

ラ
ム

＞
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ッ
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手
引

き
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割
と

責
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4
2

1
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習
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グ
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ム

＞
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ッ
プ

ペ
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販

売
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引

き
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割
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責
務
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標

識
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示

3
3
9

1
3
6

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
緊

急
時

連
絡

・対
応

の
手

引
き

緊
急

時
連

絡
判

断
基

準
音

声
3
3
1

1
3
7

＜
保

安
技

術
者

研
修

テ
キ

ス
ト

＞
バ

ル
ク

供
給

技
術

【
平

成
２

１
年

度
版

】
第

１
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ル

ク
供

給
シ

ス
テ

ム
の

概
要

3
2
6

1
3
8

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
点

検
・
調

査
の

手
引

き
質

量
販

売
と

保
安

業
務

参
考
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3
2
0

1
3
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＜
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全
機

器
類

の
原

理
・構

造
等

＞
漏

え
い

検
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置
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流

量
検

知
式

切
替

型
）

ペ
ー

ジ
ト

ッ
プ

3
2
0

1
4
0

＜
安

全
機

器
類

の
原

理
・構

造
等

＞
調

整
器

単
段

式
調

整
器

ペ
ー

ジ
ト

ッ
プ

3
1
6

1
4
1

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
事

故
事

例
研

究
6

3
1
4

1
4
2

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
漏

え
い

試
験

・
気

密
試

験
漏

え
い

試
験

の
方

法
印

刷
用

P
D

F
3
1
0

1
4
3

＜
安

全
機

器
類

の
原

理
・構

造
等

＞
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整
器
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調

整
器

ペ
ー

ジ
ト

ッ
プ

3
0
5

1
4
4

＜
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習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
緊

急
時

連
絡

・対
応
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引
き
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1
4
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＜
そ

の
他
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料
＞

⇒
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＜
ビ
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業
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に

つ
い

て
【平

成
24

年
度

】
2
9
6

1
4
6

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
緊

急
時

連
絡

・対
応

の
手

引
き

現
場

で
の

措
置

状
況

確
保

・
応

援
要

請
2
9
4

1
4
7

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
緊

急
時

連
絡

・対
応

の
手

引
き

出
動

出
動

の
方

法
2
9
3

1
4
8

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
販

売
事

業
の

手
引

き
（役

割
と

責
務

）
貯

蔵
施

設
2
9
1

1
4
9

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
行

政
庁

へ
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法
手

続
き

経
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産
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局
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業
保

安
監
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部

2
8
7

1
5
0

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ
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ー

ジ
販

売
事

業
の

手
引

き
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割
と

責
務

）
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D
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2
8
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5
1

＜
安

全
機

器
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の
原

理
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造
等

＞
充

て
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設
備

ペ
ー

ジ
ト

ッ
プ

2
8
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1
5
2

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
埋

設
管

維
持

管
理

の
手

引
き

1
.埋

設
管

の
定

義
1
.「

埋
設

管
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と

は
2
6
4

1
5
3

＜
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
＞

雪
害

事
故

防
止

2
6
4

1
5
4

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
L
P

`ガ
ス

の
基

礎
知

識
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)点
検

と
お

手
入

れ
2
6
3

1
5
5

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
給

排
気

設
備

給
排

気
の

基
本

ダ
イ

ジ
ェ

ス
ト

ム
ー

ビ
ー

2
6
3

1
5
6

＜
地

域
普

及
用

テ
キ

ス
ト

＞
⇒

＜
地

域
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2
1
年

度
地

域
保

安
指

導
事

業
用

等
テ

キ
ス

ト
2
6
2

1
5
7

＜
保

安
技

術
者

研
修

テ
キ

ス
ト

＞
バ

ル
ク

供
給

技
術

【
平

成
２
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２
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給
設

備
 前

半
2
6
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1
5
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＜
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習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
販
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事

業
の
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引

き
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と

責
務
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安
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育
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5
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学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
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ペ
ー

ジ
販

売
事

業
の

手
引

き
（役
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責
務
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費
設

備
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技
術
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主
な

基
準
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＜
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習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
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引

き
1
.周

知
と

は
1
.周

知
の

内
容
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＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
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販
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業
の

手
引

き
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と
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務

）
P
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2
4
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1
6
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習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
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引

き
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務
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＜
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プ

ロ
グ

ラ
ム
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き
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習
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ロ
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夫
実

例
に

つ
い
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4
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＜
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習
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ロ
グ
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ム
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調
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引
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販
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5

1
6
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習
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ロ
グ

ラ
ム

＞
緊

急
時
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絡
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応

の
手

引
き
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場
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の

措
置
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急

措
置

2
4
4

1
6
8

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
販

売
事

業
の

手
引

き
（役

割
と

責
務
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帳

簿
の

記
載

2
4
3

1
6
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＜
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テ
キ

ス
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ス
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2
3
3

1
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＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
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ト

ッ
プ

ペ
ー
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販

売
事

業
の

手
引

き
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割
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責
務
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認
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等
2
3
1

1
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1
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学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
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ト
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ペ
ー
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政
庁
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事
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2
3
1

1
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＜
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ロ
グ

ラ
ム

＞
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設
管

維
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引
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＜
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＞
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1
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＜
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0
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1
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＜
学

習
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グ
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ム

＞
緊
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連
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手

引
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緊
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流
れ

2
2
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1
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習
プ

ロ
グ
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ム

＞
緊

急
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引
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緊
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＞
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引

き
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責
務
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売
方

法
2
2
3

1
7
9
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習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
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工
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引
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流
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2
2
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1
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習
プ

ロ
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＞
緊
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急
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3

2
1
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1
8
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習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
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O
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止
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毒
概
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ビ

ー
2
0
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1
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＜
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ね

じ
2
0
3

1
8
3

＜
学

習
プ

ロ
グ

ラ
ム

＞
・
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
行
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手

続
き

販
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認
定
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請
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1
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習
プ

ロ
グ

ラ
ム
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令和元(2019)年度 

保安専門技術者養成講習 

 

講習アンケート調査票 

会 場：              

日 程：              

 

該当する事項に○を、（  ）内にはお考えをご記入ください。 

 

 

Ⅱ．情報提供に関するものについて 

 
１．この講習を受けられる前に「ＬＰガス保安技術者向けＷｅｂサイト」のホームページを 
ご覧になったことがありますか？ 

□ ある →→ 次の「２」の質問へ進んでください。 
□ ない →→ 「５」の質問へ進んでください。 

 
２．このＷｅｂサイトは、お役に立ちましたか？ 

□ 役に立った。→→ 次の「３」の質問へ進んでください。 
□ 役に立たなかった。 → 「４」の質問へ進んでください。 

 
３．このＷｅｂサイトの中で、どのコンテンツが役に立ちましたか？ 

内容又はコンテンツ名をご記入ください。 
（                                       ） 
（                                       ） 

  → 「５」の質問へ進んでください。 
 
４．どのように改善すれば、役に立つようになるとお考えですか？ご意見をご記入ください。 

（                                       ） 
（                                       ） 

  → 次の「５」の質問へ進んでください。 
 
５．「保安専門技術者向けメールマガジン」を受信されていますか？ 

（保安専門技術者の方が、上記のＷｅｂサイトの保安専門技術者ページに登録すると、このメールマガジンが配信されます。） 

□ している。→→ 裏面の「Ⅱ．講習に関するもの」へ進んでください。 
□ していない。又はこのメールマガジンを知らない。→ 次の「６」の質問へ進んでください。 

 
６．保安専門技術者養成講習修了証（保安専門技術者証）の交付を受けるアドレスをご記入く

ださい。 
→→ 受講するにあたってご提出いただいた「経歴書」にご記入いただいたアドレスに変更がない場合

には、ご記入不要です。 

 （                                    ） 
 
→  アンケート終了。 

ご協協力力有有りり難ううございいましたた。 

受講番号 
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令和元(2019)年度 

保安専門技術者養成講習 

講習アンケート調査票 
【 情報提供に関するものについて 】 

（結果：意見記入欄） 
 
３．このＷｅｂサイトの中で、どのコンテンツが役に立ちましたか？ 

内容又はコンテンツ名をご記入ください。 
 

東京・役立つ内容 

講習日程などの確認 

最新版の修正箇所を確認できたこと(保安業務ガイド) 

テキスト、動画コンテンツ 

情報交換等もっと増えたらいいと思う 

学習プログラム 

事故事例 

法改正情報 

保安業務ガイド 

テキスト参照 

事故事例の紹介 

災害対策マニュアル 

資料のダウンロードができた 

テキスト、専門技術者専用ページ 

学習プログラム、体系的にあること、目的物が容易に思い出せる 

 
札幌・役立つ内容 

バルク供給技術、埋設管保安高度化技術 

ビデオ資料、地域保安指導事業用テキスト 

周知で保安教育で再確認の為使用した 

啓発チラシを活用し、保安教育に使用 

保安業務ガイド(各種) 

保安業務毎にあるテキスト(保安業務用ガイド) 

CO 中毒、パンフレット､動画 

資料の確認 

学習、講習ビデオ等 

保安業務ガイド 

保安業務ガイドのダウンロード 

地域普及事業用テキストの参照 
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高松・役立つ内容 

ビデオ 

保安業務ガイド 

全コンテンツ役に立った 

パンフレット他、マニュアル 

資料及びビデオ 

 

富山・役立つ内容 

講習会のビデオ 

具体的ではないが、資料がたくさんアップされている 

全て 

(役に立ったと思われる)コンテンツ名は覚えていない 

地域保安指導授業用テキスト(PDF)､ビデオ資料､法令の更新内容等 

 
熊本・役立つ内容 

参考資料 

社内教育にてビデオ等を活用しようした。教育に動画があると効果があると思う。 

 
広島・役立つ内容 

保安教育や講習会で利用した 

講習テキスト 

アニメーション、ビデオ 

保安業務ガイドの無料ダウンロード、動画サイト 

4 テーマのテキスト等のダウンロード 

動画コンテンツ、パンフレット 

事故関連情報、事故事例研究 

各種テキストがダウンロードでき、学習用として活用した 

 
静岡・役立つ内容 

試験、講習の確認 

CO 事故ビデオ 

保安業務ガイド等テキストの DL、動画による教育資料 

テキスト 

動画入り解説資料 

動画で供給設備の構造が学べる→新人向けにも良い、保安業務ｶﾞｲﾄﾞのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ、手軽にﾁｪｯｸできる 

学習プログラム、保安専門技術者講習資料 

名前は忘れたが、新入社員教育用に使用した 

動画(事例案) 

法令改正 

事故事例、通達 

特に通達、事故事例他 

ビデオ資料、安全機器類の原理・構造等 
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４．どのように改善すれば、役に立つようになるとお考えですか？ 

ご意見をご記入ください。 
 

東京・改善箇所 

DL 時にもう少し軽くなれば、なお良いと思う 

ビデオ資料の一層の充実 

 
札幌・改善箇所 

なし 

 
高松・改善箇所 

専門技術者(H28.12 月)に受講の際に見ただけ 

 
富山・改善箇所 

なし 

 
熊本・改善箇所 

新しいものをアップしてほしい。 

 
広島・改善箇所 

古いものが多くなっているので、更新してもらいたい 

1 時間以内の講習で使用できるパワーポイント資料のダウンロード 

 
静岡・改善箇所 

事故事例等の解説を増やしてほしい(詳細に) 

 

 

以上 
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自自主主保保安安活活動動チチェェッッククシシーートトのの提提出出  

及及びび  

ＬＬＰＰガガスス消消費費者者保保安安功功績績者者表表彰彰実実施施要要領領  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

 

 

経済産業省・ＬＰガス安全委員会 

(一社)全国ＬＰガス協会・都道府県ＬＰガス協会 

 

別紙１３ 
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1 
 

自主保安活動チェックシートの提出及び 

令和元年度ＬＰガス消費者保安功績者表彰について 

令和元年５月 

 

平成３０年度より保安対策として「ＬＰガス快適生活向上運動“もっと安全さらに安心”」が３年計画

で始まりました。また、本年度からは全国統一の実施目標に掲げた重大事故（Ｂ級以上の事故）ゼロ及

びＣＯ中毒事故ゼロの達成を目指していくために、重大事故（Ｂ級以上の事故）の原因となりやすい、

業務用厨房でのガス漏れ事故、ＣＯ中毒事故の対策として、事故防止重点取組事項を設け全国統一の展

開を行っているところです。 

なお、ＬＰガス事故件数については、平成３０年（１～１２月）の事故件数が速報値で２０６件と微

増し、Ｂ級事故は２件、負傷者４６人、死者数も１人と依然として事故が発生しています。 

このような状況等を踏まえ、自主保安活動の取組みが一層重要となってきていることから、標記チェ

ックシートによる自己診断の更なる推進を図ることとしています。チェックシートの自己診断結果によ

り、項目ごとの強い点の一層の向上と弱い点の改善等を図り、今後の事故防止対策につなげていただき

ますようよろしくお願いします。 

なお、実施要領には記載されておりませんが、経済産業省より、技術総括・保安審議官表彰の受賞歴

が高圧ガス保安経済産業大臣表彰の加点の対象となります。また、ＬＰガス販売事業者１社あたり申告

事業所数は３事業所までとするとの方針が示されています。 

また、従来どおり、受賞者には店頭用ステッカー、車両用ステッカー等のデータが配布されます。 

つきましては、上述を踏まえ下記について、ご協力方よろしくお願いいたします。 

記 

①①  「自主保保安活活動動チチェッッククシシートト」をを所所属属のの都都道道府府県県協協会会にに提提出  

別紙１（青色の用紙）の２ページ以降の申告書について自己採点を行い、その結果を別紙２（黄色

の用紙）に記載して、別紙紙２２（黄黄色色のの用紙紙））をを所所属属のの都都道道府府県県ＬＰガガスス協協会会ににご送送付付くくだだささいい。 

②②  令令和和元元年年度度ＬＰＰガガスス消消費費者者保保安安功功績者者表表彰彰をを所所属属のの都都道道府府県県協協会会又又は七協協議会会連連絡会会等等へへ申告告  

上記①の自己採点の結果、申告書のの評価項目のの総総合合点点数数がが７７５５点点以以上かかつつ一定定のの条条件件ををククリリアアしたた

販販売売事業業者者等((過去去のの受受賞業業者者含含むむ)ににおおかかれれままししてては、別紙紙１（青色色のの用紙紙））をを別表表にに記載載のの提提出先先

にに期期限限内内にご申告告くくだだささいい。 

＊ なお、上記①及び②については、いずれも平成３１年４月３０日現在の状況等をご記入ください。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 

令令和元元年度保安優良良液液化石石油油ガガスス販販売事業者表表彰申告告の主な注意事項  

○本年４月３０日現在の状況等により申告。 

○販売事業所単位で申告可。 

・同一事業者の他販売事業所が事故を起こしても当該販売事業所が事故を起こしていなければ申告可 

・同一事業者の他販売事業所が立入検査による処分等を受けていても当該販売事業所が処分等を受けていなければ申告可 

○１販売事業者あたり、申告できる事業所数の上限が３事業所まで。 

○連続受賞が可能。 

○技術総括・保安審議官表彰の受賞歴が高圧ガス保安経済産業大臣表彰の加点対象。 

○自己採点結果７５点以上かつ一定の基準クリアが申告条件。被表彰者数の枠内に入れば表彰。 

〇技術総括・保安審議官表彰については自己採点結果９０点以上（推薦ががありり、９００点点以上のの場場合合は本本年度かから希希望のの有有無無に

かかかかわわらずず技術総総括・保保安安審議官表表彰彰のの候候補対対象象にななりりますす）、かつ、チェックシート記載内容を本省もしくは産業保安監

督部による現地ヒアリングにて確認の上決定いたします。その他の場合は申告内容により高圧ガス保安協会長表彰、ＬＰガ

ス安全委員会長表彰となります。 

○Ⅰ.保安方針、№3①①調整整器、高低低圧ホーススのの定定期期交交換換、Ⅱ.保安管理体制、№1①①保安安教教育のの実実施、№2⑤⑤業業務用用厨房房施施設へへ

のの業業務務用用換換気気警報報器のの設置、№3①①配管管図面の保管、Ⅳ.自然災害対策、④④災災害ママニュアアルル、、災災害対対策策指針針等等のの整整備等等、⑤ハハ

ザザードドママッッププのの活活用用、⑥⑥災災害発発生時の対応についいてては近年の状勢を踏まえ配点、内容の変更及び追加項目になります。 
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令令和和元元年年度度液液化化石石油油ガガスス消消費者者保保安安功功績績者者表表彰彰実実施施要要領領  
（技術総括・保安審議官表彰、高圧ガス保安協会長表彰、ＬＰガス安全委員会長表彰） 

 

自主保安活動を推進し顕著な功績を挙げた液化石油ガス販売事業者等を表彰することによ

り、液化石油ガス販売事業者等の保安意識の高揚を図り、もって液化石油ガスを利用する一般

消費者等の保安を確保するため、液化石油ガス消費者保安功績者表彰実施要領を制定し、この

要領に基づいて同表彰を行うものとする。 

記 

 

１．表彰実施者   大臣官房技術総括・保安審議官 

高圧ガス保安協会長、ＬＰガス安全委員会長 

 

２．表彰実施日   令和元年１０月２４日(木)  

 

３．表彰式会場   如水会館（東京都千代田区一ツ橋２－１－１） 

本会場において開催される「ＬＰガス消費者保安推進大会」において表

彰する。 

 

４．表彰の種類及び表彰対象者（被表彰者） 

表彰は、一般消費者等の保安を確保するため、自主保安活動を積極的に実施した液化石油

ガス販売事業者又は液化石油ガス販売事業者の各事業所（以下「販売事業者等」という。）、

液化石油ガス関係団体（以下「関係団体」という。）、個人及び保安機関を対象に行う。 

（１）保安優良液化石油ガス販売事業者及び保安優良液化石油ガス販売事業所の表彰 

一般消費者等の保安を確保するため、次に掲げる自主保安活動を積極的かつ総合的に

推進し、顕著な功績を挙げた販売事業者等を、液化石油ガス販売事業者にあっては「保

安優良液化石油ガス販売事業者」として、液化石油ガス販売事業者の各事業所にあって

は「保安優良液化石油ガス販売事業所」として、それぞれ表彰する。 

ただし、同一年度における高圧ガス保安産業保安監督部長表彰、同支部長表彰及び同

那覇産業保安監督事務所長表彰の該当者並びに該当事業所については、本表彰の対象と

しない。 

① 保安方針 

保安確保の体制として、目標を定め、責任と権限とを明確化しており、安全機器等の

設置の取組及び予防保全（期限管理及び交換）を積極的に講じていること。 

② 保安管理体制 

資格者の確保、設備工事の管理、一酸化炭素中毒事故防止対策及び埋設管の管理を積

極的に講じていること。 

③ 保安業務（法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取組） 

自主的な保安高度化の取組及び消費者保安啓発活動を積極的に講じていること。 

（２）保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰 

次に掲げるいずれかの項目について、液化石油ガス消費者保安対策の推進に関して指

導的役割を果たした個人を「保安功労者」として表彰する。また、同様に液化石油ガス

消費者保安対策の推進に関して積極的に貢献した関係団体にあっては「優良液化石油ガ

ス関係団体」として、保安機関にあっては「優良保安機関」として、それぞれ表彰する。 

① 保安活動を積極的に展開し、その効果が上がっていること。 

② 保安に関するボランティア活動に参加し、その功績が認められること。 

③ 事故防止に関し積極的に対応した経験があること。 
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④ 教育機関において、保安啓発活動に尽力したこと。 

⑤ 保安に関する技術進歩のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

⑥ その他、保安のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

⑦ 保安の確保及び安全性の向上のために永年にわたり顕著な功績を挙げ、勤続又は就業

年数２０年以上であること（年数は通算とし、保安に関する業務に限る。）。（保安功労

者のみ対象） 

（３）上記（１）及び（２）の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安等に特に顕著な功績を

挙げた個人、企業又は団体を表彰することができる。 
 
５．被表彰者数 

被表彰者数は、次に掲げるものとする。 

①  技術総括・保安審議官表彰 

上記４（１）、（２）、（３）を合わせて２０者以内 

② 高圧ガス保安協会長表彰 

未定（昨年度は上記３（１）は５０者以内、（２）は１５者以内） 

③  ＬＰガス安全委員会長表彰 

未定（昨年度は上記３（１）は７０者以内、（２）は３０者以内） 

 

６．被表彰者の推薦の基準及び方法 

（１）保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所に係

る推薦 

① 当該表彰に係る推薦を行おうとする者は、別紙１「保安優良液化石油ガス販売事業者

又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所表彰申告書」（以下「申告書」という。）

に必要事項を記入して、評価項目の総合点数が７５点以上の場合、下記に提出すること

（自薦、他薦は問わない。）。 

また、本表彰の対象となる各保安項目の実施状況は、毎年４月３０日時点を基準と

する。 

② 推薦の手順は以下のとおりとする。 

イ 経済産業省（以下「本省」という。）が所管する販売事業者等が被推薦者である場

合は、日本液化石油ガス協議会（以下「日液協」という。）が窓口として申告書を取

りまとめ、本省と協議した上で本省に対して提出する。 

ロ 経済産業局、産業保安監督部・支部及び那覇産業保安監督事務所（以下「監督部等」

という。）が所管する販売事業者等が被推薦者である場合は、各監督部等の管轄区域

の液化石油ガス販売事業者連絡協議会（以下「地域液協」という。）が窓口として申

告書を取りまとめ、当該産業保安監督部・支部及び那覇産業保安監督事務所（以下

「監督部」という。）と協議した上で申告書を監督部に送付し、当該監督部から本省

に対して提出する。 

なお、地域液協がない監督部等が所管する販売事業者等にあっては、当該販売事

業者等を所管する監督部が窓口として申告書を取りまとめ、本省に対して提出する。 

ハ 都道府県が所管する販売事業者等が被推薦者である場合は、当該都道府県ＬＰガス

協会が窓口として申告書を取りまとめ、当該都道府県と協議した上で申告書を当該

都道府県に送付し、当該都道府県から管轄する監督部を経由して本省に対して提出

する。 

ニ 

a  日液協、地域液協及び都道府県ＬＰガス協会は、別紙２「保安優良液化石油ガス

販売事業者又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所表彰候補者に対する
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評価・意見書」を作成するものとする。作成に際しては、当該販売事業者等の申告

書を添付するものとする。 

 

b  監督部及び都道府県は、別紙２「保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良

液化石油ガス販売事業者の各事業所表彰候補者に対する評価・意見書」を作成する

ものとする。作成に際しては、当該販売事業者等の申告書を添付するとともに、必

要に応じて、当該販売事業者等に対し、ヒアリング等を行うものとする。 

（別紙２は添付していません。） 

（２）保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰に係る推薦 

ＬＰガス安全委員会、日液協、地域液協及び都道府県ＬＰガス協会は、当該表彰に係

る保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関（以下「保安功労者等」と

いう。）を選定し、別紙３「保安功労者の表彰候補者に対する評価・意見書」及び別紙

４「液化石油ガス関係団体及び保安機関の表彰候補者に対する評価・意見書」（以下「評

価・意見書」という。）を作成した上で、次の①、②及び④までの方法により提出する。

（別紙３及び別紙４は添付していません。） 

なお、日液協、地域液協及び都道府県ＬＰガス協会以外の推薦者は次の③に掲げると

おり、本省、監督部又は都道府県と協議した上で提出する。この場合において、当該推

薦者は評価・意見書を本省に送付する。 

また、推薦は、他薦によることとする。 

① ＬＰガス安全委員会及び日液協は、本省と協議した上で提出する。この場合において、

日液協は評価・意見書を本省に送付する。 

② 地域液協は、監督部と協議した上で提出する。この場合において、監督部は評価・意

見書を本省に送付する。 

③ 地域液協のない監督部は、当該表彰に係る保安功労者等を選定し、提出する。この場

合において、監督部は評価・意見書を本省に送付する。 

④ 都道府県ＬＰガス協会は、都道府県と協議した上で提出する。この場合において、都

道府県は評価・意見書を、当該都道府県を管轄する監督部を経由して本省に送付する。 

（３）４．（３）に該当する個人、企業又は団体表彰に係る推薦を行おうとする者は、功績の

内容を記載した別紙３又は４に準じた評価・意見書を作成し、本省に対して提出する。こ

の場合において、当該推薦者は評価・意見書を本省に送付する。 

 

７．申告書の提出期限 

  別表のとおり 

 

８．被表彰者の決定等 

（１）被表彰者の選考及び決定 

被表彰者は、６．の推薦のあったものについて別紙５「液化石油ガス消費者保安功績者

技術総括・保安審議官表彰の選考基準」に基づき、商務情報政策局産業保安グループで審

査の上決定する。 

（２）被表彰者の決定通知 

本省は（１）の結果、被表彰者を決定した場合は、ＬＰガス安全委員会を通して、監督

部、都道府県、日液協、一般社団法人全国ＬＰガス協会及び都道府県ＬＰガス協会に通知

する。 

（３）表彰の方式 

表彰は表彰状の交付により行う。 
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別別紙紙５５  

  

液液化化石石油油ガガスス消消費者者保保安安功功績績者者技技術術総総括・・保保安安審審議議官表表彰彰のの選考考基基準準  

 

第１ 「保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所の

表彰」「保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰」における各表彰

者の選考は、次の基準により行うものとする。 

 

１．保安優良液化石油ガス販売事業者又は保安優良液化石油ガス販売事業者の各事業所の表彰 

  保安対策の実施状況の審査は、申告書の総合点数（評価項目を含む。) 等を勘案の上、そ

の実績が優秀であり、次の各項目に適合すること。 

  なお、技術総括・保安審議官表彰については、評価項目の総合点数が９０点以上であり、

提出されたチェックシートの記載内容について、本省若しくは監督部の現地ヒアリングにて

内容確認を実施する。 

 

① 過去５年間に行政の立入検査（液石法第８３条の規定に基づく「立入検査」をいう。）

を受け、液石法の違反に基づく処分又は指導（以下「処分等」という。）を受けていない

こと（販売事業者の責任によらない場合を除く。）及びその他の場合において液石法の違

反に基づく処分等を受けていないこと。 

② 過去５年から１０年の間に処分等を受けている場合は、必要に応じ、処分等の内容に

ついて立入検査等により改善状況が確認できること。 

③ 人損を伴う液化石油ガスに係る事故が過去５年間（人損を伴わない事故にあっては過

去３年間）ないこと（事故に係る責任の所在が不明な場合も含む。）。ただし、事故の発生

が販売事業者の責任によらない場合にあっては、この限りではない。 

④ 申告内容と実施状況とに齟齬がないこと（齟齬が認められた場合は、表彰以降でも表

彰を取り消すものとする。）。 

⑤ その他の法令の違反、刑事事件を起こし、表彰するにふさわしくないものではないこ

と。 

 

２．保安功労者、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰 

 （１）被表彰者の選考に当たっては、次の項目により審査し、次の項目のうち、いずれかの

項目に該当する場合には、（２）により審査を行う。 

   ① 液化石油ガスの保安に係る特色のある保安活動を展開し、その効果が上がっている

こと。 

   ② 液化石油ガスの保安啓発にボランティア活動等を通して参加し、その功績が認めら

れること。 

   ③ 液化石油ガスによる事故の発生を未然に防止し、又は既に発生した事故を大事に至

る前に防いだ経験があること（当該事故の原因が自己の職務上の責任によらない場

合に限る。）。 

   ④ 小中学校等の教育機関において、液化石油ガスの保安啓発活動に長年にわたって尽

力したこと。 

   ⑤ 液化石油ガスの保安に係る技術進歩のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

⑥ その他、保安のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

⑦ 保安の確保及び安全性の向上のために永年にわたり顕著な功績を挙げ、勤続又は就

業年数２０年以上であること（年数は通算とし、保安に関する業務に限る。）。（保安

功労者のみ対象） 
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 （２）保安功労者、関係団体及び保安機関にあっては、次の項目に適合すること。 

   ① 保安功労者であって液化石油ガス事業者又は保安機関に所属する場合にあっては、

保安功労者及び当該所属会社において液石法又はその他の法令に基づく立入検査及

びその他の場合において処分等を受けていないこと、かつ、保安功労者又は保安功労

者の所属会社に起因した人損を伴う液化石油ガスに係る事故が過去１０年間（人損を

伴わない事故にあっては過去３年間）ないこと（事故に係る責任の所在が不明な場合

も含む。）。 

② 保安功労者であって関係団体に所属する場合又は関係団体にあっては、法令に基づ

く監査及びその他の場合において過去３年間に業務改善等の指導を受けたことがない

こと。 

③ 保安機関にあっては、液石法又はその他の法令に基づく立入検査及びその他の場合

において処分等を受けていないこと、かつ、人損を伴う液化石油ガスに係る事故が過

去１０年間（人損を伴わない事故にあっては過去３年間）ないこと（事故に係る責任

の所在が不明な場合も含む。）。 

④  保安功労者にあっては、勲章を受けた者、液化石油ガス保安に関する功労により褒

章を受けた者及び近く叙勲の候補者となり得る者でないこと。 

 

第２ 実施要領４．（３）に該当するものについては、別途定める審査会の審議により決定する。 
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別別紙紙１  

  
  

保保安優良良液液化石石油油ガガス販販売事事業業者者又又はは保保安安優良良液液化石石油油ガガスス  
販販売売事業業者のの各各事業業所所表表彰彰申告告書  

（４月３０日現在） 
 
１．登録事業者名／ふりがな：                           

※１ 事業所である場合には、登録事業者名の後に括弧書で事業所名を記載すること。 
※２ 事業所である場合には、以下の＊の項目については、事業所についても付記すること。 

     資本金：                   ＊従業員数：       名 
 
２．＊所在地：〒                                
  ＊電話番号：             ＊FAX 番号：             
 
３．＊代表者氏名：              ＊役職名：            
 
４．登録年月日：              
 
５．＊過去５年間の法令違反の有無：有、無 

 （最終立入検査年月日：平成  年  月  日） 
 
６．＊過去５年間の事故（消費者ミスに係るものを含む。）歴の有無：有、無 
  （発生年月日：平成  年  月  日及びその内容）                                      
                                         
 
７．＊消費者戸数：            戸 
 
８．本表彰制度における受賞歴：表彰名                        （受賞年度    ） 
 
９．その他主な表彰の受賞歴：表彰名                          （受賞年度     ） 
 
１０．関連機関における活動履歴（県ＬＰガス協会等保安業務に関係した経歴があれば記載） 

                                        
                                        

 
１１．過去５年から１０年の間に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液石法」

という。）違反による処分又は指導（以下「処分等」という。）の有無（処分等を受けている場合には、

その処分内容と改善状況を記載） 
                                         
                                        
 

１２．保安活動の概要（自主保安として取り組んだ内容が分かるように記載のこと。）                                       
 
 
 
 

 
（申告書に評価項目表を添付のこと） 
 
（留意事項） 
  ・自主保安の取組についてヒアリングを行う場合があります。 
  ・被表彰者の評価項目の総合点数を公表する場合があります。 

各項目について記載漏れがないことを確認。 
（ただし、「８．」～「１１」については該当がなければ記入不要です。） 
※※推推薦ががあありり、、自自己採採点点結果果９９００点点以以上はは審審議官表表彰彰候候補のの対対象象ととななりりまますす。  
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 申告書

Ⅰ.保安安方方針

注１１））各各項項目ににつついいてて事業業者（（所所）内内にに徹底さされてていいるる場合合にに得得点点でできるる。

注２）ここででいいう設設置率100％ととは999％％をを超ええるるもものををいう。

内容 配点 備考

Ｎｏ．１ 保安体制・責任と権限の明確化

2点 点 2点又は0点

2点 点 2点又は0点

2点 点 2点又は0点

Ｎｏ．２ 安全機器等の設置の取組

設置を推進しており、消費者の要望に応
じ積極的に導入していること。（設置率
100%以下でも可。）

2点 点 2点又は0点

① 法令義務施設以外の施設も含みます。

②
対象から除かれるのは、燃焼器が屋外にあるもの
及び、浴室内にあるもののみです。

③ 消費者拒否の場合は未設置となります。

④
交換期限５年を経過しているものがある場合は未
設置となります。

設置率８０％以上９９％以下
設
置
率

1点

設置を推進しており、消費者の要望に応
じ導入できる体制になっている。（設置
率100%以下でも可。）

2点 点 2点又は0点

設置率１００％
(100％とは99％を超えるものをいう。)

（供給設備数は、一般住宅、集合住宅等
の設備数の合計設備数とする。）

2点

設置率８０％以上９９％以下
設
置
率

1点

①
保安確保の目標
管理

保安確保の目標を達成するため、計画、
実行及び検討・評価に分けて管理が行わ
れている。
（計画とは、保安確保・消費者安全サー
ビスについて、具体的な数値化された計
画が書面化されていること。）
（実行とは、計画を実行し、実施結果の
記録があるもの。）
（検討・評価とは、目標及び実行した結
果について、定期的な見直しが行われ、
計画と実行に反映されていること。）

登録事業者名
※事業所単位での申告の場合はかっこ書きで事業所名を記載すること。

評価項目
（自主保安活動自己診断チェックシート）

項目 解説 得点

計画の例
安全機器の設置・従業員教育・消費者保安啓発等の数
値化された実施計画が書面で策定されている。

実行の例
従業員教育等が上記計画通り実行され記録が残されて
いる。

検討・評価の例
責任者により目標と実行に対して定期的に検討・評価
がなされ、見直しと改善が行われている。

注注意意：：別別紙紙にに保保安安活活動動のの概概要要をを計計画画、、実実行行及及びび検検討討・・評評価価にに分分けけ具具体体的的にに記記入入ののこことと。。

① ガス警報器

設置率１００％
(100％とは99％を超えるものをいう。)

（一消費者に対しガス警報器が複数設置
されている場合であっても、設置率の設
置数（分子）は１とする。）

2点

点
2点、1点又

は0点

② 漏洩検知装置

調整器出口（上流監視含む）から末端ガス栓までの供
給管及び配管からの漏えいが確認できるものであれば
マイコンＳ等でも可とします。

点
2点、1点又

は0点

設置数

一般消費者数
○○％ ＝

設置数

供給設備数

○○％ ＝

事業所単位での申告の場合はかっこ書きで事業所名を記載 

－ 407 －
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設置を推進しており、消費者の要望に応
じ導入できる体制になっている。
（設置率70%以下でも可。）

2点 点 2点又は0点

導入率７０％以上かつ第一号認定液化石
油ガス販売事業者として認定を受けてい
る。

3点

導入率７０％以上 2点

導入率５０％以上７０％未満かつ第二号
認定液化石油ガス販売事業者として認定
を受けている。

2点

導入率３０％以上７０％未満 1点

④
安全装置付きガ
スコンロ

安全装置付きガスコンロへの交換を推進
しており、消費者の要望に応じ積極的に
導入していること。

1点 点 1点又は0点

⑤
ガス漏れ警報器
連動遮断装置

設置を推進しており、消費者の要望に応
じ積極的に導入していること。

2点 点 2点又は0点

⑥ ガス栓カバー等

使用していないガス栓への設置又は遊び
栓（使用しないガス栓）のないガス器具
への交換を推進しており、消費者の要望
に応じ積極的に対応していること。

2点 点 2点又は0点

Ｎｏ．３ 予防保全（期限管理）

Ⅰ
類
未
交
換
率

Ⅱ
類
未
交
換
率

② 定期交換の管理
上記①の交換期限リストが抽出できるソ
フトが組み込まれたコンピュータによる
期限管理が導入されている。

2点 点 2点又は0点

③
老朽化設備・機
器の一掃

老朽化設備・機器の一掃を推進してい
る。

2点 点 2点又は0点

31点 点

調整器、高低圧
ホースの定期交
換

Ⅰ類；Ｓ型は製造年月から１０年
Ⅱ類；Ｎ型は製造年月から７年
を経過した期限切れのものがないこと。
（調整器について、集合住宅等では一施
設一台とする。）

集中監視システ
ムの導入

消費者拒否の場合は未設置となります。

点
導
入
率

3点、2点、1
点又は0点

3点

③

点 3点又は0点

ここでいう安全装置付きガスコンロとは、全コンロ
バーナーに立ち消え安全装置、調理油過熱防止装置及
び消し忘れ消火機能（タイマー）を搭載したコンロを
いいます。

ここでいうガス漏れ警報器連動遮断装置とは、マイコ
ンメータの設置されているところも含み、全てガス漏
れ警報器と連動しているものをいいます。

①

ここでいう「老朽化設備・機器の一掃を推進してい
る」とは、定期調査点検時ほか容器交換時点検、検針
時に期限切れや老朽化設備を確認していることをいい
ます。

合 計

期限切れ数

設置施設数
○○％ ＝

期限切れ数

設置施設数
○○％ ＝

設置数

一般消費者数
○○％ ＝

項目ごとの合計を確認。（以下同じ） 

－ 408 －
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Ⅱ.保安管理体体制
注注））全全消消費費者者ととはは、、消消費費者者のの9999％％をを超超ええるる場場合合をを指指すす。。

内容 配点 備考

Ｎｏ．１ 保安教育・資格取得

保安教育を的確に実施する体制を整備す
るとともに、年間保安教育計画を策定
し、保安教育が従業員に対して確実に実
施されるようにする。

2点 点 2点又は0点

容器交換時や設備工事・修理等の際の標
準作業マニュアルを作成する等、作業手
順の再認識及び徹底並びに定められた作
業を的確に実施できる技術力の向上を図
るよう指導する。

3点 点 3点又は0点

行政、地域液協及び都道府県ＬＰガス協
会等が各地で実施される保安講習会に積
極的に参加する。

2点 点 2点又は0点

１５０％以上 3点

＊1 「資格者数」とは、第二種販売主任者、液化石油
ガス設備士、業務主任者代理者取得者の合計数を
指す。例えば１名が２つの資格を取得している場
合は「２」とする。

＊2 「液石法の販売事業に係る従事者数」は、液石法
の販売事業に係る経営者、総務・経理担当、パー
ト・アルバイト等臨時採用者も含んだ数。

Ｎｏ．２ ＣＯ（一酸化炭素）中毒事故防止対策

①

不完全燃焼防止
装置が付いてい
ない器具を使用
している消費者
への保安啓発活
動

不完全燃焼防止装置が付いていない器具
を使用している消費者に、不完全燃焼防
止装置の付いている燃焼器や屋外設置式
の燃焼器への交換、及び老朽化設備の一
掃を推進していること。
なお、交換されるまでの間はＣＯ（一酸
化炭素）警報器の設置を推進しているこ
と。
また、一酸化炭素中毒事故防止の保安啓
発活動を行っていること。

2点 点 2点又は0点

②
消費設備の保安
啓発活動

定期消費設備調査の際に、設置場所や排
気筒が適切であること、腐食や閉そくの
異常がないことを確認するとともに、消
費者への事故防止についての啓発活動を
行っていること。

2点 点 2点又は0点

③

不完全燃焼防止
装置の付いてい
る燃焼器への交
換

開放式燃焼器及び半密閉式燃焼器（湯沸
器及び風呂釜）について、未交換率が
０％であること。

3点 点 3点又は0点

④
業務用厨房施設
への法定周知以
外の周知

業務用厨房施設のオーナー、管理責任者
や従業員等へ、法定周知に加え、ガス機
器の正しい使い方、事故防止策等の周知
（注意喚起）を行っていること。

3点 点 3点又は0点

⑤
業務用厨房施設
への業務用換気
警報器の設置

業務用厨房施設への業務用換気警報器の
設置を推進しており、消費者の要望に応
じ積極的に導入していること。

3点 点 3点又は0点

Ｎｏ．３ 配管図面

① 配管図面の保管
全消費者の現状の配管図面を保管してい
る。

3点 点 3点又は0点

Ｎｏ．４ 埋設管の管理

①
経年埋設管の交
換

露出配管やポリエチレン管への交換等、
経年埋設管の交換を推進していること。

2点 点 2点又は0点

②
他工事業者によ
る事故防止対策

他工事業者による埋設管損傷の対策を
行っている。

3点 点 3点又は0点

合 計 31点 点

項目 解説 得点

① 保安教育の実施

 

②

従事者の資格
（二販、設備
士、業務主任者
代理者）取得状
況

点
3点、2点又

は0点

１００％以上１５０％未満 2点

配管図面とは、ＬＰガス設備全体の配管図面をいいま
す。

ここでいう不完全燃焼防止装置が付いていない器具と
は、不完全燃焼防止装置が付いていない開放式及び半
密閉式の湯沸器及び風呂釜をいいます。

他工事業者による損傷の対策の例
・事前に工事の状況を把握
・他工事業者との事前協議
・現場立会い
・他工事業者に埋設管の位置の通知
・現場を巡回し、漏えいの確認

液石法の販売事業に係る従事者数(*2)

○○％ ＝

延べ資格者数(*1)

 

－ 409 －
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Ⅲ.保保安安業業務務    （（法法定保保安業業務務以外外のの自主的なな保安安高度化のの取取組））

注）全消費者とは、消費者の99％を超える場合を指す。

内容 配点 備考

Ｎｏ．１ 自主的な保安高度化の取組

3点

1点

3点

1点

③
メータの異常表
示の確認

全消費者に対し、月１回以上の頻度で
メータの異常表示の確認をし記録を行っ
ている。異常がある場合は消費者に通知
していること。

2点 点 2点又は0点

④
安全装置の有無
の調査

全消費者に対し、法定調査項目以外の安
全装置（一酸化炭素警報器、過熱防止
器、立ち消え安全装置等）の有無の調査
を４年に１回以上行い、かつ点検・調査
票に、安全装置の調査項目が記され実施
し記録されていること。また、消費者に
結果を通知し、説明を行っている。
また、安全装置の無い消費者に対しては
重点的な保安活動を行っている。

3点 点 3点又は0点

Ｎｏ．２ 消費者保安啓発活動

①
消費者への保安
啓発活動

全消費者に対し、年２回以上保安啓発活
動を行っている。
(例：保安啓発と緊急時の連絡先を記入し
た領収書を発行している。)

3点 点 3点又は0点

②

１０月の消費者
保安月間におけ
る消費者への保
安啓発活動

１０月の消費者保安月間に自主啓発活動
を実施している。
(例：ＬＰガス安全委員会のリーフレット
配布やポスター掲示。)

2点 点 2点又は0点

③

高齢者、身体の
不自由な消費者
等に対する特別
な保安活動

ＬＰガスを使用する高齢者や身体の不自
由な消費者を把握し、重点的な保安啓発
活動を行っている。

3点 点 3点又は0点

④
リコール対象品
への対応

経済産業省のリコール情報を定期的に確
認するなどし、所有者情報を有している
場合にはメーカーに情報提供する等の協
力に努めている。

2点 点 2点又は0点

⑤
長期使用製品安
全点検制度への
協力

消費者に制度の内容を周知するととも
に、同意を得て代行記入をするなど、対
象になっているＬＰガス機器の所有者票
の回収率の向上に努めている。

2点 点 2点又は0点

23点 点 -

項目 解説 得点

①
法定期間内にお
ける供給設備点
検頻度

全消費者に対し、４年点検項目（定期供
給設備点検）について次の頻度で点検を
実施した上で、その結果を記録してお
り、かつ消費者に通知していること。

2年に１回以上。

点
3点、1点又

は0点
3年に１回。

②
法定期間内にお
ける消費設備調
査頻度

全消費者に対し、４年調査項目（定期消
費設備調査）について次の頻度で調査を
実施した上で、その結果を記録してお
り、かつ消費者に通知していること。

2年に１回以上。

点
3点、1点又

は0点
3年に１回。

合 計  

－ 410 －
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ⅣⅣ.自然然災災害対対策策    （災災害対対策策へへの取取組））

注）全消費者とは、消費者の99％を超える場合を指す。

内容 配点 備考

設置を推進しており、消費者の要望に応
じ積極的に導入していること。（設置率
100%以下でも可。）

2点 点 2点又は0点

設置率１００％
(100％とは99％を超えるものをいう。) 3点

設置率７０％以上９９％以下 2点

設置率５０％以上７０％未満 1点

②
容器への鎖又は
ベルトの２本取
付け

容器への鎖又はベルトの２本取付けを推
進しており、消費者の要望に応じ積極的
に取り付けていること。

3点 点 3点又は0点

③
防災訓練の実施
又は参加

災害発生時の災害活動が円滑に行われる
よう、防災訓練を実施しているか又は他
者が行う防災訓練に参加している。

2点 点 2点又は0点

④
災害マニュア
ル、災害対策指
針等の整備等

災害発生時に備え、災害マニュアル等を
入手し活用している。

2点 点 2点又は0点

⑤
ハザードマップ
の活用

事業者（所）が所在している地域のハ
ザードマップに基づいて、災害時の対策
を講じている。

2点 点 2点又は0点

⑥
災害発生時の対
応について

災害発生時に被害報告を行う体制、報告
様式等が整備されている。

1点 点 1点又は0点

15点 点 -

総合計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）

100点 点 －

①

ガス放出防止型
高圧ホース又は
ガス放出防止器
の設置
(マイコンメー
タの遮断機能と
バルクを除く)

供給設備数は、一般住宅、集合住宅等の設備数の合計
とします。

項目 解説

点
3点、2点、1
点又は0点

設
置
率

得点

ここでいう災害マニュアル等とは、経済産業省及び高
圧ガス保安協会が作成しているＬＰガス災害対策マ
ニュアル、都道府県LPガス協会またはＬＰガス販売事
業者が作成している災害マニュアルのことをいいま
す。

合 計

総合計

※総合計が90点以上の事業者（所）は技術総括・保安審議官表彰対象者として、提出されたチェックシートの
記載内容について、経済産業省本省若しくは監督部が現地ヒアリングで確認させていただきます。

設置数

供給設備数

○○％＝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊＊  自己採採点点のの結結果果、、総総合合計点点数数ににかかかかわわららずず、、各各項目のの点点数数、、総総合合計等等のの内内容容をを
別紙紙２２（（黄黄色色のの用用紙紙）にに記記載載ののううええ、、所所属属のの都都道府府県県ＬＰガガスス協協会会にに提提出出ををおお
願願いいいいたたしまますす。  

＊＊  総総合合計点点数数がが７７５５点点以以上かかつつ一定定のの条条件件ををククリリアアししたた場場合合はは別別紙紙１（（青色色のの用用
紙紙））をを、、別別表表にに記載載のの提提出先先及及びび期期限限内内にに申告ををおお願いいいいたたししまますす。（（そそのの際際は
次次ペページジのの内内容容ももご記入入下下ささいい）  

 

－ 411 －
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別紙紙

保安活動概要の記入用紙

計画

①保安教育について：

②安全装置の設置について：

※ 事業所において申請する場合は、事業所における取組の内容を記載すること。

③消費者啓発について：

④その他：

実行

検討・評価

 
計画の概要を項目ごとに記入。 

 
実行の概要を記入。 

 
検討・評価の概要を記入。 

－ 412 －
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参参考：受受賞者にに配布布ししたたスステテッッカカー等等((平平成成３３００年年度度にに配布布ししたたものの))  
 

 

－ 413 －
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別別紙紙１１  
  

保保安安優良良液液化化石石油ガガスス販販売事業業者者又又は保保安優優良良液液化化石石油油ガガスス  

販販売売事業業者のの各各事業業所表表彰彰申告書  

（４月３０日現在） 

 
１．登録事業者名／ふりがな：                           

※１ 事業所である場合には、登録事業者名の後に括弧書で事業所名を記載すること。 
※２ 事業所である場合には、以下の＊の項目については、事業所についても付記すること。 

     資本金：                   ＊従業員数：       名 
 
２．＊所在地：〒                                
  ＊電話番号：             ＊FAX 番号：             
 
３．＊代表者氏名：              ＊役職名：            
 
４．登録年月日：              
 
５．＊過去５年間の法令違反の有無：有、無 

 （最終立入検査年月日：平成  年  月  日） 
 
６．＊過去５年間の事故（消費者ミスに係るものを含む。）歴の有無：有、無 
  （発生年月日：平成  年  月  日及びその内容）                                      
                                         
 
７．＊消費者戸数：            戸 
 
８．本表彰制度における受賞歴：表彰名                        （受賞年度    ） 
 
９．その他主な表彰の受賞歴：表彰名                          （受賞年度     ） 
 
１０．関連機関における活動履歴（県エルピーガス協会等保安業務に関係した経歴があれば記載） 

                                        
                                        

 
１１．過去５年から１０年の間に液石法違反による処分又は指導（以下「処分等」という。）の有無（処分

等を受けている場合には、その処分内容と改善状況を記載） 
                                        
                                        
 

１２．保安活動の概要（自主保安として取り組んだ内容が分かるように記載のこと。）                                       
 
 
 
 

 
（申告書に評価項目表を添付のこと） 
 
 
（留意事項） 
  ・自主保安の取組についてヒアリングを行う場合があります。 
  ・被表彰者の評価項目の総合点数を公表する場合があります。 
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Ⅱ.保安管理体体制
注））全消消費者とは、消消費者の99％を超えるる場合合をを指すす。

内容 配点 備考

Ｎｏ．１ 保安教育・資格取得

保安教育を的確に実施する体制を整備す
るとともに、年間保安教育計画を策定
し、保安教育が従業員に対して確実に実
施されるようにする。

3点 点 3点又は0点

容器交換時や設備工事・修理等の際の標
準作業マニュアルを作成する等、作業手
順の再認識及び徹底並びに定められた作
業を的確に実施できる技術力の向上を図
るよう指導する。

3点 点 3点又は0点

経済産業省が実施する地域保安指導事業
等、各地で実施される保安講習会に積極
的に参加する。

2点 点 2点又は0点

１５０％以上 3点

＊1 「資格者数」とは、第二種販売主任者、液化石油
ガス設備士、業務主任者代理者取得者の合計数を
指す。例えば１名が２つの資格を取得している場
合は「２」とする。

＊2 「液石法の販売事業に係る従事者数」は、液石法
の販売事業に係る経営者、総務・経理担当、パー
ト・アルバイト等臨時採用者も含んだ数。

Ｎｏ．２ 設備工事

① 配管図面の保管
法定の保存期間（５年間）を超えて、全
消費者の配管図面を保管している。

3点 点 3点又は0点

Ｎｏ．３ ＣＯ（一酸化炭素）中毒事故防止対策

①

不完全燃焼防止
装置が付いてい
ない器具を使用
している消費者
への保安啓発活
動

不完全燃焼防止装置が付いていない器具
を使用している消費者に、不完全燃焼防
止装置の付いている燃焼器や屋外設置式
の燃焼器への交換、及び老朽化設備の一
掃を推進していること。
なお、交換されるまでの間はＣＯ（一酸
化炭素）警報器の設置を推進しているこ
と。
また、一酸化炭素中毒事故防止の保安啓
発活動を行っていること。

2点 点 2点又は0点

②
消費設備の保安
啓発活動

定期消費設備調査の際に、設置場所や排
気筒が適切であること、腐食や閉そくの
異常がないことを確認するとともに、消
費者への事故防止についての啓発活動を
行っていること。

2点 点 2点又は0点

③

不完全燃焼防止
装置の付いてい
る燃焼器への交
換

開放式燃焼器及び半密閉式燃焼器（湯沸
器及び風呂釜）について、未交換率が
０％であること。

3点 点 3点又は0点

④
業務用厨房施設
への法定周知以
外の周知

業務用厨房施設のオーナー、管理責任者
や従業員等へ、法定周知に加え、ガス機
器の正しい使い方、事故防止策等の周知
（注意喚起）を行っていること。

3点 点 3点又は0点

⑤
業務用厨房施設
への業務用換気
警報器の設置

業務用厨房施設への業務用換気警報器の
設置を推進しており、消費者の要望に応
じ積極的に導入していること。

2点 点 2点又は0点

Ｎｏ．４ 埋設管の管理

①
経年埋設管の交
換

露出配管やポリエチレン管への交換等、
経年埋設管の交換を推進していること。

2点 点 2点又は0点

②
他工事業者によ
る事故防止対策

他工事業者による埋設管損傷の対策を
行っている。

3点 点 3点又は0点

合 計 31点 点

項目 解説 得点

① 保安教育の実施

 

②

従事者の資格
（二販、設備
士、業務主任者
代理者）取得状
況

点
3点、2点又

は0点

１００％以上１５０％未満 2点

配管図面とは、ＬＰガス設備全体の配管図面をいいま
す。

ここでいう不完全燃焼防止装置が付いていない器具と
は、不完全燃焼防止装置が付いていない開放式及び半
密閉式の湯沸器及び風呂釜をいいます。

他工事業者による損傷の対策の例
・事前に工事の状況を把握
・他工事業者との事前協議
・現場立会い
・他工事業者に埋設管の位置の通知
・現場を巡回し、漏えいの確認

液石法の販売事業に係る従事者数(*2)

○○％ ＝

延べ資格者数(*1)
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Ⅲ.保安業業務務    （法定定保保安業業務務以外の自主的的なな保安高度化化の取取組）

注）全消費者とは、消費者の99％を超える場合を指す。

内容 配点 備考

Ｎｏ．１ 自主的な保安高度化の取組

3点

1点

3点

1点

③
メータの異常表
示の確認

全消費者に対し、月１回以上の頻度で
メータの異常表示の確認をし記録を行っ
ている。異常がある場合は消費者に通知
していること。

2点 点 2点又は0点

④
安全装置の有無
の調査

全消費者に対し、法定調査項目以外の安
全装置（一酸化炭素警報器、過熱防止
器、立ち消え安全装置等）の有無の調査
を４年に１回以上行い、かつ点検・調査
票に、安全装置の調査項目が記され実施
し記録されていること。また、消費者に
結果を通知し、説明を行っている。
また、安全装置の無い消費者に対しては
重点的な保安活動を行っている。

3点 点 3点又は0点

Ｎｏ．２ 消費者保安啓発活動

①
消費者への保安
啓発活動

全消費者に対し、年２回以上保安啓発活
動を行っている。
(例：保安啓発と緊急時の連絡先を記入し
た領収書を発行している。)

3点 点 3点又は0点

②

１０月の消費者
保安月間におけ
る消費者への保
安啓発活動

１０月の消費者保安月間に自主啓発活動
を実施している。
(例：ＬＰガス安全委員会のリーフレット
配布やポスター掲示。)

2点 点 2点又は0点

③

高齢者、身体の
不自由な消費者
等に対する特別
な保安活動

ＬＰガスを使用する高齢者や身体の不自
由な消費者を把握し、重点的な保安啓発
活動を行っている。

3点 点 3点又は0点

④
リコール対象品
への対応

経済産業省のリコール情報を定期的に確
認するなどし、所有者情報を有している
場合にはメーカーに情報提供する等の協
力に努めている。

2点 点 2点又は0点

⑤
長期使用製品安
全点検制度への
協力

消費者に制度の内容を周知するととも
に、同意を得て代行記入をするなど、対
象になっているＬＰガス機器の所有者票
の回収率の向上に努めている。

2点 点 2点又は0点

23点 点 -

項目 解説 得点

①
法定期間内にお
ける供給設備点
検頻度

全消費者に対し、４年点検項目（定期供
給設備点検）について次の頻度で点検を
実施した上で、その結果を記録してお
り、かつ消費者に通知していること。

2年に１回以上。

点
3点、1点又

は0点
3年に１回。

②
法定期間内にお
ける消費設備調
査頻度

全消費者に対し、４年調査項目（定期消
費設備調査）について次の頻度で調査を
実施した上で、その結果を記録してお
り、かつ消費者に通知していること。

2年に１回以上。

点
3点、1点又

は0点
3年に１回。

合 計  
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別別紙紙

保安活動概要の記入用紙

計画

①保安教育について：

②安全装置の設置について：

※ 事業所において申請する場合は、事業所における取組の内容を記載すること。

③消費者啓発について：

④その他：

実行

検討・評価
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別紙１４ 

 

 

 

 

 

 

液化石油ガス法令検索システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼液化石油ガス法令検索システム トップページ 
 
▼液化石油ガス法令検索システムの範囲 
 

▼新旧対照表 

［法律］液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年１２月２８日法律第１４９号） 

○令和元年５月３１日法律第１６号 

○令和元年６月１４日法律第３７号 

［政令］液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和４３年２月７日政令第１４号） 

○令和元年１２月１３日政令第１８２号 

○令和元年１２月１３日政令第１８３号 

［省令］液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 

（平成９年３月１０日通商産業省令第１１号） 

○令和元年７月１日経済産業省令第１７号 

○令和元年９月１１日経済産業省令第３６号 

○令和２年１月２１日経済産業省令第５号 

［告示］液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示 

（平成９年３月１３日通商産業告示第１２０号） 

○【令和元年７月１日 告示第４６号】 

 

 

－ 425 －





 

液化石油ガス法令検索システム トップページ 
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ＬＰ法令検索システムの範囲

ＬＰ法令検索システムの構築範囲は、以下に掲げる法令とし、電子データ化した当該法

令を用い、ＬＰ法令に係る施行規則、告示、例示基準、通達及び関係法令について関連す

る条文等を電子計算機上において相互にリンクさせてＬＰ法令等の閲覧が可能な機能、任

意の語彙を入力し、当該語彙が含まれる法令条文等検索させ、その結果を表示させる機能

を有するものとした。

［法律］

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年１２月２

８日 法律第１４９号）

［政令］

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和４３年２

月７日 政令第１４号）

［省令］

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成９年３

月１０日 通商産業省令第１１号）

［告示］

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定に基づ

き高圧ガス保安協会が行う講習の実施について必要な事項を定める件（平成９年

３月１３日 通商産業省告示第１１９号）

・充てん作業者講習規程を定める件（平成９年３月１３日 通商産業省告示第１２

０号）

・液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示

（平成９年３月１３日 通商産業省告示第１２１号）

・保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成９年３月１３日

通商産業省告示第１２２号）

・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示

（平成９年３月１３日 通商産業省告示第１２３号）

・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める件（平成９年

３月１７日 通商産業省告示第１２７号）

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定に基づ

き容器を屋外におくことが著しく困難な場合を定める件（平成９年３月２５日

通商産業省告示第１４２号）

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に基づき強制

排気式の燃焼器を定める件（平成１９年３月１３日 経済産業省告示第６５号）
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［通達］

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用

及び解釈の基準について（昭和４３年２月１２日付 ４３化第１５１号）

・保安機関の認定について（平成９年４月１日付 平成 ･ ･ 立局第 号）

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成９年通

商産業省令第１１号）の運用及び解釈の基準について（平成９年３月１９日付

平成 ･ ･ 資庁第１号）

・既に書面を交付した一般消費者等に対する書面の再交付について（平成９年３月

１９日付 資源エネルギー庁石油部流通課長通達）

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第８１条第１項の規定

に基づき液化石油ガス販売事業者等が備え付けるべき帳簿の取扱い等について

（平成９年４月１日付 ９保安第２２号）

・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第

１１条の燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス栓の設置方法について

（平成９年４月１日付 ９保安第２６号）

・液化石油ガス保安規則第９３条の２、第９６条（特定消費設備に係る事故に限

る。）並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

第 条第 項の運用について（平成１８年１２月２７日付 平成 ･ ･ 原院第

５号）

・強制排気式の燃焼器に係る具体的な調査方法について（平成１９年３月１３日付

平成 ･ ･ 原院第１号）

［例示基準］

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準

の運用について（平成１４年１２月２７日 平成 ･ ･ 原院第６号）（別添

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の例示基

準」を含む。）

以上
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事

項
に

つ
い

て
虚

偽
の

記
載

が
あ

り
、

若
し

く
は

重
要

な
事

実
の

記
載

が
欠

け
て

い
る

と
き

は
、

そ
の

登
録

を
拒

否
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
・

二
 

［
略

］
 

一
・

二
 

［
略

］
 

三
 

心
身

の
故

障
に

よ
り

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

を
適

正
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
者

と
し

て
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
者

 

三
 

成
年

被
後

見
人

 

四
・

五
 

［
略

］
 

四
・

五
 

［
略

］
 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
略

］
 

 
 

（
書

面
の

交
付

）
 

（
書

面
の

交
付

）
 

第
十

四
条

 
［

略
］

 
第

十
四

条
 

［
略

］
 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
略

］
 

３
 

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
は

、
前

二
項

に
よ

る
書

面
の

交
付

（
再

交
付

を
含

む
。

以
下

こ
の

項

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
代

え
て

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

一
般

消
費

者
等

の
承

諾
を

得
て

、

当
該

書
面

に
記

載
す

べ
き

事
項

を
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る

方
法

そ
の

他
の

情
報

通
信

の
技

術
を

利
用

す
る

方
法

で
あ

つ
て

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

も
の

に
よ

り
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

は
、

当
該

書
面

の
交

付
を

し
た

も
の

と
み

な
す

。
 

［
新

設
］

 

 
 

 
（

保
安

業
務

の
委

託
）

 
 
（

保
安

業
務

の
委

託
）

 

第
二

十
八

条
 

［
略

］
第

二
十

八
条

 
［

略
］

２
 

前
項

の
委

託
契

約
の

当
事

者
は

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
書

面
の

交
付

に
代

え
て

、
政

令
で

定
め

る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
契

約
の

相
手

方
の

承
諾

を
得

て
当

該
書

面
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情

報
通

信
の

技
術

を
利

用
す

る
方

法
で

あ
つ

て
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
も

の
に

よ
り

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
当

該
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

は
、

当
該

書
面

の
交

付
を

し
た

も
の

と
み

な
す

。
 

［
新

設
］

 

 

－ 431 －



 

（
欠

格
条

項
）

 
（

欠
格

条
項

）
 

第
三

十
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

前
条

第
一

項
の

認
定

を
受

け
る

こ
と

が
で

き

な
い

。
 

第
三

十
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

前
条

第
一

項
の

認
定

を
受

け
る

こ
と

が
で

き

な
い

。
 

一
・

二
 

［
略

］
 

一
・

二
 

［
略

］
 

三
 

心
身

の
故

障
に

よ
り

保
安

業
務

を
適

正
に

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
者

と
し

て
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
者

 

三
 

成
年

被
後

見
人

 

四
 

［
略

］
四

 
［

略
］

 

 
 

 
附

則
〔

令
和

元
年

五
月

三
十

一
日

 
法

律
第

十
六

号
〕

 
 

＊
法

律
第

十
六

号
は

、
情

報
通

信
技

術
の

活
用

に
よ

る
行

政
手

続
等

に
係

る
関

係
者

の
利

便
性

の
向

上
並

び
に

行
政

運
営

の
簡

素
化

及
び

効
率

化
を

図
る

た
め

の
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
 

 

（
施

行
期

日
）

 
 

第
一

条
 

こ
の

法
律

は
、

公
布

の
日

か
ら

起
算

し
て

九
月

を
超

え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

政
令

で
定

め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
に

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。
（

以
下

、
略

）
 

 

 
 

 
 

 
附

則
〔

令
和

元
年

六
月

十
四

日
 

法
律

第
三

十
七

号
＊
〕

 
 

＊
法

律
第

三
十

七
号

は
、
成

年
後

見
人

等
の

人
権

の
制

限
に

係
る

措
置

ん
お

適
正

化
等

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備

に
関

す
る

法
律
 

 

（
施

行
期

日
）

 
 

第
一

条
 

こ
の

法
律

は
、
公

布
の

日
か

ら
起

算
し

て
三

月
を

経
過

し
た

日
か

ら
施

行
す

る
。（

以
下

、
略

）
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○
情

報
通

信
技

術
の

活
用

に
よ

る
行

政
手

続
等

に
係

る
関

係
者

の
利

便
性

の
向

上
並

び
に

行
政

運
営

の
簡

素
化

及
び

効
率

化
を

図
る

た
め

の
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

日
を

定
め

る
政

令
〔
令

和
元

年
十

二
月

十
三

日
 
政

令
第

百
八

十
二

号
〕

 
新

旧
対

照
表

 

 

【
令

和
元

年
１

２
月

１
３

日
 
政

令
第

１
８

２
号

】
 

 

改
 

 
正

 
現

 
 

行
 

内
閣

は
、

情
報

通
信

技
術

の
活

用
に

よ
る

行
政

手
続

等
に

係
る

関
係

者
の

利
便

性
の

向
上

並
び

に

行
政

運
営

の
簡

素
化

及
び

効
率

化
を

図
る

た
め

の
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

元
年

法
律

第
十

六
号

）
附

則
第

一
条

本
文

の
規

定
に

基
づ

き
、

こ
の

政
令

を
制

定
す

る
。

 

 

 
 

情
報

通
信

技
術

の
活

用
に

よ
る

行
政

手
続

等
に

係
る

関
係

者
の

利
便

性
の

向
上

並
び

に
行

政
運

営

の
簡

素
化

及
び

効
率

化
を

図
る

た
め

の
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

期
日

は
、

令
和

元
年

十
二

月
十

六
日

と
す

る
。
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○
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
４
３
年

２
月

７
日

政
令

第
１
４
号

）
 
新

旧
対

照
表

 

 

【
令

和
元

年
１

２
月

１
３

日
 
政

令
第

１
８

３
号

】
 

 

改
 

 
正

 
現

 
 

行
 

 
（

書
面

に
記

載
す

べ
き

事
項

の
電

磁
的

方
法

に
よ

る
提

供
の

承
諾

等
）

 
 

 

第
五

条
 

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
は

、
法

第
十

四
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

事

項
を

提
供

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
あ

ら
か

じ
め

、
当

該
事

項
の

提
供

の
相

手
方

に
対

し
、

そ
の

用
い

る
同

項
の

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

方
法

（
次

項
に

お
い

て
「

電
磁

的
方

法
」
と

い
う

。
）
の

種
類

及
び

内
容

を
示

し
、
書

面
又

は
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る

方
法

そ
の

他
の

情
報

通
信

の
技

術
を

利
用

す
る

方
法

で
あ

つ
て

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

も
の

（
次

項
に

お
い

て
「

書
面

等
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
承

諾
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
五

条
 

削
除

 

２
 

前
項

の
承

諾
を

得
た

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
は

、
当

該
相

手
方

か
ら

書
面

等
に

よ
り

電
磁

的

方
法

に
よ

る
提

供
を

受
け

な
い

旨
の

申
出

が
あ

つ
た

と
き

は
、

当
該

相
手

方
に

対
し

、
法

第
十

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

事
項

の
提

供
を

電
磁

的
方

法
に

よ
つ

て
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当

該
相

手
方

が
再

び
前

項
の

承
諾

を
し

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 

３
 

前
二

項
の

規
定

は
、

法
第

二
十

八
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
同

項
に

規
定

す
る

事
項

を
提

供
す

る

場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

 

 
 

 
 

 
附

 
則

〔
令

和
元

年
十

二
月

十
三

日
 

政
令

第
百

八
十

三
号

＊
〕

 
 

＊
政

令
第

百
八

十
三

号
は

、
「

情
報

通
信

技
術

の
活

用
に

よ
る

行
政

手
続

等
に

係
る

関
係

者
の

利
便

性
の

向
上

並
び

に
行

政
運

営
の

簡
素

化
及

び
効

率
化

を
図

る
た

め
の

行
政

手
続

等
に

お
け

る
情

報
通

信
の

技
術

の
利

用
に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
施

行
に

伴
う

関
係

政
令

の
整

備
等

に
関

す
る

政
令

」
 

 

（
施

行
期

日
）

 
 

第
一

条
 

こ
の

政
令

は
、

情
報

通
信

技
術

の
活

用
に

よ
る

行
政

手
続

等
に

係
る

関
係

者
の

利
便

性
の

向

上
並

び
に

行
政

運
営

の
簡

素
化

及
び

効
率

化
を

図
る

た
め

の
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

次
条

に
お

い
て
「

改
正

法
」
と

い
う

。
）
の

施
行

の
日

（
令

和
元

年
十

二
月

十
六

日
）

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

第
二

条
 

～
 

第
十

条
 

 
［

略
］
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○
液

化
石

油
ガ

ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
平

成
９
年

３
月

１
０
日

通
商

産
業

省
令

第
１
１
号

）
 
新

旧
対

照
表

 

 

【
令

和
元

年
７

月
１

日
 

経
済

産
業

省
令

第
１

７
号

】
 

【
令

和
元

年
９

月
１

１
日

 
経

済
産

業
省

令
第

３
６

号
】

 

【
令

和
２

年
１

月
２

１
日

 
経

済
産

業
省

令
第

５
号

】
 

改
 

 
正

 
現

 
 

行
 

（
第

四
条

第
一

項
第

三
号

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
者

）
 

 

第
五

条
の

二
法

第
四

条
第

一
項

第
三

号
の

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

者
は

、
精

神
の

機
能

の
障

害
に

よ
り

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

を
適

正
に

行
う

に
当

た
っ

た
必

要
な

認
知

、
判

断
及

び
意

思
疎

通
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

者
と

す
る

。

［
新

設
］

２
 

法
第

三
条

第
一

項
の

登
録

を
受

け
た

者
若

し
く

は
法

人
で

あ
っ

て
そ

の
業

務
を

行
う

役
員

又
は

法

定
代

理
人

若
し

く
は

同
居

の
親

族
は

、
当

該
登

録
を

受
け

た
者

又
は

法
人

で
あ

っ
て

そ
の

業
務

を
行

う
役

員
が

精
神

の
機

能
の

障
害

を
有

す
る

状
態

と
な

り
、

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

の
適

切
な

実
施

が
著

し
く

困
難

と
な

っ
た

と
き

は
、

法
第

三
条

第
一

項
の

登
録

を
し

た
経

済
産

業
大

臣
、

産
業

保
安

監
督

部
長

又
は

都
道

府
県

知
事

に
そ

の
旨

を
届

け
出

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
病

名
、

障
害

の
程

度
、

病
因

、
病

後
の

経
過

、
治

癒
の

見
込

み
そ

の
他

参
考

と
な

る
所

見
を

記
載

し
た

医
師

の
診

断
書

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  

（
書

面
の

記
載

事
項

等
）

 
（

書
面

の
記

載
事

項
）

 

第
十

三
条

 
法

第
十

四
条

第
一

項
第

六
号

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る

も
の

と
す

る
。

第
十

三
条

 
法

第
十

四
条

第
一

項
第

六
号

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る

も
の

と
す

る
。

一
 

～
 

十
 

［
略

］
 

一
 

～
 

十
 

［
略

］
 

２
 

法
第

十
四

条
第

三
項

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
方

法
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

 
［

新
設

］

一
 

電
子

メ
ー

ル
を

送
信

す
る

方
法

で
あ

っ
て

、
一

般
消

費
者

等
が

当
該

電
子

メ
ー

ル
の

記
録

を
出

力
す

る
こ

と
に

よ
る

書
面

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
 

 

二
 

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機
（

入
出

力
装

置
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

に
記

録
さ

れ
た

法
第

十
四

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

又
は

当
該

各

項
に

掲
げ

る
事

項
に

該
当

す
る

も
の

の
変

更
の

内
容

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
契

約
締

結
時

交

付
事

項
等

」
と

い
う

。
）
を

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

一
般

消
費

者
等

の
閲

覧
に

供
す

る
方

法
（

一

般
消

費
者

等
が

当
該

フ
ァ

イ
ル

の
記

録
を

出
力

す
る

こ
と

に
よ

る
書

面
を

作
成

す
る

こ
と

が
で

き

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

フ
ァ

イ
ル

に
記

録
さ

れ
た

契
約

締
結

時
交

付
事

項
等

を
電

気
通

信

回
線

を
通

じ
て

一
般

消
費

者
等

の
閲

覧
に

供
す

る
方

法
で

あ
っ

て
、

当
該

フ
ァ

イ
ル

に
記

録
さ

れ

た
契

約
締

結
時

交
付

事
項

等
を

、
そ

の
記

録
さ

れ
た

日
か

ら
起

算
し

て
三

月
間

、
消

去
し

、
又

は

改
変

で
き

な
い

も
の

）
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三
 

磁
気

デ
ィ

ス
ク

、
シ

ー
・

デ
ィ

ー
・

ロ
ム

そ
の

他
の

記
録

媒
体

に
契

約
締

結
時

交
付

事
項

等
を

記
録

し
た

も
の

を
交

付
す

る
方

法
 

 

３
 

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
は

、
法

第
十

四
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
、

前
項

各
号

に
掲

げ
る

方

法
に

よ
り

契
約

締
結

時
交

付
事

項
等

を
提

供
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
相

手
方

か
ら

の
求

め
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ

の
者

に
対

し
、

契
約

締
結

時
交

付
事

項
等

を
記

載
し

た
書

面
を

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

［
新

設
］

 

 
（

一
般

消
費

者
等

に
対

し
て

示
す

べ
き

電
磁

的
方

法
の

種
類

及
び

内
容

）
 

 

第
十

三
条

の
二

 
令

第
五

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

示
す

べ
き

電
磁

的
方

法
の

種
類

及
び

内
容

は
、

次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

［
新

設
］

一
 

第
十

三
条

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
方

法
の

う
ち

、
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

が
使

用
す

る
も

の
 

 

二
 

フ
ァ

イ
ル

へ
の

記
録

の
方

法
 

 

 

（
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

に
よ

る
情

報
通

信
の

技
術

を
利

用
し

た
承

諾
の

取
得

）
 

 

第
十

三
条

の
三

令
第

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
利

用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情

報
通

信
の

技
術

を
利

用
す

る
方

法
で

あ
っ

て
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

［
新

設
］

一
 

電
子

メ
ー

ル
を

送
信

す
る

方
法

で
あ

っ
て

、
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

が
当

該
電

子
メ

ー
ル

の
記

録
を

出
力

す
る

こ
と

に
よ

る
書

面
を

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

 

 

二
 

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

に
記

録
さ

れ
た

一
般

消
費

者
等

の
承

諾
に

関
す

る
事

項
を

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

一
般

消
費

者
等

の
閲

覧

に
供

し
、

当
該

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ

ル
に

当
該

一
般

消
費

者
等

の
承

諾
に

関
す

る
事

項
を

記
録

す
る

方
法

 

 

三
 

磁
気

デ
ィ

ス
ク

、
シ

ー
・

デ
ィ

ー
・

ロ
ム

そ
の

他
の

記
録

媒
体

に
一

般
消

費
者

等
の

承
諾

に
関

す
る

事
項

を
記

録
し

た
も

の
を

得
る

方
法

 

 

 

（
委

託
契

約
に

係
る

記
載

事
項

等
）

 
（

委
託

契
約

に
係

る
記

載
事

項
）

 

第
二

十
八

条
 

法
第

二
十

八
条

第
一

項
第

三
号

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
事

項
は

、
次

の
各

号
に

掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

 

第
二

十
八

条
 

法
第

二
十

八
条

第
三

号
の

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も

の
と

す
る

。
 

一
 

～
 

三
 

［
略

］
 

一
 

～
 

三
 

［
略

］
 

２
 
法

第
二

十
八

条
第

二
項

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
方

法
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
 

［
新

設
］

一
 

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
す

る
方

法
の

う
ち

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

も
の

 
 

イ
 

保
安

業
務

の
委

託
契

約
の

当
事

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
当

該
契

約
の

相
手

方
の

使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
接

続
す

る
電

気
通

信
回

線
を

通
じ

て
送

信
し

、
受

信
者

の
使

用
に
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係
る

電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

す
る

方
法

 

ロ
 

保
安

業
務

の
委

託
契

約
の

当
事

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

に

記
録

さ
れ

た
法

第
二

十
八

条
第

一
項

に
掲

げ
る

事
項
（

以
下
「

契
約

事
項

」
と

い
う

。
）
を

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

当
該

契
約

の
相

手
方

の
閲

覧
に

供
し

、
当

該
契

約
の

相
手

方
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

に
当

該
契

約
事

項
を

記
録

す
る

方
法

 

 

二
 

磁
気

デ
ィ

ス
ク

、
シ

ー
・

デ
ィ

ー
・

ロ
ム

そ
の

他
の

記
録

媒
体

を
も

っ
て

調
整

す
る

フ
ァ

イ
ル

に
契

約
事

項
を

記
録

し
た

も
の

を
交

付
す

る
方

法
 

 

３
 

前
項

に
掲

げ
る

方
法

は
、

次
に

掲
げ

る
技

術
的

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

［
新

設
］

一
 

保
安

業
務

の
委

託
契

約
の

相
手

方
が

フ
ァ

イ
ル

へ
の

記
録

を
出

力
す

る
こ

と
に

よ
る

書
面

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 

二
 

フ
ァ

イ
ル

に
記

録
さ

れ
た

契
約

事
項

に
つ

い
て

、
改

変
が

行
わ

れ
て

い
な

い
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

措
置

を
講

じ
て

い
る

こ
と

。
 

 

４
 

第
二

項
第

一
号

の
「

電
子

情
報

処
理

組
織

」
と

は
、

保
安

業
務

の
委

託
契

約
の

当
事

者
の

使
用

に

係
る

電
子

計
算

機
と

、
当

該
契

約
の

相
手

方
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
を

電
気

通
信

回
線

で
接

続
し

た
電

子
情

報
処

理
組

織
を

い
う

。
 

［
新

設
］

 

（
保

安
業

務
の

委
託

契
約

の
相

手
方

に
対

し
て

示
す

き
電

磁
的

方
法

の
種

類
及

び
内

容
）

 
 

第
二

十
八

条
の

二
令

第
五

条
第

三
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
示

す
べ

き
電

磁
的

方
法

の
種

類
及

び
内

容
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

［
新

設
］

一
 

前
条

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
方

法
の

う
ち

、
保

安
業

務
の

委
託

契
約

の
当

事
者

が
使

用
す

る
も

の
 

 

二
 

フ
ァ

イ
ル

へ
の

記
録

の
方

式
 

 

 

（
委

託
契

約
の

当
事

者
に

よ
る

情
報

通
信

の
技

術
を

利
用

し
た

承
諾

の
取

得
）

 
 

第
二

十
八

条
の

三
令

第
五

条
第

三
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

第
一

項
に

規
定

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情

報
通

信
の

技
術

を
利

用
す

る
方

法
で

あ
っ

て
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
も

の
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

［
新

設
］

一
 

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
す

る
方

法
の

う
ち

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

も
の

 
 

イ
 

保
安

業
務

の
委

託
契

約
の

当
事

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
当

該
契

約
の

相
手

方
の

使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
接

続
す

る
電

気
通

信
回

線
を

通
じ

て
送

信
し

、
受

信
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

す
る

方
法

 

 

ロ
 

保
安

業
務

の
委

託
契

約
の

当
事

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

に

記
録

さ
れ

た
法

第
二

十
八

条
第

二
項

の
承

諾
に

関
す

る
事

項
を

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

当
該

契
約

の
相

手
方

の
閲

覧
に

供
し

、
当

該
契

約
の

当
事

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

に
当

該
承

諾
に

関
す

る
事

項
を

記
録

す
る

方
法
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二
 

磁
気

デ
ィ

ス
ク

、
シ

ー
・

デ
ィ

ー
・

ロ
ム

そ
の

他
の

記
録

媒
体

を
も

っ
て

調
整

す
る

フ
ァ

イ
ル

に
当

該
承

諾
に

関
す

る
事

項
を

記
録

し
た

も
の

を
交

付
す

る
方

法
。

 

 

 

 
（

法
第

三
十

条
第

三
号

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
者

）
 

 

第
三

十
条

の
二

 
法

第
三

十
条

第
三

号
の

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

者
は

、
精

神
の

機
能

に
よ

り
保

安

業
務

を
適

正
に

行
う

に
あ

た
っ

て
必

要
な

認
知

、
判

断
及

び
意

思
疎

通
を

適
正

に
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

者
と

す
る

。

［
新

設
］

 
 

（
充

て
ん

設
備

の
技

術
上

の
基

準
）

 
（

充
て

ん
設

備
の

技
術

上
の

基
準

）
 

第
六

十
四

条
法

第
三

十
七

条
の

四
第

二
項

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
充

て
ん

設
備

の
技

術
上

の
基

準
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。

第
六

十
四

条
法

第
三

十
七

条
の

四
第

二
項

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
充

て
ん

設
備

の
技

術
上

の
基

準
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。

一
 
 

～
 

六
 

［
略

］
 

一
 
 

～
 

六
 

［
略

］
 

七
 

充
て

ん
ホ

ー
ス

は
、
日

本
産

業
規

格
Ｋ

 
六

三
四

七
（

一
九

九
五

）
に

規
定

さ
れ

る
鋼

線
編

組
式

ホ
ー

ス
と

す
る

こ
と

。
 

七
 

充
て

ん
ホ

ー
ス

は
、
日

本
工

業
規

格
Ｋ

 
六

三
四

七
（

一
九

九
五

）
に

規
定

さ
れ

る
鋼

線
編

組
式

ホ
ー

ス
と

す
る

こ
と

。
 

八
・

九
 

［
略

］
 

 

十
 

均
圧

ホ
ー

ス
を

取
り

付
け

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
均

圧
ホ

ー
ス

は
、

日
本

産
業

規
格

Ｋ
六

三
四

七
（

一
九

九
五

）
 
に

規
定

さ
れ

る
鋼

線
編

組
式

ホ
ー

ス
と

し
、
か

つ
、
告

示
で

定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
り

、
安

全
継

手
及

び
脱

着
用

の
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
を

設
け

る
こ

と
。

 

十
 

均
圧

ホ
ー

ス
を

取
り

付
け

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
均

圧
ホ

ー
ス

は
、

日
本

工
業

規
格

Ｋ
六

三
四

七
（

一
九

九
五

）
 
に

規
定

さ
れ

る
鋼

線
編

組
式

ホ
ー

ス
と

し
、
か

つ
、
告

示
で

定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
り

、
安

全
継

手
及

び
脱

着
用

の
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
を

設
け

る
こ

と
。

 

十
一

 
～

 
十

七
 

［
略

］
 

十
一

 
～

 
十

七
 

［
略

］
 

 
 

 
 

 
附

則
〔

令
和

元
年

七
月

一
日

 
経

済
産

業
省

令
第

十
七

号
*
〕

 
 

＊
令

和
元

年
七

月
一

日
省

令
第

十
七

号
は

、
「

不
正

競
争

防
止

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
施

行
に

伴
う

経
済

産
業

省
関

係
省

令
の

整
備

に
関

す
る

省
令

」
 

 

 
こ

の
省

令
は

、
不

正
競

争
防

止
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

の
日

（
令

和
元

年
七

月
一

日
）

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

 
 

 
 

 
附

則
〔

令
和

元
年

九
月

十
一

日
 

経
済

産
業

省
令

第
三

十
六

号
*
〕

 
 

＊
令

和
元

年
九

月
十

一
日

省
令

第
三

十
六

号
は

、
「

成
年

後
見

人
等

の
権

利
の

制
限

に
係

る
措

置
の

適
正

化
等

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
施

行
に

伴
う

経
済

産
業

省
令

の
整

備
に

関
す

る
省

令
」
 

 

 
こ

の
省

令
は

、
成

年
被

後
見

人
等

の
権

利
の

制
限

に
係

る
措

置
の

適
正

化
等

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
の

施
行

の
日

（
令

和
元

年
九

月
十

四
日

）
か

ら
施

行
す

る
。

 

 

 
 

 
 

 
附

則
〔

令
和

二
年

一
月

二
十

一
日

 
経

済
産

業
省

令
第

五
号

〕
 

 

 
こ

の
省

令
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 
 

【
備

考
】

 

※
様

式
１

～
７

０
中

「
日

本
工

業
規

格
」

と
あ

る
の

は
、
「

日
本

産
業

規
格

」
改

め
る

。
 

（
但

し
、
様

式
４

、
４

２
、
４

９
、
５

２
、
５

５
、
５

９
、
６

１
及

び
６

２
は

、「
日

本
工

業

規
格

」
は

な
い

の
で

除
く

。
）
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○
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

の
認

定
に

係
る

保
安

確
保

機
器

の
設

置
等

の
細

目
を

定
め

る
告

示
（
平

成
９
年

３
月

１
３
日

通
商

産
業

告
示

第
１
２
０
号

）
 
新

旧
対

照
表

 

 

【
令

和
元

年
７

月
１

日
 

告
示

第
４

６
号

】
 

 

改
 

 
正

 
現

 
 

行
 

（
保

安
確

保
機

器
の

種
類

）
 

（
保

安
確

保
機

器
の

種
類

）
 

第
一

条
［

略
］

第
一

条
［

略
］

第
二

条
 

規
則

第
四

十
五

条
第

四
号

の
告

示
で

定
め

る
基

準
は

別
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 
第

二
条

 
規

則
第

四
十

五
条

第
四

号
の

告
示

で
定

め
る

基
準

は
別

表
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

 
 

 
附

則
〔

令
和

元
年

七
月

一
日

 
告

示
第

四
十

六
号

＊
〕

 
 

＊
令

和
元

年
七

月
一

日
告

示
第

四
十

六
号

は
、
「

不
正

競
争

防
止

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
施

行
に

伴
う

経
済

産

業
省

関
係

告
示

の
整

備
に

関
す

る
告

示
」
 

 

こ
の

告
示

は
、

不
正

競
争

防
止

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
施

行
の

日
（

令
和

元
年

七
月

一

日
）

か
ら

施
行

す
る

。
 

 

 
 

別
表

 
［

別
紙

に
記

載
］

 
別

表
 

［
略

］
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別表（第二条関係） 
 

保安確保機器 分類 基準 

液化石油ガス用ガス漏れ

警報器 
 器具省令別表第一第一四号に規定する液化石油ガス用ガス漏れ警報器（器具省令別表第三の

技術上の基準に適合するものに限る。）であること。 
液化石油ガス用継手金具

付低圧ホース 
Ⅰ類 器具省令別表第一第一五号に規定する液化石油ガス用継手金具付低圧ホース（器具省令別表

第三の技術上の基準に適合するものに限る。）であって、以下の基準に適合するものであるこ

と。 
（１）耐熱老化性 

温度八〇度以上において九六〇時間放置した後、低圧ホースの一端を固定し他端に左右

九〇度のねじりを各一回加え、〇・三メガパスカルの圧力を一分間以上加えたとき漏れが

ないこと。 
（２）耐候性 

  日本産業規格Ｋ六三四七一一（二〇〇三）液化石油ガス用ゴムホース（ＬＰＧホー

ス）―第一部：自動車、一般設備及び一般家庭用の八・五外面層の静的オゾン劣化試験に

定める規格に適合する方法によりオゾン濃度を 45pphm以上55pphm以下、試験温度を三八

度以上四二度以下、試験時間を一四〇時間、伸びを二〇パーセントとして試験を行ったと

き、使用上支障のあるき裂等が生じないものであること。 

Ⅱ類 器具省令別表第一第一五号に規定する液化石油ガス用継手金具付低圧ホース（器具省令別表

第三の技術上の基準に適合するものに限る。）であること。（Ｉ類であるものを除く。） 
調整器 Ⅰ類 器具省令別表第一第八号に規定する調整器（器具省令別表第三の技術上の基準に適合するも

のであって、一時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が一〇キログラム以下の単段

減圧式調整器、自動切替式一体型調整器及び二段減圧式一体型調整器に限る。）であって、以

下の基準に適合するものであること。 
（１）耐しょく性 

イ 湿潤、塩水噴霧及び乾燥を一〇回繰り返したとき、著しい腐しょく等がないこと。 
ロ 金属材料に施された塗装膜等は十分な密着強度を有すること。 

（２）耐液化石油ガス性 
ダイヤフラム、弁ゴム及びＯリングは、ペンタン試験液中に七二時間浸漬したとき、軟

化、膨潤及び収縮等がないこと 

（３）耐雨性 
散水しながら作動及び停止を繰り返し行った後、温度零下五度において、次に掲げる基

準に適合すること。 

イ 安全機構が作動するときの低圧側の圧力は五・六〇キロパスカル以上八・四〇キロパ

スカル以下であり、かつ、安全機構が作動を停止するときの低圧側の圧力は五・〇四キ

ロパスカル以上八・四〇キロパスカル以下であること。 
ロ 表示されている入口側の圧力を加えたとき、閉そく圧力は、三・五〇キロパスカル以

下であること。 
ハ 表示されている入口側の圧力を加え、表示されている容量（一時間に減圧することが

できる液化石油ガスの質量をいう。）のガスを流したとき、表示されている調整圧力が

得られること。 
（４）低温気密性及び耐久性  

温度零下二五度以下においてガスの放出及び閉そくを七〇〇〇回繰り返した後、次の表

の基準を満たすこと。 
 

調整器の種類 気密試験圧力 基  準 

 高圧側 低圧側  

単段減圧式調整器 1.56MPa 5.50kPa 表の調整器の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞ

れ同表の気密試験圧力の欄に掲げる圧力を加えた

とき、液化石油ガス漏れのないこと。ただし、自

動切替式一体型調整器であって、入口側の圧力の

下限値が〇・一五メガパスカルのものにあっては、

一次側の低圧側及び二次側の高圧側の気密試験圧

力を〇・二二五メガパスカルとする。 

自動切替式一

体型調整器 
一次側 1.56MPa 0.15MPa 

二次側 0.15MPa 5.50kPa 

二段減圧式一

体型調整器 
一次側 1.56MPa 0.15MPa 

二次側 0.15MPa 5.50kPa 
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（５）高温気密性 
温度八〇度以上において九六〇時間放置した後、（４）の表の基準に適合すること。 

（６）調整圧力及び閉そく圧力 
（３）ロ及びハの基準により調整圧力及び閉そく圧力を測定し、次の表の調整器の種類

の欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の調整圧力及び閉そく圧力の欄に掲げる圧力で

あること。 
 

調整器の種類 調 整  圧 カ 閉そく圧力 

 下 限 上 限  

単段減圧式調整器 2.35kPa以上 3.24kPa以下 3.33kPa以下 

自動切替式調整器 2.60kPa以上   

二段減圧式一体型調整器 2.60kPa以上   
 

（７）耐久性 
入口側の圧力を〇･一メガパスカルとし、二秒以上三秒以下の間空気を流入した後、二

秒以上三秒以下の間空気の流入を停止する操作を一八〇〇〇〇回（自動切替式一体型調整

器の一次側については、各九〇〇〇〇回）繰り返した後、（３）ロ及びハ並びに（４）の

表の基準に適合すること。ただし、自動切替式一体型調整器であって入口側の圧力の下限

値が〇･一五メガパスカルのものにあっては、入口側の圧力を〇･一五メガパスカルとす

る。 
（８）耐候性 

樹脂により成型された外装部品は、十分な耐候性を有すること。 

（９）ねじ部の割れ 
ニップル部のねじ部は、接続状態において高温及び低温の繰り返し試験を二〇回行った

とき、接続部に割れ等の異常がないこと。 

（１０）耐荷重性 
接続部に曲げモーメントが加えられたとき、漏れがないこと。 

（１１）耐応力腐しょく割れ 
接続部に銅合金を用いたものにあっては、応力腐しょく割れがないこと。 

Ⅱ類 器具省令別表第一第八号に規定する調整器（器具省令別表第三の技術上の基準に適合するも

のに限る。）であること。（Ⅰ類であるものを除く。） 
液化石油ガス用継手金具

付高圧ホース 
Ⅰ類 器具省令別表第一第一一号に規定する液化石油ガス用継手金具付高圧ホース（器具省令別表

第三の技術上の基準に適合するものに限る。）であって、以下の基準に適合するものであるこ

と。 
（１）耐熱老化性 

温度八〇度以上において九六〇時間放置した後、高圧ホースの一端を固定し他端に左右

九〇度のねじりを各一回加え、一・五六メガパスカルの圧力を一分間以上加えたとき漏れ

がないこと。 

（２）耐候性 
日本産業規格Ｋ六三四七―一（二〇〇三）液化石油ガス用ゴムホース（LPGホース）―

第一部：自動車、一般設備及び一般家庭用の八・五外面層の静的オゾン劣化試験に定める

規格に適合する方法によりオゾン濃度を 45pphm以上55pphm以下、試験温度を三八度以上

四二度以下、試験時間を一四〇時間、伸びを二〇パーセントとして試験を行ったとき、使

用上支障のあるき裂等が生じないものであること。 

（３）低温時耐久性 
温度零下二五度以下において、チェック弁は、〇・〇七メガパスカル以上〇・一〇メガ

パスカル以下の圧力の空気を二秒以上三秒以下の間流入した後二秒以上三秒以下の間流

入を停止する操作を両端から交互に六〇〇回以上繰返した後、差圧〇・〇七メガパスカル

以下において液化石油ガス漏れがないこと。 

Ⅱ類 器具省令別表第一第一一号に規定する液化石油ガス用継手金具付高圧ホース（器具省令別表

第三の技術上の基準に適合するものに限る。）であること。（Ⅰ類であるものを除く。） 
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